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「ちんちょうち」(沈澄池)とは 

下水をきれいにする処理施設の一つです。 

都市活動や生活で使われた水は、微生物の力できれいになります。

細菌を主体とした微生物集団が下水中の汚濁物を食べ、増殖する

ことできれいにします。汚濁物を食べつくした微生物集団を沈降

させ、きれいな上澄水を取り出す役割をするのが沈澄池です。す

なわち、下水と微生物の混合液を沈めて澄ます池が沈澄池です。 

 

                                     

                         サンズイ偏の連続用語 

「サンズイ偏」が三つも連続する「沈澄池」という用語は珍しい。

いずれも中国から渡来した漢字であるが、その組み合わせは日本

人が考案したものである。 

「沈澄池」という言葉は大きな国語辞典にも載っておらず、今は

大阪市下水道で使われる貴重な日本語である。 
(「沈澄池の話」：山野寿男著 NPO 機関誌「ちんちょうち」創刊号 15 頁より抜粋) 

 

 

 

表紙水彩画：森本 博  同志社大学クラーク記念館 

同志社大学今出川学舎のシンボルであるクラーク記念館をスケッチした。 

国の重要文化財に指定されているレンガ造りの建物で、歴史を感じる。 

他にも同志社礼拝堂、彰栄館、ハリス理化学館など欧州を想わせる古い建物が 

多数あり３点スケッチしたその中の１点です。 

今年はＮＨＫ大河で新島八重がドラマ化され、さらに人気スッポットになるだろう。 
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平成 16 年に日本技術士会のビジョン作りに参画

し、「技術士ビジョン21」を作成した。その根幹は、

21世紀は環境の世紀と云われるなかで、日本は「科

学技術創造立国」を標榜し、知的財産立国として世

界に貢献する国を目指すことである。資源小国かつ

貿易立国の我が国は、長年の間この科学技術の成

長・充実が社会経済活動の発展の一翼を担ってきた

ことは間違いない。しかし、近年この科学技術創造

の行方が急激にあやしくなってきた。 
昔何かで読んだ覚えがあるが、それは 17 世紀頃

のヨーロッパでカトリックとプロテスタントが宗教

上の争いをしていた時、その内実は政治が複雑に絡

み、政治が主導的な時代は、それを経済が事実上支

配しているという。そして、経済が国際的な均衡を

左右している時は、そのバックに技術の後ろ盾があ

るといわれている。この事を我が国の高度成長時代

に振り返ってみると、経済成長はそのバックに長年

積み重ねてきた高度な技術が、自動車を筆頭に家電

や IT 産業等の品質を高め、メイド・イン・ジャパ

ンが世界を席巻した結果であろう。しかし、1980
年頃のエズラ・ヴォーゲル著の「Japan as Number 
One」が発刊された時代が日本のピークで、ナンバ

ー・ワンとなった時の驕りと同時に今後どうすれば

いいかわからなかったのではなかろうか。 
わが国は、明治維新以来、欧米に追い付け追い越

せで、どちらかというと科学技術中心に各分野で懸

命に努力してきた。戦後、高度成長時代に入って長

年の間米国につぐ世界第2位の経済規模になり国際

競争力も 1990 年には世界一位になった。その競争

力が2011年には26位に落ちている。長年、追う立

場であったものが、一位になって追われる立場にな

るとどうすればいいのか非常に難しい。トップラン

ナーを続けるには、常に技術革新は勿論のこと、グ

ローバル化した世界の状況変化を十分把握した経営

戦略が求められるのであろう。自動車を例に見ると、

私が 50 年近く前に米国留

学中ある小さな学生町で一

年半程生活していたが、そ

の間輸入車の殆どがフォル

クスワーゲンで日本車はブ

ルーバードを1台見ただけ

であった。その後 1970 年

には輸出車が年間100万台

を超え、1980年には生産量、輸出量共世界一を保っ

ている。これは、需要者が要求する故障頻度の僅少、

燃費の効率化、ハイブリッド化、環境への低負荷等

社会が求める技術開発を続け常に世界をリードして

きた成果であろう。一方、近年の大手家電メーカー

の実態は、数年前までの世界を席巻していた姿から

想像しがたい状況である。このことが、従来からの

工場の海外移転に続いて技術者が流出するという負

のスパイラルに陥ってきた。今後どうするかは非常

に深刻な問題で、このままではとても科学技術創造

立国とは言えなくなってきた。 
先程、経済が主導的の時は、そのバックで技術が

支配していると書いたが、現在はそれがあてはまら

ないように思う。競争力低下の原因はまず円高で、

それに人件費等諸々の要因による製造コストの問題

であろう。今まで、技術的に優れた製品であれば間

違いがないと考えられていたようだが、原子力関連

を含めた各分野の技術者が流動化している昨今では、

技術は直ぐに追いつかれ、そこに日本人技術者が関

与している事を考えると、今迄と違った戦略が必要

である。 
 今後とも、時代の要請を先取りするような技術開

発は当然必要であるが、これと同時に円高対策を含

めた金融政策やグローバルな経済対策とが車の両輪

のごとく健全な姿を保つことが、科学技術創造立国

を支えるために不可欠なことであろう。

科学技術創造立国の行方 
 玉井 義弘 

巻
頭
言 
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大阪市下水処理場と建設私記 

山野 寿男 

 
 
（まえがき） 

 下水道を第 1 志望として昭和 37 年に土木局

下水部に配属された。以後、設計係員と設計係

長として下水処理場の建設を 14 年間も担当し

た。その道程で特に印象に残る事柄を記憶と古

いメモを頼りにして綴った。なお、文中の氏名

は、先輩なら「氏」、後輩なら「君」とし、年代

などは『大阪市下水道事業誌（全 3 巻）』と現

役時代の手帳によった。 
 
１ 大野処理場（通水；昭和 42年 11月） 

 
(1) 私設通水式典 
昭和 40 年代から急ピッチで下水処理場が建

設され、次々と完成した。普通なら大阪市か局

をあげて通水式典を行うのであるが下水道には

通例がない。そこで建設担当者と施工業者とで

手作りの式典を行うことにした（費用は担当者

が拠出）。大野処理場では工事係の宮崎君が準備

を一手に引き受けてくれ、薬玉まで用意してく

れた。さて、本番を迎えて垂れ幕のリボンを引

くと突然、鳩が現れたのには驚いた。ところが

飛んでゆかずに失神したようにストンと落下し

てしまった。手作りの飾りに使用したシンナー

によるものか。とんだハプニングであった。場

長の八十氏は機械室のブロアーにお神酒をかけ

て回り、その姿を見て、これから運転を担う責

任者の意気を感じた。 
 
２ 十八条処理場（通水；昭和 45年 3月 

 
(1)  超特急のポンプ場建設 
新大阪駅周辺の区画整理が進んだが下水道が

なく、浸水対策が急務となった。十八条町に立

地する下水処理場は市会への約束通り、まずポ

ンプ室の建設から始った。 
昭和 41年 11月に着工

し、翌年 9 月に通水した

から、まさに超特急なみ

のスピードである。その

陰には工事発注までに非

常手段を用いた経過があ

る。一般の設計では構造計算～製図～材料数量

の積算～予定価格の見積りという手続きをとる

が、これではとても間に合わない。 
そこで下水道工事は契約後に単価査定を行い、

数量に増減が生じれば、その単価で契約変更を

するという特性を利用した。概算設計によって

入札し、施工後は査定単価によって清算的に処

理するという手段である。時代の要請から生ま

れた苦肉の策であった。 
 
(2) 大野処理場への送泥管 
十八条処理場は用地が狭く、汚泥処理施設の

設置はできない。それで 9.5 ㎞離れた大野処理

場まで送泥することになった。実施設計は水道

経験者の古林君と一緒にやった。送泥管（鋳鉄

管、口径 350 ㎜×2 連）の埋設ルートは道路の

ほかに、中島用水路と中島大水道を利用した。 
設計と施工の過程で汚泥管の諸問題に直面し

た。一つは土壌による腐食であり、設計変更で

鋳鉄管をポリエチレンの袋で被覆する方法（ス

リーブ工法）で対処した（367m）。もう一つは

埋設後の水圧試験である。十数工区にわたって

すべて実施した。これは大変な作業量であった

が、将来の管路の運命を左右する。また、送泥

管の途中で支障が生じた場合でも最寄りの下水

管に排泥できるように 18か所の会所を設けた。 
すべての工事を終え、全区間の試験通水を行

った。十八条を出発して埋設路線にそって歩き
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大野に到着して結果を見届けようと待ち受けた。

ところが汚泥は一向に現れない。夕暮れとなり、

しびれをきらせて諦めようかと思ったとき、管

端からドロリと汚泥が頭を出した。思うに送泥

管の内面にモルタルライニングをしてあったか

ら、便秘をしていたのだ。時に昭和 45 年 2 月

16 日のこと。 
 

 
３ 今福処理場（通水；昭和 41年 6 月） 

 
(1) 2 階式の活性汚泥処理施設 
 下水道の処理計画水量が日平均から日最大に

変更された。それを一定の用地で対応するには

施設の立体利用しかない。今福の高級化施設の

設計に当って上司の松永氏が 2 層構造の処理施

設を発案した。2 階式沈澄池にヒントを得て沈

澄池の上部に曝気槽を被せたのである。自ら計

画図を描かれ、実施設計もその通りに行われた。

それが現在の今福の施設であり、「今に福をもた

らした」。同じ構造を海老江にも採用した。 
 
(2) 2 階槽と大規模掘削 

  今福の発生汚泥は放出へ送泥しており、用地

の広さは水処理施設だけで一杯である。簡易処

理から高級化へグレードアップするとき、曝気

槽と沈澄池の 2 階式構造を建設した。しかし、

軟弱地盤における大規模な掘削は油断がならな

い。途中、沿道の工場から苦情があった。ナイ

ロン袋を製作する上で、垂直度が生命線である

のに工事によって工場の床が傾むいた。そのた

め薬液注入を行った。続いて、大規模掘削とも

なると切梁支保工が長大になる。土留め鋼矢板

が変形して、あわや大事故に至る寸前の場面も

あったと担当の M 社溝川氏が述懐した。同様の

大規模掘削による工事の影響は此花処理場でも

発生し、家屋の一時移転という非常手段をとっ

た。 
 

 
４ 中浜処理場（通水；昭和 35年 5 月） 

      （＊〔西〕通水；昭和 38 年 8 月） 
 
(1) 散気板とスパージャー 
曝気槽のエアレーション（曝気）には酸素吸

収効率のよい散気板が用いられていた。しかし、

活性汚泥によって散気板が目詰まりするのが弱

点であった。そのライバルとして拳ほどのプラ

スチック塊の四方に開孔した「スパージャー」

という製品が現れた。中浜（西）での設計に当

って両者が比較できるようとの指示があり、施

設の半々で発注した。酸素吸収効率と目詰まり

程度の実証である。結果として、活性汚泥は散

気板を好んだ。 
 
(2) 土地貸借契約と不発弾 
 中浜（西）処理場の用地は、大半、国有地を

借用している。その契約期限が切れるので、昭
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和 41 年 1 月に更新手続きをとった。近畿財務

局へ掛け合ったところ、契約書に添付した図面

の施設がすべて完成しておらず、契約違反であ

り、簡単に期限延伸を認めることはできないと

なった。そこで図示した施設の建設が遅延した

理由をあれこれと並べたがどれも説得力がない。

上司の吉田氏と二人三脚での折衝であった。 
遅延した手がかりはないかと扇町プールの書

類倉庫をひっくり返すと中浜（西）の施工記録

があり、沈砂池工事の時に不発爆弾を撤去した

写真を発見した。これなら工事遅延の証拠にな

ると財務局担当の永野係長に申し出るとその後

の事務はスムースに進み、42 年 4 月 1 日に許可

証を受理した。 
中浜（西）処理場の用地の大半は大阪砲兵工

廠の跡地であり、戦時に爆撃をうけた。『目で見

る下水道 100 年のあゆみ』にも 1 トン爆弾撤去

の写真が載っている。また、（東）処理場の増設

工事のときにも不発弾が検知され、その打合せ

を 51 年 3 月 2 日に城東区役所で行っている。 
 

 
(3) 処理水を大阪城へ送水 
 下水処理水を所望する話が公園部から舞い込

んだ。大阪城の外濠用水は地下水で補給されて

きたが、地下鉄などの工事によって地下水位が

低下し、そのため工業用水を購入している。し

かし、濠の面積が大きく蒸発量を補給するのに

多額の料金が必要となり、そこで下水処理水が

着目された。 

中浜（西）に急速濾過槽を設置し、大阪城の

南側へ送水し、着水池から濠へ流入というフロ

ーになった。濾過槽と送水管は下水道局で設計

し、工事はすべて公園事業で実施した。下水処

理水有効利用の先駆けである。ただ残念なのは、

処理場では脱窒素を行っていないため夏期に大

量の藻が発生した。 
 
(4) 下水道史料館 
 中浜（東）のプレハブ事務所が現在の管理棟

に建て替えられたとき、一時、移転した。新管

理棟ができるとプレハブは不要となり、廃棄さ

れる運命にあった。その瀬戸際、なにかに有効

利用する方策はないかと待ったをかけたのが局

長の栗林氏であった。そこで誰しも考えつかな

い日本最初の「下水道史料館」が誕生し、昭和

54 年 5 月にオープンした。 
 

 
５ 放出処理場（通水；昭和 42年 10 月） 

 
(1) 水処理施設の覆蓋計画 
 住宅地にある下水処理場は見栄えや臭気のた

めに評判がよくなく、他の都市で施設に覆蓋す

る所が出てきた。これが市会で問題となったと

き、これから建設する処理場では考えると当局

の北村氏は答弁した。その手始めが放出であっ

た。本格的なコンクリート造りの覆蓋に 60 ㎝

厚の土砂を覆土して構造計算をした。将来、覆

蓋時に必要となる柱鉄筋は処理施設の天端に埋

め込んだ。しかし、将来の作業を考えて柱鉄筋

を施設表面に出してコンクリートで保護した処

理場もある。 
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(2) 散気板のトラブル 
 高級処理施設が完成し、試運転に入ったとこ

ろ、曝気槽の散気板が細気泡を形成しないばか

りか、あちらこちらからブクブクと空気が浮上

する事態が発生した。昭和 47 年 10 月のことで

ある。原因は散気板とホルダーとの目地が不完

全なため、空気が漏れていたのだ。従来の散気

板は厚さ 30 ㎜であったが、放出では 15 ㎜にな

っていた。そのためホルダーとの接着面積が小

さく、内圧によって板が剥離したものと推測し、

すべて樹脂モルタルを使用して接着し、改善し

た。 
散気板は従来から N 社の独占であったとこ

ろへ I 社が加わった。板の材質は磁器製の I 社

が優れていたが施工技術は N 社にかなわなか

った。 
 
６ 平野処理場（通水；昭和 47年 4 月） 

 
(1) 処理施設の配置計画 
 平野は大阪市 12 処理場の最後となるもので

気合を入れて担当した。しかし、都市計画道路

や建築後退線、それに土地改良区の水路や布施

市（現・東大阪市）との下水共同処理などの課

題があり、時には手さぐりで進んだ。 
 ここでは施設の配置計画を決定するにあたっ

て、こんなことがあった。水処理施設を用地全

体の中心に配置することに異存はなかった。し

かし、都市計画道路より西側に配置する汚泥処

理施設および将来の増設用地に関して数案が考

えられたが、筆者は北側の道路境界から施設を

コンパクトに配置し、中央は将来のために空け

ておく案を作成した。ところが水処理施設との

配置バランスが悪いところから上司に手直しさ

れた。 
それを素直に受け入れなかったから、計画案

は上々司へ上がり、それでも決着がつかず、さ

らに上々々司へと上がった。両案を前にして説

明を聞いた北村氏が裁断した。それが現在の配

置である。そのお陰で西側の空地に、当時、計

画のなかった三次処理施設（砂濾過池）の建設

ができた。 
 
 

(2) 沈澄池の潜り型流出管 
 沈澄池の固液分離は三角堰によって行われて

きたが、多階槽になると三角堰の配置面積に制

約がある。そのため、潜り型の流出管が結城氏

によって中浜（西）の沈澄池下槽で発案された。

平野の 2 階式沈澄池では上下の池とも塩ビ管に

削孔して設置した。担当したのは会田君である。 
潜り型は、その後の津守・此花の 3 階式の沈

澄池に発展したが、上中下の 3 槽から均等に処

理水を引き抜く水理計算は安部君によって考案

された。これは余人のできることではなく、当

時、建設省（現・国土交通省）の亀田氏からも

注目された。 
 
(3) 水処理施設にひと工夫 
 水処理施設は沈殿池・曝気槽（反応槽）・沈澄

池と 3 つの施設を直列に並べる。初期の頃は 1
つのタンク（池や槽）が故障すればそのタンク

のみ空にできる構造としていた。その後、高級

処理化とともに 10 系列もの施設を建設するこ

とがあり、1 系列を停止しても全体の処理効率

にはあまり影響しないと考え、曝気槽と沈澄池

を連続させて、1 系列とし、中間の導流溝を省

略した。それによって沈澄池への流入ゲートが

不要となり、簡素な構造となった。 
 
(4) 方形の沈殿池 
 昭和 15 年に通水した津守・海老江の両処理

場は沈殿池も沈澄池も方形であり、周辺に汚泥

掻き寄せ機駆動用のレールが敷かれている。昭

和 40 年代から各処理場で沈殿処理（簡易処理）

が開始されたが、すべて長方形であり、沈殿汚

泥はチェーン駆動によるフライトで掻き寄せら

れた。ところがチェーンの摩耗が予想以上に激

しく、年々、改修費が多額になった。そのため

平野処理場の拡張に当って長方形沈殿池をやめ

て方形とした。水理的には沈殿効率が少々低下

するが、続いて活性汚泥処理を伴うから全体の

浄化率には影響はない。 
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(5)（番外）雨水流出量の見直し 
 平野処理場への汚水の大半は平野市町抽水所

から送られる。昭和 57 年 8 月 2～3 日の大和川

大水害のときに平野市町抽水所が排水河川の制

約を受け、地域に大規模な浸水が発生した。大

阪市下水道の雨水排除は明治以来、実験式を採

用し、計画降雨量を 1 時間 60 ㎜としていた。 
 市会で「平野川水害」が問題となり、委員か

ら「現在の下水道は 1 時間何㎜の降雨まで大丈

夫なのか？」と追及された。それに対して「1
時間 35 ㎜です」と松永部長が答弁した。これ

には驚いた。普通なら局の体面を考えて抽象的

な表現となろうが、いかにも直截的だ。 
 その後、雨水流出量の見直しが行われた。市 
内 60 か所の排水区から 16 か所を選定し、過去 
の降雨量と流入雨水量の相関が精査され、その 
結果、流出係数と地表面勾配が現行のように改 
定された。この水理解析は安部君の独壇場であ 
ったことだろう（私は関与せず）。 
 
７ 住之江処理場（通水；昭和 39年 12月） 

 
(1) 屎尿流注場と地元説明 
 昭和 43 年 6 月 8 日の午後 7～10 時に地元説

明会を行ったと古い手帳にあった。 
 この頃、大阪市の水洗化普及率は 37％であり、

汲取り屎尿の処分に困り、下水道幹線の途中か

ら投入するだけでは追っつかず、下水処理場へ

持ち込んで消化槽で処理する方策を取らざるを

得なかった。 
地元説明会は清掃局の課長をチーフとして夜

にポンプ室で何回も開かれ、毎度、私も出席し

た。地元にとっては寝耳に水で、「とんでもない

ものを持ちこむ」という感覚であった。チー

フは穏やかに、しかし粘り強く事情を説明し

て理解と協力を求めた。その誠意が通じ、地

域道路などの環境改善を図ることを条件とし

て協力が得られることになった。 
 

 
(2) 沈澄池の汚泥掻き寄せ方向 
 沈澄池の汚泥は水流の方向とは逆に、流入側

のピットに向って掻き寄せる。活性汚泥の沈殿

特性から考えると再浮上しにくい粒子を最短距

離で掻き寄せるのがベターであるから、これを

住之江の沈澄池で設計した。しかし、運転の結

果、特別な効果はみられないようだ。 
 
(3) バイブロ・フローテーション工法 
 住之江の増設工事は先例にならって地盤改良

から始まった。水処理施設は半ば地中に構築さ

れるため、この頃、支持地盤を改良をして地耐

力を向上させた。住之江では緩い砂質層を締固

め、かつ礫状の柱を形成する「バイブロ・フロ

ーテーション工法」によった。構造物の底面は

多くの礫柱で受けられ、構造物を支えた。今ま

で不等沈下によって長大な施設に支障が生じた

という話を耳にしたことはない。 
 地盤改良として、一般的にサンド・コンパク

ション工法が大野をはじめ、多くの処理場で採

用された。平野では地質から考えてサンド・ド

レーン工法を採用した。こういった地盤の支持

力や掘削の安定に関して、上司の吉田氏によっ

て指導して頂いた。 
 
(4)（番外）南港第 2 抽水所と通水期限 
昭和 50 年 1 月 13 日、南港第 2 抽水所に関し

て港湾局と会議をもった。下水道局から私と玉
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野君が出席した。これには特別の事情があった。

南港ニュータウン 20 棟（3,770 戸）の入居は昭

和 52 年 4 月と決められており、それまでに抽

水所を通水させなければならない。建設地は南

港大橋のすぐ西側の埋立地であり、今まで出合

ったこともないオバケ地盤であった。連続地下

壁と鋼管杭で土留めを行ったが相当な日数を消

費し、これでは入居時期に間に合わない。そこ

で熟練した現場代理人（K 社大橋氏）を配して

土木工事を強力にすすめ、工程を取戻して入居

に間に合わせた。これら一切を取り仕切ったの

は入庁して間もない玉野君であった。彼がいな

ければ南港第 2 抽水所は港湾局との約束通りに

完成できなかった。 
〔補記〕軟弱地盤の多い大阪市での建設工事は、

地盤改良や基礎形式の選択とともに施工方法が

重要である。過去の事故例として、東野田のパ

チンコ店傾斜、長堀のパイピング、西三荘のヒ

ービングなどを先輩達から教えられた。地盤に

関する事故は施工技術とともに設計仕様に起因

することがある。回顧すれば、大阪市の施設建

設が円滑に進捗したのは、これらの導きの星と

なってくれた吉田氏、結城氏、玉野君のお陰で

ある。 
 
８ 千島処理場（通水；昭和 38年 10月） 

 
(1) 初めての構造物設計 
 大阪市へ入って初めての実施設計は中浜の構 
内舗装であった。構造設計は千島の洗浄槽が最 
初であり、上司の村上氏から計画図が手渡され 
た。洗浄槽は円形であるのに図は矩形になって 
いる。これでは四隅のコンクリートが無駄であ 
るから、円形槽に修正した。ところが「何も知 
らないくせに計画図面の通りにやれ」と一喝さ 
れた。なおも食い下がると「地盤が軟弱で、構 
造物が不等沈下する。だから一体構造で設計せ 
よ」と言われ、仰せの通りに初めての構造設計 
を行った。 
 
(2) 津守処理場への送泥管 
古い手帳に次の記録があった（年代は昭和）。 
・50 年 10 月～12 月：送泥管の木津川横断に

つき、西大阪防潮工営所、港湾局、海上保

安庁（機雷調査の必要あり）、海運組合と打

合せ。 
・51 年 3 月 16 日：工事入札の机上説明。 
・52 年 1 月 15～16 日：送泥管を沈埋。 

 千島処理場の発生汚泥を津守へ送ることにな 
った。送泥管は今福で実績があるが、千島では 
木津川を横断しなければならない。ここは無橋 
地帯であるから水管橋は無理であり、河底横断 
となる。そのため関係先の官公署への協議に時 
間を要したが、送泥管を埋設するチャンスのあ 
ることが分かった。木津川の防潮水門を点検す 
る時、河川の船運が一時、中止され、その合間 
に埋設すればよいということであった。 
 工事は昭和 52年 1月 15 日に徹夜作業で行っ 
た。堺港近くであらかじめ 1 本に加工された鋼 
管を船で曳航し、午後 10時に現地に到着した。 
前もって河底を掘削し、凹地に鋼管を沈埋した。 
しかし、管が防潮堤に接近しすぎていたので、 
再度、吊り上げてセットし直した。一連の沈埋 
作業が終了したのは午前 5 時であった。工事係 
の山崎君と冷え込みのきつかった一夜を共にし 
たことは、終生、忘れられない。 
 
９ 市岡処理場（通水；昭和 36年 4 月） 

 
(1) 地元説明会と春の淡雪 
 市岡の高級化に当って地元説明会を開くこと

になった。当方は最新式の活性汚泥法を用いる

ので心配することはないと臨んだ。いつも最前

列に座る老女がいて議論が白熱すると言ったも

のだ。「対岸の火事は大きいほどおもろいわ」。

ある奥さんは処理施設から受ける迷惑を心配さ

れたが、「臭気もなく、泡が飛んで洗濯物を汚す

こともありません」と説明した途端、即座に切

り返された。「私、以前は中浜処理場のそばに住

んでおり、飛んでくる泡で迷惑した」と。かつ

て、ハードな合成洗剤が普及していた頃、曝気

槽から「春の淡雪」が飛んでいた。それがソフ

トに改善されてからは飛ばなくなったと釈明し

た。 
 
(2) 拡張地は、かつてのゴミ処分地 
 高級化施設を発注するに当たって、現地は平 
坦な地勢であったから普通の掘削単価で積算し 
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た。ところが工事が進むにつれてゴミが出てき 
た。深く掘れば尋常の量ではなかった。建設地 
の過去をただすと、もと池であったらしく、高 
潮被害を受けた時（昭和 25 年と 36 年）にゴミ 
捨て場となったらしい。大量のゴミの処分費は 
掘削費の比ではない。昭和 49年 8月 10日に「ゴ 
ミ打合せ」とメモにあった。多額な契約変更を 
行って処理したが、後日、これが問題となり、 
別途に発注すべきだとの意見が出た。その頃、 
当方、繁忙中につき簡便法によった。結果は同 
じだから近道をとった。 
 

 
１０ 此花処理場（通水；昭和 43年 7月） 

 
(1) 活性汚泥変法のこと 
 汚水の浄化メカニズムに与える工場廃液の性 
状を正確に把握していないと、とんでもない事 
態に陥ることがある。 

沈殿法で下水道を普及していた時代、S 社の 
廃水を受けたが、処理水質は悪く難儀した。そ

の窮地を救ったのが高柳君であり、世にも珍し

い活性汚泥模擬法を編み出した。既設沈殿池の

予備曝気槽を曝気槽（反応槽）に見立てて活性

汚泥を培養し、水中ポンプを使って返送処理し

たのである。途上、散気筒の選択に苦労したほ 
か、水中ポンプのステンレス製インペラーが溶

けて無くなったことには驚いた。これが日本で

唯一の「活性汚泥変法」であり、沈殿法よりも

はるかに高い効果を得た。 
 此花には後日談がある。高級処理化を控えて 
施設容量の検討会議を行った。他の処理場では 
曝気槽の反応時間は 3.5 時間であるが、此花で 
は流入汚水の性状から実験の結果、10 数時間が 
必要となった。特定の廃水のために設計基準以 
上の容量をもつ施設を作ることはできない。こ 
れに関して水質調査課長の南坊氏と言い争った。 

実施設計では構造物の施工性（将来の増設工事 
は困難）を考えて用地一杯に施設を建設し、結 
果的に余裕をとった。 
 
(2) 大規模掘削と住居の一時移転 
 高級化工事は深層曝気槽と 3 階式沈澄池の組 
合わせであるから大規模掘削となった。地盤は 
今福処理場以上に軟弱であり、ケミコパイルで 
地盤改良しながら進めたが近接アパートに地盤 
沈下と建物傾斜の影響が出始めた。さらに地盤 
補強を行ったが沈下は止まらない。思案にくれ 
ていた時、上司の松永氏が処断した。居住者の 

了解を得てアパートから一時、移転しても

らった。工事が完了してからアパートを改

修し、元の住居に戻っていただき円満に解

決された。 
なお、工事に先立って地元説明会を行っ

た。昭和 48 年 3 月 23 日と 49 年 2 月 6 日

の記録が古いメモに残る。説明会で問題と

なったのは、工事に対することよりも処理

場が発する悪臭と騒音であった。近くの歯科

医から「わしらはミクロンの仕事をしてい

る」とも言われた。このような事態でも協力

して頂いたのは下水道の役割をご理解して

いたからだ。 
 
(3) 工場廃水の受入れ 
 活性汚泥変法に続いて、工場廃水を下水道に 
受け入れることが問題となった。当時の関係者 
（筆者を含めて）は活性汚泥法万能と考えて、 
間もなくS社の廃水を受ける協定が締結された。 
此花の施設能力に余裕があったから放流水質は 
よかったが、着色だけは如何ともしがたかった。 
外見上、処理水が真っ黒に見えるから、ある時、 
海上保安庁から問題視された。昭和 49 年の手

帳に、新聞報道（3 月）、此花の運転会議（3 月）、

S 社との打合せ（7 月）などの記録があった。 
 のちに十八条処理場でも同じ経験をした。住 
民との会合で処理場から黒い水が神崎川へ出て 
いると言われた。また、伊丹空港に着陸する飛 
行機から神崎川に黒い帯が見えたそうだ。処理 
水質は良いのであるが、太陽光線の吸収具合に 
よってそう見えた。 
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１１ 海老江処理場（通水；昭和 15年 3月） 

     （＊増設部（2 系）：昭和 40 年 7 月） 
 
(1) 低段と高段の 2 床式ポンプ室 
 海老江処理場の上空に阪神高速道路・神戸線 
が計画され、ポンプ室の移転やむなきに至った。 
当初、新ポンプ室はすべて高架道路の下に予定 
され、深い位置にポンプを据付ける計画であっ 
た。そのため流入下水道幹線が深くなり、ポン 
プ揚程も過大となる。雨水排水のみなら使用頻 
度も少ないが、汚水も道連れにしては終日、高 
揚程となり、不経済きわまりない。 
 そこで低段の雨水幹線の上部に、既設管を取 
り込む汚水幹線を計画し、ポンプ室を低水位系 
（雨水用）と高水位系（汚水用）とに分離した。 
ちなみに流入地点での水位は、高水位系が OP. 
－6.1m、低水位系が OP.－11.7m であり、その 
差は 5.6m にもなる。これで汚水を将来にかけ 
て経済的に揚水できることになった。 
 これには後日談がある。和歌山市への出向か 
ら戻って昭和 56 年 4 月に西北下水道事務所長

に配属された。吉野町交差点から海老江新ポン

プ室へつなぐ汚水管シールド工事の地元説明会

を行ったとき、住民から以前の工事（低段ポン

プ室への流入幹線工事）で終わりだと言ってい

たのに「なぜもう一本、工事をするのか？」と

質問された。「今回は現在ある汚水管からポンプ

室へ汚水を導くものです」とご協力をお願いし

た。蒔いた種を刈る羽目になったのである。 

 
(2) 散気板取替えと隔壁強度 
 昭和 15 年に通水した施設で、ある時、曝気

槽の散気板を取り替える必要が生じた。1 つの

槽ごとに空にすればよいのだが隔壁が自立しな 
い。そこで切梁で各槽をつないで安全を期した。

此花・津守の深層曝気槽では上部の梁構造のほ

かに適当な間隔で横方向に仕切り壁を設けた。

これなら将来、1 槽ごとに空にすることができ

る。なお、壁式構造は地震時、仕切り壁があれ

ば有効だと文献に記してあった。後日、此花の

深層曝気槽で「仕切り壁の配力筋が多いのは何

故か？」と工事担当の沖田君から尋ねられた。 
 
(2) 傾斜板沈殿池の試み 
 海老江の処理水再利用施設の設計に当って同 
一面積で沈殿効率を高めるために上水道に事例 
のある傾斜板沈殿池を検討することとし、高柳 
君が担当した。モデル実験の結果、有効と判定 
して実施設計に至った。この方式は放出でも採 
用し、のちに合流式下水道の水質改善のため、 
中之島抽水所や海老江処理場の雨水沈殿池にも 
採用された。 

かつて（昭和 60 年）、上海市へ技術交流で派 
遣されたとき、見学した処理場の最終沈殿池に

石綿製の傾斜板が採用されていた。おそらくイ

ギリスの指導によると思われる。 
 
１２ 津守処理場（通水；昭和 15年 3月） 

    （＊増設部（2 系）；昭和 45 年 11 月） 
 
(1) 学生時代の実習 
 学生時代、夏期の実習は大阪市下水道を希望 
し、前半は中浜で、後半は津守で過ごした。津 
守では木造の水質試験室が実習場であったが場 
内の施設見学もあり、また、ポンプ室の上部に 
あった事務所へもよく訪ねた。そこには何軒か 
の公舎もあった。ポンプ室は昭和初期の建築で 
あるのに、その規模は今日の比ではない。それ 
に沈砂池・沈殿池・沈澄池はすべて方形である 
のも珍しかった。後年、汚泥掻き寄せ機の修繕 
費が多額になってから方形池の長所が分かり、 
平野処理場で採用した。 
 
(2) 深槽タンクと散気板 
 曝気槽は水深 4.5～6m で設計していたが、計 
画水量が日平均水量から日最大水量へ変更とな 
った。そのため、一定の用地を効果的に使用す 
るために多階槽や水深 10m クラスの深槽タン 
クを採用する必要に迫られた。しかし、従来の 
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ように散気板をタンク底面上に設置したのでは 
送風機の出力が過大となり、不経済でもある。 
そこで散気板の専門メーカーである N 社の葛

島氏に模擬水槽を作ってもらい、旋回流と散気

板位置の実験をしてもらった。その結果によっ

て、深槽タンクに導流壁を設け、その途中に散

気板を設置することにした。 
 
(3) 消化槽脱離液の接触酸化処理 
 汚泥処理施設から発生する脱離液は返送され 
て流入下水に混合する。そのため水処理施設に 
影響を与えるので、脱離液のみを取り出して、 
前処理できないものかと案じていた。ネット（網 
状の接触体）を用いた接触酸化法が一つの方策 
だと思っていたところ、T 社から接触ネットを 
提供しようという話が舞いこんだ。住之江の曝 
気槽に接触ネットを設置して実地に稼働してみ 
た。結果、処理効果は今一つであり、脱離液の 
前処理は難題のままになった。 
 
(4) 3 階式沈澄池の工夫 
 深槽タンクで活性汚泥反応を終えた混合液 
（MLSS）を従来のように連絡渠に導くと汚泥 
の分離が起こり、上中下の沈澄池へ均等に配分 
することができない。そこで導流溝の同じ位置 
から 3 階式の各池へ均等に配分できる専用の導 
流管を設けた。一方、処理水は 3 階槽とも同じ 
条件で引き抜くため潜り型の有孔管を用いた。 
 
(5) 西成浄水場の転用 
 昭和 52年 2月 18日に西成浄水場の打合せが 
あり、翌 53 年 6 月 14 日にも水道局（玉井氏ほ

か）と下水道局（松永氏・和辻氏・私）と会議

をもった。当時、私は計画係長であった。 
地盤沈下対策として臨海部に工業用水を供給

する西成浄水場が 41 年 3 月に完成した。水源

は津守下水処理場の処理水であるが、処理水質

が安定せず、やがて工場側の水循環利用が高ま

って工業用水の使用量は減少し、隣接する津守

浄水場の能力で賄える状況となった。会議は浄

水場を津守処理場へ転用する件であった。その

後、西成浄水場は 55 年 3 月に廃止され、下水

道施設へ有償所管換えとなった。 
 

 
（あとがき） 

 下水処理場の構造物は耐用年数（コンクリー 
ト構造物では約 50 年）まで使用される。しか

し、処理技術や機電設備は進歩し、そのため、

下水処理施設も時代によって変化する。ただ、

汚水処理法の主流である活性汚泥法だけは、当

分、これに代わる方法は見当たらないだろう。 
 設計係長になった頃、設計係に 16 名の土木 
技術者がいた（47 年）。20～35 歳の若武者ぞろ 
いであり、いつも職場には意気込みが漲ってい 
た。そのような中で仕事ができたのは天の配剤 
とも思われ、感謝に絶えない。一方、我々を導 
いてくれた先輩達の幾人かは、すでに故人とな 
られた。しかし、その足跡は今日の大阪市下水 
道を支えており、次代へと引き継がれてゆくで 
あろう。
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大阪市下水道事業への 

企業会計適用の経緯と効果 

和辻 曻 
 
 
1  はじめに 

 
皆様お久ぶりです。編集関係者から事務職と

して、下水道事業にたずさわった思い出を書い

てほしいと言う要望を受け、改めて昭和 33 年

から 20 数年下水道の経理を担当させて頂いた

古い記憶をひもとき、昭和 38 年の会計制度の

変更を思いおこしてみました。 
たまたま最近石原前東京都知事が、国の会計

制度は現金主義の会計で民間並みの複式簿記を

採用して、コスト問題も含めて国の財政の状況

を明らかにすべきであるといわれています。 
現在から約 50 年前下水道事業の衝撃的な会

計制度の激変を思いだし、当時の関係者のご苦

労とその効果について、古い記憶を掘り起こし

ながら大阪市の下水道事業の歴史の、一ページ

になればと言う思いで書いてみました。 
 
2 市役所の会計制度 

 
国や地方公共団体は単年度（一年）会計で、

その収入がほとんど租税であることから「入る

をはかって、出ずるを制す」一年の税収の範囲

内で歳出を制御するのが原則となっています。

すなわち市役所の会計制度は単年度、現金主義

で一年間の現金収入と現金支出のみが、決算の

対象となっています。 
しかしある程度、事業収入が見込めるものや、

交通事業のような収入で採算を取らなければな

らないような事業もあり、原則の例外が設けら

れております。当時は一般会計、特別会計、企

業会計に分けられていました。 
○ 一般会計 

殆ど税収で賄う行政   
経費で現金主義会計 

○ 特別会計 
税金の投入も必要

だが、ある程収入

があり事業別に収

支がわかる制度で、

事業収入を差し引

いて不足分を税金

で負担する制度で、現金主義会計 
○ 企業会計 

民間の会計制度と同じで原則事業収入で賄

い、税負担は政策経費のみで複式簿記を採

用し完全に独立した発生主義会計 
現金主義会計は収入、支出が現金の収支で決

定するのに対し、発生主義会計は、現金支出が

なくても事実が発生した時に決定されるのと、

比較的長期間（一年以上）の資産に対して、減

価償却の概念があるかどうかが大きな違いです。

複式簿記ではコストが明確になることです、先

ほどの石原前東京都知事の主張もそこにありま

す。当時はコスト意識と料金改定がやりやすい

のがメリットと考えられていました。 
 
3 昭和 38年の地方公営企業法の改正 

 
地方公営企業法の一部改正があり、大阪市で

は市民病院事業、港営事業、市場事業、下水道

事業に対して法の一部（主に会計処理の複式簿

記化）が強制適用されたのです。 
関係者の戸惑いは大変でした。なにから手を

つけていいのやら、さっぱりわからず、地方公

共団体を担当する自治省（現総務省）公営企業
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課が発行した公営企業の手引きが唯一の教科書

でした。 
その当時は土木局の庶務課経理係に在籍して

おりましたが、道路、下水、公園など、大半が

一般会計で下水道事業が特別会計だったと記憶

しています。どの事業も最後は税金負担ですの

で予算をいかに消化するかが最大の問題で、い

わゆる歳出を中心にした収支にあまり関心のな

い役所会計でした。そこへ、いきなり昭和 38
年に法改正があり、39 年から適用すると決まっ

たと言う通知を受けました。 
会計制度が企業会計になると言うことは、独

立して効率的な経営ができる組織、経理への変

更、新たな利用者負担の考え方等々、180 度、

職員の意識を変える必要があります。 
なぜ下水道事業が法改正の適用対象になった

のかは、市役所に入って間もない私には知る余

地もありませんが、ただ言えることは、当時水

道局に委託して使用水量に応じて下水道使用料

を徴収していたこと、東京都、京都市、名古屋

市が水道局の中に下水事業があり法の適用がな

されていたこと等です。 
 
4 庶務課計理係にプロジェクトチーム 

 
会計制度の変更に伴って計理係の業務の担当

替えがあり、私は奈良県の田舎から出てきての

んびりと仕事をしていたのですが、突然とんで

もない仕事をいいつけられて、ただただ驚きと

戸惑いの連続でした。考えてみますと、珍しく

も私は高等学校の商業科を卒業していましたし、

チームは大学の経済学部を卒業した人も入って

いて素人集団とは言いましても苦労して集めら

れた気がします。 
当時公営企業であった交通事業、水道事業に

出かけて行って、勉強させてもらいましが何を

していいか分からない者に教えるほうも、大変

だったと思います。当時の土木局は扇町にあり

ました水道庁舎に、水道局と一緒に入っていま

したので、足しげく通い親切に教えて頂きまし

た。 
まず何をすべきかと言うことですが、 
・昭和 39 年 4 月 1 日の開始の貸借対照表を作

成すること 

・複式簿記に対応できる勘定科目を設定するこ   
 と 
・帳票類を決めること（帳簿、伝票、など） 
・借方、貸方から始まる日常の帳票の作成、貸

借対照表、損益計算書、試算表簿記会計を習

得すること 
など数えあげれば、きりのない作業の連続です。 

 
5 技術職、事務職が一丸となった 

資産の確定作業 

 
よくよく検討していくと、明治、大正、昭和

と諸先輩が苦労して財源を確保し建設してきた

資産の評価をどうするか、大阪市内にはりめぐ

らされた下水管、ポンプ場、処理場の膨大な資

産を調査し一年以内に金額評価をしなければな

りません。 
大阪市の病院、港営、市場の資産調査と比べ

ますと、下水道事業はそのほとんどの施設が市

内全域の地下に埋まっておりますから、他事業

とは比べものにならないぐらいの作業量があり、

本当にできるのか気が遠くなるような思いをい

たしました。 
 

（1）下水の資産確定の難しさ 

①大阪市の下水道は浸水対策を重点に 
進められた 
大阪市の地形が低湿地帯にあり、歴史的に見

て下水の処理より排水に重点がおかれてきまし

た。 
諸先輩はその財源確保のため建設省のあらゆ

る事業に目をつけ、公共下水道事業はもとより

河川事業、防災事業、都市計画事業など、理屈

が付けられそうな排水事業に飛び込みその財源

確保に努力されてきました。また港湾地帯の内

水排除に港湾局の協力を得て運輸省にも足を運

んだと聞いています。そのぶん各局に資料が散

逸しており、下水道施設としてまとめあげ資産

評価するのに困難を極めました。 
②下水道台帳が未完成であった 
下水道法で台帳の設置が義務づけられていま

したが、莫大な経費がかかるのと日頃の維持管

理にあまり支障がないと言うことで未整備の部

分が数多くありました。 
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➂戦後の建設施設でも、関係書類が未整理であ

った 
下水道管、ポンプ施設、処理施設等の設計、

施工関係書類に未整理なものが多くあり、資料

整理にかなり苦労しました。 
 

（2）資産確定の関係者の苦労 

①関係課に協力依頼 
資産の確定には関係課の積極的な参加が必要

で、管渠は管理課、ポンプ場は機械課、処理場

は処理場建設課と機械課の分担とし、散逸した

資料の整理に苦労していただきました。先日、

当時の話として山野寿男氏が、「就職してすぐに、

何がなんだか判らない内に過去の設計書類など

を整理させられた」と言っておられました。 
②特に記憶に残っていること 
皆様のご苦労の中でも、特に記憶に残ってい

るのは、管渠の資産整理です。当時、管渠の管

理は 5 つの工営所が地域分担し、浚渫や補修な

どの維持管理を含めた管渠管理を行っておりま

した。現場の資料では、どの事業でいつ建設し

たのかなどの状況が正確には把握されておらず、

他事業で調査した資料と図面の照合、図面がな

い場合の地図への落とし込みなど想像を絶する

大変な作業だったとおもいます。当時の管理課

の水本氏は、自分の苦労も顧みずこれで下水道

台帳の作成の基礎資料ができたと、喜んでおら

れたのが印象に残っています。 
➂貯蔵品の把握 
大阪の下水道事業では、下水管は品質管理と

コスト削減のため支給品制度を取っていました。

地下に埋設されてしまうので品質管理が困難に

なること、大量に購入することにより安価にな

ることなどが理由です。下水道管は管を造る専

門業者から購入し一旦市の用地に搬入させ、工

事を施工する業者や直営の補修工事に支給して

施工してもらうしくみです。 
今までは、下水管を買えば使用せずに倉庫に

置いたままでも決算できたものが、公営企業法

適用後は貯蔵品として残ることになります。い

ままで現場の裁量で下水管が使用できたものが

法適用後は不便になります。また「貯蔵品を使

用した工事ごとに下水管をもう一回決算するの

は二重決算ではないのか」との現場からの疑問

もあり、現場の皆様にご理解を得るのにかなり

激しい議論がありました。 
 

6 大混乱で法適用後の出発 

 
地方公営企業法の適用期限の 4 月 1 日がすぐ

にやってきました。関係者の努力によって、ま

た水道局の協力もあってとりあえずの勘定科目

の設定、伝票、帳簿等、なんとか日常の業務は

曲がりなりにもついていけるようになりました。

しかし、先ほどの資産確定問題は道半ばです。

これから先が思いやられ暗たんたる気持ちにな

っていました。 
○次なる問題は出納整理期間がなくなること 
現金主義会計では、4 月～5 月に出納整理期

間が設けられており、新年度に旧年度の支払い

が可能でしたが、突然出納整理期間がなくなり

ました。3 月 31 日現在で未収、未払として確定

しなければならないと聞き、また新しい難題が

増え、工事費および先ほどの貯蔵品、その他債

権債務などを早急に確定する必要にせまられ、

関係者の皆様に大変迷惑をかけたことと思いま

す。 
○下水部長の一言に感激 
確か 5 月だったと記憶していますが、自治省

公営企業課がかなり分厚い「企業会計の手引き」

を新しく発刊しました。その本と首っ引きで作

業に取り組んでいる時に、当時の北村下水部長

が来られて、「この本 2 回読んだよ、君らの苦

労はよくわかる」と励まされ技術屋のトップの

真剣さに感心すると同時に大変感激したことを

覚えています。 
 
7 自治省、大阪市財政局、監査事務局と 

作業の遅れを相談 

 
膨大な資産の確定作業は、関係者の大変な努

力にもかかわらず、いつ果てるとも知れない作

業が日常の業務と重なって気の遠くなるような

話でした。3 か月もたつと一四半期の試算表を

監査委員に報告しなければなりません。試算表

とは、貸借対照表と損益計算書の合算した表で

法的に報告義務がある帳票です。できないもの

はやむを得ないので財政局を通じて自治省に事
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情を話し何か方法がないか確認をしました。案

外自治省はあっさり結論を出しまして、出来た

時点でさかのぼって資料を作ること、ただし年

度内がリミットであると言われました。市の監

査委員に現状を報告し、資産、負債、資本のな

い前代未聞の試算表ができあがりました。結局、

資産が確定したのは、一年後の 40 年 3 月 31 日

で一年さかのぼって開始貸借対象表ができあが

りました。 
 
8 地方公営企業法の適用と効果 

  
地方公営企業法を下水道事業に適用したこと

による長所、短所を思い出すまま列挙しますと

以下のとおりです。 
○会計の独立性がもとめられ、土木局との共通

経費の持ち分が確定したこと。 
○減価償却費を含めてコストがはっきりしたの

で、雨水の税負担を除いて利用者負担が明確

になる。 
○まだ市域の半分も下水道が普及していない中

で今後、下水道の建設、管理を含めて膨大な

財源が必要となり一定の計画のもとに財源の

確保が策定できる。 
○市民に負担を求めるので、職員のコスト意識

が上がりかなりの行政改革になる。 
○デメリットは会計処理が複雑になり、専門知

識が必要でかなり職員に負担がかかる。 
もっといろいろあったと思いますが、現在ま

で記憶に残っているのはこの程度です。 
 
9 おわりに 

 
この法適用が契機となり、下水道使用料の改

定をはじめとして、市税の投入、建設財源の確

保など、一定のルールができたことは、その後

の大阪市下水道事業の発展に貢献したのではな

いかと思っております。 
最後に、関係者の下水道に対する愛着と努力

で今の下水道があることに感謝申しあげます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   天神祭 写真：山根久通 
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   日本の下水道の父逝く 
 

 
 
 
１．はじめに 

 
 平成 23 年 4 月 1 日、久保赳さんが逝去され

たことを専門紙が一斉に報じました。91 歳でし

た。そして「熊蜂のごとく－遺稿 久保赳自伝－」

が昨年 12 月に出版されました。亡くなられて

早や 2 年が経とうとしています。ご命日の 4 月

1 日は奇しくも氏の誕生日と同じ日で、これは

単なる偶然ではなく、何かのメッセージではな

いかと私はずっと思ってきました。 
 久保さんより 9 歳年下の私は、昭和 28 年に

大阪市の技術吏員として下水課に配属になり、

少しの降雨でも浸水する地区の管渠やポンプ場

の設計業務を、直営作業で先輩職員の方々10 人

ほどと担当しておりました。当時の年間予算は

1 億円程度でした。普及率は、市の中央部のみ

の整備が進められていた終戦時と変わらぬ 17
パーセントほどで、大正末期(1923 年)に関一市

長が全国で初めて導入された受益者負担金制度

による収入などを財源としました。人員、事業

費ともに不足し、普及率はなかなか伸びません

でした。 
 久保さんが全国の下水道整備に取り組まれた

考え方や活動の様子などは、今回発刊された自

伝に詳しく述べられています。タイトルの「熊

蜂」は、自治省の高官がつけたあだ名です。建

設省と自治省は、予算はじめ起債枠、その他各

種制度での見解に何かと違いが出ていました。

たとえば、下水道事業団は自治体固有の事務を

奪うのではないかとの当初の自治省の見解に対

して、久保さんは徹底した説明と反論を繰り返

し、相手が納得するまで引き下がりませんでし

た。結局相手の方と却って親しくなったことが

自伝に述べられています。そしてこのあだ名が

付けられたそうです。 
  

自伝を取りまと

めた稲場紀久雄氏

は久保さんの愛弟

子で、かつて10年
がかりで編纂され

た日本下水道協会

発刊の「日本下水

道史」の戦後編を

執筆された方です。 
生前、久保さん 

はお身体が不自 
由な中で書かれ 
た年代ごとの草 
稿 8 編を、昌子夫人を通じて稲場さんに届けら

れていました。久保さんが亡くなられた後、稲

場さんは夫人が残るご自宅への訪問を重ねられ

ました。久保さんが整理され書斎に遺された資

料を丹念に調べ、また夫人のお話を伺いながら

自伝の原稿をまとめられたのでした。時には奥

様を同行されて、ご夫妻で昌子夫人の下を訪ね

られることもしばしばであったと聞いています。 
稲場さんは、昌子夫人の記憶力の確かさ、素

晴らしさに、毎回感嘆されたと伺っています。

自伝は、夫人が全幅の信頼と支援を寄せられた

稲場さんが調べられたことで、久保さんが執筆

された時代の背景や周辺事情が加えられ、久保

さんのお考えや判断がより一層分かりやすく伝

わってきます。 
 
２．久保さんとの出会い 

 
(1) 天王寺‐弁天幹線 

 昭和３０年代に入り国内の景気も回復に向か

い、３４年に所得倍増計画が発表され、そして

公共事業にも国費が投入されるようになり、企

業債も大幅に認められるようになりました。市

元大阪市下水道局理事 

元日本下水道事業団理事 

追
悼
報
文 

 －久保赳氏のご功績、大阪市へのご支援のことなど－ 

 濱  宏 

 

久保 赳氏 

The Stockholm Water Prize (1994) 

勲二等瑞宝章(平成 6年) 
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の下水の建設予算は昭和４０年度に１００億円

と１０年前の１００倍になり、４５年度は１７

０億円とうなぎ登りに上昇し、人口普及率も４

０年度に３７％、４５年度は６７％と伸ばすこ

とができました。 
 

 
市東部の浸水常襲地域にも管網、ポンプ場の

整備ができたのですが、ポンプ排水する寝屋川

支川の平野川の拡幅工事が計画のみで全く着手

されないので、上流都市からの排水量が増え当

該ポンプ場の稼働を抑えざるを得ず、新たにポ

ンプ場周辺地区が浸水するようになりました。

勿論河川サイドに再三河川の拡幅を要請してお

りましたが埒があかず、困り果てて久保部長の

ところに、栗林下水道局長に随行して相談に参

りました。この時、私は初めて久保さんにお目

に掛かかったのでした。 
 久保部長は黙って聞いておられて、「よし事情

はよく分かった。下水担当者が地元から突き上

げられて困るね。河川局とすぐに話をする。」と

言って頂きほっとしました。２日後御連絡を頂

き、「河川局は当局で対応するとの返事だったの

で、必ず対応してくださいよ、と念を押してお

いた。」と、トップ会談の結果を聞かせて頂きま

した。何と、自治体が困っていることを自らの

事として対応して下さる方だな、と感激しまし

た。しかし、昭和４７，４８年度と都市河川の

改修費は厳しくて予算化されませんでした。（こ

のあらましは「ちんちょうち」第 3 号に書きま

した。） 
 久保部長から、何か別の案はないか？と言わ

れました。当時は市街地の高密度の住宅化や道

路の舗装化に起因する雨水流出量の増加対策と

して、排水増強幹線の計画を持っていました。

その幹線を平野川と併行する幹線道路に入れて、

最下流の大川（旧淀川）まで数 km を大深度で、

地下鉄の下も潜るシールド工法で実施する案を

認可して頂きたいとお願いしました。直ちに実

施計画と予算素案を提出するよう指示があり、

提出させていただいたところ、昭和４８年度に

認可、着工の運びとなりました。この時にも、

久保部長には自治体の困難に真剣に対処して頂

き、また新技術への理解と判断の早いことに深

く感じ入ったのでした。(註 1) これが、天王寺

-弁天幹線で、大深度下水道幹線（地下河川とも

言われる）のはじまりでした。 
(註 1 これは、河川と下水の縄張りを変える大変

大きな決断でした。久保さんが河川サイドとど

のように話しをされたのかは分かりません。お

そらく河川サイドの内部では相当の反対があ

ったと思われます。) 
 
(2) 久保さんとの交流 

私が二度目に久保さんにお目にかかったのは、

昭和５５年技術士を受験した時で、面接官をな

さっておられました。私は発足早々の(財)大阪

市下水道技術協会に常務理事として出向し、局

の補完的業務(註 2)や周辺都市の下水道整備の

技術援助をするために技術士の資格が必要とな

ったのでした。久保さんから「君が下水道局の

課長時代から最近まで取り組んだ主な仕事

は？」と問われ、「下水道局での最後の仕事は下

水汚泥の最終処分地の確保でした。その後総合

計画局に移り、縦割り行政である建設事業の各

局の仕事を横につなぐ調整官をやりました。ま

た市内全域から発生する全廃棄物量の調査とそ

の処理方法の検討を行いました。これにより総

合計画局に『廃棄物リサイクル委員会』を設置

することになり、事務局を担当しました。民間

の廃木材や瓦礫、汚泥の量の把握が難しかった

■大阪市の下水道人口普及率(%) 

S40  S45  S50  S55  S60  H7  H16 
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です。処理方法は、市の衛生研究所の本多博士

と相談しながら、逐次進めました。例えば、生

ゴミは紙などを分別した後、ディスポーザーに

かけて、下水消化槽に投入し下水汚泥とともに

メタン発酵させ、消化ガス発電すれば、民生用

の電力必要量の相当量が賄える。」と答えたとこ

ろ、「その内容は別の機会に聞かせてもらいた

い。」と言われました。帰阪後すぐ調査資料をま

とめて郵送したところ、二日後にお礼の封書と

ご意見を頂いたのには驚きました。またそれか

ら暫く後、後輩の山野寿男氏が大阪市下水道の

歩みをまとめ、自費出版された冊子を持参した

ところ(久保氏ご不在)、後日、山野氏に丁重な

礼状と励ましの言葉があったと聞いています。

このようなことから私が気づいたのは、久保さ

んは真面目に下水道整備に尽力している者は老

若を問わず同志と見なし、ともに下水道整備を

進めようとされていることでした。 
（註 2 未利用下水道用地の有効利用(駐車場経営)、
汚泥焼却炉の管理、脱水汚泥のコンポスト処理と売

却業務など） 
  
３．わたしが見た久保さん 

 
(1) 主なご経歴 

 先の自伝によれば、久保さんは北海道育ちで、

旧制中学時代に結核を患われ半年ほど休学され、

成年となられた後、徴兵検査を不合格となり徴

兵を免れました。 
 昭和１９年に北海道大学を卒業すると、すぐ

に満州に渡られ「大同学院」に入学しました。

ここで東アジア５民族の人達と寄宿舎生活を過

ごし、同学年２百数十人と共に「王道楽土」、「民

族協和」を目指して、中国大陸の広さと他民族

との考え方や取り組み方の違いを学ばれました

が、心情や人情は相通ずるものがあったと私に

仰っていました。 
 １年後、敗戦になり辛酸をなめて昭和２１年

に引き上げてこられて、母校の教授の推挙で神

戸市の技術吏員に就職されました。上司に、当

時の下水処理場設計で国内屈指の技術者のお一

人、海渕さんがおられ指導を受けました。久保

さんは、神戸市内の主なところを全て踏査され

て基本計画の作成に当たりましたが、執行予算

が確保できず実施の目途が立たず、またその後、

縁があって国の水道課に移られました。課長は

岩井四郎さん。ここでは水質試験の実務と水の

浄化機構のろ過について、泊まり込んで実験に

励まれたとのことです。 
 
(2) 高度成長時代と下水道関係者の頑張り 

 昭和３０年代半ばからの好景気と経済発展に

世の中は湧き上がり、昭和３９年の東京オリン

ピック、４５年の大阪万博と続いて、華やかな

時代でした。反面、人口の大都市集中や戦後の

経済発展の負の遺産として工場排水の垂れ流し、

有害、有毒物質が含まれる排水は、漁業被害や

人身被害を引き起こし、昭和３０年から３１年

には熊本県の水俣病、富山県神通川流域のイタ

イイタイ病が、３３年には東京江戸川の漁業被

害が発生し、この時は漁民が工場に押し掛けて

行きました。 
 この事態に政府は即座に対応し、昭和３３年

には工場排水規制法、水質保全法を公布し対策

を講じました。しかし大都市の河川の汚濁は激

しく、札幌の豊平川では鮭の遡上が見られなく

なり、東京隅田川を初めとする主要な河川、大

阪の寝屋川、神崎川の汚濁も激しく、ゴミが水

面を覆い悪臭が付近に四六時中満ちて、締め切

った車内でも河を横断する時には隙間から悪臭

が入り、外を見なくても河を渡っていることが

判りました。このころ私は寝屋川を視察する機

会があり、偶然にその時溺れる小学生を発見し

助けたことがありました。（護岸が鋼矢板なので

自力であがれない）助け上げた泥まみれの子供

を洗ってやり、水を含ませると口と鼻から黒い

水を吐き出したのには驚きました。当時の水質

は寝屋川下流付近で BOD 60mg/L 以上でした。

隅田川の花火大会、大学の競艇も中止となり、

大阪でも同様でした。欧米先進国の来訪者から

顰蹙を買い、国際会議などで非難も受けており

ました。建設省は下水道の法律整備と多年次に

亘る事業計画を次々に打ち出しておりました。

このころ政府が WHO の専門家を招いて意見を

聞いたところ、テームズ河の汚濁解消の経験の

あるアドバイザーのコメントが、「Too late」（も

う手遅れだ）と伝えられました。 
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(3) 久保さんが表舞台に 

 久保さんは昭和３８年、建設省の下水道課長

に就任されました。従来からの取り組みに加え

て、満州、英国への留学経験から、より大きな

視野で下水道行政に取り組まれました。英国留

学中に、欧州各国の下水道政策やその歴史など

を猛烈に勉強されたと、自ら言及されるのを伺

う機会がありました。留学から帰国されて、日

本の下水道をけん引する久保さんの目標は、次

の５つではなかったかと私は思っています。 
１）下水道行政の一元化（処理場と管渠を同一

省で。これは WHO のクラッセル氏から久保

さんに対して再三アドバイスがあったとのこ

とです。） 
２）必要財源確保に智恵を出す 
３）世界的に不評の河川水質汚濁の早期改善 
４）全国を平均した下水道普及率の向上 
５）欧米先進都市の普及に追いつき、世界の今

後の処理技術開発に協力すること 
これらは一つ一つ難題を抱えているので、そ

の厚い壁、高いハードルを破り乗り越えねば前

に進めません。２）、３）については行政を一元

化して、管渠と処理場を同時に進めないと効果

が上がらない。２）では従前からの「下水道財

政研究委員会」を発展、強化し、国費や起債発

行額の増額の必要性などを論議し、さらに下水

道の自主財源として大阪市で実施していた受益

者負担金制度の採用や、当時ドイツにおいて実

施が決定していた雨水公費、汚水私費の考え方

を提案され、その導入を導かれたのでした。 
多くの難題に対して怯むことも、たじろぐこ

とも、また避けることもされず、執行側の体制

内の了解を得つつ、また他省庁の協力者の応援

も得て一つずつ当たって行かれました。どれに

対処しても又別の問題が派生して出てきました

が、次々と対応して行かれました。それらに信

念を持って対応されたのは、上に挙げた目標に

到達するための道程であるとして対処されたの

だと強く感じます。４）の全国への普及率向上

については、府県の積極的・直接的参加が必須

と判断されました。これは、英国留学時に学ば

れた流域ごとの水管理をベースとするもので、

新語の「流域下水道」として発表されました。

法律により府県が建設・管理する、すなわち所

管する下水道が規定されたことにより、地域の

主要河川に樹枝状につながる市町村の下水道着

工・普及が伸びることになりました。 
 次いで目標の５）としている先進欧米諸国と

の連携・技術協力は、地道に人的交流を続けら

れ、「日米下水処理技術委員会」を昭和４６年に

両国政府の合意に基づいて設置されました。嘗

て昭和３０年には全国普及率は数％、主要都市

河川はゴミが表面を覆い、悪臭が漂っていまし

たが、平成２２年度末の全国普及率は７５％を

超え見事に清流に蘇りました。わずか５０年間

で達成されたのでした。 
 
(4) 久保さんご自身が語る下水道の草創期 

下水道事業の草創期について、久保さんご自

身が協力を頂いた他省庁のお二人と座談会を開

き、当時の様子を語っておられます。（下水道協

会誌 平成 16 年 6 月号、7 月号） 
昭和３０～４０年代での法整備や制度の議論

を経て、他省庁、特に大蔵省、自治省、経済企

画庁や、地方自治体の全国の首長をはじめとす

る関係者の熱のこもった要望、支援体制がよく

わかります。如何に、久保さんを中心として手

順を踏んで多くの協力者を作りながら下水道の

普及、促進に努められたか、が語られています。

内容の一コマ、一コマどこを読んでも、感動と

感謝なくして読むことができません。 
 
(5) 久保さんは人と人とのつながりから 

国と国をつながれた 

 久保さんから私に頂いた手紙は２０通を超え

ます。下水道事業団時代に、私が大阪勤務であ

った関係でご質問やご意見を電話で頂くことが

多くありました。その返事を大抵４～５日前後

に出させて頂くと、折り返し２～３日後に必ず

返信を頂きました。あまりに返信を頂くのが早

いので、何時読まれて何時の時間に書かれるの

か、時にはこの２～３日は予算で遅くまで会議

をされておられたのに、とずっと何年も不思議

で、おそらく寝る時間を割かれてのことと思っ

ておりました。何年かして実は毎日、朝早くに

起きて書かれておられた事を知りました。当時、

海外へも自らタイプを打たれる様子をしばしば

お見かけしました。 
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 ご自分への報告なり親書には、直ぐに返事や

指示を出されることを自らの責務とされている

ようでした。これは欧米各国の下水道関係者に

対しても同様で、その真摯で誠実な姿勢が日米

下水処理技術委員会（昭和４６年～平成元年）

などの設立に繋がったと思います。一つ一つを

紹介することは到底できませんが、久保さんの

ご尽力で我が国を初め多くの国と国が繋がって

行ったように思います。昭和５９年に日本との

技術交流を常にリードして頂いた米国の F.M.
ミドルトン氏に日本政府から勲章が授与されま

した。一方久保さんにも、米国 WEF から最高

位の勲章であるオーチャード賞が贈られました。 
 欧州各国との交流も深く、特に２度の留学を

された英国に対しては、「英国の水行政の歴史に

ついて」を著述されました。英国へのお礼の気

持ちを込めてのことと伺いました。 
一方、国内でも平成６年に勲二等瑞宝章の勲

位が贈られて、下水道関係者は全て我が事のよ

うに喜びました。さらに同年８月には水のノー

ベル賞と称されるストックホルム水大賞の受賞

が発表され喜びがさらに盛りあがったのでした。 
 
(6) 受賞のお祝い会について 

 昭和３０年代初頭から建設省と協力して先頭

に立って下水道の普及に努めてきた大都市局部

長会の有志は、お祝いとこれまでのご努力に感

謝する「久保さんを囲む会」を、ご夫妻をお招

きして平成６年７月２９日横浜市の新名所ラン

ドマークタワーで開催しました。折しも夕刻で

雲が立ちこめて高層階は雲の上になりました。

久保さんに相応しい「雲の上でご活躍されてい

る方」を囲む会になったと私は感じました。私

は止むを得ない所用で急いで大阪に帰ったので

すが、３日後、久保さんから封書が届きました。

「囲む会」への礼状でした。当日２０人ほどの

末席に居った私にまでと、却って恐縮しました。

内容では、横浜市ご出身の武田さんの開会なら

びにお祝いの挨拶、次いで東京都の間片さんが

過去のいくつかの難題について、久保さんにご

努力やご指導を頂いたことに触れられた内容に

感激されたこと、最後に京都の安田さんがこれ

からの道中の恙なきことを祈る、と締めの挨拶

をされたことが丁寧に書かれ、「良き仲間と共に

過ごした苦しかった往時の数々が、次々と楽し

い思い出として蘇って来ました。明朝早くスト

ックホルムに出立いたします。」と書かれてあり

ました。今も読むほどに胸が熱くなってきます。 
 これは「囲む会」での一例ですが、久保さん

は常に実意をもって丁寧に同志ならびに協力者

に対応してこられました。 
 
４．おわりに 

 
今の世の中最も大事な事は地球環境の改善と

思われます。文明の発達と共に生活の利便・快

適・利潤を求めて、より快適・便利な生活がで

きて来ましたが、環境を汚して来たことは余り

顧みず、その時にその地区のみの対応で過ごし

てきたきらいがあります。今やその汚染は、大

気、水、宇宙空間、放射能と拡がっていますが、

久保さんは我が国の水の汚染対策を、都市の基

幹施設の下水道整備と捉えられ、常に先頭に立

ってこられました。 
 昔からの箴言に、「天は生涯かけて求める者に

それを与える」とあります。久保さんは、まさ

に実感として文字通りの貴重な歩みをされまし

た。私生活も多くは顧みられなかったと思いま

す。ご家族の今後のご多幸、ご繁栄をお祈りし

ております。最後に今後のこととして気にかけ

ておられたのは、水関係法が１０指に及んでい

るのを１つの理念で包括する「水基本法」の成

立です。 
 そのために地道な基本的な考えやこれまでの

取り組みを、関係先で説明や講演をされて来ら

れた途上で、怪我で倒れられました。「水基本法」

は、現在、国会本会議へ超党派で提出されると

ころまで手続きが進んでいると仄聞しています。

その成立の一日も早からんことを久保さんも願

われていることと思います。 
 久保さんのご冥福をこころからお祈りし

て・・・。 
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座談会    雨天時下水活性汚泥処理法の開発 

 
     開催日：平成 24 年 11 月 20 日    

参加者：髙柳枝直 菅野悦次 永持雅之  紙上参加：安部 喬 
 

市域の大部分が合流式下水道である大阪市下水道において合流式下水道の改善は水質保全の観

点からは最大の課題であろう。大阪市は昭和 40年代の中頃に中之島抽水所に雨水沈殿池を建造する

などの対策を実施したが、本格的に検討を始めたのは昭和 50年代以後である。 

合流式下水道の改善は下水道システム全体を対象とした総合的な計画が必要である。具体的な対

策の主流は貯留であるが大阪市は管渠の特性から処理にも力を入れてきた。現在市内各処理場にお

いて実施している雨天時下水の活性汚泥処理法(３W法 Wet Weather Wastewater treatment)の開発

経緯に焦点を当てた座談会を実施した。 

 

 
１ 処理区内の年間物質収支の把握 

 
高柳：雨天時下水の活性汚泥処理の開発当初の

記録を残す一助になればと考え、おぼろげな記

憶を頼りに 30 年ほど昔の話をしていただこう

と思います。余りにも昔の話ですから、中には

記憶違いや勘違いも含まれるかもしれませんが

ご容赦いただくということで気楽にお話してく 
ださい。 
雨天時下水の活性汚泥処理法の開発の話に入

る前に、合流式下水道の実態把握の話題から始

めたいと思います。 
 
菅野：実態調査で強く記憶に残っているのは、

今福処理区の調査です。確か昭和 55 年～56 年

度だったと思います。当時の南坊課長から突然

の指示がありました。 
 
高柳：この調査は、技術開発予算で実施しまし

たから記憶に残っています。この頃、技術開発

担当では、予算を準備し実施しようとしつつも

担当者不足で実施できなかったのが、特定の処

理区で年間を通した物質収支を厳密に把握する

ことでした。 
 
菅野：当時、私は海老江下水処理場から水質調

査課に転勤したばかりで、調査に至る経緯は詳

しくは知りませんでした。課長の指示は、工場

排水規制の効果を正しく評価するためのもので

した。当初は主に重金属の収支を厳密に把握し

ようと言うものだったと記憶しています。 
 
永持：当時、大阪市下水道では汚泥中の重金属

の含有量が高く、重金属問題は工場排水規制、

汚泥処分問題とも関連して大きな課題でした。 
道路排水、中でも高速道路の雨水流出水は汚

濁していると言われていたと思います。また、

環境局は現在でも降下煤じん量を測定していま

すが、昭和 50 年台中ごろには、当時の環境保

健局は市内全域に年間 6 千トンを超える降下煤

じん量を観測していました。雨が降ると、これ

が地表面を洗い流す降雨流出水とともに下水道

に流入する訳です。 
 
菅野：調査は、重金属類のバックグランド値と、

雨天時に下水道施設から発生する負荷量の把握

を目的としました。現在から見ると市域のノン

ポイント汚濁発生量と、降雨時に合流式下水道

から発生する汚濁負荷量を、ともに実測により

調査しようとするものでした。 
 
高柳：この調査に渡りに船と便乗させてもらい、

BOD、SS、COD、窒素、りんの収支も厳密に

追いかけてもらう代わりに予算額を増大したよ

うに記憶しています。 
 
菅野：ノンポイント調査は雨によって流出水が

発生するまさにその点で採水し、下水道施設か

らの発生量調査は一定の排水処理区域を限定し

て、その地域で発生する汚濁負荷量を連続採水
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により直接調査しました。 
 ノンポイント調査は地表の表面工種として屋

根、道路、高速道路を選び、工業、商業および

住宅の各々用途地域ごとに採水箇所を選定しま

した。雨天時汚濁の発生量調査は今福排水処理

区、特に城北抽水所の排水区を中心に調査しま

した。 
 
永持：なぜ今福処理区を選んだのですか。 
 
菅野：河川などで処理区域の境界がはっきりし

ていたことや、抽水所の数が少なかったことに

加えて、処理区内の用途地域に宅地や商業用地

域や工業用地域が混在して大阪市の代表的な地

域と言ってもよい状況であったことなどにより

ます。 
調査は自然現象の雨を前提としたので、実際

に行う際は大変苦労しました。当時の天気予報

は「大阪地方」といった府県単位がせいぜいで、

現在のような細密な地域での予報はなく、降雨

予報で調査の段取りを組んでも空振りに終わる

ことの連続でした。 
 
永持：降雨を対象とする場合、先行降雨との間

隔により発生する汚濁負荷量も当然異なる訳で、

個々の調査を行ってもそれだけでは評価は難し

いと思うのですが、年何回ぐらいの調査をした

のですか。 
 
菅野：一定の期間を定めて全降雨を対象としま

した。当時ノンポイント調査について米国等の

報告はありましたが、大阪では雨天時に発生す

る汚濁量を実測することにより年間の発生量や

物質収支を明確にしようとしたわけです。 
 
高柳：調査は 2 ヵ年に亘って行われ、毎年４～

5 千万円の予算を執行して合計１億円程度を支

出したと記憶しています。 
 
菅野：調査費は 1 年間で 4 千万円を超え、あま

りの高額でほとんど実感を伴わない金額でした。

国内では前例がほとんどない調査で、初めて経

験することばかりでした。雨水発生箇所での採

水は降雨ごとに異なる雨水発生状況に対応でき

る採水装置の開発から出発し開発費用がかさみ

ました。また、一旦降雨があると多数の検体試

料が一時期に発生するわけで、これを速やかに

分析する必要があるために水質分析も委託せざ

るを得ず、結果的に委託費用が高額になりまし

た。 
 
高柳：金額を覚えているのは、このような方法

の調査は費用が巨額すぎて今回限りだと思った

からです。合流式下水道改善のためには、年間

の全降雨を対象とした、年間の物質収支および

全降雨の時間変動把握が必要と考えていました。 
今回は物質収支のみの調査となりましたがそ

れでもこのように巨額でしたから、今後は濁度

計の活用など別の方法を検討する必要があると

思い始めました。 
それにしても、年間全降雨を対象とした物質

収支が本市で初めてこのときに把握できたこと

は画期的なことであり、貴重なデーターが得ら

れました。 
 
菅野：調査は、定常では

ない降雨現象によって発

生する、やはり定常では

ない流出負荷量を、全体

量が正しく推定できる形

で如何に把握するかです。

そのために先の通り採水

機の開発から始めなけれ

ばなりませんでした。 
高速道路の雨水は一時 

に大量の水が出ます。しかも初期が極めて汚く

変動が激しい。流出水の全量を採取するわけに

はいきませんから、どのようにしたら平均の濃

度を示す代表試料が採取できるか同僚職員の知

恵も借りました。当時はまだあまり事例がなか

ったコンピュター制御の方法を取り入れること

もしました。一般道では雨水マスの内部に仕込

める採水装置を現地で個々に製造しました。オ

ーダーメイドですね。一つ一つが必要に迫られ

ての開発でした。 
 
高柳：解析に足るデーターを収集することが重

要ですから実施するのは大変だったと思います。 

菅野悦次氏 
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菅野：目的がはっきりしていて、調査の方法や

手段については種々の工夫が必要であるものの、

やるべきこととその方向が明確であることが非

常に重要であると思います。 
 
高柳：この調査で得られた資料から多くのこと

が明白になり、大阪市下水道の水質保全におけ

る最優先課題は汚泥処理の次は合流改善である

との思いを再確認しました。 
 

２ 雨天時下水の処理 

 
菅野：雨天時下水の処理については、現役で亡

くなられた大内三久さんがまだ若い頃に担当し

ていたように記憶しています。 
 
安部：昭和 40 年代の中頃、日本最初の雨天時

下水専用沈殿池が中之島抽水所に建設され、そ

の機能調査を大内さんが担当していました。私

がその調査を引き継ぎましたので覚えておりま

すが、傾斜板を設置していない普通沈殿池です

から、沈降速度に応じた処理水質となっており、

あまり良い効果は期待できないことが分かりま

した。結果は技術報告集に投稿しました。 
 ただ、この調査が雨天時下水処理検討の引き

金にはなったのだろうと思います。 
 
高柳：昭和 50 年代のいつ頃かは定かでないの

ですが、安部さんから「大阪市の雨天時下水の

汚濁物流出パターンは独特で水量が増えるほど

汚濁物濃度も増大する」と教えてもらったこと

を覚えております。この話から大阪市の合流改

善には雨天時下水の処理が重要になると思いま

した。 
当時、既に海老江の再利用施設で実施設があ

った傾斜板沈殿池や、住之江で実験していたウ

エッジワイヤースクリーンなどを雨天時下水処

理に使うことができないかを議論した覚えがあ

ります。 
 
安部：従来、大阪市の下水道は、未舗装道路か

らの土砂流入対策として下水道のマンホール全

てに泥溜が設置されていました。道路の舗装に

よって、その必要性が無くなり、逆に、汚濁物

が泥溜に堆積して雨天

時に徐々に流出するこ

とから、合流式下水道

で一般に考えられてい

る雨水の希釈による水

質の低下はあまり期待

できないという現実が

ありました。また、全

市域が地盤沈下の影響

を受けていましたので

古い管渠の勾配不良などもあり、この傾向を強

めていたかと思います。 
 このような状況に対応するために、傾斜板は

今福で予備曝気槽を用いて本格的な実験をしま

した。これ以外にも土木研究所の実験に場所を

提供し、多くの処理法が検討されました。 
 
３ 雨天時下水活性汚泥処理法開発の 

きっかけ 

 
高柳：もう一方では、津守処理場で雨天時下水

を大量に処理できる可能性を示すデーターが採

られていました。 
 
永持：これは昭和 50 年代の中頃だったでしょ

うか、JWPCF（米国水質汚濁防止連盟発行の

専門誌）に建設部長が多階層施設について報告

するとのことで、三階式沈澄池の処理限界水量

を調査しました。結果は思うようなデーターが

得られませんでしたから投稿原稿用には役立た

なかったのですが、現場の皆さんにも手伝って

もらい大変な労力をかけた調査でしたから、下

水道技術報告集に投稿しておきました。 
 
高柳：昭和の最後のころは、海老江で新しく建

設を予定していた大規模な雨天時専用沈殿池に

傾斜板を入れようと考えていた時期で、雨天時

下水の処理をどうするかを常に考えている頃で

した。このような時に、この報告を読んでこれ

は雨天時下水の処理に応用できると思ったわけ

です。確か３Qsh（時間最大汚水量の 3 倍）ま

で流入させていましたね。 
 
永持：そうです。実施設で晴天日に一系列に３

安部 喬氏 
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Qsh まで流入させるのには苦労しました。他の

系列への流入を絞っても第 1 ステップゲートで

ある流入ゲートからだけでは到底そこまでは入

らないので、やむなく順次ステップゲートを開

けていったんです。 
その結果、水量は目標どおり流入できたので

すが、ステップゲートから流入させた下水によ

って活性汚泥が希釈され、曝気槽出口の MLSS
濃度が低下してしまいました。このために沈澄

池の固形物負荷が大きくならず、活性汚泥のキ

ャリーオーバーが発生することなく処理が持続

できたという訳です。 
 
高柳：下水道技術報告集の津守での調査結果を

読んでこれはいけると思い、永持さんに電話し

て意見を聞きました。 
 
永持：高柳さんからの

電話はインパクトが強

く今でもはっきりと覚

えています。「以前に津

守で調べてくれた三階

式沈澄池のデーターで、

ステップゲートを開け

たから大量の下水を入

れても活性汚泥が流出

しなかったとあるが、 
これを逆手にとって、雨天時の大量の下水処理

に応用しようと思うがどうか」と聞かれました。 
当時、私は水質試験所でフラックスの検討を

していました。濃縮槽のフラックスを検討する

ために文献を調べますと沈澄池のフラックスに

関するものがいくつかあってそれを読んでいた

ものですから、「それは絶対いけます！」と即座

に答えたはずです。 
 
高柳：永持さんの回答に意を強くして、実証実

験計画の検討に取り掛かりました。 
 

4 実施設を用いた実証実験の実施 

 
菅野：平野処理場の東系や此花処理場では、処

理系の一部の曝気槽－沈澄池が他の系列から切

り離して独立して運転ができるようになってい

ました。これは、下水処理に関する実証的な実

験や研究を、実施設を用いて随時行うことがで

きるようにしたものです。下水処理の実規模実

験をいざ行おうとしても、下水の流入から曝気

槽、汚泥の返送に至る一連のプロセスを独立し

て実施設において操作することは、通常の処理

場では全く不可能です。 
当時私は、平野下水処理場の主査でした。い

くつかの簡単なゲート操作だけで容易に独立し

た曝気槽－沈澄池の運転が可能となる施設を見

て、技術開発のプロセスに配慮し必要性を見越

した設計者の先見の明に非常に感銘を受けまし

た。また、この様な施設があったからこそ迅速

に３W の実施設実験を行うことができたと思

います。 
 
永持：平野処理場では、3 種類の散気装置の比

較検討するために、通常の散気板以外にジェッ

トエアレーション方式と水中撹拌方式を 1 系列

ずつ導入し、性能を比較検討しています。その

ために、この 2 系列の曝気槽と沈澄池をそれぞ

れ独立して運転できるようになっていたと思い

ます。  
 
菅野：平成元年から 2 年ごろ、各課の集まる局

の会議で３W 処理の実証実験に関して大激論

になりました。私はほとんど傍観するばかりで

したが、議論では実験の実施を主張する高柳さ

んが孤軍奮闘しておられたのを強く覚えていま

す。 
この時私は、なぜ実験をやる、やらないでこ

んなに議論する必要があるのかなと、素直に思

いました。というのは、平野下水処理場には折

角独立運転できる処理施設があるのだから、そ

の気になればすぐにでも実験は出来るし結果も

分かるのですから・・・。そしてその時かどうか

は忘れましたが、そのように申し出たことを覚

えています。 
 
高柳：残念ながら局内議論の話は覚えていませ

ん。新たな展開を提案した時に反対意見が出る

のは当たり前のこと、と思っていたから記憶に

残らなかったかもしれません。このころのこと

で記憶にあるのは、当初、実証実験の場所に此

永持雅之氏 
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花処理場を想定して処理場と協議していました

が進展せず、途中から平野処理場に変更したこ

とと、一系列を実証実験施設へ改造する工事の

決済を通すため、設計者の援助として強硬な反

対者の説得をしたことなどです。 
 
菅野：私は出来るかどうかをまずは試してみよ

うと思いました。当時独立系を解除していた東

系の No2 の曝気槽、沈澄池を再び完全独立系に

しました。また、如何に実証実験といえどもま

さか雨天時に行うことはできず晴天時に行いま

した。曝気槽に流入する下水量の調整はゲート

操作だけでしか行えないので、事故（晴天時最

大送水時に東系送水渠天端から下水が溢流する

事態）が起こらないことが確実に確認できた範

囲において、あらかじめ No2 系の流入量が最大

となるゲート調整を東系の全系列で行うことが

必要でした。この準備や平野市町抽水所を含め

た処理場内外への説明や連絡に、1 カ月ほど要

したと思います。 
 準備万端を整え、処理場職員を総動員して一

斉に開始（ゲート操作）しました。ところがそ

の瞬間に思わぬ事態となりました。No2 系のス

テップ水路に長年にわたって堆積した大量の汚

泥が No4 ステップゲートから一挙に流入し、処

理どころではなくなったのです。No2 系の“処

理水”の影響によって処理場全体の放流基準を

逸脱しそうになったので、やむなく独立系を解

除し負荷を東系全体に拡散させたところ、東系

の曝気槽の全体が真っ黒になったのは心底驚愕

しました。 
東系の処理機能を回復させるのに数週間を要

し、実験は遅れましたが、一方で、この間に

No2 系の No4 ステップゲートを繰り返し暫時

解放して、時間をかけながらステップ水路の堆

積汚泥を十分に排除することができました。 
 
高柳：それ程多くの汚泥が蓄積していたのです

か。 
 
菅野：No2 系の一系列のステップ水路に堆積し

た汚泥だけでしたが、その影響は大変大きなも

のでした。水路への汚泥の堆積は予測すべきこ

とですし、もしそれが出来ていれば当然に事前

の対応策を取っていたと思います。 
高柳：最初のステップゲート後に、長期にわた

ってステップ処理を行わない場合に備えてステ

ップ水路にゲートを設置しておけばよかったの

でしょうね。 
 
菅野：市の下水処理場で、実際にステップ活性

汚泥処理法を行っている処理場は、現実的には

ほとんどありませんのでおっしゃるとおりだと

思います。 
仕切り直しで再度実験にかかりました。高柳

さんから、３W 処理を開始した時に曝気槽に滞

留する活性汚泥の初期吸着作用が期待できるの

で、５～６時間は連続処理しても大丈夫なはず

だと言われていましたので、それをチェックす

るつもりで処理水の透視度と SS、COD を連続

して測定しました。朝 10 時ごろに開始しまし

た。開始時の処理水 COD 濃度は 12mg/L 程度

であったと記憶しています。夕方から夜早くに

は水質が急激に悪化するので、それを確認して

調査を終えようと予定し現場にも伝えていまし

た。 
ところが、3W 処理を継続するにつれて、処

理水の水質はジリジリと少しずつ悪化の傾向は

示すものの、それは極めて微小な緩やかな変化

であり、全体として活性汚泥の性状や処理機能

は順調なまま保たれて時間が過ぎました。 
根拠もなく中途半端に実験を止めるわけには

いかないので、そのまま継続しついに一夜を明

かしました。結局、翌日の日中になっても処理

機能の破たんを示す水質の悪化は観測されず、

午後 4 時ごろに実験を終了しました。その時

COD 濃度は 18mg/L 程度までは濃度が上昇し、

ジリジリとした悪化の傾向は持続してはいまし

たが 20mg/L にも到達しませんでした。 
実験開始から連続して 30 時間以上が経過し

ていたことや、活性汚泥の性状や処理機能に異

常がなく、しかも雨天時に比べれば一定の汚濁

負荷が継続して維持される晴天時下水を用いて

の調査ですから、私は活性汚泥の処理機能から

見ても 3W 法が継続的に行える処理法であるこ

とは間違いないと確信しました。 
 
永持：独立系の No2 系に集中して下水を投入す
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るのに苦労されたようですが、結果的にどれく

らいの下水が処理されたのですか。 
 
菅野：ご承知のように平野下水処理場流入水の

大半は平野市町抽水所からの送水です。晴天時

の下水発生の変動によって No2 系への流入量

は変動しました。前にも述べたとおり実施設を

用いていますので、絶対に事故を生じさせては

ならず、結局 No2 系に投入出来た流入量は最大

で 2.7 Qsh でした。 
 平野処理場ではこの実験の後も、水質試験室

にいた矢野幸一さんが中心となって、雨天時に

なると手作業でのバルブ操作を繰り返して、

3W 処理法の基礎調査を継続しました。結果は

下水道技術報告集や下水道研究発表会などで報

告されました。 
ゲートを自動化する際に、No4 ステップゲー

トは晴天時においては当然閉まっているのです

が、その晴天時の日中の一定の時刻に定期的に

1 時間程度全開となるようプログラムしてもら

いました。これは先に述べた最初の実験時の失

敗に学んでのことです。また、矢野さんの提案

で現場が中心となって、従前は全閉であった

No4 ステップゲートの開度を、全処理系におい

て晴天時の最大流入時に合わせました。雨天時

にこれを超える流入量がある時にオーバーフロ

ーで流入させる訳です。いわば簡易的な 3W 法

ですね。これにより雨天時の処理下水量を実質

的に増やすことができると考えたものです。 
 
永持：大阪市は 3W 技術を広く発表はしました

が、特許は取りませんでした。現在大阪市では、

すでに全処理場において 3W 処理に対応した施

設に改造していますし、他の都市でも採用され

ています。 
また、最近の水ビジネス事業において、大阪

市は 3W 法を途上国の下水道事情に合致する有

効な手法として、積極的にそのビジネスメニュ

ーに取り上げて喧伝するなど、世界に向けて

3W 技術の情報発信を行っています。 
 
高柳：今から思えば特許を取っておいたほうが

良かったのかもしれません。当時の大阪市下水

道では特許をとることが一般的ではなく、取得

には特別の労力が必要な時代であったと思いま

す。特許をとることよりも本法の開発実施に重

点を置いたともいえます。 
 

5 雨天時下水活性汚泥処理法の展望 

 
高柳：大阪市以外に目を向けますと、この方法

はうまくいかないという他都市の話を耳にした

ことがあります。 
 
永持：その原因は最終沈

殿池の構造にあると思い

ます。大阪市の沈澄池は

流出トラフや流出管を池

全体の長さの半分以上の

面積に設置していますが、

他都市では最終沈殿池の

末端部分のみに流出トラ

フを設置している場合が 
多いんです。通常の処理 
の場合は何の問題もないのですが、大量の下水

を処理する際には流出トラフへの近寄り速度が

大きくなりすぎて活性汚泥を巻き上げるためう

まくいかないのだと推測しています。 
大阪市は多階層沈澄池に流出管を採用してお

りますから、流出トラフや流出管を池の前方に

まで持っていけるわけです。これが、大阪市で

はうまく処理できるのに他都市では難しかった

理由ではないかと思います。 
 
高柳：沈澄池の構造議論までは気がつかなかっ

たが言われてみればそのとおりでしょう。大阪

市下水道の先人達が、流出管を利用した多階層

施設を開発し、流出トラフや流出管は可能な限

り池前方まで広げることが安全側と判断して設

計してくれたおかげですね。 
 
菅野：時間最大汚水量の３倍（３Qsh）と言う

と通常の下水量の５～６倍にもなるような大量

の下水になるわけで、その場合には最終沈殿池

の構造が大きく影響するのでしょうが、２Qsh
程度までならうまく出来ましたという他都市の

事例も聞いています。 
 

髙柳枝直氏 
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高柳：２Qsh と言うことは通常の処理能力の 3
倍程度でしょうから、この方式は分流式の活性

汚泥処理施設においても有効で、2 度目の下水

道事業団出向の際には適用可能な分流式処理場

で実施するように指示した記憶があります。 
 
永持：分流式の処理場は、雨天時に流入下水量

が増大し苦労しているところが多いのでこの方

式は有効だと思います。 
また、合流改善に活用する際には最終沈殿池

の構造まで検討対象にして、問題があれば流出

管を利用するなど、大阪市型技術の活用を図っ

ていただければと思います。 
 

６ 技術報告集 

 
菅野：雨天時下水の活性汚泥処理法を開発する

きっかけは下水道技術報告集に掲載された、失

敗事例報告みたいな資料を見て思いついたとい

う話でしたが下水道技術報告集を作り始めた経

緯を聞かしてください。 
 
高柳：原型は、昭和 40 年代後半の処理場課設

計係員時代に作成した「設計資料 No.1」です。 
当時の設計係はポンプ場や処理場の設計に関

わる多くの課題について、レベルの高い調査検

討をしておりましたからその内容を他の設計係

員にも周知し活用してもらおうという意図で作

成しました。これは、安部氏の報告「沈澄池流

出管の水理」などを掲載しましたが No.1 のみ

で終わりました。 
その後、昭和 52 年に技術開発担当主査にな

りましたので、対象を局全体に広げて下水道技

術報告集の発刊を始めました。技術報告集はロ

ッカーの片隅に放り込まれている各人の技術検

討内容を他人が活用できる形にして記録に残そ

うとの意図でしたので、提出原稿はどんな図表

でも内容がわかれば結構ということにして、印

刷会社に図表の清書などの全労力を委託しまし

た。その結果、高額な本になりましたので最初

の頃は毎年経理係の予算査定職員と、発刊の可

否について厳しい議論をしていたことを覚えて

います。No.5 まで作成しその後事業団に出向し

ましたがその後も継続しており、私が退職した

ときにも刊行され続けていました。 
 
菅野：その後、下水道技術報告集には純粋な技

術的分野にとどまらず維持管理や下水道経営、

財政や諸事業の執行に関わる経緯など、下水道

事業に関わるいろいろな分野の方がそれぞれの

課題や対応について投稿されるようになりまし

た。また業務執行に際しての工夫や成果の紹介

など、報告集の対象は幅広く下水道事業全般に

広がりました。そのため、平成 15 年ごろに名

称が「下水道業務論文集」と変更されました。 
 
永持：一般の多くの職員にとって学会誌や下水

道協会誌などは敷居が高く、投稿の機会が少な

いのが普通です。個々の職員が種々の検討・工

夫から得られた成果を記録する場として、この

ような報告集が果たす役割は大きいでしょう。 
 
（付記） 
・本座談会は技術開発を主題に短時間活性汚泥

法、高濃度消化法と 3 項目について実施した

もののうち、なんとか整理が間に合った 1 項

目分のみを掲載したものである。記録を探す

きっかけや正式の記録を残す際の参考になれ

ば幸いである。 
・３W という名称はもっと後の時代の職員の命

名であり開発当初には存在しないが使用した。 
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ちょっと寄り道 ① 

 

 

 

英 語 等 に よ る 略 称 名 

 
世の中には法人・機構・団体・組織・プロジェクト名等の正式名称を英語読みした場合の、

英文字による略称名がたくさんあります。ローマ字読みもあります。 
正式名称で文章を書く、話す場合に言葉が冗長になるときがあるため、略称名を使用するこ

とがあります。また、記憶に残り覚えやすく親しみ良いということもあります。 
略称名を使用する場合、元の意味が分かっていないと受け手に通じないことになります。 
下水道の分野でもたくさんあり、順不同で２０個列記しました、 

（日本語の名称は読者にてお考えください。 答えは 46 ページ） 

 
① ＪＳ       Japan Sewage Works Agency 
② ＪＳＣ      Japan Sanitation Consortium 
③ ＪＳＷＡ      Japan Sewage Works Association 
④ ＪＡＳＣＯＭＡ  Japan Sewer Collection System Maintenance Association 
⑤ ＪＩＣＡ     Japan International Cooperation Agency 
⑥ ＪＥＴＲＯ    Japan External Trade Organization 
⑦ ＪＳＣＡ     Japan Sewage Treatment Plant Constructors Association   
⑧ ＪＩＷＥＴ    Japan Institute of wastewater Engineering Technology 
⑨ ＧＣＵＳ     Japan Global Center for Urban Sanitation 
⑩ ＧＫＰ      Gesuido Kouho Platform 
⑪ ＷＥＳＨｕｂ   Water and Environment Solution Hub 
⑫ ＰＰＰ      Public Private Partnerships 
⑬ ＰＦＩ      Private Finance Initiative 
⑭ ＩＳＯ      International Organization for Standardization 
⑮ ＴＣ       Technical Committee 
⑯ ＷＴＯ      World Trade Organization 
⑰ ＮＰＯ      Nonprofit Organization 
⑱ ＵＩＴｅｃ    Urban Infrastructure Technology Center Foundation 
⑲ ＩＥＣ      International Electro Technical Commission 
⑳ ＥＳＣＯ事業   Energy Service Company 

 
こうして列記してみると、日本語表記の方が分かり易すいものと、ほとんどそのまま通じ

るものがあります。                         （武ちゃん） 
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調査報告・論文 

 

下水 1 ㎥の再利用は水資源 1 ㎥を節約する(その 3) 
－「カリフォルニア州南部沿岸地域の下水道と水資源・水環境問題」より－ 

内田信一郎 

 
第１章 はじめに 

 
過去に発表したその１とその２は、オレンジ

郡の下水処理場見学記の途上のものであり、そ

れから 2 年が経過して今述べるものは筆者の

「カリフォルニア州南部沿岸地域の下水道と水

資源・水環境問題」の報告書の内容から下水処

理水再利用に焦点を置いたものである。今回の

その３以降が本論の原点となるため、前回の２

回分で記載した情報に新に得た知見を追加し、

サブタイトル名も章構成も変更して再出発する。 
即ち、オレンジ郡からカリフォルニア州南部

3 郡（ロサンゼルス郡、オレンジ郡、サンディ

エゴ郡）に範囲を広げ、内容を充実させ、さら

に関連図表を再掲してここから読んでいただく

読者にも分かりやすくすることに重点を置いた。

この南部沿岸地域での下水処理水の直接的及び

間接的再利用状況の把握に読者が飽きることな

く目を先に進めてもらえるように関連写真等も

意図的に挿入する構成としている。 
 
１．南部沿岸地域３郡とは 

 
 図―１にカリフォルニア州の平野部と山間

部の図に上記 3 郡の位置を示した。またカリフ

ォルニア州は南北に長く、北と南では全降水量、

１人当たりの降水量等及び人口密度が大きく異

なる。カリフォルニア州 58 郡を面積ベース等

で北部、中部及び南部地域を独断で３分する線

も併記した。また話を進めるにあたって南部沿

岸地域の３郡を代表して自分のデジカメ写真か

ら写真－１にロサンゼルス郡を代表して機窓

からのロサンゼルス市のダウンタウン風景、写

真－２にサンディエゴ市内湾のヨットの２枚

の写真を記載する。 
 

        写真－１ 

 

        写真－２ 

 

図－1 カリフォルニア州 3 群の位置 
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２．気候条件及び人口動態 

 
カリフォルニア州面積は日本の面積の約

1.12 倍であるが、人口は 2011 年推定で約 3,770
万人、日本の 1.27 億人の約 30％と少ない。カ

リフォルニア州及び日本の人口密度は各々89
人/㎢、337 人/㎢で、前者の人口密度は日本の約

1/4 と小さい。 
この地域の気候は地中海式気候で温暖で晴天

日が多く、雨は 11 月から翌３月迄の５ヶ月間

にまとまって降り、その他の季節では降雨は殆

んどない乾燥・半砂漠地帯である。図－２にカ

リフォルニア州の降雨分布を示す。カリフォル

ニア州の沿岸に沿って南下するカリフォルニア

寒流、偏西風及びシエラネバダ山脈の位置など

３要素から州北部には約 2,000ｍｍの降雨があ

り、人口が少ないため水資源は豊富である。一

方州南部地域では特に地中海式気候の影響が強

くてロサンゼルス地域の年間降水量は約 330ｍ
ｍと少ない反面、人口が多い等、カリフォルニ

ア州は水資源と人口分布が南北で非常にアンバ

ランスな地域からなっている。 
 

 
地球温暖化現象の影響を受けてシエラネバダ

山脈の 4,000ｍ級の高山ホイットニー山（4,420
ｍ）やシャスター山（4,320ｍ）等への降雪量が

年々少なくなり天然の水資源量は微減傾向であ

る。写真－3 にはカリフォルニア州北部のシャ

スター山とシャスター湖を示すが、巨大なシャ

スター湖は州南部への長距離導水路の水源地の

1 つである。 

       写真－３ 

 

図－2  カリフォルニア州の降雨分布 

　　年
　カリフォルニア州

人口（千人）
　オレンジ郡人口

（千人）
オレンジ郡給水人口

（千人）

1850 93 * *

1860 380 * *

1870 560 * *

1880 865 * *

1890 1,213 14 *

1900 1,485 20 *

1910 2,378 34 *

1920 3,427 61 *

1930 5,677 119 *

1940 6,907 131 *

1950 10,585 216 *

1960 15,717 704 *

1970 19,953 1,421 *

1980 23,668 1,933 *

1990 29,760 2,411 *

2000 33,872 2,846 *

2005 36,458 3,057 *

2010 37,254 3,060 2,550

2020 47,500 * 2,620

2025 * * 2,659

2030 52,000 3,500 2,685

2040 * * 2,703

2050 * * 2,722

　出典：　フリー百科事典「ウイキペディア」他、
カリフォルニア州には５８郡があるが、特に州南部のロサンゼルス郡、オレ
ンジ郡、サンディエゴ郡の３郡で人口は約１６００万人で州全体の４５％を占
める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：　２０３０年の人
口予測は「Ｗａｔｅｒ　Ｒｅｕｓｅ」の１４９５ページ。
注：　１８５０年にカリフォルニア地域が州に昇格
＊　印はデーター未収集。

　　表-１． カリフォルニア州、オレンジ郡等の過去及び将来
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表－１にカリフォルニア州とオレンジ郡（他

の２郡の年度別人口資料は入手できず）の人口

増加を示す。南部３郡の面積と人口（2011 年推

定）はロサンゼルス郡が 10,467㎢に 989 万人、

オレンジ郡が 2,455 ㎢に 306 万人、サンディエ

ゴ郡が 11,722 ㎢に 314 万人となっている。大

阪市の行政面積は約 220 ㎢、人口は約 266 万人

である。 
この州南部沿岸地域３郡の行政面積（陸地面

積に水面積も含む）及び人口とカリフォルニア

州の行政面積及び人口との比率を求めると、南

部沿岸地域３郡の面積はカリフォルニア州の僅

か約６％でしかなく、その地域にカリフォルニ

ア州人口の約 43％が住んでいて人口密度が高

い地域である。 
ロサンゼルス市等の大都会以外の住宅地域で

は平屋か２階建ての家が多く、広い前庭と後庭

があって豪邸は緑が豊で生活レベルが高ために

散水用水等の使用量が多く、水資源が不足する

要因となっている。  
 

 
図－３に上記の３郡周辺のベンチ

ュラ郡と内陸部のリバーサイド郡及び

サンバーナディーノ郡の合計６郡の都

市圏人口動態を示す。これは南カリフ

ォルニア都市圏水資源公団（ＭＥＴ、

またはＭＷＤ）の給水区域の人口動態

であるが、比較的３郡の年度毎の人口

動態に近いために引用した。1990 年で

1,510万人、2000年で1,680万人、2010
年で 1,980 万人と現在でも増加中で、

2020 年で 2,060 万人を越えると予想されてい

る。一方、後述する外部水資源は削減される等、

この地域は厳しい水資源環境状況下にある。 

写真－4：高速道路 405号の渋滞 
 
３．水資源の現状と対策 

 
 平成 24年 10月 3日の朝日新聞に掲載された

世界各地の地下水取水率と地下水埋蔵量との関

係を一部修正して表－２に示す。降雨が自然に

地下滞水層に浸透して有効な水資源となるには

数千年から数万年がかかるとさ

れている。近年の凡そ 100 年間

の農業活動及び人口増加のため

に多量の地下水が取水され、そ

の取水量は地域により地下水蓄

積量の数倍から数百倍、世界平

均では数倍にもなり、世界的に

地下水の枯渇が心配されている。 
特に人口の多い中国やインド

等ではその傾向が強い。インド

西部も含むパキスタンのインダ

ス川流域、中国黄河流域、エジ

プトのナイル川流域は古代四大文明発祥地であ

地域名又は地下水滞水層
名／国

面積（万ｋｍ２）
年間ベースでの滞水層容量

に対する取水量比（倍）
備考

インダス川上流地域
（インド、パキスタン）

48 ５４・２
新聞はガンジス川となっていた
が、インダス川に修正する。

ハイプレーンズ
（アメリカ中西部）

50 ９・０
通常はグレートプレインズといっ
ている地域であろう。

南カスピ海地域（イラン） 6 ９８・３

ナイル川デルタ地域
（エジプト）

10 ３１・７

黄河周辺の北中国 23 ７・９

ドナウ川流域（ハンガリー・
オーストリア・ルーマニア）

32 ７・４

関東平野 ２・０ １・２

大阪平野 ０・３８ １・９

総計 3827 ３・５

表ー２ ．　世界の主な地下水蓄積量に対する地下水取水率：　出典（朝日新聞、２０１２年１０月３日）

注：　出典はユトレヒト大の和田研究員らの調査結果を引用した。

図-3 南カリフォルニア水資源公団の給水人口動態 
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るが地下水が過剰取水されている地域でもある。

残る１つのメソポタミア文明発祥地のチグリ

ス・ユーフラテス川流域はデーターが無いが、

イラク戦争の様子をＴＶで見た限り同じ水資源

不足地域であろう。 
他に有名な地下水枯渇場所は南カスピ海周辺

地域、アメリカ合衆国中西部のグレートプレー

ンズ地域等がある。これらの地域では殆どの水

資源が農業用潅漑用水としての取水された結果

で、同時に水分の蒸発等により地表に塩分が蓄

積されていく。サンフランシスコ～ロサンゼル

ス間の機窓からでもカリフォルニア州の中央大

平原といわれる穀倉地域の土壌表面に塩分が結

晶して白く光っているのが確認できる。こうな

ると単位作付面積当たりの農作物生産量が著し

く低下する。 
日本の大都市周辺部の過剰取水率は関東平野

では 1.2 倍、大阪平野では 1.9 倍なっているこ

とは地下水取水が規制されている地域であるの

に意外な結果である。日本の大都市では地下水

取水規制により地下水位が回復して地下滞水層

の水資源が増加するメリットがある反面、地震

時の液状化が強まり、地下構造物が浮力をより

受ける等のデメリットがある。 
 これらの対策として下水道整備地域なら下水

の３次処理及び高度処理水の再利用が可能であ

るが、四大文明発祥地では下水道整備が遅れた

地域であるため下

水処理水再利用の

期待は当面出来な

い。また農業用潅

漑用水に必要な用

水量が下水処理水

量とは桁違いに大

きい点でも無理が

ある。 
最も可能な対策

は海水の淡水化で

あるが、中国の渤

海湾地域では下水

道整備が遅れてい

るため海水の水質

が悪く、ＲＯ膜逆

洗用水が多く必要

となり海水の淡水化事業が成り立たないほど難

しいらしい。また海岸線より遠い内陸地域では

無理である。残る対策は潅漑用水を多く必要と

しない農作物に順次変更する事である。いずれ

にしても人口増加により水資源が不足する地域

では古代文明が消滅したように、このままであ

るとその地域人口は他地域や他国への流出が起

こり人口は減少すると予想する。 
カリフォルニア州各地域の水資源量を降水量

から見ると、図－１に示したカリフォルニア州

の 58 郡を北部（19 郡）、中部（29 郡）及び南

部（10 郡）の面積が凡そ等しくなるように独断

で区分けし、その地域の降水量も図－2 から推

測し、ＵＳＡ国勢調査関連資料より 2011 年推

定の郡別の人口を求めて人口１人当たりの年間

降水量を算出して表―３に示した。各地の水資

源利用状況は、１人あたり年間平均降水量のう

ち蒸発量を差し引いた賦活水資源量、さらに未

利用で海等に流出量を差し引いた有効水資源量

で実際に評価されているので、この数字で示す

べきであるが関連資料の入手が現在出来ていな

い。 
故に年間降水量ベースで比較したが、年間降

水量は北部地域が 110,000 ㎥/人・年と非常に多

く、中部地域が 6,300 ㎥/人・年である反面、南

部地域では 1,900 ㎥/人・年と予想通りではある

が非常に少ない結果となった。このように年間

項目 北部地域 中部地域 南部地域 備考

郡名

ビュート、コルサ、デルノー
テ、グレン、ハンボルト、レ
イク、ラッセン、メンドシー
ノ、モドック、ネバダ、プレイ
サー、プラマス、シャス
ター、シエラ、シスー
キュー、サッター、テハマ、
トリニティ、ユバ（１９郡）

アタメダ、アルペイン、アマドール、カラベラ
ス」、コントラコスタ、エルドラド、フレズノ、イ
ンヨ、キングス、マデラ、マリン、マリポサ、
マーセド、モノ、モントレー、ナパ、サクラメン
ト、サンベニト、サンフランシスコ、サンホア
ンキン、サンマティオ、サンタクララ、サンタク
ルーズ、ソノラ、ソノマ、スタニスラウ、トゥー
レア、トゥオルミ、ヨロ（２９郡）

インペリアル、カー
ン、ロサンゼルス、オ
レンジ、リバーサイド、
サンベルナンディー
ノ、サンディエゴ、サン
ルイオビスポ、サンタ
バーバラ、ベンチュラ
（１０郡）

カリフォルニア
州で５８郡

郡の面積

（㎢）
115650 138460 145060

陸地面積：
３９９１７０

主な大都市
ユーバシティ、オロビル、チ
コ、レッディング、ユーレカ

サンフランシスコ、サクラメント、オークラン
ド、サンノゼ、モントレー、モデスト、ストックト
ン、フレズノ、サンタクルーズ、

ロサンゼルス、サン
ディエゴ、ロングビー
チ、サンタアナ、ハン
チントン、ニューポート
ボーチ

地域の人口
（万人）

159 1319 2296
２０１１年推定人
口：３７７０

年間平均降雨量
（ｍｍ）

1500 600 300
日本の平均：
１７２０

降雨量
（ｍｍ／人・年）

110000 6300 1900
日本の平均：
５１２０

表ー３．カリフォルニア州各地域の水資源量

注：　１人当たりの年間降雨量（ｍｍ／人・日）をベースに、蒸発分を差し引いたものが賦活水資源量（ｍｍ／人・
日）、さらに未利用で海などに流出する分等を差し引いたものが有効水資源量（ｍｍ／人・日）である。
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項目　　
　カリフォルニア

導水路
　　ロサンゼルス

導水路
　コロラド
導水路

　　コーチラス
導水路

　オールアメリカン
導水路

　サンディエゴ
導水路

完成年 1970 1913 1941 1949 1942 1960

延長（ｋｍ）
約１１５０
（約２２０）

約６７５
（約３７４）

約３９２
（約３９２）

約２００ 約１３２ 約３６２

　　導水量
　 （㎥／秒）

約３７０
（約７．８）

約１５
（約１３）

約４８
（約５０）

約１３ 約７４１ 約２３

主な取水地域

シエラネバダ山脈
の西側で、シャス
ターダム、オロビル
ダム等

シエラネバダ山脈
東側で、モノ湖、
オーエンスバレー等

コロラド川のフー
バダム下流のパー
カーダムより取
水。

オールアメリカン
導水路より分水

コロラド川の下流の
インペリアルダムより
分水

オールアメリカン
導水路より分水

主な送水先

西導水路はロサン
ゼルス地域、東導
水路はオレンジ郡

等

ロサンゼルス地域
ロサンゼルス地域
とサンディエゴ地
域

主にリバーサイド
郡等の水道用水

ロサンゼルス地域と
サンディエゴ地域

主にサンディエゴ
市の水道用水

 表ー４．　　カリフォルニア州の主な長距離導水路

注１：　カリフォルニア州の長距離導水路は州北部の豊な水資源を州南部の大都市圏の渇水地域に送水のために建設されたもので、農業用
水や水道用水に利用されている。
注２：　導水量（㎥／秒）と延長（ｋｍ）の数字は農業用水と水道用水とを含むものがある。
注３：　括弧内の数字は、ロサンゼルス市副市長のナンシーサトリさんの講演会資料から転記したが、導水能力と延長は水道水源としての数
字である。
注４：　カリフォルニア導水路とロサンゼルス導水路の延長が括弧内とは大きく異なる。前者の場合、少なくとも６００ｋｍほどあると推定するが
理由は不明。前者の導水量も大きく異なっているが、延長が農業用の専用水路なのかにより導水量が異なるのであろう。

降水量（㎥/人・年）は地域で大きく異なり、南

部では水資源量が不足し、北部では豊富である

事が再確認できた。この値を世界の水資源関連

資料より比較すると、カナダの１人当たりの平

均年間降水量は 167,000 ㎥/人・年、アメリカ合

衆国は 7,100 ㎥/人・年、日本は 5,100 ㎥/人・

年、中国は 5,000 ㎥/人・年、インドは 3,800 ㎥

/人・年で、南部地域の水資源不足が理解できる。 
   
４．水資源行政 

 
カリフォルニア州の水資源は州政府の水資源

管理局が管理していて、長距離導水路によって

導水される水資源を各地の水資源公団が購入し、

それを浄化して各地の水道公社に水道水と

して卸売りしている。水道公社が傘下の水

道組合に水道水を卸売りする４層構造で、

中間の卸売りマージンは取っていないこと

にアメリカの合理性を感じる。ロサンゼル

ス市等の大都市は南カリフォルニア都市圏

水資源公団設立に関係してきた歴史的経緯

により水道水を直接購入している。組織名

の翻訳は非常に難しいが、上下の組織体の

感じが出るように水資源公団、水道公社、

水道組合と意図して和訳名をつけた。 
州政府水資源管理局は州中北部地域にお

ける水資源が地球温暖化等の影響で減少し、

また導水元地域の人口増加のためＭＥＴへ

の分水量を 2007 年頃より削減せざるを得

ない状態が続いている。カリフォルニア州

の全水資源量はダム開発等で既に有効的に

貯留し尽くされ

ているので、地

球温暖化の影響

で降雪量の減少

と人口増加等に

よりカリフォル

ニア州の人口 1
人当たりの水資

源絶対量が減少

している。特に

州南部沿岸３郡

地域にとって外

部水資源とも言

うべき年間１人当たりの水資源量（㎥/人・年）

は大きく減少状態となってきている。この事が

州南部地域に根本的な水資源不足問題を生じさ

せており、特に人口増加地域では水資源環境は

一段と厳しくなっている。 
 
５．長距離導水路による水資源の導水 

 
(1) 導水量の削減：図－４、表－４、写真－5 
連邦政府、州政府及びロサンゼルス市の３機

関は水資源をカリフォルニア州北部及び東部の

アリゾナ州から州南部に約 400～1,000ｋｍを

長距離導水し南部６郡地域の約 2,100 万人の都 
 

図-4 長距離導水路の位置 
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市活動・都市生活を維持してきた。 
 最近、これら長距離導水路の送水元地域での

地球温暖化現象の影響と見られる旱魃が多発し

て水資源が不足し始め、また環境保護団体によ

る水域の生態系保護活動と地域エゴから水資源

の他地域へ導水することに対する訴訟問題が起

きた。これら諸事情によりカリフォルニア導水

路では約 30～40％、コロラド川導水路では約

50％も導水量が削減された。この削減水資源総

量は約 30 ㎥/秒と大きな数字になり、短時間に

穴埋めすることは非常に難しい量であった。ロ

サンゼルス市直轄のロサンゼルス導水路もシエ

ラネバダ山脈の降雪量が地球温暖化の影響で減

少しているので、微量ながら同じような事が起

こっているものと思う。図－５にコロラド川導

水量の年度別削減量と図－６にカリフォルニ

ア導水量の年度別削減量の実態を示す。 
(2) 外部水資源と内部水資源 
 カリフォルニア導水路及びコロラド川導水路

等による長距離導水による水資源は南部３郡に

とっては３郡以外からの水資源であるので外部

水資源と自分で名付けた。外部水資源は上述の

諸事情により削減され、さ

らにその年の降水量により

導水量は毎年安定しない等

の欠点があった。その結果、

南部３郡では安定し持続性

のある水道事業が維持でき

なくなり、同時に水道水単

価が上昇するという大きな

経済的問題も発生してきた。 
これに対して下水の３次

処理水の多目的直接再利用、

高度処理水で地下水を涵養

する間接的水道水源化利用、

及び海水の淡水化水源利用

の 3 方法は自給自足、地産地

消の目的に適っていて、安定

して供給できるメリットがあ

る。その利用促進にＯＣＷＤ

やＩＲＷＤは日夜尽力してい

るが、この水資源を自分で内

部水資源と命名して他の水資

源と使い分けした。以下のよ

うな問題点があり、その結果

により将来の水道事業が大き

く変わると予想している。 
① 水道水需要量に対して内

部水資源がどの程度カバーで

きるか。 

写真－５ カリフォルニア導水路 

図-5 コロラド川導水路の導水量の年度別削減実態 

図-6 カリフォルニア導水路の導水量の年度別削減実態 
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② 内部水資源の水道水単価が外部水資源単価

より安くする技術開発の進展 
 

写真－6：公共施設のアメニティー施設 
 
(3) 導水量削減への具体的な対応策 
 このような水資源環境の激変に対するオレン

ジ郡水道組合（ＯＣＷＤ）及びアーバインラン

チ水道組合（ＩＲＷＤ）の具体的な対処方法と

して以下のような②～④の内部水資源量の開発

がある。 
① 外部水資源量である農業用水の水利権

の一部を水道水源に穣渡する。 
② 今迄水道水を使用していた景観用水、農

業用水、工業用水・商業施設のトイレ洗

浄及び空調用水等を下水 
の 3 次処理水（凝集沈 
殿・砂ろ過水)による直接 
的再利用水等に更に置 
換する。 

③ 高度処理水（ＲＯ膜ろ過

水など）の地下浸透によ

る地下水涵養を更に行い、

間接的飲料水源化を促進

する。 
④ 現在数箇所で計画・建設

中である海水淡水化を積

極的に導入する。 
等がある。 
これらの実施により両水道組合

は、導水元の諸条件に左右される外部水資源量

とは無関係な、即ち自給自足又は地産地消の考

えを導入して上記の内部水資源量で安定性及び

持続性ある給水対策の確立ができることになる。 
 

６．下水処理法の呼称 

 
 アメリカでは活性汚泥法、その応用としての

嫌気・好気法等の生物処理法で窒素やリンを除

去しても２次処理と呼んでいる。その２次処理

水を凝集沈殿・砂ろ過法等による物理化学処理

法で処理することを３次処理、さらに３次処理

水をＭＦ膜及びＲＯ膜ろ過法等の物理処理法及

びＡＯＰ法による化学的に酸化分解併用消毒す

る処理法を高度処理と呼んでいる。日本の処理

法と相違があるが、ここではアメリカ合衆国の

処理法区分に従った名称を使う。 
 
 

第２章．オレンジ郡について 

 
１．人口動態 

 
図－７にオレンジ郡の人口増加状況を示す。

1950 年で約 25 万人、1970 年で 140 万人、1990
年で 240 万人、2000 年で約 280 万人、2005 年

で約 305 万人、2011 年の推定で 306 万人と増

加の一途である。別資料による 2020 年の 350
万人以上との予測もある。 
 

 
２．降水量 

 
 図－８にＩＲＷＤの本部があるオレンジ郡

中央地域でのオレンジ郡の 2010 年度月別の気 

図-7 オレンジ郡の人口動態 
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温（平均気温：14.9℃）と降雨量（377ｍｍ）

を示す。この図によると２月に約 115ｍｍの大

きな降雨があったが、６月～１０月には降雨が

殆ど無い寡雨時期であることがわかる。１ヶ月

間に 115ｍｍの降雨量は大阪市と比較してもか

なり多い降雨量である。このような場合には分

流式下水道で雨水管渠能力が十分でないので道

路冠水が多々発生し、分流式下水道であるが雨

天時流入下水量が晴天時流入汚水量の２～３倍

になることが南部沿岸地域の雨季には常識に近

い状況になっている。 
図－９にＯＣＷＤの現場事務所がある地点

で過去 47 年間の年間降雨量（約 370ｍｍ）の

変化を示す。オレンジ郡での降雨量に関する評

価に限定して寡雨年の降水量を平均年間降雨量

の 370ｍｍ以下の年、多雨年をそれより

多い年と仮定すると、寡雨年の回数は 47
年で 28 回、多雨年は 15 回も発生してい

る。寡雨年と多雨年が繰り返して発生す

れば問題は少ないが、寡雨年が数年も継

続すると、地下水位が低下して沿岸に近

い断層部より海水の地下滞水層への浸入

など多くの支障が発生する。一方、多雨

年は 15 回も発生しており、特にＯＣＷ

Ｄは雨水流出量を出来るだけ効率的に地

下浸透させる手段を講じ、１滴たりとも

貴重な水資源の雨水を海に無駄に流さな

い努力が講じられているがその詳細等は

来年のその４等で紹介する。 
 
３．浄水場 

 
オレンジ郡地域の年間平均降雨量は約

370ｍｍと少ないが、それが直ぐに蒸発

するか地下に浸透していく。故に河川と

いっても日本のように濤々と流れる河川

が無いので川沿いに浄水場は無い。浄水

場はＭＥＴがカリフォルニア導水路とコ

ロラド川導水路から受けた水資源を広い

用地が確保できた丘陵地域にある５箇所

の大規模な浄水場（全浄水能力：約 1,000
万㎥/日）で浄水処理しているため、オレ

ンジ郡等が単独に維持管理する浄水場は

皆無に等しい。 

写真－７：オレンジ郡ヨーバリンダ市の丘陵地域に

ある南カリフォルニア都市圏水資源公団のロバー

ト・Ｂ・ディーマ浄水場 
 

４．河川の構造及び特性 

河川は冬季以外殆んど干上がっていて、世界

地図で砂漠地域の河川は点線で位置が示されて

いて専門用語でワジと言うがそれに良く似てい

図-8 オレンジ郡の月別降雨量と気温 

図-9 オレンジ郡の過去 47 年間の年間降雨量

の変化(OCWD資料より) 
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る。もし河川に水が流れていたら３次処理水の

内、再利用されずに河川維持用水等として放流

されたものであろう。上流域では河川水を効率

よく地下浸透させるために素掘り的な河川堤防

が多い。逆に下流の河川断面は住宅地域が近く

に迫っているのでコンクリート３面張りで複断

面構造区間が多く、中央部が一段と狭く低くな

っている。晴天時にはこの狭部に水が僅かに流

れているか、最下流域では干満により海水が河

川敷に遡って水面を形成する。一般に地下水を

過剰取水する地域が多いため中下流域の河川底

面は地下水位より高いことが多く、河川に地下

水が浸出することは少ない。 
 
５．サンタアナ川流域の特徴 

 
図－10にサンタアナ川の流域を示す。流域面

積は上流域のリバーサイド郡とサンバーナディ

ーノ郡で約 5,330 ㎢、オレンジ郡の約 990 ㎢、

全流域面積は約 6,320 ㎢、河川延長は約 150ｋ
ｍでこの地域の最大河川である。冬季のみ流水

がある河川のため、日本の河川の資料によくあ

る平水量とか低水量等の資料は無いのかもしれ

ない。サンタアナ川がリバーサイド郡からオレ

ンジ郡に入る郡境あたりを頂点として浸透性の

良い土砂からなる巨大な扇状地が形成され、良

質な地下滞水層を構成している。 
淀川の流域は滋賀県、京都府及び大阪府に及

んで約 8,240 ㎢、河川延長は約 75ｋｍ、平均流

量は約 163 ㎥/秒となっており、流量以外の規模

はよく似ている。 
 
６．プラドダムの効用 

 
サンタアナ川の上流域に位置するリバーサイ

ド郡及びサンバーナディーノ郡の汚水は殆ど２

次及び３次処理され、直接再利用されなかった

処理水と雨水流出水がサンタアナ川に流入する。

河川水は途中で蒸発または自然に地下浸透する

以外は洪水調整のために 1941 年にサンタアナ

川中流域に建設されたプラドダムで貯水され、

流量の平準化、水生生物等による窒素成分の除

去など水質浄化により地下水涵養水源としての

利用率を高めている。乾燥・半砂漠地域である

が洪水調整用ダムとは理解が得にくいが、冬季

に降雨が集中して浸水が発生していたので洪水

対策として建設されたものである。 

 
図－11 にアース式で建設されたプラドダム

による冠水地域とプラドダムの位置を示す。こ

のダムを建設したＵＳＡ陸軍工兵隊、ＯＣＷＤ、

野生生物保護団体及び海洋生物関係者団体等の

関係機関が長年協議した結果、1993 年より貯留

水位を 3.3ｍ上昇させることで冬季の降雨流出

量の多くが貯留・ピークカット出来、雨天時に

未利用で海に流出する比率を大きく低下させ、

洪水対策兼用水道水源ダムの位置付けにシフト図-10 サンタアナ川流域図 

図-11 プラドダムと冠水地域図 



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 25 年 第 5 号 

39 
 

変更ができた。 
 
７．サンタアナ川の地質学的特長 

 
サンタアナ川は巨大な扇状地の中を流れるた

めオレンジ郡内の上流部は非圧水層地域で河川

水は浸透性が良い土壌へ浸透していく。下流部

は被圧水層を構成していて地下水が豊富に貯留

されている地層である。サンタアナ川を流れる

土砂類はプラドダム建設後にはダムで堆積除去

されることになり、オレンジ郡のサンタアナ川

の非圧水層地域には透水性の良い土砂の堆積が

年々少なくなっている。また上流部の下水処理

場で凝集沈殿等に使用される薬品に起因する微

粒子成分が浸透性の優れた河川敷に沈殿する等

により透水性の悪化にともなう浸透速度の低下

現象が発生した。ＯＣＷＤは河川水貯留池及び

河川敷の浚渫頻度を増加させ、また浸透池面積

を拡大する必要が生じるなど、地下水涵養事業

に大きな問題をもたらしている。 
 
８．巨大な地下滞水層 

 
図－12にマイケル・Ｐ・ウエーナＯＣＷＤ副

局長が平成 21年 10月に日本で講演した時の資

料からオレンジ郡の巨大な滞水層の断面を示す。

オレンジ郡の扇状地は良好な滞水層を形成し、

最下部は地表面より約 1,000ｍ下にあり、土砂 
 

の空隙率から約800億㎥の水資源が貯留されて

いる。 
ロサンゼルス郡からオレンジ郡地域では過去

にも大地震が発生していて沿岸部に断層が多数

存在している。オレンジ郡人口の増加により地

下水の過剰汲み上げ状態が数年間継続すると地

下水位の低下及び地盤沈下の問題が発生してい

た。特に地下水位の低下は沿岸部の断層地帯か

ら海水の浸入を招き、飲料水水源である地下水

の価値を著しく低下させた。 
実際に塩分濃度が家庭の井戸では 400ｍｇ/ℓ

を越え、また内陸部のボルサチーカ地域のウイ

ンターブルグ水路で塩分濃度が 6,000ｍｇ/ℓを
越える事が起こった。故にＯＣＷＤは下水 2 次

処理水を３次処理し、更にＲＯ膜ろ過法等によ

って飲料可能な高度処理水を製造し、海水の浸

入防止のために沿岸部の数箇所地域から 1970
年代以降、ポンプ圧入を継続している。 

写真－８：住宅地内のアメニティー池 
 
ＯＣＷＤは同時に地下水涵

養のため３次処理水をＲＯ膜

ろ過＋過酸化水素併用ＵＶ消

毒した後、飲料可能な高度処

理水をポンプで約 20ｋｍ先

のサンタアナ川上流部の非圧

水層地域の浸透池等に送り、

そこで自然浸透させ地下水を

涵養することで水資源不足対

策の一環を押し進めてきた。 
下水の高度処理水の水質

は科学的に直接飲料が可能で

あるが市民の「トイレから蛇

図-12 オレンジ郡の地下滞水層断面図 
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口へ」の心理的反発が強かった。そのため高度

処理水をサンタアナ川上流地域にポンプ送水し

て非圧水層地域から自然浸透させ地下水を涵養

しながら、別箇所からポンプで取水し水道水と

して給水する間接的水道水源化を促進している。

ＯＣＷＤは自然浸透に必要な約 436ｈａの水面

積を長年にわたって用地買収して地下水浸透池

施設等として維持管理している。 
 
９．地下水の水質特性 

 
ＯＣＳＤの２次処理水はＯＣＷＤでＭＦ膜ろ

過法とＲＯ膜ろ過法で高度処理されているが、

そこに残存する微量の発がん性物質は過酸化水

素添加によるＡＯＰ法とＵＶ消毒法で酸化分解

する処理法で対処している。しかしオレンジ郡

の上流部から流れ来るサンタアナ川の河川水中

に３次処理や通常の高度処理では除去できない

微量発がん性物質が含まれ地下滞水層中に蓄積

している可能性がある。この現象は淀川水系で

も同じ問題があり今後の課題であり、そのため

オレンジ郡地域では緻密なモニタリングが実施

されている。 
オレンジ郡の地下滞水層は上層の第 1 滞水層、

中間部で主要な滞水層である第 2 層滞水層、及

び深層部の第 3 層滞水層の３層から構成されて

いる。第１滞水層は綿花やオレンジの栽培農業

による長年の農業経営の影響で地下水が硝酸性

窒素や塩分に汚染されている。他にエルトロ海

兵隊旧飛行場跡地からトリクロロエチレン（Ｔ

ＣＥ）等の使用済み揮発性洗浄剤が第１滞水層

から第２滞水層に浸透拡散する水質汚染問題が

1980 年代に判明し、その除去対策が現在も行わ

れている。 
浅い第１滞水層から取水された地下水はスト

リッピング法やＲＯ膜ろ過法等で汚染物質を除

去して農業用潅漑用水の非飲料用水、または地

下水涵養用水として利用されている。中間部の

主要滞水層は貯水量が大きく主要な水道水取水

源であるが、過剰汲み上げによりこの主要滞水

層へ第 1 層からの汚染水の浸入、海水の浸入が

発生する。加えて第 3 層の深層部で沿岸地域に

存在する太古時代の植物が腐食して発生したフ

ミン質等による着色地下水が第２層に浮上浸入

する問題がある。 
 

写真－９  住宅内のプール 
 
地下水の水質は電気伝導度、塩素イオン濃度

等は３次処理水とあまり変わらない。即ち、河

川水及び下水３次処理水が地下に浸透して地下

水を涵養していることを物語っている。サンタ

アナ川に流れ込む河川水は上流地域の降水流出

水、下水の２次処理及び３次処理水であるため、

地下水の水質はそれらの水質の影響を大きく受

けていることの詳細はその４等で述べる。 
 
第３章．アーバインランチ水道組合 

（ＩＲＷＤ）の下水道事業 

 

１．計画下水道区域 

 
オレンジ郡は 34 自治体地域と小さな町村部

地域から構成されている。図－13にはオレンジ

郡の下水道事業はオレンジ郡下水道組合（ＯＣ

ＳＤ）、アーバインランチ水道組合（ＩＲＷＤ：

上水事業と下水道事業を実施）及び南オレンジ

郡下水道公社（ＳＯＣＷＡ）の３組織が分担し

て計画・建設・維持管理を行っているので、そ

の地域の位置関係を示した。 
計画処理面積は各々約 1,226 ㎢、約 460 ㎢（殆

どＯＣＷＤ地域とラップしていると推定）、約

563 ㎢で、ラップしている地域面積を除くと合

計面積はオレンジ郡の行政面積（水面積含む）

の 2,455 ㎢に 666 ㎢不足している。その不足理

由は山間地域などの計画区域外があること、行

政面積は陸地面積と水面積（別資料によると陸

地面積約 2,045 ㎢とあり、この差が水面積の

410 ㎢と推定）からなっているがこの数字には 
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水面積が含まれていないこと、市制を形成して

いない unincorporated county（日本風に言え

ば町村区域か）と記載された地域が計画区域外

になっている等の幾つかの要因によると考える。 
計画区域外地域は人口が少ない山間地域で浄化

槽整備地域と推定している。大都市ロサンゼル

ス市内にも未だに浄化槽が残存していることに

驚くが、広大なロサンゼルス郡で都市圏を離れ

ると人口密度が低い農牧畜産地域のため殆ど浄

化槽整備地域である。 
図―14 にはＩＲＷＤの下水処理区域の詳細

を示し、２箇所の水再生処理場、３次処理水等

の一部及び雨天時簡易処理水が放流されるサン

ディエゴ川等を併記した。計画地域には有名な

西部劇俳優のジョン・ウェインの名前をつけた

ジョンウェイン・オレンジ郡国際空港（発着数

等で伊丹空港以上の規模、竜馬高知空港と同じ

ネーミング）、ノーベル賞受賞者を３名輩出して

いるカリフォルニア大学アーバイン校（ＵＣＩ）

及びアメリカ合衆国第 37 代大統領ニクソンの

記念図書館等の著名な施設がある。 
 

写真－10  ジョンウェイン・オレンジ郡 

国際空港 
 
カリフォルニア大学はサンフランシ

スコ市の東側対岸のバークレー市にあ

るバークレー校が本部であるが、ＵＣ

ＬＡの略語で有名なロサンゼルス校等、

州内に 10 ケ所点在し、その１つがＵ

ＣＩ（アーバイン校）である。世界の

公立大学ランキングにはカリフォルニ

ア大学のバークレー校が８位、ロサンゼルス校

が 11 位、アーバイン校が 49 位等、上位 100 位

までに７校が入っている。このカリフォルニア

大学アーバイン校（ＵＣＩ）はこの地域でＯＣ

ＳＤ、ＯＣＷＤ及びＩＲＷＤ等で高効率汚泥脱

水、消化ガス発電の排気ガスによる大気汚染防

止、処理水の海洋放流の水質モニタリングおよ

び RO 膜ろ過水中に残存する発がん性物質除去 

図-13 オレンジ郡の 3 つの下水道組合地域の位置 

図-14 IRWD の下水道計画区域と水再生処理場の位置 
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写真－11 カリフォルニア大学アーバイン校 
 

等、上下水道事業の改善、技術開発及び処理水

の再利用では学官共同で特に主導的な役割を果

たしている。 
 
２．計画人口 

 
ＩＲＷＤは 1961 年に設立され、オレンジ郡

の中央部で水道事業及び下水道事業を行ってい

る。下水道計画区域はアーバイン市域（2011
年推定人口：約 22 万人）の全域と、その周辺

部のコスタメサ市（同：約 11 万人）、レイクフ

ォレスト市（同：約８万人）、ニューポートビー

チ市（同：約９万人）、タスティン市（同：約８

万人）、サンタアナ市（オレンジ郡の郡都で人口

は 33 万人）、オレンジ市（同、約 14 万人）の

一部及び周辺部で人口密度が小さい町村地域の

１部を含んでいて計画処理人口は約 33 万人で

ある。ＩＲＷＤは行政組織から独立した組合組

織で、5 人の理事（オレンジ郡政府及び自治体

代表と推定）と選挙で選ばれた理事による理事

会が組合を運営している。 
オレンジ郡の３つの下水道計画地域は日本の

流域下水道に似た組織とも見ることができ、日

本風に流域名として処理区域内の主要河川の名

前を冠せるとＯＣＳＤはサンタアナ川流域下水

道、ＩＲＷＤはサンディエゴ川流域下水道、Ｓ

ＯＣＷＡはサンホワン川流域下水道と名付けて

もよい。アメリカでは同じ地名が各地によく出

てくるのでとても紛らわしい。 
 
 

写真－12：ファッションアイランドの 

ショッピングモール 

 
３．水再生処理場 

（Water  Reclamation  Plant） 

 
下水処理施設をＯＣＳＤは下水処理場と呼び、

ＩＲＷＤ及びＳＯＣＷＡは水再生処理場と呼ん

でいる。ロサンゼルス郡及びサンディエゴ郡で

も名称は混在しているが、一般に古い施設は下

水処理場、新しい施設は水再生処理場との名称

が多い。日本では下水処理場を浄化センター、

水環境保全センター、水みらいセンター、水再

生センター等と変更している自治体が多い。 
ＩＲＷＤの計画下水処理面積は大阪市域の約２

倍の約 460 ㎢、計画人口は大阪市より少ない約

33 万人、下水幹線管渠の延長は約 1,280ｋｍ、

計画下水処理能力は 168,000 ㎥/日である。分流

式下水道で、ディスポーザーが全ての家庭や事

業所等に設置されている。汚水はアーバイン市

にあるミカエルソン水再生処理場（現在：

106,000 ㎥/日、計画：125,000 ㎥/日）、及びレ

イクフォレスト市にあるロスアリソス水再生処

理場（現在：28,400 ㎥/日、3 次処理能力：20,800
㎥/日、計画処理能力は 43,000 ㎥/日）の２箇所

で処理されている。 
 表－５にＩＲＷＤの２箇所の水再生処理場

での３次処理水量の過去と将来予測水量を示し

た。流入下水量のうち３次処理水基準をクリア

しない処理水は再利用しない方針で、また冬季

の降雨期に景観用水や農業用水への３次処理水

の需要量が減少するので、３次処理水の１部は

未利用で河川等に放流され河川維持用水として

利用されているとの但し書きから流入下水量の 
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約 10％がロス分となるとして推定流入下水量

を併記した。３次処理水質基準をクリアしなか

った３次処理水等はサンホアンキン自然浄化池

（ラグーン）経由でサンディエゴ川に放流され

る。ロスアリソス水再生処理場は規模も小さく、

技術的に見るべきものが無いので説明は割愛す

る。 
 

写真－13 夏に咲くジャカランダの紫色の花 
 
４．ミカエルソン水再生処理場  

( Michelson  W.R.P.） 

 
(1) はじめに 
処理場の位置はジョンウェイン・オレンジ郡

国際空港の東１ｋｍ弱、サンディエゴ川の右岸

で高速道路 405 号と高速道路 73 号線の間にあ

る。周辺部は空港に近いこともあって最近は新

築高層マンション（トイレ洗浄用水は３次処理

水が給水されている）の建設ラッシュとなり、

またカリフォルニア大学アーバイン校までは１

ｋｍもない文教地域で交通の便が良いため広大

な地域で住宅が開発された。また処理場周辺は

サンディエゴ

川、ゴルフ場、

緑地及びサン

ホアンキン自

然浄化池（ラ

グーン）等の

緑地や空間で

囲まれ、環境

アセスメント

が厳しいので

周辺住宅地域 
への公害は殆ど無い。 

２次処理の開始は 1964 年まで遡り、処理能

力は 68,000 ㎥/日であったが、計画の 125,000
㎥/日への増設工事のうち、2012 年７月末には

処理能力 106,000 ㎥/日（設備設置能力）が完成

しているはずである。再生水利用率は 2025 年

には水道水給水量に対して 60％に達する計画

でそれに対応した増設事業であった。 
図－15 に処理場平面図、図－16 にフローシ

ート、表－６にミカエルソン及びロスアリソス

水再生処理場の概要を示す。 
今回の増設工事内容は沈砂池施設、最初沈殿

池、電気室、紫外線（UV）消毒施設、膜分離

活性汚泥処理施設、流入幹線の改造である。増

設工事期間の 2009 年 9月～2012年７月には施

設見学は中止されていたので見学する事ができ

なかった。それほど大掛かりな増設工事であっ

たようで次回の訪米時には施設見学を再度挑戦

したい。 
 ＩＲＷＤの下水３次処理水再利用の目的は南

部沿岸地域では慢性的な水資源不足地域である

ので非飲料水としての直接再利用することであ

り、「水道水を 1 度使っただけで捨てるのはも

ったいない。下水３次処理水１㎥を景観用水、

潅漑用水及び工業用水等に再利用することは水

道水（水資源）１㎥を節約することになる」と

の哲学的と言うべき思想で運営され大きな感銘

を受けた。即ち、ＩＲＷＤでは３次処理水の直

接的再利用が目的で、ＯＣＷＤのような間接的

水道水源化とは際立って異なっている。本レポ

ートのタイトルはこのＩＲＷＤの経営方針又は

哲学的思想から借用したものである。 

区分 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

推定流入下水量 71,000 86,600 119,000 128,000 136,000 139,000 142,000

３次処理水量 63,900 77,900 107,200 115,200 122,500 125,200 127,500

再利用３次処理水量 45,600 53,900 79,600 90,200 100,900 103,200 105,200

表ー５．　ＩＲＷＤの３次処理水量と再生水基準をクリアした３次処理水量の現状と計画

注１：　ミカエルソン及びロスアリソス水再生処理場の値を合計したもの。
注２：　３次処理水量とは３次処理法で処理された下水量で流入下水量に対して数％のロスがある。
注３：　再利用３次処理水量とは州法による３次処理水質基準（タイトル２２条）をクリアしたもの。クリアしないものがある。
注４：　この３次処理水量では不足するので、不足分はＭＥＴからの未浄化水の購入、浅い地下滞水層からの非飲料用水の取
水及びアーバイン湖に流入した雨水流入水及び浸出水の利用を行っている。
注５：　３次処理水量は降雨量の多い冬季には需要量が減少し、日平均量で約２００００～３００００ｍ３／日が未利用で放流さ
れ、サンディエゴ川の河川維持用水やレクリエーション用水として利用され、最後に太平洋に流れでる。
注６：　３次処理水の再利用先は景観用水、農業用水、高層ビルのトイレ洗浄水、多くの業種の工業用水等がある。
注７：　ＭＥＴからの購入水及びアーバイン湖の貯留水の再利用先は農業用水と３次処理水の補充用として利用。
注８：　ロスアリソス水再生処理場の３次処理水は地下水と混合して景観用水及び農業用水に再利用され、余剰分はＳＯＣＷＡ
の下水管に流入する。
注９：　推定流入下水量は資料中の説明文よりロス比率が１０％であるとして逆算した。
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　処理場名称
ミカエルソン再生水処理場

（アーバイン市）
ロスアリソス再生水処理場

（レイクフォレスト市）

処理能力（ｍ３／日）
計画処理能力：　１２５０００
既設系：　６８０００, 　増設系：　３８０００＋１９０００(未設備）
現在流入下水量：　約７００００

計画処理能力：　　　　４３０００
既設２次処理能力：　　２８４００
既設３次処理能力：　　２０８００
下水管延長：　１７０ｋｍ、
再生水給水管延長：　３０５ｋｍ

処理開始時期

１９６４年：　２次処理開始、
１９６7年：　７６００m3/日の３次処理（凝集沈殿砂ろ過法）開始、
２００８年：　６８０００m3／日のＡＯ法・膜ろ過法＋３次処理施設＋ＵＶ消毒法
２０１２年：　１０６０００ｍ３／日に３次処理施設拡大

１９６４年：　稼動
２００７年：　大規模改修（塩素から次
亜塩素酸ソーダ等）

下水２次処理法
既設系：　嫌気好気式活性汚泥法
増設系：　嫌気好気式膜分離活性汚泥法

　活性汚泥法

消毒方法
既設系：　塩素、
増設系：　ＵＶ消毒

次亜塩素酸ソーダ

処理水の３次処理法
既設系：　凝集沈殿・砂ろ過・消毒、
増設：　膜分離ＡＯ法＋ＵＶ消毒法

凝集沈殿＋砂ろ過法、
３次処理水貯留槽：　５７０００ｍ３

３次処理水の再利用 景観用水、トイレ水洗用水、空調用水、工業用水、農業用水 景観用水、河川維持用水

汚泥処理法
ＯＣＳＤの第1下水処理場（フォンテンバレー市）へ送泥。　将来はここで単独
に汚泥処理施設を建設する計画がある。

不明

処理水の放流先 サンホワンキン貯水池～サンディエゴ川～ニューポート湾～太平洋 アリソクリーク川～太平洋

  表ー６．　アーバインランチ広域上下水道管理組合(ＩＲＷＤ)の処理施設

実流入下水量 ：

　約７００００ｍ３／日

スクリー
ン、沈砂
池、ポン
プ室

流量調
整池

＊景観用水、トイレ洗浄
用水、空調用水、工業用
水、農業用水等

＊（同じ）
嫌気・好
気活性
汚泥法

凝集沈殿
砂ろ過槽

最終沈
殿池

沈殿汚
泥

増設処理系：　３８，０００ｍ３／日

既設処理系：　６８，０００ｍ３／日

注①：　増設系は２０１２年７月に完成予定。　注②：　２０２５年までに処理能力は１２５０００ｍ３／日まで増設される。　当面は１０６０００ｍ３／
日。　注③：　２次処理水は３次処理されて景観用水、ビル内の水洗トイレ用水・空調用水、工業用水、農業用水等に再利用される。　注④：
現在の再利用率は水道水給水量の約２０％であるが、最終的には６０％となる計画で、人口増加に対応した水資源不足を再利用水で補ってい
く。

最初
沈殿池

最初
沈殿池

計画処理能力：
１２５，０００ｍ３／日

流入下
水

消毒槽

ＯＶＳＤの第１下水
処理場へ

図－１６　ミカエルソン水再生処理場のフローシート

再利用
水ポンプ

再利用
水　ポン
プ

嫌気・好気活性汚
泥法＋膜ろ過法

ＵＶ消毒
槽

雨天時処理水など、ラグーン
を経てサンディエゴ川へ

余剰汚泥
送泥
ポンプ

図-15 ミカエルソン水再生処理場の平面図 
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現在、下水処理水の再利用率は水道水給水量

の 20％程度であり、処理施設の増設により今後

ＭＥＴからの購入する外部水資源による水道水

を削減していく。下水処理水再利用の理由は、

遠方の導水元の諸事情により長距離導水量の削

減対策、購入水道水単価アップ対策及び旱魃の

影響を受けて購入水道水量が激変する不安定な

給水対策であることを強調しておく。地元の内

部水資源で出来るだけ給水率を高め、かつＩＲ

ＷＤの浄水コストが安くなる技術開発を進めて

再利用水量の増加を促進する計画である。現在、

企業や商業施設及びコミュニティセンター等の

商業施設の約 80％が下水 3 次処理水等を景観

用水に再利用している。 
 
(2) 水再生処理施設の既設と新設施設 
① 流入幹線：  

北流入幹線（直径 1,370ｍｍ×280kｍ） 
   南流入幹線（直径 1,220ｍｍ×260kｍ） 
   合流箇所以降（直径 1,520ｍｍ×33ｍ） 
② 沈砂池施設（3 水路の増設） 

   日最大下水量：    125,000 ㎥/日 
   時間最大下水量：   238,000 ㎥/日 
③ 最初沈殿池（4 水路の増設） 

   土木施設の処理能力： 125,000 ㎥/日 
設備施設の処理能力： 106,000 ㎥/日 

④ 流量調整池・分配槽（新規増設） 
既設のバッキ槽と新設の膜分離活性汚泥

処理施設への汚水分配 
⑤ 2 次処理施設（既設） 

嫌気・好気活性汚泥法の反応槽６水路 
既設最終沈殿池は矩形９水路と円形 1 池 
処理能力： 68,000 ㎥/日 

⑥ 膜分離活性汚泥処理施設（新規増設） 
    処理水質が良いので最終沈殿池不要、

処理水の直接再利用が可能 
    土木施設の処理能力： 57,000 ㎥/日 

設備設置の処理能力： 38,000 ㎥/日    
⑦ 高速凝集沈殿池・砂ろ過池（既設） 

    凝集剤添加と砂ろ過施設： 既設の２

次処理水が対象 
    処理能力： 68,000 ㎥/日 
⑧ ２層ろ過施設（既設） 

    アンスラサイトと砂の２層ろ過施設、

高速凝集沈殿処理水のろ過 
    処理能力： 68,000 ㎥/日 
⑨ 塩素混和池（既設） 

    塩素を次亜塩素酸ソーダに変更 
    処理能力： 68,000 ㎥/日 
⑩ UV 消毒施設（新規増設） 

    膜分離活性汚泥法処理水を消毒（再利

用先での衛生面対策）  
 設備設置済みＵＶ消毒能力： 38,000 ㎥/日 
全設備設置時ＵＶ消毒能力： 57,000 ㎥/日 
⑪ 再生水送水ポンプ施設（増設） 

    塩素消毒水とＵＶ消毒水の全てを送る

ポンプ施設 
    600ＨＰのポンプ 
    全送水能力：   125,000 ㎥/日 

全設備送水能力： 106,000 ㎥/日） 
⑫ 浸水対策施設（新設） 

 この水再生処理施設はサンディエゴ川右岸に

面しているが、上流地域の再開発が進んで降雨

時には河川流下能力が不足するようになり、

200 年確率降雨の浸水対策基準に合致するよう

に処理場東側の河川道路の処理場側に沿って高

さ３～４フィートのブロック塀を新設した。 
 

写真－14 ニューポート湾上流域の風景 

 
(3) 処理方法 
既設系統の嫌気好気法による 2 次処理能力は

約 68,000 ㎥/日で、その処理水を凝集沈殿・砂

ろ過法で 3 次処理し、消毒は古典的な塩素注入

方法であったが、今回の増設時に次亜塩素酸ソ

ーダの注入に変更している。 
一方、増設系統の処理能力は約 57,000 ㎥/日

（設備設置済み能力：38,000 ㎥/日）で、嫌気
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好気法の反応槽に膜ろ過装置を入れた膜分離活

性汚泥法＋ＵＶ消毒法を採用し、３次処理水の

再利用観点から塩素成分を増加させない新しい

処理方法である。 
2012年７月末の処理能力は106,000㎥/日で、

水資源不足に対応するために 2025 年には処理

能力は 125,000 ㎥/日に下水処理水の多目的利

用促進のため再利用率を水道水給水量の 60％
に高める。 
 カリフォルニア州南部では下水処理区域は分

流式であるが、降雨時に晴天時の２～３倍の雨

天時下水量が流入する事が当たり前であること

に驚いた。この雨天時流入下水量増加対策を年

報及び技術資料では実際に行っていても図示せ

ず、臭いものに蓋をするが如くロサンゼルス郡

及びサンディエゴ郡の多くの下水処理場及び水

再生処理場ではそのような記述は見出せなかっ

た。 
しかし、ＯＣＳＤのフォンテンバレー市の第

１下水処理場、及びハンチントンビーチ市の第

２下水処理場では雨天時に簡易処理放流がある

ことが判断できるように維持管理資料のフロー

シートに汚水量、水質及び負荷量までが明記さ

れていたのは例外である。雨天時流入下水をポ

ンプで揚水後の導水渠中に凝集剤を添加して最

初沈殿池で凝集沈殿させて汚濁物を沈殿分離除

去し、晴天時処理能力を超えた凝集沈殿処理水

はバイパスから海洋放流管か、河川の上流部に

位置する水再生処理場では河川経由で海洋に放

流するのが一般的である。 
 

（以下は「ちんちょうち第６号」に掲載する） 
 
 
 
 

ちょっと寄り道 ① 

 
29 頁の答え 
① 地方共同法人 日本下水道事業団    
② 日本サニテーションコンソーシアム 
③ 公益社団法人 日本下水道協会     
④ 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 
⑤ 独立行政法人 国際協力機構      
⑥ 独立行政法人 日本貿易振興機構 
⑦ 一般社団法人 日本下水道施設業協会  
⑧ 公益財団法人 日本下水道新技術推進機構 
⑨ 下水道グローバルセンター       
⑩ 下水道広報プラットフォーム 
⑪ 水・環境ソルーションハブ       
⑫ 官民パートナシップ 
⑬ 民間資金を利用して、民間に施設整備と公共サービスの提供をすること 
⑭ 国際標準化機構            
⑮ 技術委員会  
⑯ 世界貿易機関             
⑰ 特定非営利活動法人      
⑱ 一般財団法人 都市技術センター（旧 財団法人 大阪市下水道技術協会）   
⑲ 国際電気標準会議    
⑳ ESCO 事業 顧客の水道光熱費等の削減を行い削減実績から対価を得るビジネス形態 
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下水道科学館 (水彩画：森本 博) 

科学館の名に恥じないモダンな建物です。３月に NHK で紹

介された。地下１階、地上６階の展示物満載の此花区のええ

とこです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         イラスト：森岡 進 
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下水道史諸記録 

 

思い出し話 ４ 「派遣２」 
 

 
前回の「思い出し話３」に続いてもう少し下

水道の話をしてみたいと思います。 

枚方市は、前回の３で話したように地形が坂

の町で、南部の一部を除いては、淀川の方向に

傾斜しています。それ故、淀川沿いに、雨水排

水場・汚水処理施設が作れると言う、分流式下

水道の教科書のような所ですね。事実、市内を

流れる穂谷川、天野川、地域の排水を受け持つ

都市下水路も全て淀川に排出しているのです。 

余談になりますが、淀川の堤防に立ち遙か彼

方の対岸は高槻市ですね。ゆっくりと流れる水

を眺め大きく息を吸い込むと、気持ちが洗われ

ますね。しかしその反対もあります。私が赴任

した翌年だったか台風に伴う大雨があり、ご存

じの様に枚方市は、三川合流の直ぐ下流で危険

水位近くになると川の持つセンチメンタル？な

感情など吹き飛んでしまいますね。実に恐ろし

いものです。ゴルフをされる方なら行かれてご

存じの楠葉、牧野の両ゴルフ場は、河川敷のた

め暫くは営業出来ませんでしたね。 

 まあ、そんな怖い話しを外せば良い町ですね。

お隣りは京都府ですし、派遣期間の間、お遊び

などは京都でしたね。余談はこのぐらいにして、

本題にはいります。 

 では、大阪市では味わえないお話をしてみた

いと思います。 

 まず、始めに受益者負担金ですね。意味は字

句の通り、下水道のサービスを受ける方々へお

願いする応分の負担金です。 

 その金額となる基礎の数字は、事業認可を受

けた時の総事業費です。この事業費の四分の一

を負担願うのです。そして概ね３年以内に下水

道を供用出来る様にすると定められています。

工事費の先取りですね。当時、「３年経って出来

てない」と、よく新聞に載ったものでした。そ

れで、枚方市は、当年度賦課にしたのです。当

時、楠葉排水区はローズタウンの造成中で、受

益者負担金にかかる市独自の下水道は、香里排

水区の整備でした。 

 市としても初めて、全く手探りでしたね。言

うのは簡単ですが、事務作業は大変、年末まで

に次年度の施工箇所をおおよそ決め、年があけ

るとなお精査し、予算案を作成、予算市会での

議決となるのです。 

 ここまでは、内業ですのでスムーズに行きま

すが、これからが大変なのです。 

 市会が３月末に終り、４月に入ると直ぐ受益

者負担金の賦課についての地元説明会に入るの

です。毎週日曜日は地元説明会です。休日なし

で、やれやれでした。 

 受益者負担金は土地にかかるので、土地所有

者の方は大変ですね。市街化区域では田畑、空

地、道路も賦課の対象になりますので、説明す

る方も汗をかき、聞いてる方も汗。そらそうで

しょう、うん万円からうん百万円になりますも

のね。 

 この受益者負担金も減免措置を設け、田畑、

空地等は家屋が出来るまで減免、そして、道路

など公共用物は免除です。この事務、“汗をかく

わりには多額は望めずです。 

 始めに受益者負担金の話をしましたので、汚

水関係について、少し話してみたいと思います。 

 枚方市は分流式です。パイプの口径も最小 

２００粍です。設計基準は別にして、汚水だけ

ですので、設計時から気を使わなくてはなりま

せん。先ず、一軒ずつその家の排水状態を調べ

て汚水桝の位置を決定し、道路の勾配によって

は副管を設置します。そして施工、完成検査も

大変で、マンホール間ごとに雨水、地下水の流

入は無いかとかの確認が必要でした。分流式の

宿命ですかね。なにぶん２００粍ですからね。 

 次いで処理場ですが、これがまた大変なもの

山根 通久 
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で、香里下水処理場は、一段散水ろ床法でした。

昭和３３年に当時の日本住宅公団の香里団地建

設に伴い、その汚水処理のために設置された下

水道施設を（処理水量は約 7,000㎥/日）引き継

いだものです。近くには住宅があり、ろ床蠅(散

水ろ床に発生するチョウバエ)は飛び、臭気はき

ついものでした。私の派遣期間３年の間に標準

活性汚泥法に作り変え、やれやれでした。 

 私は、散水沪床とは、一年ほどのつきあいで

したが、市街地では無理ですね。環境面でも悪

い方ですね？。あの時のろ床蠅と臭気は未だに

覚えていますね。 

 建設当時はまだ家屋も少なかったのでしょう

ね。団地からは離れていますしね。市街化され

た、ましてや住宅の密集した所ではだめですね。 

 次に流域下水道に触れてみます。枚方市の公

共下水道は、既に事業決定されている「淀川左

岸流域下水道」（枚方市・交野市・八幡町（現八

幡市）の 2市１町）において処理されるのです。 

 内容は、省略しますが、設置するのに、約  

１０ヘクタールの用地が必要なのです。この用

地の買収が大変でした。私は約２年これに携わ

りましたが、私が、市を去ってから益々、ご苦

労されたのです。今は、渚水みらいセンターと

して稼働しています。門を入れば芝生・水路等

があり公園のようです。 

 で、此の土地を求める苦労に少し触れてみま

す。そもそも大阪府の事業になぜ“市“が、と

思われますが、市の下水処理であり土地勘、人

脈等が無くてはこの様な作業は動かないのです。 

 大阪市は、戦前より事業が始まっており、先

人のお陰でおおかたの用地は確保されてました

ので、買収等の苦労は少なかったのかな。と、

思いますが。 

 買収には、先ずその地区の区長さんに説明し

了解を得て始めるのです。初回は、付近の一般

のお方。次回ぐらいから、地主さんとの話にな

りますが、昔からの地域ですと、たいてい地主

さんで区長です。首をたてに振らないかぎり、

中に入れないのです。ましてやこの地区は美田

で、先祖代々受け継がれた土地なのですね。 

 数回、説明にかよって漸く緒についたもので

す。 

 では、お集まり下さいとお願いしておいて、

こちらから出向いて待っていても、その時にな

って“だめ”、と空振り。また、この様な話は“晩”

ですね。1 日の仕事を終え、夕食後、八時頃か

ら１０時過ぎぐらい迄で、世間話を交えて下水

処理の必要性を、くり返しくり返し説明するの

です。当然相手側からも難しい話が出てきます。

あれやこれやと、帰宅時間は翌日の零時過ぎに

なることも。疲れますね。こういう作業も私に

とっては良き勉強になりました。 

 後年（市を退職後）、機会があって渚水未来セ

ンターを訪れましたが、当時を思い浮かべ、感

慨一入でした。 

 またこの時期、“流域下水道建設はんたいー”

と、いう声もありましたね。市役所の市民講座

関係の係と学会の先生とで話し合いもありまし

たね。反対の中身は、“工場からの悪質廃水の流

入”についてでした。当時、故人に成られた部

長が、「なんでうちの職員(市民講座関係の係)

が反対するねん」と、ぶつぶつ言われていたの

を覚えています。結局、私一人で対応したので

すが、こういう話は、法と事業所から出る廃水

のことをある程度知らないと無理でしょうね。 

 派遣の年期も終わり、大阪市に帰り、2 年間

幹線事務所で、その後生野出張所で勤務しまし

た。この時に一番感じたことは、水の都大阪も

水には弱いな？ ということでした。この年、

大雨に見舞われ、平野川分水路の嵩上げした護

岸の“天端”まで水位が上がり、驚きでした。

排出するポンプの調整運転もやむを得んのかな、

と思いました。 

 私の住んでいる中河内も寝屋川水系に属して

いますので怖いですね。私が枚方市に派遣され

ている時、既に、寝屋川に吐出しているポンプ

の調整運転の話が出てましたからね。枚方市は、

淀川ですからね。寝屋川よりましでしょう。 

 ちなみ、に大阪府都市型水害対策検討会作成

のハザードマップによりますと、寝屋川流域の

想定では、降雨量、1時間最大雨量９３ｍｍ、2

日間雨量５６７ｍｍで、私の家付近では、深さ

50㎝とか、厳しい所なら２ｍとか、水没ですね。

もうこの歳、逃げ出すこともならずです。 

 ３８、９年前を思い出しながら書きましたが、

このへんで拙文をおわります。 
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下水道史諸記録 

 

中央下水の思い出 －排水設備を鑑定する－ 
 

 
私は昭和 44 年 5 月 24 日から 48 年 4 月 24

日まで、土木局中央工営所下水係（昭和 46 年 7
月 1 日から下水道局中央下水道事務所下水係）

に勤務し、管渠・ポンプ場の維持管理業務に従

事した。万博関連工事、管渠の損傷事故対策、

維持管理体制の整備とシステムの確立など思い

出は多い。 
 本稿では、排水設備に関する民事訴訟で、地

方裁判所から『鑑定人』として呼び出され、法

廷へ出頭、鑑定を実施するという経験をしたの

で、その概要を紹介する。 
 
１．鑑定人として法廷へ 

 
(1) 事件の概要 

 昭和 44年冬の夜、貸ビルにおいて、2階住居

の水洗便所から汚水が溢れ出て、階下（１階）

にあるＡ氏宅の居間・押入れに流れ落ち、家財

等が被害を受けたものである。Ａ氏は、貸ビル

の所有者Ｂ氏を相手取り、屋内排水管に瑕疵が

あったとして地方裁判所に損害賠償請求を提訴

した。 

(2) 鑑定人呼出状 

 この事件に関して、私宛に地方裁判所から「鑑

定人呼出状」が送付されてきた。 

呼出状には、上記事件の鑑定人として、地方

裁判所の法廷に出頭することが明記されている

とともに、次の 5点が鑑定事項として明示され

ていた。 

 
Ｂ氏の所有する貸ビル 1階の天井部（Ａ氏

の居間兼寝室の天井部）に配管されたビニー

ル製排水管について、以下の事項の鑑定を求

める。 

① 監督官庁である、大阪市土木局中央工営

所の監督を受けた配管工事であるか。 

② 監督を受けたとすれば、ビニール配管は

規格に適合しているか。 

③ ビニール配管の材質に欠陥はないか。 

④ 配管、構造に過失はないか。 

⑤ 請負金額が過小のため、工事に手抜きは

ないか。 

 
(3) 裁判所への出頭 

地方裁判所への出頭は、市長宛の「鑑定人出

頭許可願」を提出して許可を得た上で、昭和 44

年初秋に地方裁判所分室の法廷へ出廷した。 

 法廷における質疑応答は、概ね次のとおりで

あった。 

(裁判官) 三代隆義ですね。住所、年齢を言

ってください。 

(三 代) 尼崎市塚口字○○○、34 歳です。 

(裁判官) 鑑定人として宣誓しなさい。 

(三 代) 宣誓文朗読、署名、押印する。 

(裁判官) 鑑定を依頼します。 

(被告側弁護人) 専門的なことであるから、

図解して説明願いたい。 

(裁判官) そうですね。私どもも素人である

し、次回にお願いすることとしまし

ょう。 

 
２．鑑定書の提出 

 
先の出頭に続き、昭和 44年晩秋、地方裁判

所分室に出頭し、鑑定人を命ぜられた私が、私

個人の資格と責任においてまとめた『鑑定書』

を 3部提出するとともに、法廷へ鑑定人として

出廷した。 

なお、先の出頭と同様に、市長へ「鑑定人出

頭許可願」を提出し許可を得た上で出頭したが、

許可願には、次に示す「鑑定書」「鑑定人の意

見」「参考資料」を添付した。 

三代 隆義 
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鑑 定 書 

第 1 鑑定目的物の表示 

 鉄筋３階建ビルディングの１階居間兼寝室天井上部に配管しているビニール製汚水排水管 

第２ 鑑定事項 

(イ)監督官庁たる大阪市土木局中央工営所の正式なる監督を受けたる配管工事なるや。 

(ロ)監督を受けたとすれば、ビニール管の許可規定通りの規格ビニール製管を使用しおるや。 

(ハ)右規格ビニール管の材質に鈌陥なかりしや。  

(ニ)配管、構造上に過失なかりしや。 

(ホ)請負金額過少のため、工事上、手抜しおらざるや。 

第３ 鑑定 

昭和 44年 9月を鑑定時点として、肉眼及び写真撮影により原告宅上階の便所と、原告宅天井裏

の排水管を鑑定。 

鑑定事項(イ)について 

排水設備工事は、施主において、公共下水道管理者である大阪市長に対し、『排水設備計画確

認申請書』を提出、市長の確認を受け（大阪市下水道条例第 4条第１項）、指定工事人により施

行し（条例第 8条）、市長の検査を受ける（条例第 4条第 2項）こととされている。 

本工事は、『排水設備計画確認申請書』が提出されないまま施行されたので、大阪市土木局中

央工営所下水係の監督を受けていない。 

鑑定事項(ロ)について 

配管工事施行当時は、排水ビニール管に関するＪＩＳ規格がないので、大阪市としては「積水

化学製品（ＳＵ管）」又は同等品以上のビニール管を使用すること」と行政指導していた。 

現在のＪＩＳ・ＶＵ規格は、昭和 42年 6月 1日に制定されており、参考までに表示すると

次のとおりである。単位は㎜。 

 

呼び径 外径 外径許容差 内径 管厚 管厚許容差 参考重量 

100 114 ±0.65 107 3.5 ±0.4 1.737kg/m 

125 140 ±0.80 131 4.5 ±0.5 2.739kg/m 

150 165 ±1.00 154 5.5 ±0.5 3.941kg/m 

 

本工事は、監督を受けていないし、その後に手が加えられているので、施行時点に使用された

ビニール管がどんなものであったか、断定することができない。 

手が加えられていないだろうと思われる部分についていえることは、次のとおりである。 

① １階天井裏においては製品マークが見当たらないので、どこの製品が使用されたかわから

ない。 

② 施行当時、大阪市が禁止していたライト管（雨桶用ビニール管）は見当たらない。 

③ 現在のＪＩＳ・ＶＵ規格によれば、不合格になると思われる。 

鑑定事項(ハ)について 

使用管の材質について鈌陥の有無は、工業試験によらなければ明らかにすることができない。

鑑定人による観察では不可能である。 

鑑定事項(ニ)について 

現在では、元の工事に手が加えられているので、わからない。 

現況を当初施行時点からの配管状態として、当時の規格・基準と照査すれば、次のとおりであ

る。 
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① 排水管（水洗便器取付管、汚水排水横引管）の寸法は、適当と認められる。 

② 排水管の接合、勾配、懸吊状況は普通である。（詳細は別紙添付図面参照） 

③ 明らかに手が加えられたと認められる箇所が２カ所ある。原告宅上階の水洗便器取付管の

流末（エルボとチーズを結ぶパイプ）と汚水排水管のチーズ（丁字管）付近である。配管、

構造上の鈌陥又は過失を補修したものか、清掃上、切開又は切断したところを補修したも

のかわからない。 

鑑定事項(ホ)について 

当初の施行時点において、工事上、手抜きがあったかの点は、現況からして、該当事実があっ

たとの判断を得るに至る資料が見受けられない。 

当時の標準価格は、貸付工事で内部Ｚ型(大小兼用)24,000円、配管は内径125粍で870円／ｍで

ある。 

請負金額と工事の程度との関係はわからない。 

 

鑑定人の意見 

 鑑定人個人として、常識的に、鑑定物を評価するならば、次の事実にもとづいて「通常の配管

工事であったと思う」としたい。 

① 漏水事件が発生するまでの４年間、無事故で使用に耐えたという事実。 

② 手を加えた後、今日に至るも無事故で使用に耐えているという事実。 

 
 

鑑定人の意見 

イ.本配管工事は、Ｃ工業所により行われ昭和40年4月に竣功しているが、無届工事であったので、

本市としては監督できなかった。したがって、水洗便器汚物使用料は未徴収である。 

ロ．当該工事は、大阪市の監督を受けていない。 

ハ．４年前に施工されたものであり、詳しく調査しなければわからない。当時は、JIS 規格がなく、

積水化学排水ビニール管を使用することとしていた。 

二．現在では、元の工事に手を加えている（昭和 44年 2月と 3月）ので、配管、構造の鈌陥はわ

からない。 

ホ．当時の標準価格は、貸付工事で内部Ｚ型（大小兼用）24,000円、配管は内径125粍で870円／ｍ

である。 

 
 

参考資料 

（イ）工事人からの事情聴取（鑑定前） 

 昭和 44年夏、原告側弁護人の求めにより、現地において排水設備を調査した。 

工事人Ｃ工業所について、下水道本部普及課へ照会したところ『無届工事』であったことが

判明した。 

2日後、Ｃ工業所社員のＤ氏を中央工営所に呼び出し、事情を聴取した。 

〔下水係〕Ｃ工業所 は、真面目な業者で通っている。どうして無届工事をしたのか。指定工事

人として犯してはならない行為ではないか。 

〔工事人〕まったく申し訳ないことで、恐縮です。実は、当時、カバンを紛失したことがありま

す。この件にかかる申請書等は紛失したカバンに入っていたものと思います。今日まで、忘れ

ていました。 

〔下水係〕このまま放置できないので、早速申請書を提出してください。 
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〔工事人〕直ちに作成の上、提出します。 

〔下水係〕本工事が竣功したのはいつか。 

〔工事人〕昭和 40年 4月 30 日です。 

〔下水係〕漏水事故があって補修したのはいつか。 

〔工事人〕昭和 44年 2月 24、25 日、3月 1日です。 

〔下水係〕どこから漏水したのか。 

〔工事人〕漏水したのは 2月 23日夜で、現場を見たのは 24日朝です。よくわかりません。 

〔下水係〕ビニール管を切開し補修したカ所や切断して取替えたカ所が見受けられるが、その事

由を質したい。 

〔工事人〕清掃のためです。 

〔下水係〕何が出てきたのか。 

〔工事人〕ビニール袋やボロ布等が出てきました。 

（ロ）居住者からの事情聴取 

鑑定のため現地を調査した際に、原告、原告宅上階の居住者を訪ねた。 

〔下水係〕天井裏の配管から漏水したのか、２階の床が溢れた結果漏水したのか、わかりません

か。 

〔原 告〕とにかく漏水してえらい目にあいました。お尋ねの点はわかりません。 

〔原告宅上階の居住者〕9月始めに転居したばかりです。 

（ハ）鑑定の決め手 

 原告宅上階便所の床トラップ又は大便器から噴き出したか、原告宅天井裏の配管から漏水し

たか、今となっては、確証を得ることができない。 

前者であれは、配管は構造上、鈌陥や過失はなかったものと断定できる。しかし、この場合

は、2階の床が浸水したのではないか。便所の床はタイル張りであり、建物の構造も鉄筋コク

リートであるから、階下へ漏水したであろうか、との疑問が残る。2階床の浸水実験でもしな

ければ、明らかにできない。 

後者であれば、配管は構造上、鈌陥か過失があったのではないか、と思われる。しかし、こ

の場合は、「ビニール袋やボロ布等が出てきた」という工事人の言葉を信じたとして、構造上の

強度（どれだけの内圧に耐えるべきか）と水洗便器使用の程度（善良な使用、管理の限界）と

の関係が検討されなければならない。 

排水管は、所定の勾配をとり、自然流下するように設計されている。 

水洗便器の使用については、トイレットペーパーを使用し、新聞紙等は使用しないように、さ 

らに、脱脂綿等も流さないように行政指導されている。 
 
法廷における質疑応答は、概ね次のとおりで

あった。 
(裁判官) 鑑定書をお渡ししましたね。 
(原 告) 漏水の模様について、明らかにさ

せてほしい。 
(裁判官) 証人を申請しなさい。 
(原 告) 近所の人を 2 人程お願いします。  
(裁判官) 次回は、必要があれば、鑑定人の

出廷を求めることにしましょう。 
なお、本件に関する経過報告と意

見をつけ加えておきます。 

経過報告 
 被告及び工事人からの『排水設備計画確認申

請書』は、大阪市下水道工事業協同組合を経由

して、中央工営所下水係へ提出された。 
 本工事の竣功検査、申請人及び工事人に対す

る処分等の取扱については、現在、下水道本部

普及課と協議・検討中である。 
意  見 
 本件は、公共下水道管理者に対し、排水設備

工事（宅地及び屋内の私設下水道に関する工事）

の施工要領、検査基準の細目について、かなり、
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つきつめた問題提起をしていると思われる。 
 さしあたり、ＶＵ管のＴＳ工法（継手の長さ、

許容強度）等について、明確にすべきではない

かと考える。 
 

※昭和 44年当時の、大阪市におけるＶＵ管

（硬質塩化ビニル管Ｋ6741薄肉管）の屋

内配管に関する取扱い 

 ① ＳＵ管は不可 

 ② 150㎡未満：100φ、S=1/50以上 

150㎡以上 600㎡未満：150φ、S=1/70 

600㎡以上 1,000㎡未満：200φ、

S=1/80 

 ③ 引張強度 480㎏/㎝２以上 

水圧値 10㎏/㎝２以上 

 ④ ＴＳ工法は 150φまで 

 ⑤ 検査は大阪市下水道工事業協同組合が行

う。大阪市係員が立会することがある。 

 ⑥ ＴＳ工法の強度及び継手長（スリーブ管

の例による。） 

   強度は 10㎏/㎝２ 

継手長 100φ＝92mm、125φ＝112mm 

150φ＝140mm 

 ⑦ 管支持金具の間隔 別に定めがない。 

 
 

 

 

 

３．屋内排水設備の今昔 

 
鑑定人の業務は、晩秋の出頭で事実上終了した。 

 当時は、ビルやマンションの屋内排水管のう

ち、器具排水管は床を貫通し、横支管は天井に

吊配管するのが一般的であった。今日では、各

階、各部屋の区分所有や賃貸が普及し、横支管

は床上配管となり、管理しやすくなっている。

排水器具から横支管まで私有、縦管以下共有と

されている。 

 鑑定業務は、排水設備計画の確認と竣功検査

の実務を担当する亀川調査員が私を補佐し、現

地調査と写真撮影を共にしてくれた。 

 
参考(1) 排水設備の設置及び構造の技術上の基

準は、下水道法施行令（昭和 34年政令

第 147号、最終改正:平成 18年政令第

354号）第 8条に定められている。 

  (2) 事件当時の排水管と現在の排水管を比

較できるように概要図と写真を示す。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在の水洗トイレ【TOTO・HP】 

（現在の器具排水管は排水縦管に直結） 

概要図 

（器具排水管と排水横枝管の一部を取り替え） 
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天王寺動物園正面玄関の三猿(写真：山根通久) 
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評論・随筆 

 

図にするともっと分かり易い 
永井 一郎 

 
 
１.はじめに 

 
私も八十路に足を踏み入れるようになったの

で、身辺整理をはじめた。段ボール箱の古い資

料の中から、後述する図表（図－1、図－2）が

出てきた。 
しかし、この内容は私自身が手がけたもので

はない。人様の資料をアレンジしたものである。

そこで、これと同じような内容で私が自ら調査

検討した資料を探したが、どこにも見当たらな

い。 

仕方がないので、人様の研究資料を利用して、

ここでの説明材料とさせていただくことにする。 
データを読むとき、数字や表だけでなく、図

にして目に見えるようにすると、より分かり易

くなることがある。古い話を持ち出して恐縮だ

が、事例をあげて考えてみたい。 
 
２.昭和 40年代はじめ頃のこと 

 
当時の建設部長から「海老江処理場は、処理

水質が大阪で一番きれいだと言っているが、汚

泥をどうしているか調べるように」と指示を受

けた。昭和 40 年代はじめ頃のことである。 
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手法として、処理場の入側と出側の乾燥固形

物の物質収支の計算をしてみることにした。水

質管理年報などから資料を収集した。入側には、

流入下水、投入し尿（当時は、場内に汲み取り

し尿のバキューム車からの投入場があった）、汚

泥脱水用凝集剤としての硫酸鉄と消石灰があり、

出側には、処理水、発生消化ガス、脱水ケーキ

等とした。 
その結果、乾燥固形物の入側に対して、出側

の数字に出てこない行方不明分が余りにも多い

のに愕然とした。数字の上では、極端に言えば、

脱水ケーキの量は薬品ばかりで、ほとんど汚泥

を脱水していないに等しかった。 
これは、流入してきた固形分を、脱水ケーキ

として系外に排出できないために、処理施設内

をぐるぐる循環していた汚泥が、雨天時にポン

プ排水することで、雨の後にはきれいな処理水

質になっていたのである。ポンプ排水した後に、

処理水の水質検査をすれば、きれいな数字が出

てくるのは当然のことである。 
その調査報告書を部長に提出する前に、直属

の上司である課長と係長に説明した。恐ろしい

ほどの汚泥が雨天時に流出していることを、数

字だけでなく、図－2 と同様の様式で表して目

で見えるようにした。誰が見ても、大変なこと

になっていることが良く分かった。その説得力

の強さに、自分でも驚くほどの迫力を感じた。 
この報告書が表に出れば、どのようなことに

なるかわからない。処理場側だけでなく、十分

機能を果たしていない機械や電気の設備を建設

した側にも問題がある。結局、公にされないま

まになってしまった。 
この一件は、公にされなかったのは残念であ

ったが、数字だけでなく図の表し方が良すぎて、

分かり過ぎるぐらい訴える力があったからかも

しれない、と自分を慰めることにした。 
そのデータはどこに散逸してしまったのか、

今は手元にない。 
 
3．下水道研究発表会講演集より 

 
平成元年の第 26 回下水道研究発表会は福岡

市内で開催された。そのとき、大阪市下水道局

の 3 氏の研究による『合流式下水道における雨

天時流出汚濁負荷削減の検討』が発表された。 
発表内容は、今福処理区内の今福、城北、東

野田各排水区の、現況の雨天時汚濁負荷流出状

況について、昭和 50 年よりの実態調査に基づ

く、解析モデルによる現況管渠構造での雨天時

における汚濁負荷流出量のシミュレーションの

結果を表したものである。当時としては、かな

り高度な研究内容のものだったと思われる。 
図一 1，図一 2 は同研究発表の内容から、私

なりに作成したものである。図－1 は、今福処

理区内の雨天時流出汚濁負荷（水量、ＢＯＤ，

ＳＳ）の数量を示したものである。図－2 は、

その中からＳＳ分のみを取り上げて図に示した

ものである。 
図一 1 では、いかに大変な量の汚濁物質が、

年間を通して雨天時に流出しているかを、実感

として分かり難いのではないかと思う。 
しかし、一方の図一 2 では、どうだろう。こ

のような図の表し方によって、実態が目に見え

て、より分かり易いのではないか。いかがだろ

うか。 
 
４.あとがき 

 
「2．昭和40年代はじめ頃のこと」の内容は、

先にＮＰＯ法人水澄の機関誌『ちんちょうち第

4 号』にも掲載させてもらった。古い問題のデ

ータは、どこへ散逸したのか、残念ながら見当

たらない。けれども、その時のことは、私にと

って強烈なインパクトを受けた出来事で、詳細

な数字以外は、今も鮮明に頭の中にある。この

とき、図の表し方によっては、読む人にかなり

理解を得やすいものになると、その時実感した

ものである。 
「3．下水道研究発表会講演集より」は、ま

ことに恐縮だが、人様の資料を活用させていた

だいて記述したものである。 
下水道局を定年退職後、あるプラントメーカに

勤めているときに下水道関係の設計コンサルタ

ント協会から水処理関係の研修会の講師を依頼

された。その研修の中で合流式下水道の改善の

必要性について説明するため、資料の一部とし

て、その研究内容から引用させてもらって、私

なりに図一 1，図一 2 を作成してみた。 
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すでに研究発表会で公表されているとはいえ、

そのデータを用いて別のところで説明する前に、

研究者の方に了解を得ておこうと思った。この

図を見せたところ、「インパクトが強すぎる」と

難色を示された。仕方がないので、この図を用

いることはやめることにした。 
あれから 20 年余も経ており、今では大阪市

の合流式下水道の改善もかなり進められている

ので、お許しいただけるのではないかと、勝手

ながら活用させていただいたものである。 

 
参考文献：1）日出山ほか『合流式下水道に 

おける雨天時流出汚濁負荷削減の検討』 
第 26 回下水道研究発表会講演集、1989 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       (イラスト：森岡 進) 
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ちょっと寄り道 ② （近況報告集「交流のひろば」第 3 号より抜粋） 

 

人生の転機   

榮屋 悦男 
  

人は必ず何度か転機がある。何の目的も無く人生を歩んできた私にも、何度かその様なこ

とがあった。 
転機１、昭和 25 年 4 月：近畿大学理工学部 3 年編入入学 

近大の野球部員から試合をした帰りに「どや近大へ来ないか」と云われ、ちょっと迷った

が「いく」と返事した。当時私は府立大学に通っていた。 
転機２、昭和 27 年 4 月：鐘渕紡績㈱に入社 

当時鐘紡は都市対抗野球で過去 2 年優勝し 3 連覇を目指していた。鐘紡淀川工場のグラウ

ンドに行ってテストを受け、運良く 3 人の枠の中に入れてもらった。 
転機３、昭和 27 年 11 月：阪神（当時大阪）タイガースに入団 

その頃退社時になると、淀川工場の門前で毎日タイガースのスカウトが待っていて、断る

のに困っていた。船場の生まれで体も華奢、神経も細いのでプロ向きではないと思ってい

たが、いろんな人々の意見とか諸般の事情で入団に踏み切った。 
転機４、昭和 32 年 10 月：大阪市役所に採用される。39 年に下水へ転勤。 

その日は昭和 39 年の 4 月の土曜日の午後だったが誰も帰らずに仕事をしていた。びっく

りして係長に「ここは半ドン無しですか」と聞くと、「忙しくて誰も帰らんよ」とことも

なげに云われた。優秀な人ばかりであったが、

皆親切に何かと教えて戴き、無事、昭和 61
年に退職できた。 

おわりに 
写真を 1 枚添付する。名遊撃手で、昭和 60
年に監督をされ日本一になった吉田義男氏

と、タイガースＯＢ会で撮ったものである。 
 
（編集者付記）栄屋氏は阪神タイガースの投手

として活躍し開幕後夏までに７勝し、巨人の

広岡、中日の空谷とともに新人王三羽ガラス

と言われた。 
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幸 せ な 方
か た

 で し た 
 
 
 
「しばらく逢っていないが元気にしています

か」。 
松永さんから電話がかかってきたのは、平成

24 年６月中頃のことでした。入院されていた病

院からで、胆管の手術も無事終わり、数日後に

は退院する予定だとのことでした。話す声にも

ハリがあり、とても滑らかで、順調に病気も回

復されているように思いました。 
電話は長々と続き、病気のこと、四日市へ転

宅してからのこと、元下水道局の皆さんのこと、

などなど。いつものように、明るく、楽しげに、

お話をされていました。長い電話でした。後で

時計を見ると、５０分を超えておりました。 
「一度、家へ遊びに来なさいよ」と言われ、

７月中頃に四日市のお宅へお伺いしました。 
私の住む奈良の地からは、車で２時間ばかり

で着くことができました。嫁がれて四日市に住

んでおられる娘さんのお家の近くのマンション

へ、大阪の千里ニュータウンから引っ越してこ

られ、３年ほどになるとのことでした。 
やはり、歳を重ねてこられ、ご夫婦二人だけ

の生活では何かと不便を感じることが多くなり、

思い切って娘さん一家の近くへ来られたようで

す。時折、面倒を見てもらえるので、とても助

かると、嬉しそうに話されていました。 
このとき「松永さんは、本当に幸せな方だなあ」

と、あらためて思ったのです。それから間もな

い１０月１８日、亡くなられたことを知らされ

ました。 
 
これまで、ずっと松永さんという人は、とて

も幸せな方だと思っていました。あの温厚な人

柄、品のある風格、普通の人にない何かいいも

のを持っておられる。どうしてなんだろう。や

はり、恵まれた家庭環境の中で、温かいご家族

に囲まれて過ごされ、そして幸せな遺伝を身に

つけて生まれてこられたからなんだろう、と思

いました。勿論、ご自身の研鑽のたまものもあ

るでしょう。 
私共にとって、健康であること、経済に恵ま

れることなどは、幸せの基本的なことだと思い

ますが、それに加えて、家族の愛情に恵まれる

こと、生きるための叡智を身に付けていること、

そして特に男性にとって、やり甲斐のある仕事

にも、また良い縁故にも恵まれることが大切な

要素だと思っています。 
松永さんは、自然と身に付けてこられた能力

で、下水道という仕事の最も活き活きとした時

期に、常に、その頂点に立って仕事をされてき

たのです。役所でいるときも、民間へ移られて

からも、常にそうでした。 
当時の下水道局には、すぐれた逸材がひしめ

いていたように思います。レベルの高いポテン

シャルをもった人々のいる凄い集団だったよう

に思います。そのような人達に囲まれ、その頂

点に立って、ひたすら仕事を前へ前へと進めて

来られたのです。 
そして、役所から民間企業へ移られてからも、

日水コンという業界では最大手の会社で社長と

して活躍されました。しかも、その頃は下水道

の仕事も最盛期で、社長に就任されたときに比

べて退任されるときには、会社の業績もかなり

大幅に増えていた、と話されていました。いい

時期を過ごされたのです。 
これらのことを考えてみると、松永さんは本

当に幸せな方だなあと、しみじみ思うのです。 
いまあらためて、結構で幸せな生涯を過ごされ

た方だと羨む気持ちの半ばと、尊敬する上司に

恵まれたことへの感謝の気持ちを持ちながら、

ご冥福を心からお祈りいたします。  
 
 

永井 一郎 

松永さんを偲ぶ 
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     松永一成氏に導かれて 
 
 
 
１．先見の明 

  
ここに一枚の図面がある。そのタイトルは「今

福処理場エアレーションタンク・沈澄池計画図

（案）」とある。今福の高級処理化を控えた会議

で松永係長から提案された構想図である。吉田

課長と係員 3 名（結城・原・筆者）を前にして、

時に昭和 45 年 1 月 29 日。 
 限られた土地を有効に使うため、設計陣は 2
階式の沈殿池や曝気槽（現・反応槽）の深層化

を進めてきたが、用地の狭い今福ではさらに飛

躍する必要があった。松永氏は曝気槽の下段に

沈澄池を置くという前代未聞の構造を案出し、

縮尺 1╱200 の計画図に描かれた。図面には構造

寸法と流入～流出経路とともにオリフィス型流

出管やコレクター設備などが描かれ、実施設計

に近いものであった。世界でも類例のない多層

式活性汚泥処理施設が出現する瞬間である。 
 なお、施設の大きさを決める計画処理水量は

1 日平均値をとっていたが、昭和 47 年に公共用

水域の水質保全に果たす処理場の重要さから 1
日最大値に改定された。そのため従来よりも

1.2～1.3 倍の施設容量が必要となった。今福の

多階式施設はそれを先取りするものであった。 
 
２．扇町庁舎と大阪プール小屋 

  
昭和 34 年に大阪市へ入られた松永氏に続い

て、私は第 1 志望を下水道として 37 年に入っ

た。北区扇町の水道局庁舎が勤務地となり、土

木局下水部の第 2 建設課設計係に配属された。

堀越課長のもとで下水処理場の設計を担当する

ことになり、技術陣の中に松永氏がおられた。 
 職場は間もなく庁舎向側の大阪プールへ移転

した。スタンド下の空間を事務室に改造し、外

側の窓ガラスには金網が張られ、まるで檻に入

れられた囚人であった。松永氏は設計のほかに

予算執行や国庫補助事務を担当されており、そ

の補助者として私はスタートした。以来、37 年

から 52 年にかけて、2 年間を除き、13 年間も

薫陶を受けた。その後、松永部局長時代の管渠

課長 3 年を入れると通算 16 年間にもなり、こ

れは私の役所生活 34 年間の半分に及ぶ。 
 大阪市の下水処理場 12 か所のうち、津守・

海老江の両処理場は昭和 15 年に稼働したが、

その他は 32 年から建設された。松永氏が入庁

された 34年からは 10か所の新設と両処理場の

増設とを合わせて 12 か所にもなった。当時の

大阪市は水洗化普及が焦眉の急であり、限られ

た予算で効果を得るために簡易処理（沈殿法）

で進め、47 年 10 月に全処理場が通水した。管

渠の整備と相俟って水洗化普及率は、35 年度末

8.8%、45 年度末 53.6%、55 年度末 98.1%へと

飛躍した。こんなスピードは世界でも例がない。 
 松永氏につき添って歩んだ 13 年間は、まさ

に処理場建設の最盛期であり、今でも感慨深い

ものがある。 
 
３．片意地人間と導師 

 
 大阪の泉州で生まれて北国に学び、故里へ U
ターンした。大阪市に地縁や血縁を有する人が

おらず、一人よがりの役所生活を送った。「残業

はしない」と言って、まわりに迷惑をかけたが、

いつも穏やかに見守ってくれたのが松永氏であ

った。その頃、仕事が終われば、一杯飲んでパ

チンコや麻雀で気晴らしをする風潮があったが

松永氏はひたすら大阪市下水道の課題に頭を使

っておられた。片意地な青二才は勤務中の言い

つけを守るが、時間外の仕事を嫌がった。並み

の上司であれば激怒するところであろうが、意

固地な心は柔軟な導師によって制御された。 
 当時、1 月の初出は半ドンで、行事がすむと

職場の誰かの家庭に行くのが慣例となっていた。

拙宅が当番となって十数人が堺市泉北ニュータ

ウンへお越しになった。その折、松永氏が家内

山野 寿男 

松永さんを偲ぶ 



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 25 年 第 5 号 

62 
 

に「山野君、お家ではどうですか？」と尋ねら

れたそうだ。家内は何の意味なのか見当もつか

なかったらしい。今になって言うことに「松永

さんがお尋ねになったお気持ちはよく分かった

わ。あんた、よっぽど変人だったのね」と。 
 
４．大阪市下水道の導きの星 

 
 下水道は都市の基幹施設でありながら道路や

水道と比べて遅れていた。明治 33 年制定の「下

水道法」は排水のみを目的とし、汚水処理の概

念はなかった。そういった時代にあって大阪市

の近代下水道は関一第 7 代市長（大正 12 年～

昭和 10 年）による市域拡張と下水道財政論と

に先導され、島崎孝彦水道部長（大正 13 年～

昭和 15 年）の指導によって実施された。 
 昭和 33 年に旧法から新「下水道法」となり、

下水道は「都市の健全な発達と公衆衛生の向上」

を目的として、排水と処理とを両輪とした。そ

の後、日本各地で公害が勃発し、45 年の公害国

会で下水道が「公共用水域の水質の保全」の決

め手として一躍、桧舞台に出た。 
 現代の大阪市下水道は昭和 35年の 10か年計

画からスタートし、42 年の「下水道整備緊急措

置法」に基づいて「下水道整備五箇年計画」が

43 年から繰返し、推進された。 
一方、下水処理場の建設途上、多くの課題を

抱え、それらを解決しなければならなかった。 
・効率的な汚水処理体系の確立。 
・技術開発の動向と汚泥処理方式の選択。 
・処理水量の日平均から日最大への改定にとも

なう処理施設の多階層化。 
・全市域都市化による雨水流出量の増大に対応

する排水能力のアップ。 
・下水処理水の再生利用と高度処理。 
 下水道は総合技術の上に成り立っており、職

員も土木・建築・機械・電気・水質の多方面か

ら構成される。そのため専門の技術と将来の動

向に通じ、正しく先導する存在が欠かせない。

昭和 35年の 10か年計画からスタートして以来。

その導きの星となったのは松永氏をおいて、他

にはいない。 
 

５．松永氏の人となり 

 
 役人のタイプとして、要領よく仕事をし、終

われば一杯飲んで麻雀でもと、ともかく人付き

合いをよくして楽しく過ごす像が思い浮かぶ。

しかし、松永氏にはそんな素振りは全くなく、

また意にも介せず、心はいつも仕事大事という

気合であった。日中は直面する仕事に忙殺され

ていたので、市政の課題や技術の動向は時間外

に思索されておられた。また、会議では広く意

見を聞き、決して独断専行に走らなかった。汚

泥処理方式の会議では、現状をよく知る処理場

長の所見に耳を傾けていた姿が今でも浮かぶ。 
 市議会で此花処理場の悪臭が問題となったと

き、松永氏は「臭いは目でも嗅ぐものでして」

と言われ、「名答弁だ」と栗林局長が感嘆してい

た。また、私も同席した市会委員会での「時間

雨量 35 ㎜」発言も深く印象に残っている。昭

和 58年 8月の平野川水害で 1 時間 60 ㎜まで大

丈夫という地域が浸水したことに対する答弁で

ある。先代から受け継いできた「60 ㎜信仰」を

覆す大胆な、かつ簡明な答弁は前代未聞だ。 
 「得意泰然、失意淡然」と中馬馨第 13 代市

長（昭和 38～46 年）が色紙によく書かれたそ

うだ。小役人の根性に全く縁のない世界である。

松永氏を思うと、いつもこの銘が浮かぶ。いや、

そればかりか、松永氏には「得意と失意」の境

界はなく、常に泰然とし、淡然とした禅師の姿

がつきまとう。 
 
 

 

「下水道科学館での研究会」(H21.10.20) 
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      最 初 の 上 司 
 
 
 

最初の上司 

 
昭和 45 年、大阪市下水道で始めて実務に就

いた時の係長が松永さんであった。就職して最

初の直属上司の印象は強く、影響は大きい。 
当時の係長は、窓際の大きな机にどっしりと

座り 16 名の係員を率いておられた。設計係に

は 4 人の主担者がいて、主担者を呼んで指示を

されており、一係員が直接係長と話をすること

はまれであった。大変忙しくされており、昼食

の時間も机に向かわれてパンをかじりながら仕

事に没頭されていた姿を思い出す。多忙にもか

かわらず、新人の提案であってもじっくり聞き、

可否について明確な判断をされた。納得された

提案は実現に尽力していただいた。 
実務に就いて 1 年も経ない頃と記憶するが、

此花処理場の活性汚泥処理施設の基本検討を松

永係長から直接指示された。計画流入負荷量の

大部分を工場排水が占めるためパイロットプラ

ントによる本格的な実験検討を提案した。実験

計画書の作成指示、その後の実験施設発注設計

書作成の指示を経て、中浜処理場に仮設実験棟、

仮設貯留槽を設置し連続処理実験を実施するこ

とができた。他局のバキューム車が、当時の此

花処理場流入下水や負荷量の大きな数箇所の工

場排水を定期的に集めて中浜まで運搬していた。

新人職員にはわからなかったが、実施までには

大変な調整業務が存在したと思われる。 
客観的に見れば、上司の手のひらの上で踊っ

ていたに過ぎないのが実態であったが、自分の

提案が実現できたことにより、仕事とはこれほ

ど面白いものかと言う感覚になったと記憶して

いる。この感覚はその後の仕事のやり方に影響

した。 
 
 

 

 

NPO水澄 

  
平成20年にNPO水澄を立ち上げようとして

いた際に松永さんに相談したところ即座に「そ

れは良いことだ」と、協力・支援を約束して戴

いた。その後、顧問への就任を快くお引き受け

戴き、総会や理事会、研究会などの会合には、

遠い四日市から来阪して会を盛り上げて戴いた。

また、秋季の研究会は四日市の御自宅に近い湯

ノ山温泉で一泊し、松永さんの発表をお聞きす

るのが慣例になった。明くる日は参加者の多く

が御自宅にお邪魔した。個人的にも、三河新城

へ向かう途中で時々御自宅を訪問させていただ

いた。楽しい会話に時間を忘れて長居をしてし

まい、「しまった」と思うことがたびたびであっ

た。 
松永さんから聞いておきたいことが沢山あり、

山野さんとの「対談」という形で水澄機関誌に

記録しようとしていた。昨年の 8 月 3 日にお邪

魔した際には痩せられたと感じたが言葉には力

があり、「対談」についても快く引き受けていた

だいた。これがお会いした最後である。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
《研究会終了後の懇親会でハーモニカの演奏を 
披露される松永さん》 

(松永さんは何本ものハーモニカを持参し、時には 2
本のハーモニカで演奏する本格的なものでした。) 

髙柳 枝直 

松永さんを偲ぶ 
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松永一成氏略歴 

 
 
 
 
 
 
 
 

昭和 34 年   京都大学大学院修士課程修了（土木工学） 
昭和 34 年   大阪市入庁 大阪市土木局下水部建設課第 2 設計係 
昭和 40 年   土木局下水部中浜処理場主査 
昭和 42 年   土木局下水道本部建設部第二建設課設計係長 
昭和 46 年   下水道局建設部第二建設課長 
（昭和 48 年に第二建設課の名称が処理場課に変更） 

昭和 54 年   下水道局建設部計画課長 
昭和 55 年   下水道局建設部長 
昭和 59 年   下水道局長 
昭和 61 年   大阪市を退職 
昭和 62 年   社団法人日本下水道協会功労賞受賞 
平成 3～9 年  (株)日水コン社長 
平成 8～10 年  日本コンサルティング・エンジニア協会(AJCE)会長 
平成 19 年   社団法人日本下水道協会名誉会員 

 
元大阪市下水道局長、NPO 水澄顧問の松永一成氏が平成 24 年 10 月 18 日に逝去 
されました。(享年 83 歳) 
心よりご冥福をお祈りいたします。 
 

第 2 回研究会 H22.2 ホテルウエルネス鈴鹿路にて 
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          淀川大洪水で破壊された安治川橋・淀川資料館蔵 

流された大江橋、渡辺橋、船津橋などが安治川橋に絡まって流水を堰き止め、市中

にも浸水被害が発生。やむなく工兵隊により爆破された。 

 明治 18 年(1885)、梅雨末期の豪雨で淀川が氾濫し大洪水を起こし、天満・天神・

難波の三大橋をはじめ多くの橋が流失、大阪は大きな被害を受けた。淀川の抜本的

な改修の気運が高まり、中津川を付け替えて直線化する大工事が開始され、明治

42 年(1909)に完成した。(まち歩きマップ集その３より) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 25 年 第 5 号 

66 
 

     平成 24 年度 

組 織 と 活 動 記 録 
 
 

平成 24年度通常総会スナップ 
(平成 24年 4月 24日 ヴィアーレ大阪) 

 
 
 
 
 

    髙柳理事長あいさつ 
 
 
 
 
 
 
                
                              総 会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         懇親会 
 
                            部会報告(H24.10 臨時総会) 
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事 務 局 報 告 
 
 
 
１．平成２４年度通常総会の開催 

  
日 時： 平成２４年４月２４日  

午後２時３０分～３時３０分 
場 所：ヴィアーレ大阪 ローザホール 
出席者数：46 名 （うち委任状出席者数 13 名）

（正会員総数 67 名） 
 議 事 

第 1 号議案 平成２３年度事業報告の件 
  全員に諮ったところ、異議なく可決承認さ

れた。 
第２号議案 平成２３年度会計報告の件 
  全員に諮ったところ、異議なく可決承認さ

れた。 
第３号議案 平成２４年度事業計画の件 
  全員に諮ったところ、異議なく可決承認さ

れた。 
第４号議案 平成２４年度収支予算の件 
  全員に諮ったところ、異議なく可決承認さ

れた。 
第５号議案 役員任期満了につき改選の件 
 理事及び監事全員が平成２４年６月３０日

で任期満了につき、その改選方を諮ったと

ころ、次の者が異議なく理事及び監事に選

任され、被選任者は全員がその就任を承諾

した。 
  理事（重任）：髙柳、牧野、福智、宮崎 

草刈、桃原、水野、宮本、寺西、竜田 
小沢、楠本 

  監事（重任）：志賀 
  監事（新任）：三代 
 
２．臨時総会の開催  

 
日 時：平成２４年１０月１６日 

 午後３時３０分～４時３０分 
場 所：ヴィアーレ大阪 ローザホール 
出席者数：39名  （うち委任状出席者数 13名）、

（正会員総数 66 名） 
 議 事 

第１号議案 定款変更の件 
 以下の定款変更について諮ったところ、異

議なく可決承認された。 
第２条（事務所） 

  事務所の所在地を、大阪市北区中津 2 丁目

8 番 D-1326 号から大阪市西区立売堀 3 丁

目 4 番 13-1403 号に変更する。 
第４条（活動の種類） 

   特定非営利活動促進法の改正に合わせ、

活動の種類の号数を第 5 号から第 7 号に、

第 17 号から第 19 号に変更する。 
第９条（退会） 

   （2）項の「会費を 1 年間以上滞納した

とき。」を「会費を 2 年以上滞納したと

き。」に変更する。 
第12条（種別）理事の定数、副理事長の定数 

   （2）項の理事「8～12 人」を「10～20
人」に変更する。 

   ２項の「3 人を副理事長とする。」を「3
～6 人を副理事長とする。」に変更する。 

第 13 条、法人の代表権 
   「理事長は、この法人を代表し、その業

務を統括する。」を「理事長は、この法人

を代表し、理事長以外の理事は、法人の

業務についてこの法人を代表しない。」に

変更する。 
第 45 条（書類及び帳簿の備置き） 

   特定非営利活動促進法の改正に合わせ、

条項の頭「主たる事務所には、」の「主た

る」を削除し、「事務所には、」に変更す

る。 
 第 50 条（委任） 
   条項の頭に「この法人が具体的な活動を

効果的に実施するために必要な事項等」

を追加する。 
第２号議案 登記変更の件 

事務局長 六鹿史朗 
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  第１号議案に伴う変更の登記と、法人の代

表権に関する NPO 促進法の変更に伴う理

事長以外の理事１１名の登記を抹消するこ

とについて諮ったところ、異議なく可決承

認された。 
第３号議案 理事新任の件 
  事務局長と調査部会長の交代を報告し、そ

の新任者の六鹿史朗と菅野悦次の２名が定

款変更の登記完了日をもって理事に新任す

ることについて諮ったところ、異議なく可

決承認された。 
 
３．理事会の開催  

 
・ 第１回理事会  
日 時：平成２４年１０月３日  

午後３時～5 時 
場 所：ヴィアーレ大阪、ヴィオラルーム 
出席理事：８名（理事総数 12 名） 
 議 事 

第１号議案 定款変更および登記変更の件 
  臨時総会に諮る定款変更について討議を行

い、下記条項の変更とそれに伴う登記の変

更を諮ることに満場一致をもって決定した。 
定款変更：第２条（事務所）、第４条（活動の種

類）、第９条（退会）、第１２条（理

事・副理事長の定数）、第１３条（法

人の代表権）、第４５条（書類及び帳

簿の備置き）、第５０条（委任） 
第２号議案 事務局長および調査部会長の交代

と理事新任の件 
  草刈洋男事務局長と高柳枝直調査部会長が

六鹿史朗と菅野悦次に其々交代することが

報告され、新任者２名の理事新任を臨時総

会に諮ることに満場一致をもって決定した。 
・ 第２回理事会  
日 時：平成２４年１０月１６日  

午後４時４５分～5 時 
場 所：ヴィアーレ大阪 ローザホール 
出席理事：10 名（理事総数 12 名） 
 議 事 

第１号議案 主たる事務所移転の件 
 平成２４年度臨時総会での定款第２条の 

変更に伴い、大阪市北区中津２丁目８番

D-1326 号の主たる事務所を下記に移転す

ることを諮ったところ、満場一致をもって

可決された。 
移転先  大阪市西区立売堀3丁目4番13-1403号 
移転日 平成２４年１０月１６日" 
 
４．定款変更の認証申請および 

変更登記の状況  

 
平成２５年１月２３日   
第２条（事務所の移転）、第１３条（法人の代

表権・・・高柳理事長の重任、理事長以外の理

事１１名の抹消）登記完了 （大阪法務局）" 
平成２５年２月１３日   
定款変更（変更全条項）届出書・認証申請書

を提出 （大阪市市民局） 
平成２５年６月上旬   
上記の認証予定 

以降 
 定款変更（変更全条項）及び理事新任（２名）

の登記 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           イラスト：森岡 進 
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顧 問 ・ 特 別 会 員 制 度 

 
１．顧問 

 (1) 特に水澄発展に貢献した方で、理事長の

推薦で理事会が承認した方 
 (2) 可能な範囲で理事会・総会に出席してい

ただき、意見を戴く 
 (3) 本人の意志により、顧問は退任する 
 (4) 顧問退任は、理事会へ報告する 
 (5) 理事会出席不可能など、相応の理由によ

り理事会が承認した方は、顧問を退任する 
 

 

２．特別会員 

(1) 会員以外の方で、特別寄稿執筆など水澄

活動に特別協力していただいた方のうち、

理事長の推薦で理事会が承認した方 
(2) 機関誌「ちんちょうち」と「交流のひろ

ば」を毎年進呈する。 
(3) 本人または家族から送付不要の意思表示

があれば特別会員から外し、理事会に報告

する 
(4) 相応の理由により理事会が承認した方は、

特別会員から外す 
 

機 関 誌 編 集 委 員 会 に つ い て 覚 書 

 
１．目的 

 本覚書は、特定非営利活動法人下水道と水環

境を考える会・水澄において、機関誌等を定期

的に発行することを目的とする「機関誌編集委

員会（以下、「委員会」という。）」について記録

する。 
 
２．組織 

(1) 委員会には編集委員長を置き、編集委員長

は会務を統括する。 
(2) 編集委員長は理事長が推薦し、理事会の承

認を得て決定する。 
(3) 委員会は、編集委員長の指名する編集委員

によって組織する。 
(4) 副編集委員長は編集委員の中から委員長が

指名し、委員長不在時にその職務を代行する。 
 
３．運営 

(1) 機関誌等の編集作業を効率的に運営するた

め、委員会に次の班を置き、編集委員の中か

ら適宜班員を配置する。各班の班員は複数班

の兼務を妨げない。なお、編集委員長は、必

要に応じて「班」を設置および廃止すること

ができる。 
(a)企画班 
機関誌「ちんちょうち」の目次提案、原稿の

執筆依頼、新たな企画の検討・実施を担当す

る他、「ちんちょうち」編集委員会の段取り、

議事録の作成等を担当する。 
(b)割付校正班 
機関誌「ちんちょうち」の執筆原稿の割り付

け、校正作業の取りまとめ等を担当する。 
(c)写真・イラスト班 
各種機関誌に掲載する候補写真・イラスト・

絵画（挿絵）等の、作成・収集・保管等を担

当する。 
(d)近況報告班 

近況報告集「交流のひろば」の編集を担当する。 
(e)季刊誌班 
季刊誌「水澄」の編集を担当する。 

(2) 編集委員長は、必要に応じて、機関誌「ち

んちょうち」に掲載する原稿について、別紙

「原稿内容の基本原則」と照合しその適合性

等を確認する者を、編集委員の中から指名す

ることができる。 
 
４．委員会の開催 

(1) 編集委員長は、機関誌等の編集にかかる基

幹事項等に関する審議並びに発行作業の進捗

管理等を行うために、委員会を随時開催する。 
(2) 委員会には、委員長、副委員長、編集委員

が参画する。 
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水澄機関紙編集委員会名簿  

 
○委 員 長；高柳枝直   
○副委員長；寺西秀和 
○編集委員：小沢和夫、加藤哲二、河合寿夫、楠本光秀、菅野悦次 

武副正幸、田中健三、永澤章行、永持雅之、前田邦典 
宮崎隆介、六鹿史朗、山根久通 (順不同) 

 
○班長、班員名簿 
１．割付校正班 

班長；寺西秀和   
班員：小沢和夫、河合寿夫、武副正幸  

２．写真・イラスト班 

班長；田中健三   
班員；山根久通 

３．企画班 

班長；小沢和夫   
班員；加藤哲二、楠本光秀、六鹿史朗  

４．近況報告班 

班長；楠本光秀  
班員：小沢和夫、武副正幸、寺西秀和、六鹿史朗 

５．季刊誌班 

  班長：六鹿史朗  
班員：小沢和夫、楠本光秀、菅野悦次、高柳枝直、武副正幸 

寺西秀和、宮崎隆介 
 
 

大原の里  水彩画:森本 博 

昨年の１０月にスケッチに行った。まだ彼岸花が残っていた。 

京都駅から京都バスで１時間、終点が大原である。のどかな田園

風景が広がり、寂光院に行く途中の古民家を描いた。 

ハイカーが多くスケッチの途中で声をかけられる。 
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特定非営利活動法人 

下水道と水環境を考える会・水澄 

定  款 
 

※条文中、ゴシック体太字部分は、H24.10.16 改訂部分を示す。 

 
第１章  総 則 

 

（名 称） 

第 １ 条 この法人は、特定非営利活動法人下水道

と水環境を考える会・水澄という。 

 

（事務所） 

第 ２ 条 この法人は、事務所を大阪府大阪市西区

立売堀 3丁目 4番 13-1403号に置く。 

 

（目 的） 

第 ３ 条 この法人は、水環境保全に主要な役割を

果たす下水道に関する調査・実践・助言などの事

業を行うとともに、下水道と水環境行政の発展と円

滑な推進に協力し、もって水環境保全活動の活発

な取り組みに寄与することを目的とする。 

 

（活動の種類） 

第 ４ 条 この法人は、前条の目的を達成するため、

特定非営利活動促進法（以下、「法」という。）第２

条別表第２号（社会教育の推進を図る活動）、第７

号（環境保全を図る活動）、並びに第１９号（前各

号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関

する連絡、助言又は援助の活動）を行う。 

 

（事業の種類） 

第 ５ 条 この法人は、第３条の目的を達成するため、

次の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① 下水道と水環境に関する情報や研究の発

信による啓発 

② 下水道と水環境に関する関連団体等との

連携・交流による啓発支援 

③ その他、第３条の目的に必要な事業 

 

第２章 会 員 

 

（種 別） 

第 ６ 条 この法人の会員は、次の２種類とし、正会

員をもって法上の社員とする。 

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会し

た個人 

(2) 賛助会員  この法人の事業を賛助するため

に入会した個人 

 

（入 会） 

第 ７ 条 会員として入会しようとするものは、入会申

込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なけれ

ばならない。理事長は会員の申し込みについては、

正当な理由がない限り、入会を認めるものとするが、

入会を認めない場合は、理由を付した書面をもっ

て本人にその旨を通知しなければならない。 

 

（会 費） 

第 ８ 条 会員は、総会において別に定める会費を

納入しなければならない。 

 

（退 会） 

第 ９ 条 会員は、退会届を理事長に提出して、任

意に退会することができる。 

２ 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合

には、退会したものとみなす。 

(1) 本人が死亡したとき。 

(2) 会費を２年以上滞納したとき。 

 

（除 名） 

第 10 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場

合には、総会において、正会員総数の３分の２以

上の議決により、これを除名することができる。但し、

その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなけ

ればならない。 

(1) この定款に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する

行為をしたとき。 

 

（拠出金品の不返還） 

第 11 条 会員が納入した会費及びその他の拠出

金品は、その理由を問わずこれを返還しない。 

 

第３章 役 員 

 

（種 別） 

第 12 条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事 １０～２０人 



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 25 年 第 5 号 

73 
 

(2) 監事 ２人 

２ 理事のうち、１人を理事長、３～６人を副理事

長とる。 

３ 理事及び監事は、総会において選任する。 

４ 理事長、副理事長は、理事の互選により定め

る。 

５ 役員のうちには、それぞれの役員について、そ

の配偶者若しくは三親等以内の親族が１人を超

えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者

及び三親等以内の親族が役員総数の３分の１を

超えて含まれることになってはならない。 

６  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねるこ

とができない。 

 

（職 務） 

第 13 条  理事長は、この法人を代表し、理事長以

外の理事は、この法人の業務についてこの法人

を代表しない。 

２  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故

あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長が

あらかじめ指名した順序によって、その職務を代

行する。 

３  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及

び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行

する。 

４  監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2)  この法人の財産の状況を監査すること。 

(3)  前２号の規定による監査の結果、この法人

の業務又は財産に関し不正の行為又は法令

若しくは定款に違反する重大な事実があるこ

とを発見した場合には、これを総会又は所轄

庁に報告すること。 

(4)  前号の報告をするため必要がある場合に

は、総会を招集すること。 

(5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財

産の状況について、理事に意見を述べるこ

と。 

 

（任 期） 

第 14 条 役員の任期は、２年とする。但し、再任を

妨げない。 

２  補欠又は増員により選任された役員の任期は、

任者又は現任者の残存期間とする。 

３  前２項の規定にかかわらず、任期の末日にお

いて後任の役員が選任されていないときには、

その任期を任期の末日後、最初の総会が終結

するまで伸長する。 

 

（欠員補充） 

第 15条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を

超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しな

ければならない。 

（解 任） 

第 16 条  役員が次の各号のいずれかに該当すると

きは、総会の議決により、これを解任することができ

る。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機

会を与えなければならない。 

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられな

いと認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわし

くない行為があったとき。 

 

（報酬等） 

第 17条  役員は、その総数の３分の１以下の範囲内

で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費

用を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、

理事長が別に定める。 

 

第４章 総 会 

 

（種 別） 

第 18 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総

会とする。 

 

（構 成） 

第 19 条  総会は、正会員をもって構成する。 

 

（権 能） 

第 20 条  総会は、以下の事項について議決する。 

(1)  定款の変更 

(2)  解散 

(3)  合併 

(4)  事業計画及び収支予算並びにその変更 

(5)  事業報告及び収支決算 

(6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(7)  会費の額 

(8)  長期借入金その他新たな義務の負担及び

権利の放棄 

(9)  事務局の組織及び運営 

(10) その他運営に関する重要事項 

 

（開 催） 

第 21 条  通常総会は、毎年１回開催する。 

２  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する

場合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認めたとき。 

(2) 正会員の５分の１以上から会議の目的を記

載した書面をもって開催の請求があったとき。 

(3) 監事が第 13 条第４項第４号の規定により招

集したとき。 
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（招 集） 

第 22 条  総会は、理事長が招集する。但し、前条第

２項第３号の規程による場合は監事が招集する。 

２  理事長は、前条第２項第２号の規定による請

求があった場合は、その日から３０日以内に臨

時総会を開かなければならない。 

３  総会を招集するときは、会議の日時、場所、 

目的及び審議事項を記載した書面、電子メール、

ファックスをもって、少なくとも５日前までに通知

しなければならない。 

 

（議 長） 

第23条  総会の議長は、その総会において、出席し

た正会員の中から選出する。 

 

（定足数） 

第 24 条 総会は、正会員の２分の１以上の出席がな

ければ開会することができない。 

 

（議 決） 

第 25 条 総会における議決事項は、第 22 条第３項

の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議決議事は、この定款で定めるもののほ

か、出席正会員の過半数をもって決し、可否同

数のときは、議長の決するところによる。 

３ 総会の議決について、特別の利害関係を有す

る正会員は、その議事の議決に加わることがで

きない。 

 

（書面表決等） 

第 26 条 やむを得ない理由のため、総会に出席でき

ない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又

は他の正会員を代理人として表決を委任すること

ができる。  

２  前項の場合における前２条の規定の適用につ

いては、その正会員は総会に出席したものとみ

なす。 

 

（議事録） 

第 27条 総会の議事については、次に掲げる事項を

記載した議事録を作成し、これを保存しなければ

ならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員の現在数 

(3) 出席した正会員の数（書面表決者又は表決

委任者については、その旨を明記すること。） 

(4) 審議事項及び議決事項 

(5) 議事の経過の概要及びその結果 

(6) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、その会議において出席した正会

員の中から選任された議事録署名人２人以上が

議長とともに署名押印しなければならない。 

 

第５章 理事会 

 

（構 成） 

第 28 条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権 能） 

第 29条  理事会は、この定款で別に定めるもののほ

か、次に掲げる事項を議決する。 

(1) 総会に付議するべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に

関する事項 

 

（開 催） 

第 30 条  理事会は、次の各号のいずれかに該当す

る場合に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の３分の１以上の理事から会議の目

的を記載した書面によって開催の請求があった

とき。 

 

（招 集） 

第 31 条  理事会は、理事長が招集する。 

２  理事長は、前条第２号の規定による請求があ

ったときは、その日から１５日以内に理事会を招

集しなければならない。 

３  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、

目的及び審議事項を記載した書面、電子メール、

ファックスをもって、少なくとも５日前までに通知

しなければならない。 

 

（議 長） 

第 32 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

（議決等） 

第 33条  この法人の業務は、理事の過半数をもって

決する。 

 

（議事録） 

第 34 条  理事会の議事については、次に掲げる事

項を記載した議事録を作成し、これを保存しなけ

ればならない。 

(1)  日時及び場所 

(2)  理事の現在数及び出席した理事の氏名

（書面表決者にあっては、その旨を明記する

こと。） 

(3)  審議事項及び議決事項 

(4)  議事の経過の概要及びその結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、その会議において出席した理事

の中から選任された議事録署名人２人以上が、

議長とともに署名押印しなければならない。 
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第６章  資産、会計及び事業計画 

 

（資 産） 

第 35条  この法人の資産は、次の各号に掲げるもの

をもって構成する。 

(1)  財産目録に記載された財産 

(2)  会費 

(3)  寄附金品 

(4)  財産から生じる収入 

(5)  事業に伴う収入 

(6)  その他の収入 

 

（資産の管理） 

第 36 条  資産は、理事長が管理し、その方法は、総

会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

（経費の支弁） 

第 37 条 この法人の経費は、資産をもって支弁す

る。 

 

（事業計画及び予算） 

第 38 条  この法人の事業計画及び予算は、理事長

が作成し、総会の承認を経なければならない。これ

を変更する場合も同様とする。 

 

（予備費の設定及び使用） 

第 39 条  前条に規定する予算には、予算超過又は

予算外の支出に充てるため、予備費を設ける 

ことができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経な

ければならない。 

 

（暫定予算） 

第 40 条  第 38 条の規定にかかわらず、やむを得な

い理由により予算が成立しないときは、理事長は、

理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度

の予算に準じ収入支出することができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収

入支出とみなす。 

 

（事業報告及び決算） 

第 41 条  理事長は、毎事業年度終了後３ヶ月以内

に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計

算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を

得なければならない。 

 

（長期借入金） 

第 42 条 この法人が資金の借入れをしようとするとき

は、その事業年度の収入をもって償還する短期借

入金を除き、総会の決議を経なければならない。 

 

（事業年度） 

第 43 条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始

まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第７章 事務局 

 

 （設 置） 

第 44 条 この法人の事務を処理するため、事務局を

置く。 

２ 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局の職員は、理事長が任免する。 

 

（書類及び帳簿の備置き） 

第 45 条 事務所には、法第 28 条に規定される書類

のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなけれ

ばならない。 

(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 

(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 

 

第８章  定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第46条 この定款の変更は、総会に出席した正会

員の４分の３以上の議決を経なければならない。 

 

（解 散） 

第 47 条  この法人は、次に掲げる事由によって解散

する。 

(1) 総会の決議 

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の

成功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による認証の取消し 

２ 総会の議決により解散する場合は、正会員総

数の４分の３以上の承認を得なければならな

い。 

 

（残余財産の処分） 

第 48条 解散後の残余財産は、法第１１条第３項の

規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰

属させるものとする。 

 

第９章  雑 則 

 

（公 告） 

第 49 条  この法人の公告は、官報により行う。 

 

 （委 任） 

第50条 この法人が具体的な活動を効果的に実施

するために必要な事項等、この定款の施行につ

いて必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長

が別に定める。 
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部会の活動記録 
 

行 政 連 携 部 会 
部会長 宮崎隆介 

 
 
１．下水道科学館栗山館長と 2012年度のイ

ベント活動について協議  
   

4 月 13 日(金) 水澄：宮崎、楠本 
建設局や市の広報活動についての方針変更が

あり、その結果、昨年度と異なる部分が生じた。

協議の結果は以下のとおりである。 
１）下水道休日スクール 
  2012 年度は 3 回実施予定。(昨年度の 4 か

ら 1 回減少) 
  10月28日(日)，12月2日(日)、1月27日(日) 
  ・昨年度の内容の改善を図る。 

・要員候補リストの充実を図り、一人あた

りの負担軽減を図る。 
  
２）下水道出前講座 
  2011 年度に引き続き、大阪市総合医療セン

ター・院内学級と大阪市の養護施設への出前

講座を実施予定。時期は昨年度と同じ頃とし、

養護施設については昨年度の結果を踏まえて、

対象施設をこども・青少年局に選定してもら

う。 
 
３）都市技術センター主催イベントへの協力 

(応援派遣) 
 ①6 月 10 日(日)の「科学館まつり｣について、

従来は都市技術センターだけで実施してい

たが、今年度は水質実験を昼食休憩時も通

しで実施することになり、要員の昼食休憩

対応として水澄に水質実験担当の応援

(12：00～13：00、14：00～16：00)を要

請されており、2 名派遣予定。 
（昨年度までは水質実験のスケジュールを午

前、午後に分け、昼食時(12 時～13 時)は休

止していたのを、来館者の便宜を考え、昼

食時も休止せずに来館者対応を行うため、

説明員の昼食休憩対応上、要員増の必要が

生じた） 
 
②8 月 23 日(木)｢夏休み水環境教室｣を都市技術

センターと水澄の共同で実施する。 
   
４）8 月 8 日（水）「水のふしぎを知ろう」－“輝

け「未来」・こども夢体験プロジェクト（こど

も青少年局主管事業） 
昨年まで局主催で行っていたが、今年度か

ら中止となり、都市技術センター行事として

行うことになった。水澄としては従来、年度

後半に活動が集中する形であり、年間を通じ

たバランスの取れたスケジュールが望ましか

ったので、都市技術センターの要請もあり、

下水道休日スクールの 2 月予定分を振り替え

る形で、共同実施することとした。 
  内容の企画について準備段階からセンター

(科学館)と一緒に考えていく。 
 
２．都市技術センター主催下水道科学館 

イベントへの協力（応援派遣） 

  
１）6 月 10 日（日）科学館まつり 
  水質実験教室〈「微生物の顕微鏡観察」・「水

質実験」（活性炭吸着〈脱色〉）〉の案内に福智、

菅野両会員参加。（12：00～16：00） 
 
 【参考】他のイベント 人形劇／下水道クイ

ズ／ダーツゲーム 
 
２）8 月 23 日（木）夏休み・水と環境の教室 

水澄として水質実験教室を担当し、「微生物

の顕微鏡観察」・「水質実験」（酸性雨実験・残
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留塩素測定で PH、パックテストの測定）の

案内に竜田、加藤、楠本、武副会員参加。 
（13：00～16：30） 

     
【参考】他のイベント  科学館ツアーとワー

クシート／砂絵教室（溶融スラグ使用）

／ダーツゲーム 
 
３．「水のふしぎを知ろう」－“輝け「未来」・

こども夢体験プロジェクト”（こども青少

年局主管事業） 

 

8 月 8 日(水) 都市技術センターと水澄の共

同で実施した。 
 「顕微鏡による微生物観察」と「水の科学と

水質実験」の 2 つのプログラムを水澄が中心に

担当。（嶋岡、小沢、宮崎会員が参加） 
（13：30～16：00） 
 「水の科学」として水澄でパワーポイントを

作成。（水澄ホームページに掲載） 
 
【参考】他のイベント スイスイの下水道もの

がたり（DVD―日本下水道協会ホーム

ページよりダウンロードできます。→   
http://www.jswa.jp/04_publication/suisui_dvd
/index.html ） 
科学館ツアーとワークシート／修了式（こど

も博士認定書と記念品） 
 
４．下水道休日スクール 

    
昨年度より 1 回減らし、3 回実施した。時間

は 30 分延長し、2 時間かけることとした。 
日時：10 月 28 日（日）、12 月 2 日（日） 

1 月 27 日（日） 
時間はいずれも 14：00～16：00 

場所：大阪市下水道科学館、５F 多目的ホール 
プログラム：14：00～14：25  下水道の話 
  14：25～15：25  チャレンジシート挑戦

（下水道科学館・館内探検） 
  4 班に分かれて実施。 
  15：25～15：50  水質実験 

① 微鏡で微生物観察 ②活性炭処理実験 

③トイレットペーパーとティッシュペーパ

ーの水への溶け方を比べる実験 ④水のふ

しぎ実験－落ちない水、サイフォンなど重

力の働きによる水の不思議な現象を体験 ） 
  15：50～16：00  表彰式（認定証と記念

品の授与） 
 
第 1 回 10 月 28 日（日） 
参加者：親子9組27名（子供14名、大人13名） 
水澄担当者： 6 名（福智、竜田、六鹿、加藤、

武副、宮崎） 
 
第 2 回 12 月 2 日（日）  
参加：親子 8 組 24 名（子供 14 名、大人 10 名） 
水澄担当者：7 名（嶋岡、竜田、六鹿、武副、    

菅野、橋本、宮崎） 
 
第 3 回 1 月 27 日（日） 
参加：親子 9 組 27 名（子供 15 名、大人 12 名 ） 
水澄担当者：6 名（竜田、六鹿、楠本、加藤、

菅野、武副） 
 
４）イベント担当者の確保 
  平成 23 年度のイベント（下水道休日スク

ール 4 回・出前講座 2 回 計 6 回）の要員とし

て延べ 28 名参加した。（実働人員は 10 名で、

一人平均 2.8 回参加） 
   
５．出前講座 

  
１）家庭状況から科学館に行きにくい子どもた

ちのためにということで、昨年に引き続き市

内の養護施設で出前講座を行った。市のこど

も・青少年局と打ち合わせを行い、訪問箇所

を選定した。 
 
日 時：3 月 9 日（土) 午前 10 時～午前 11 時 
場 所：社会福祉法人高津学園（大阪市天王寺

区、上本町から少し北） 
参加者：小学 2 年生～6 年生 20 人 
担当者：NPO 法人下水道と水環境を考える会・

水澄（ 楠本、菅野、嶋岡 ） 
内容：「下水道のはなし」を DVD で勉強した後、

活性汚泥中の微生物を顕微鏡で観察。 
また、トイレットペーパーとティッシュペー

http://www.jswa.jp/04_publication/suisui_dvd/index.html
http://www.jswa.jp/04_publication/suisui_dvd/index.html
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パーの溶解実験と水道水の残留塩素を測るパ

ックテストを行った。 
 
報告：微生物の観察は、当日の朝 8 時に海老

江下水処理場で採取した活性汚泥を用いました。

当日の気温は平年より高く、活性汚泥中の微生

物も活動的で、顕微鏡でよく動く微生物を見つ

けるとモニターを見ている生徒たちも興奮して

いました。 
トイレットペーパーとティッシュペーパーの

溶解実験は、２回もチャレンジする生徒がでる

ぐらいで、ティッシュペーパーを必死に撹拌し

ても水に溶けないことが分かり、トイレの正し

い使い方を理解したと思います。 
また、水道水の残留塩素を測るパックテスト

にも、生徒達は積極的に取り組みました。透明

の水道水がピンクに変わると驚きの声をあげ、

消毒の意味を理解したと思います。 
講座終了後、「また来てね」と言ってくれる生

徒もおり、出前講座の内容が、ひとつでも生徒

達の心に残り続けると信じて学園を後にしまし

た。(楠本 記) 
 ２）大阪市総合医療センターの院内学級は都

合により中止となった。 
 
６．イベント担当者の確保 

  平成 24 年度の行政連携部会担当イベント

（下水道休日スクール 3 回・出前講座 1 回・科

学館イベント 3 回 計 7 回）に延べ 31 名が参

加した。そのうち実働人員は 11 名で、一人平

均 2.8 回の参加（1 回から最大 4 回）であった。 
 一人あたりの負担軽減は課題として残った。 
 
【参考】平成 23 年度のイベント（下水道休日

スクール 4 回・出前講座 2 回 計 6 回）の要員

として延べ 28 名参加した。（実働人員は 10 名

で、一人平均 2.8 回参加） 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 イラスト:森岡 進 

 
 

市 民 講 座 部 会 
部会長 小沢 和夫 

 
 
昨年度に引き続き、今年度も第 2回「下水道市

民講座」を開催しましたので、その概略につい

て報告します。 

 

１．講座の準備 

 

(1) カリキュラム 

昨年度の市民講座は、下水道について幅広

く知って貰えるようなカリキュラムとしまし

たが、第 2 回目となる今年度は、下水道の役

割のうち「下水道における災害対策」と「下

水道の持つ資源の有効利用」を主題とするカ

リキュラムとしました。 

なお、講座は「分かり易く、且つ、楽しく

学べる」ように、講義に見学や実習を組み合

わせた「体験参加型」としました。カリキュ

ラムは次のとおりです。 
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(2) 参加者の募集 

今年度は、対象者の枠を府内在住者・在勤

者に広げ（昨年度は、市内在住者・在勤者に

限定していた）、定員 30 名として募集しまし

た。 

昨年度の実績から、募集案内は大阪市の「区

政だより」をメインとして、下水道科学館へ

のポスター掲示、下水道科学館と NPO 水澄の

HPに募集案内を掲載しましたが、締め切り間

近になっても申込者が少なく、このため、大

阪市の生涯学習センター3 カ所（梅田、難波、

阿倍野）に募集ポスターを設置するとともに、

きんき環境館のメールマガジンへの掲載、NPO
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水澄会員へのメールによる声掛け依頼などを

行いましたが、最終的に 13名の申し込みで募

集が終了しました。 

(3) 資料の作成 

テキストは、昨年度に作成した講座用テキ

スト「下水道入門」に時点修正を加えて第 2

刷としました。 

 講座に用いるパワーポイントは、担当講師

に作成を依頼しました。 

 なお、講座で使用したこれらの資料は、ホ

ームページの「会員専用書庫→市民講座部会

→H24年度ファイル」に収納しています。 

(4) 講師会議の開催 

講師会議は都合 4 回開催し、このうち第 2

回～第 4回は模擬講義を行いました。模擬講

義では、講義の進め方やパワーポイントの構

成等について忌憚のない感想・意見が出て、

各講師はそれを生かして修正し講座の本番

に臨みました。 

  

 
２．第 2回下水道市民講座の報告 

 
(1) 参加者 

13名の方から応募がありましたが、内 1名

はその後に参加を辞退されたため、講座は 12

名でスタートすることになりました。 

年齢構成は 40歳代 1名、50歳代と 60歳代 

 

が各 4 名、70 歳代 3 名とばらついており、

男女別では、男性 8名、女性 4名となってい

ます。 

参加者の住所地は、市内居住者が 8名、市

外居住者が 4名でした。 

(2) 講座の報告 

 第 1日目の講座 

 12名中 10名の参加で行いました。 

 開講式は、主催者を代表して（財）都市

技術センターの栗山下水道科学館々長

（山根理事長の代理）のあいさつで始ま

り、その後 20 分程度、講座に関するオ

リエンテーションを行いました。 

 講義は、NPO水澄の菅野悦次氏を講師に

「下水道概論」と題して、国内外の下水

道の歴史、下水道に求められる広範な役

割、下水道のしくみについて、下水道を

学ぶ上で欠かせない内容について幅広

く紹介しました。 

 休憩を挟み、「下水道科学館探検」と題

して、NPO 水澄の宮崎隆介氏、武副正

幸氏の案内で下水道科学館の展示物を

1 時間程度見学して回りました。下水

道への理解がより深まったのではない

かと考えています。 

 第 2日目の講座 

 12名中 9名の参加で行いました。 

 NPO水澄の小沢和夫氏を講師に「下水道

における災害対策」と題して、下水道の

主要な役割の一つである「浸水対策」に

ついて、大阪市における浸水対策の取り

組みと成果について紹介するとともに、

現在大阪市において実施に移している

「地震・津波対策」について、１時間程

度詳しく紹介しました。参加者の皆さん

にとっては身近なテーマでもあり、メモ

を取りながら熱心に聞き入っていたの

が印象的でした。 

 施設見学は、大阪市建設局北部方面管理

事務所の協力を得て、海老江下水処理場

の施設を１時間程度見学しました。全員、

初めての下水処理場見学であり、汚れた

水が綺麗な水になるプロセスを肌で感

じていただけたと考えています。（案内
「下水道概論」講義の様子 

回数 開催日時と参加者数 備　考

第1回 平成24年11月14日 参加者数：4名

第2回 平成24年12月19日 参加者数：9名 模擬講義を実施

第3回 平成25年 1月15日 参加者数：9名 模擬講義を実施

第4回 平成25年 1月29日 参加者数：7名 模擬講義を実施
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の補助は NPO 水澄の武副正幸氏と中山

和昭氏が担当) 

 水質実習は、NPO水澄の加藤哲二氏によ

る実習の進め方等の講義のあと、3班に

分かれて、米のとぎ汁やみそ汁などを

使った「パックテスト」、海老江下水処

理場の活性汚泥を用いた「顕微鏡によ

る微生物観察」、トイレットペーパーと

ティシュペーパーの溶け方を体感する

ための「紙の溶解比較実験」の実習を

行いました。（各班の世話役は NPO水澄

の嶋岡忠敬氏、六鹿史朗氏、武副正幸

氏が担当） 

また、実習の空き時間を利用して、NPO

水澄の宮崎隆介氏から「水の不思議」

について実技と説明を行いました。 

 

 

 

 第 3日目の講座 

 12名中 11名の参加で行いました。 

 NPO水澄の楠本光秀氏を講師に「下水道

の持つ資源の有効利用」と題して、処理

水の有効利用、汚泥の有効利用、バイオ

ガスの有効利用、空間の有効利用などに

ついて、１時間程度詳しく紹介しました。

参加者の皆さんにとっては、初めて知る

内容ばかりで、下水道の持つ資源・エネ

ルギーの多目的利用について理解いた

だけたと考えています。 

 その後、借上げバスで津守下水処理 

場内の「津守エネルギーセンター」へ移

動し「消化ガス発電施設」を見学した後、

再びバスで移動し、道頓堀川を船で遊覧

して水質状況を確認し見学を終えまし

た。 

 

 

 

 第 4日目の講座 

 12名中 11名の参加で行いました。 

 NPO水澄の高柳枝直氏を講師に「大阪の

下水道・誇るべき先人達の知恵」と題し

て、1時間程度、大阪市の下水道事業に

関する先人達の功績を紹介しました。 

 下水道クイズタイムでは、講座を復習す

る目的で、講座の重要ポイントをクイズ

形式で出題し、参加者に挙手で回答いた

だきました。参加者の理解度は相当に高

かったようです。 

 フリーディスカッションは参加者を２

班に分け、「下水道のＰＲ」と「下水処

理場のネーミング」という２つのテーマ

で、1時間程度、ディスカッションして

いただきました。市民目線で忌憚のない

貴重な意見を多く聞くことができまし

た。（ファシリテ―タ―は、NPO 水澄の

宮崎隆介氏と楠本光秀氏に担当いただ

きました。） 

 閉講式では、参加者 11名に修了証書を

手渡した後、主催者を代表して NPO水澄

の高柳枝直理事長のあいさつで 4 日間

に亘る講座を終えました。 

 なお、次回以降の参考とすべく、参加者

には簡単なアンケートに答えていただ

きました。 

 

 

海老江下水処理場見学の様子 

津守エネルギーセンター見学の様子 
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３．市民講座の成果について 

第 2回下水道市民講座は、昨年度の講座と切

り口を変えて、下水道における「災害対策」と

「資源利用」に特化して開催しました。 

現在、アンケートを集計中ですが、フリーデ

ィスカッションでの意見なども参考にしながら、

今年度の反省点と次回に向けた課題などを今後

整理していきます。 

下水道市民講座の関係者一同、受講いただい

た方々には「（熱烈な？）下水道ファン」になっ

ていただけたものと確信しています。 

 

 
 

調  査  部  会 
部会長 菅野 悦次 

 
 
１．平成 24年度勉強会 

 

・開催日時 平成 24年 8月 28日（火） 

・講師   菅野悦次 

・テーマ  嫌気性消化槽を活用した他事業バ

イオマスとの共同処理について 

・出席者  10名（会員） 

・講演要旨は以下の通りです。 

・大阪市内の公共事業所から一日約 65.3トンの

食品系バイオマス廃棄物が発生している。 

・大野下水処理場での活用を考えると、現在稼

働中の 5槽の嫌気性消化槽でその全量を投入

し処理することができる。（Ａ） 

・大野下水処理場に設置される 8槽の消化槽を

全て稼働すれば、施設能力から算出すると総

量で一日約 334 トンの有機性塵芥(バイオマ

ス)を受け入れることができる。 

・Ａの場合、現在の 2倍を超える余剰ガス発生

量(日量約１万 2千 m3)が見込まれ、都市ガス

導管注入での販売を仮定すると、年間１億円

超の運転管理費を軽減することができると想

定される。 

・異物混入の少ない塵芥類の確保、効率的なバ

イオマスの収集方法の確立、消化槽に投入す

る際の効果的な前処理技術の導入が、共同処

理実現の重要な課題となる。 

・事業化への動き 

  現在大阪市は、JS日本下水道事業団と(株)

メタウオーターの共同実験「超高効率固液分

離技術を用いたエネルギーマネジメントシス

テムに関する実証事業」に対して、中浜下水

処理場を実験フィールドとして提供していま

す。この実証実験は、国土交通省が実施する

平成23年度B-DASH事業に採択されています。

実験には「嫌気性消化工程における他事業バ

イオマス（生ごみ）との共同処理」が含まれ、

平成24年度末までの2年間の予定で行われて

います。 

  この実証実験の成果を踏まえて、大阪市で

は既存の嫌気性消化槽を活用した他事業との

共同処理の事業化に向けた動きが考えられる

ので、その動向が注視されます。 

 

２．大阪市下水道事業誌 No4 編纂への協力

要請に関する事前調整 

  

大阪市下水道誌第 4巻の発刊に向けて、(財)

都市技術センターは同センターの自主事業とし

修了証書授与の様子 
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て編纂事業に着手することを表明し、当 NPO法

人水澄（以下「水澄」)に対して同事業への協力

要請がありました。 

調査部会ではこの要請に対して、第 4巻編纂

の意義や位置づけ、要請の趣旨やセンター内に

おける従前の経緯等を確認するとともに、セン

ターが要請する具体の協力事項や条件など、「水

澄」での機関決定に必要な事前の確認・調整の

作業を行っています。 

・発刊の経緯 

  大阪市下水道事業誌は第1巻から第3巻が、

（財）大阪市下水道技術協会より発刊されて

いる。しかし、平成 2年 3月に第 3巻が発刊

されて以降、第 4巻の編纂に向けて具体作業

が何回か開始されたものの現在まで発刊に至

っていない。 

・第 4巻編纂事業への「水澄」の立場 

大阪市下水道事業に携わり直接業務に従事

した「水澄」会員を初めとする OB職員の高齢

化が進んでいる。このまま推移して時宜を逸

しては、現在の大阪市下水道を築きあげた貴

重な記録が正しく残されず、後継職員への事

業継承に支障が出る恐れもある。 

編纂事業の重要性と時間制約の緊急性を考

慮すれば、「水澄」で可能な範囲において協力

することを検討すべき意義があると考えられ

ます。 

・現在までの調整業務 

調査部会が窓口となり、主にセンターが求

める協力業務の内容や条件に関して、またこ

れと併行して、編纂内容の具体的な考え方等

について事前の調整と確認作業を行っていま

す。 

・「水澄」での今後の対応 

センターの要請に対して、今後会員各位の

意見を伺いながら「水澄」での対応(協力要請

への諾否、支援できる協力内容など)を検討し

ます。 

 

３．今後の課題・方向について 

 

・近年大阪市下水道では、組織改編や団塊世代

の大量退職による職員数の減少、基幹施設の

新増設の減少などにより、種々の技術やノウ

ハウが継承されにくい環境が深刻化しつつあ

ります。 

これに対して、私たち OB職員に蓄積する経

験や情報を的確に後継職員に伝える継承のあ

り方について考えたいと思います。会員各位

のご意見をお寄せください。 

・技術継承の一つとして座談会は有効な手法で

す。本号にも 1篇を掲載しましたが、今後、

水処理・汚泥処理、諸設備、管渠などの広範

な分野にわたり、課題を克服し本市下水道に

最も適した事業の実現に携わった OB 職員の

体験を残していきたいと考えます。 

・下水道や水、環境に関連して、調査部会で取

り上げるテーマや話題についてご意見やアイ

デアをお寄せいただきたいと思います。 

 
 
 
 

研  究  部  会 
部会長 楠本 光秀 

 
 
○ 平成 24年 11月 3日に講演会を開催しま

した。 

 
テーマ：『大阪平野を取り囲む山々の水環境と都

市河川水質の変遷』 
日時：平成 24 年 11 月 3 日(土)  

13 時～16 時 45 分 
場所：大阪市下水道科学館 
 
主催：(財)都市技術センター 
 NPO 法人日本下水文化研究会関西支部 
 ＮＰＯ法人下水道と水環境を考える会・水澄 
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参加者：42 名 
司会進行：宮崎隆介氏（NPO 法人下水道と水

環境を考える会・水澄） 
 
☆講演Ⅰ：大阪工業大学工学部教授 駒井幸雄氏 
  「大阪平野周辺山林域の渓流水中の 

窒素濃度の空間分布と特徴」 
 
 ・大阪湾の後背地は、面積が 2,000 ㎢あり、

約 1,000 万人が居住する大都市圏である。 
・水質の汚濁負荷源は、点源(ポイントソース)

と面源(ノンポイントソース)に分けられる。

点源負荷は、下水道整備の進捗等で確実に

減少傾向にある。このため、大阪湾に流入

する汚濁負荷量は着実に減少している。 
 ・一方、面源については、その実態の把握と

ともに対策も非常に遅れている。実態把握

の遅れている例として、「総量削減計画」で

用いられた原単位の根拠が、充分な学術的

調査に基づいているとは言い難いことであ

る。 
 ・面源からの汚濁負荷量の実態を把握する一

環として、山林からの窒素流出に関する調

査を行っているので、一部をここで紹介す

る。 
『渓流水中窒素濃度の空間的な分布』は以下の

通りである。 
 ・雨に含まれる硝酸態窒素は、1 ㎎/L 程度で

ある。 
 ・六甲山系の渓流水中の硝酸態窒素濃度は、

1 ㎎/L を超える地点が多数ある。特に、六

甲山東南部斜面の渓流水は、高い濃度を示

した。 
 ・大阪平野を取囲む山系では、濃度の高い順

に、金剛・生駒(南部)＞金剛・生駒(北部)
＞和泉(東部)＞和泉(西部)＞北摂(西部)＞北

摂(東部) 
  であった。 
 ・また、金剛・生駒(北部)の大阪側と奈良側、

和泉(東部)の大阪側と和歌山側とでも濃度

差が観測された。 
 ・原因は、大気汚染が一因とされるが、今の

ところ明らかでない。 
 

☆講演Ⅱ：大阪市立環境科学研究所研究主任 

新矢将尚氏 
 「下水道整備にともなう都市河川水質の変遷」 
 
 ・大阪市内河川の成り立ちについて、歴史的

に説明された。 
 ・大阪市内河川の水質は、1970 年頃に汚濁の

ピークを迎えるが、それ以降は改善され、

近年はほぼ全域で環境基準をクリアするレ

ベルになっている。 
 ・第 2 次世界大戦以前の水質について、期待

するほど清浄ではなかったと想定している。 
 ・下水道が整備された都市河川水質を、

N-BOD、におい等を指標に特徴を解説され

た。 
 ・汚濁指標として、BOD 或は COD が適切な

のか個人的には疑問を持っていると述べられ

た。 
 ・水をどこまできれいにするかという議論よ

り、健全な生態系を支える物質循環を確保す

るという視点が重要と考えている。 
 
☆意見交換会：駒井幸雄氏、新矢将尚氏 
コーディネーター：(財)都市技術センター 

常務理事 永持雅之氏  
 
 ・次のような趣旨の意見交換があった。 
  大阪湾の現状を水質面からどう評価するか 
  汚濁指標としての COD 及び BOD をどの

ように評価するか 
  下水をどこまできれいに処理すべきか等々 
 
詳細な記録は、当会 HP の会員専用書庫に収納

しています。 
 
○平成 25年 1月 16日に第 8回研究会を 

開催しました。 

 
研究会テーマ：『発展途上国との国際環境協力』 
講演者：地球環境センター総務部長 西崎柱造氏 
日時：平成 25 年 1 月 16 日(水)  

15 時～17 時 30 分 
場所：ヴィアーレ大阪 銀杏の間 
出席者：16 名 
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◎UNEP/IETC 支援を通じた環境支援 
 ①エコタウンプロジェクト支援 
  廃棄物を排出しない「ゼロ・ディスチァー

ジ」を標榜する町がエコタウンと言われる。

日本では、川崎市や北九州市が取り組んでい

る。 
  染色工業で有名なインドネシアのバンドン

市の事例が紹介された。 
 ②イラク南部湿原回復事業 
  チグリス・ユーフラテス河の下流域には、

以前四国の面積に匹敵する湿原があった。フ

セイン政権時代に上流部にダム等が建設され、

その面積は東京都ほどにまで減少した。 
  その回復事業を、PCM（Project Cycle 

Management）手法の研修で支援した。 
 
◎JICA 研修 
 ①中東地域環境管理能力向上研修（水質汚濁

防止）コース 
  エジプト、レバノン、パレスチナ、シリア

から計 7 名が参加した。 
 ②ベトナム工業団地排水対策研修コース 
  国や自治体から計 11 名が参加した。 
 
◎CDM を利用した環境技術の途上国への移転 
 ①インドネシア・ジャンビ州における泥炭乾

燥による好気性分解の抑制と稲作拡大に基

づく籾殻発電に関する新メカニズム実現可

能性調査 
  実施者は、清水建設㈱である。 
  事業サイトは、ジャンビ州東タンジュンジ

ャブン県の 100km2 の泥炭地である。 
  農地開発で泥炭地の水位が低下し、好気性

分解で CO2 が発生した。 
  泥炭地の水位を回復することで CO2 の排

出を削減し、同時に稲作を増産することと籾

殻発電の導入を行おうとするものである。 
 ②スリランカ・ヒマ産業群開発を通じた低炭

素型産業構築に関する新メカニズム実現可

能性調査 
  実施者は、㈱PEAR カーボンオフセット・

イニシアティブである。 
  事業サイトは、スリランカ東部州北部と北

部州の 13,000ha の農地である。 

  ヒマを事業サイトで栽培し、ひまし油と搾

りかすから固形バイオマス燃料を製造しよう

とするものである。 
 
◎JICA 草の根技術協力 
 「ベトナム国・ハロン湾における住民参加型

資源循環システム構築支援事業」 
 大阪府立大学と GEC が共同で実施した。 
 ハロン湾が、世界遺産に登録されたのを機に、

ホテルや観光施設の開発が急速に進んでいる。 
 水上生活者を含め、住民参加型の環境保全シ

ステムの構築を支援した事業である。 
 
詳細な記録は、当会 HP の会員専用書庫に収納

しています。 
 
○平成 25年 3月 23日に第６回共催行事 

『水環境をかたる会』を開催しました 
 
日時：平成 25 年 3 月 23 日 13：30～16：40 
場所：大阪市下水道科学館 
主催：(財)都市技術センター 
  NPO 法人日本下水文化研究会関西支部 
  NPO 法人下水道と水環境を考える会・水澄 
参加者：31 名 
司会進行：藤田俊彦氏（NPO 法人日本下水文

化研究会関西支部） 
 

(財)都市技術センター理事長山根和夫氏が開

会挨拶を行った後、話題提供者 3 名が、それぞ

れのテーマで講演を行いました。テーマごとに

質疑応答の時間を設け、参加者と話題提供者が

意見交換を行いました。 
 
○テーマⅠ：NPO 法人下水道と水環境を考

える会・水澄 六鹿史朗氏  

『東海道 富士を仰いで 水紀行』 

 
今回の水紀行は、東海道 53 次の第 11 番宿で

ある三島から、沼津、原、吉原をめぐるもので

ある。 
①富士山の恵み、湧水 

  ・三島は、湧水と清流の町である。 
   桜川、御殿川、源兵衛川、蓮沼川などの清
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流が流れている 
・三島の小浜池の湧水を、蓮沼川経由で数㎞西ま

で送り、農業用水として利用するため｢千貫樋｣

が途中に設けられている。 
・千貫樋は、伊豆国(三島)と駿河国(清水)の国境を

跨いで架けられている。 
 千貫樋は当初 15 世紀中頃に造られたが、関東

大震災で崩壊した。このため、以前の木造から

RC 造りにして再建された。 
・清水町には、「釜」と言われる湧水群があり、湧

き出た水は日本三大清流のひとつである柿田

川を形作っている。 
・富士山は水瓶といわれ、山麓の湧水量は 1 日当

り 270 万 m3（毎秒 32m3）とされている。そ

の約 50%が、三島や柿田川の南東麓に湧出して

いる。 
・富士山麓の市町村は、富士の豊富な湧水を水道

水源としている利用していることから、水道料

金は非常に安価である。 
・富士山は美しいが、環境問題を抱えている。山

裾の開発が環境破壊を招いているとして、世界

自然遺産の推薦を見送られた経緯がある。 
 
②浮島ヶ原と災害の記憶 
・浮島ヶ原は、東海道の原宿から西の吉原宿にか

けて、砂州により形成された内海が湖となり、

さらに干拓・新田開発により水田地帯となった

地域である。 
・浮島ヶ原の大きさは、南北２km、東西 10 数㎞

である。 
・浮島ヶ原は、低湿地で駿河湾の最奥部に位置す

るため、高潮、津波、大雨の度に水害に見舞わ

れた。 
・江戸時代後期、増田平四郎が干拓と新田開発に

は放水路が必要と着想した。 
 20 年後に工事に着手し、明治 2 年(1869 年)に

スイホシ(水干)が完成した。 
・スイホシは、完成後半年で高潮により壊滅した

が、昭和 18 年(1943 年)同じ場所に昭和放水路

が完成した。 
・吉原宿の移転に津波災害の歴史と教訓を見るこ

とが出来る。 
 元吉原 ⇒1639 年中吉原へ ⇒1680 年吉原本

町へ 

○テーマⅡ：福田川クリーンクラブ  

市川勝己氏 

『福田川の市民活動について』 

  
・福田川は、垂水漁港の東に注ぐ本流全長 7.4km

の 2 級河川である。 
・福田川クリーンクラブの活動内容は、清掃活動、

水質浄化活動、イベント活動、環境学習サポー

ト活動等である。 
・平成 24 年度の活動実績は、清掃活動を月 1 回、

イベントを年 5 回実施した。 
・清掃活動拠点は 4 箇所で、平成 24 年度は延べ

470 人が参加した。 
・水質浄化活動として、水源の一つである落合池

にＥＭを投入した。 
・主なイベント活動は、蛍の幼虫を飼育し放流す

ることや鯉のぼり祭、福田川祭、海岸の一斉清

掃への参加、たるみ交流会への参加等である。 
・環境学習サポート活動として、小中学生が行う

河川の清掃活動や生き物調査のサポートをして

いる。 
 
○テーマⅢ：（財）都市技術センター工務部 

事業企画課長 間渕弘幸氏 

『途上国の水環境』 

  
間渕氏が JICA 専門家等で調査したケニア、

ベトナムとミャンマーにおける水環境等を紹

介頂いた。 
 ①ケニア 
  ・JICA 専門家として、30 箇所の下水処理

場を調査し、評価を行った。 
   その評価をワークショップで発表したと

ころ大きな反響があり、新聞の 1 面に掲

載された。 
・ケニアと日本では下水処理方式に大きな

違いがある。 
    例えば、日本では活性汚泥処理法が一

般的だが、ケニアではポンド或はラグー

ンのような処理法が広く採用されている。 
   ラグーンの滞留時間は、ほぼ 1 ヶ月程度

である。 
   ・セプティックタンクの放流水で死亡事故

が発生したこともあった。 
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 ・汚泥処理は、天日乾燥が多い。 
②ベトナム 
 ・ホーチミン市の河川等は、汚濁の程度が相

当悪い。 
③ミャンマー 

  ・最大都市ヤンゴンの水事情は悪かったので、

飲み水、うがい水ともにミネラルウォータ

ーを使った。 
   （首都は、近年ネーピードーに移転した） 
 ・ヤンゴン下水処理場は、活性汚泥法を採用

した近代的なものであった。 
 詳細な記録は、当会 HP の会員専用書庫に収

納しています。 
 

 
 
 

編 集 委 員 会 
委員長 髙柳 枝直 

 
 
１、概要報告 

 
 24 年度の編集委員会は、機関誌「ちんちょう

ち」5 号、近況報告集「交流のひろば」3 号、「季

刊誌」春季４号・夏季５号・秋季６号・冬季７

号の編集を行いました。昨年から刊行し始めた

季刊誌は初めて年 4 回の発行が出来ました。 
今年度の機関誌 5 号の編集方法の主な改善点

は、①製本された印刷見本を作製し最終チェッ

クを実施すること、②校正作業の充実の 2 点で

す。 
編集委員会の組織、規定について数回の編集

委員会で議論を継続し、一定の方向を出しまし

た。編集委員会は 5 班から構成されていますが、

班に属さない編集委員を新たに設けました。そ

の内容を示す編集委員会組織と覚書を水澄組織

全体の説明の項目に入れておりますので参照く

ださい。 
年度当初、機関誌 5 号掲載用に多くの座談会

を企画しましたが、座談会が開催できたのは技

術開発に関する 1 件だけになりました。さらに

3 項目からなる技術開発座談会も 1 項目のみの

掲載となり、残り 2 項目は 6 号に掲載予定とし

ました。今後、座談会の企画は準備期間を長く

予定する必要があるでしょう。 
編集委員会の開催はほぼ年度当初の計画に沿

って開催されております。詳細は下記の議事録

を参照ください。 
 

２、編集委員会議事録 

 
（１）第 1回編集委員会議事録 

日時：平成 24 年 5 月 29 日(火)  
場所：ヴィアーレ大阪 5 階 銀杏の間 
出席者：高柳、寺西、田中、六鹿、武副、小沢、

楠本(記録) 計 7 名 
≪議題≫ 
Ⅰ）編集委員会Ｈ24 年度活動計画の確認 
Ⅱ）班長からの報告 
Ⅲ）機関誌「ちんちょうち」第 4 号改善点 
Ⅳ）機関誌第 5 号発行に向けて 
Ⅴ）その他 
 
Ⅰ）編集委員会Ｈ24 年度活動計画の確認 
 平成 23 年度第 3 回理事会(平成 24 年 3 月 27
日)で承認され、平成 24 年度通常総会後の意見

交換会で報告された内容を、以下の通り再確認

した。 
編集委員会は 5 班から構成される。水澄機関

誌「ちんちょうち」第 5 号、近況報告集「交流

のひろば」第 3 号、「季刊誌」春季号、夏季号、

秋季号、冬季号の発刊を目的として各班の活動

を調整する。 
１)水澄機関誌「ちんちょうち」第 5 号について 
第 1回委員会で以下の平成 24年度基本方針案、

年間編集委員会開催予定、第 5 号に向けた改善  
点などを検討する。 

 ・原稿締切：12 月末 
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 ・校正期間を十分取る（執筆者に最終確認を

お願いする） 
 ・発刊：4 月（前年度活動報告を記録する為） 
２)近況報告集「交流のひろば」第 3 号について 
 ・次号企画検討会：4 月～5 月 
・原稿募集案内送付：５月～6 月 
・原稿締切：8 月末 

 ・発刊予定：9 月～10 月 
３)「季刊誌」作成 
 ・年 4 回発刊、平成 24 年度から電子情報誌

とする。 
 ・専門性の高い研究内容を気楽に執筆し発表

する場としたい。 
 ・各部会の活動報告、各種企画への参加要請

の場とする。 
４）水澄機関誌編集委員会開催予定 
 第 1 回：5 月～6 月、今年度方針、年間計画、

今後の改善点について 
 第 2 回：7 月～8 月、執筆依頼検討、原稿募

集準備、次号企画、目次案提示 
 第 3 回：10 月、目次案検討、企画案進捗管理、

執筆依頼確認 
第 4 回：1 月、目次案決定、原稿査読方針と

分担、校正方針検討 
第 5 回：2 月、第１回校正結果調整、第 2 回

校正方針・方法検討 
第 6 回：3 月、第２回校正結果調整、執筆者

最終確認 
Ⅱ）班長からの報告 
 近況報告班から「交流の広場 第 3 号」の原

稿募集に関する協議の申し出があり、周知方法

について、以下の通り確認した。 
 ・基本は、メールにより周知する 
 ・水澄ホームページでも会員専用掲示板等で

広告する 
 ・メールアドレスを持たない会員及び賛助会

員には、葉書等で周知することを検討する 
 ・下水道 OB が多く集まる「扇友会」及び「下

水道 OB 会」の協力を得る 
  （今年度は、7 月 6 日の扇友会総会で原稿

募集の案内を配布させてもらう） 
Ⅲ）機関誌「ちんちょうち」第 4 号改善点 
 機関誌第 4 号の反省点等で下記の意見や指摘

があった。 

(１)発行日が 3 月 30 日となっており、表紙の

2012 年 4 月と整合しない。 
今後総会の日を発行日とし、年 1 度の発行な

ので年号のみの表記とする。 
年号は日本式が良いと考える。 

(２)背表紙に「水澄機関誌」をいれる。 
(３)巻頭言の前には目次、表紙の説明以外の原

稿を入れない。（今回、ちょっと寄り道が入っ

ていた） 
(４)目次の前のページは中表紙とし、表紙の解

説は表紙の裏に小さな文字で挿入する。 
(５)本文以外の記事は文字の大きさを小さくす

るとともに、スペースをゆったり取り、本文

ではない事が一目瞭然にする。 
(６)定款などの資料は、小さな字でスペースを

詰めページ数を減少する。 
(７)巻末の奥付から編集委員の項目を外す。 
(８)インクの薄いものがあった。改善方法を調

べる。 
(９)32 ページ左欄最下段の 1 行の字体が、異な

っていた。 
(10)座談会の構成、前書の字体を小さくする様

にしたが、今後同じ大きさの字で太字にする

よう改善する。 
Ⅳ）機関誌第 5 号発行に向けて 
○機関誌第 5 号の発行に向けて、チェック体制

等で次の改善点の提案があり、趣旨を共有し

た。 
 (1)最終原稿のチェック期間を十分取り、最終

文書チェック専門の編集委員を数名指名する。 
（理由：今までも、政治、宗教の排除、個人の

誹謗中傷排除、事実に反する内容排除等に努

めてきたが、今後、他組織、他機関、特定の

個人などへ迷惑をかける恐れのある内容排除

にも努める） 
(2)概成した機関誌をチェックする時間を十分

取り、内容精査に努める。 
 白表紙で製本見本を作成し、全体チェックで

きないか検討する。 
○第 5 号の内容について、座談会テーマ案や執

筆依頼案等について協議した。 
 ＊巻頭言：執筆依頼候補検討  
 ＊特別寄稿：執筆依頼候補検討  
 ＊座談会：テーマ案 →天王寺弁天幹線   
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土佐堀津守幹線 
  高濃度消化 or（雨天時下水活性汚泥処理法

←少し早いか） 
＊特集：座談会テーマと同じが望ましい。 

  座談会と異なるテーマでもよいので、案を

検討する。 
 ＊ちょっと寄り道：下水道統計、大阪市の水

質管理年報、維持管理年報等のデータを加工

し、分かり易く伝えるものを加える。 
 ○最終版の原稿をチェックする“編集委員”

について、編集委員会との関係を位置付ける

ため、編集委員会設置規定を設ける等の提案

が次の通りあった。今後、規定の内容と組織

図の表記について検討を続ける。 
 ＊組織変更、組織図表記の変更【提案】 
(1)編集委員会設置規定を新設し、組織内容を規

定する。規定は必要最小限とする。 
 ・編集委員会は委員長、副委員長、班長、班

長が指名する班員および編集委員などが参

加し、議事を審議する。 
 ・編集委員会は、方針議論の委員会と作業打

合せの委員会を開催する。 
・編集委員は、方針議論の委員会に参加する。 

 ・編集委員は、「原稿内容の基本原則」と原稿

を照合する。 
(２)編集委員会の組織図表記は変更する。 
 ・部会連絡会から下に編集委員会の欄をいれ

る。 
 ・下に編集委員の欄を入れる。 
 ・右横に各班の欄を設け線で結ぶ。 
Ⅴ）その他 
水澄ホームページ内の公開書庫内のフォルダ

ー整理をする。 
修正権限を編集委員会委員長にも与える。 

 
（２）第２回編集委員会議事録 

日 時：平成 24 年 8 月 21 日（水） 
場 所：ヴィアーレ大阪 5 階、ヴィオラルーム 
出席者：高柳、寺西、六鹿、加藤、楠本、武副、

小沢（記録者） 
【議事内容】 
１．組織変更について 
 編集委員の設置について 
・編集委員は基本方針と原稿の整合をチェッ

クする。編集委員会には可能な範囲で参画

する。 
・編集委員を複数名を置く。 
 編集委員会設置規定（案）及び水澄組織

図（変更案）について 
・前回編集委員会の提案を基に案のタタキ台

を小沢が作成し編集委員メール送付する。 
・編集委員会で案を確定し、次回の理事会に

諮る。 
２．各班長報告 
(1) 割付校正班 
 ・投稿論文で、新設編集委員のチェック内容

（政治宗教の排除、個人の誹謗・中傷排除、       
事実に反する内容排除、他組織・他機関・

特定の個人などへ迷惑をかける内容排除）を

事前防止するために原稿募集案内で表現でき

ないか？ 
 ※ 募集案内で注意を促すのは内容が微妙で

あり困難であるが、今後検討する。 
(2) 近況報告班 
 ・本日現在、4 編の投稿に留まっている。 
 ・締め切りが近づいており執筆して欲しい人

数名に各委員が電話などで投稿を要請する。 
 ・再度、メールで投稿を呼び掛ける。 
(3) 季刊誌班 
 ・夏季 5 号は 8 月末の発刊を予定している。 
 ・山野氏には、近々に論文が完成することを

確認している。 
 ・部会報告は、8/28 中に班長六鹿宛、CC 小

沢でメール送信する。 
(4) その他の班 
 ・企画班は特になし。 
・写真班は欠席。 

３．機関誌第 5 号の内容について 
 巻頭言 
・内諾済み。 
・寺西氏が執筆依頼を作成し、確認後にメー

ルで送付する。 
 特別寄稿 
・候補の方に高柳氏、加藤氏、寺西氏より分

担して打診する。 
・内諾者には執筆依頼を送付する。 
・2 編の投稿があれば良しとする。 
 座談会 
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・現在、4 つの企画が始動中 
・原稿締め切りにまでに完成した企画を第 5
号に掲載し、間に合わなかった企画は第 6
号に掲載することとしてじっくり進める。 

 特集 
・特集は毎号ではなくとも良い。良い企画が

あれば掲載する。 
・次の特集は「汚泥処理の変遷」がおもしろ

いかもしれない。 
 ちょっと寄り道 
・7 月に下水道統計が発売されており、水澄

で購入し情報の共有化を図る。・最新の大阪

市水質管理年報と大阪市維持管理年報につ

いて、入手方法を調べる。 
 一般原稿募集 

・原稿募集のチラシを作成する。 
・募集する原稿は、調査・報告論文、下水道史

諸記録、評論・随筆の 3 分野とする。 
・募集方法は、電子メールと郵送（メール便）

で行う。 
・締め切りは 12 月末とする。 
 
（３）第 3回編集委員会議事録 

日 時：平成 24 年 11 月 14 日（水）  
場 所：ヴィアーレ大阪 5 階、銀杏の間 
出席者：高柳、寺西、宮崎、六鹿、加藤、菅野、

武副、小沢（記録者） 
【議事内容】 
１．進捗状況の確認 
 巻頭言 
・内諾済み。 
 特別寄稿 
・候補者 2 名を選定し依頼した。 
・当時の資料があれば執筆したいが現状では

困難との回答もあった。 
・特別寄稿の定義は特に定めないが、あえて

定義するなら「下水道に携わった当時の想

い出」や「特に記録に留めておきたい出来

事」となる。 
 座談会 
・「土佐堀～津守幹線」は今年度は中止とし、

次年度以降に持ち越す。 
・「松永氏と山野氏の対談」は取り止め。 
・「きめ細かな浸水対策」は座談会に向けて進

行中。 
・「下水道技術開発」は 11/20 に座談会を開催

する予定。 
 原稿の投稿状況 
・現在 1 件の投稿あり。 
・ホームページ上で、再度募集を呼び掛ける。 

 ※11/16 に 1 件の投稿あり。（都合 2 件） 
 ちょっと寄り道 
・下水道統計や水質管理年報から話題を拾う。 
・「交流の広場」から、原稿を圧縮して掲載し

てはどうか。 
２．編集について 
 松永さん追悼文の掲載について 
・書いて欲しい人、書きたい人、数名（3～4
名）が執筆する。 
・追悼文の掲載は特例とし、前例としない。 
・今後、同様の例が生じた場合は個別に判断

する。 
・掲載場所は今後検討する。 
 見本製本について 
・最終製本の前に、10 部程度、最終確認のた

めの見本製本を行い、印刷状態をチェック

する。 
・見本製本にかかる費用は、1 万円程度であ

る。 
・見本製本には 3 日間程度を必要とする。 

３．編集委員会規定について 
 修正案（たたき台） 
・当初案に 3 人の修正意見を盛り込んで修正

案を提示した。 
・なお、規定とせず覚書（記録、備忘録程度

の位置付け）とした。 
 議論のあった内容 
・第 1 条（目的）の文言を、覚書に合致する

ように柔らかく修正する。 
・第 2 条（組織）は、特に変更なし。 
・第 3 条を「班の設置」から「運営」とし、

「審査班」を削除する。 
・第 3 条に 2 項を追加し、「審査班」の役割

に見合う文言を追加する。 
・第 4 条を「編集会議」から「委員会の開催」

とし、文言を一部修正する。 
４．今後の予定 
 12 月末：原稿締め切り 
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 1 月下旬：第 4 回編集委員会（原稿査読の

割り振り等） 
 2 月中旬：第 5 回編集委員会（査読結果の

持ち寄り、第 1 回校正作業等） 
 2 月下旬：部会報告締め切り 
 3 月上旬～中旬：第 2 回校正作業等 
 3 月下旬：印刷依頼 

５．その他 
 一般に公開する他の刊行物（交流のひろ

ば、季刊・水澄）は、必ず数名が内容確

認することを徹底する。 
・少なくとも、班長は必ず目を通す。 
 「季刊水澄・秋季号」の部会活動報告は、

11/26 を締め切りとする。 
・各部会長には、このことについてメールで周

知する。 
 
（４）第 4回編集委員会議事録 

日時：平成 25 年 2 月 1 日(金)  
場所：ヴィアーレ大阪 ヴィオラルーム 
出席者：高柳、宮崎、寺西、六鹿、菅野、武副、

中山、楠本(記録作成） 以上 8 名 
◎機関紙第 5 号について、以下の通り打合せを

行った。 
【編集について】 
・“松永氏を偲んで”の掲載位置について、他の

事例を調べる。 
・座談会「技術開発：「短時間活性汚泥処理、高

濃度消化法、雨天時下水活性汚泥処理」は、

2 月末の完成を目指している。 
・手書き投稿原稿は編集委員が電子化する。 
・事務局が報告する組織と活動記録の中に、改

訂後の定款、理事会の新メンバーを含めるも

のとする。 
・「ちょっと寄り道」の投稿原稿の一つは、内容

から評論/随筆として取り扱う。 
【今後の予定】 
・第 1 回校正を、明日 2 月 2 日より始める。 
・年次総会（4 月 23 日予定）の前に印刷製本が

余裕を持って完成するように、校正等のスケ

ジュールを再度調整する。 
・部会報告は、2 月末までに送付する。下水道

市民講座、水環境をかたる会は、終了後速や

かに報告を行う。 
＊第 5 回編集委員会：2 月 18 日(月) 16 時～ 
＊理事会：4 月 10 日(水) 15 時～（予定） 
＊年次総会：4 月 23日(火) 14 時 30 分～(予定) 
 
（５）第 5回編集委員会議事録 

日 時：平成 25 年 2 月 18 日（月） 
場 所：ヴィアーレ大阪 5 階、ヴィオラルーム 
出席者：高柳、寺西、宮崎、六鹿、菅野、武副、

中山、楠本、小沢（記録者） 
【議事内容】 
１．編集について  
 松永氏を偲んで 
・タイトルを「回想」又は「松永氏を偲んで」

とし、「評論・随筆」のあとに収録する。 
・執筆を依頼済み。 
・執筆者の年齢順で掲載する。 
 季刊・水澄の抄録について 
・「河内平野の水風景」は、山野氏から図・写

真を提供いただき、それを挿入して抄録に

掲載する。 
 座談会 
・技術開発座談会を開催し、文字化作業と原

稿整理を継続中である。第 5 号に掲載でき

るように取組んでいるが状況は厳しい。 
２．校正結果について：詳細省略  
３．今後の予定 
 2 月末：部会活動記録の原稿締め切り 
 3 月 5 日～11 日：第 2 回校正 
 3 月 14 日～19 日：投稿者への確認  
 3 月 25 日：印刷依頼  
 4 月 1 日：印刷見本着  
 4 月 1 日～5 日：第 3 回校正 
 4 月 5 日：最終印刷依頼 
 4 月 18 日：印刷製本終了 
 4 月 20 日：ちんちょうち第 5 号着 
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広  報  部  会 
部会長 寺西 秀和 

 
 
過ぎてしまえば、アッと言う間の 1 年でした。 
広報部会として NPO 水澄のロゴマークを募

集して決めること、またホームページを利用し

やすくすることに取り組んできました。 
 
１ NPO水澄「ロゴマーク」募集継続中 

  
NPO 水澄が活動を始めてから、早いもので５

年目に入りました。行政連携部会、市民講座部

会など各部会の活動も充実し、NPO 水澄の活動

も活発になってきました。また一方で機関誌「ち

んちょうち」、近況報告集「交流のひろば」、季

刊誌「水澄」の定期発行、ホームページの活用

なども軌道に乗ってまいりました。 

そこで 5年という大きな節目に NPO水澄のロ

ゴマークを作りたいと思っております。電子メ

ールをお持ちの方には季刊誌「季刊・水澄」を

通じて募集案内をしておりますが、募集期間を

延長して機関誌でも募集案内をし、広く会員の

方からのアイデアを求めたいと考えております。 

NPO 水澄を象徴する、または印象づけるよう

なイメージを図案化(マーク)したものの提案、

またはすでに 4名の方から提案していただいた

ものをアレンジ、補足、色などの提案でも結構

です。 

気軽に考えていただき、皆様の「パットひら

めき」やアイデアをお待ちしています。 

 

応募の要領は次のとおりです。 

・ロゴマークは、機関誌などの刊行物とホーム

ページに使用します。 

・手書きまたは電子データー 

・何をイメージしたのかなどコメントを書いて

ください。 

・色はカラーで、何かで着色するか、何色かを

書いてください。 

・応募いただいたロゴは、一部修正などを加え

ることがあります。また当方で電子データー
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化し編集加工などを行います。 

・会員からのものと他の団体などのロゴを参考

にしてください。 

・募集期限 平成 25年 12月 31日 

・問合せ・送付先 寺西秀和 〒581-0854 八尾

市大竹 7-205 Tel・Fax 072-941-6450 

    Eメール teranishi@h.zaq.jp 

 

 

２ ホームページについて 

                          (文責：河合壽夫) 
(1) HP Mizusumasi に対する最近 6ヶ月の検索

文字列 

2012年 10月～2013年 3月 12日までの各月ご

との検索文字列です。このような文字列で検索

して HP Mizusumasi に飛んでこられているよう

です。身内の検索らしいものもありますが、み

ずすまし、あめんぼがらみで俳句関係かなと思

うものも見かけられます。 

 

(2) 会員のホームページアクセス状況 

2013 年 3 月現在ホームページ（以後 HP）

Mizusumasi に会員として登録されている方は

115名です。ログイン IDと仮パスワードをメー

ルなどでお知らせしていますが、1 回でもログ

インされ会員専用ページにアクセスされたこと

がある人は 36名で、残り 79名の方はログイン

された形跡がありません。ちなみに去年 2012

年 1月以降に 1回以上アクセスされたことがあ

る人は 25名で、今年に入って 1回以上アクセス

された方は 15名です。一般公開のページのみを

見られており、ログインしてまで会員専用ペー

ジを見られていないのかもしれません。 

もし、ログインＩＤ、パスワードを忘れたの

でログインできないという人は、ホームページ

管理人＜ mizusumasi@mizusumasi.rgr.jp ＞宛

# 検索文字列 # 検索文字列 # 検索文字列

1 9 2.54% 水澄 1 13 2.98% なにわ大放水路 1 14 3.45% なにわ大放水路

2 5 1.41% 川俣処理場での生物反応槽 2 8 1.83% 季刊 「水澄」 第2号 2 7 1.72% 下水処理場の仕事最悪

3 5 1.41% 沈澄池 3 5 1.15% 此花下水処理場 3 7 1.72% 水澄

4 4 1.13% npo水澄 4 5 1.15% 水澄 4 4 0.99% テレスコ弁

5 4 1.13% ちんちょうち 5 5 1.15% 水澄　第4号 5 4 0.99% 玉井義弘

6 4 1.13% テレスコ弁 6 4 0.92% npo水澄 6 4 0.99% 此花下水処理場

7 4 1.13% モディファイドエアレーション法 7 4 0.92% 今福　大阪　下水　多階層 7 4 0.99% 弁天抽水所

8 4 1.13% 日水コン　松永一成 8 4 0.92% 大阪市内の水準点のopは 8 3 0.74% ちんちょうち

9 3 0.85% 2階層式　下水処理場 9 3 0.69% 下水道市民講座 9 3 0.74% みずすまし アメンボ

10 3 0.85% 3w法 下水 10 3 0.69% 河内平野の歴史 10 3 0.74% ミズスマシ アメンボ

11 3 0.85% 海老江下水処理場 11 3 0.69% 鴻池処理場 11 3 0.74% 下水道　未来

12 3 0.85% 水質tss値 12 3 0.69% 上町台地の隆起の始め 12 3 0.74% 下水道の未来

13 3 0.85% 増山嘉信 13 3 0.69% 大阪市下水道 抽水所 13 3 0.74% 下水道休日スク―ル

14 3 0.85% 立坑用リバースサーキュレーションドリル 14 3 0.69% 沈澄 14 3 0.74% 河内平野の形成

15 2 0.56% mizusumasi 15 3 0.69% 難波大放水路 15 3 0.74% 蒲島新田　開拓

16 2 0.56% ７世紀の河内和泉の景観国土地理院 16 3 0.69% 予備曝気槽 16 3 0.74% 汲み置き汚泥の浮上

17 2 0.56% ＮＰＯ　水澄 17 2 0.46% mizusumasi 17 3 0.74% 矩形池　最初沈澱池　汚泥掻寄機　計算例

18 2 0.56% ＮＰＯ法人　水澄 18 2 0.46% ちんちょうち 18 3 0.74% 住之江抽水所

19 2 0.56% せせらぎ及び湧水の滝の付着物の清掃 維持管理 19 2 0.46% なにわ放水路 19 3 0.74% 深北緑地 縄文海進

20 2 0.56% なにわ　大放水路 20 2 0.46% なにわ放水路　写真 20 3 0.74% 大阪市　　下水道　　菅野

# 検索文字列 # 検索文字列 # 検索文字列

1 19 4.27% なにわ大放水路 1 10 2.65% “なにわ大放水鷲” 1 3 2.70% 多層式最終沈殿池

2 13 2.92% npo水澄 2 7 1.85% 大和川河川事務所ホームページ 2 2 1.80% npo下水道と水環境を考える会

3 8 1.80% ステップエアレーションによる汚水処理 3 6 1.59% なにわ大放水路 3 2 1.80% なにわ大放水路

4 6 1.35% 住之江抽水所 4 6 1.59% 住之江抽水所 4 2 1.80% エアレーションタンク可動堰の価格

5 6 1.35% 大阪市 弁天ポンプ場 搬入計画 5 5 1.32% みずすまし 意味 5 2 1.80% 住之江抽水所　なにわ大放水路

6 5 1.12% ちんちょうち 6 5 1.32% テレスコ弁 6 2 1.80% 水澄　大阪市

7 5 1.12% 掘進 ビット 摩耗 7 5 1.32% 下水道と水環境を考える会 7 2 1.80% 泉北環境施設整備組合の下水道部は必要か

8 4 0.90% 太閤水路 8 5 1.32% 水澄 8 2 1.80% 沈澄池

9 4 0.90% 油谷昭夫 9 4 1.06% 正連寺川　入札 9 2 1.80% 天満堀川埋立事業

10 3 0.67% あめんぼ 別名 10 4 1.06% 長居公園通りの地下水路 10 2 1.80% 俳句澄まし独楽

11 3 0.67% なにわ大放水路　施工 11 3 0.79% なにわ大放水鷲 11 2 1.80% 武副正幸

12 3 0.67% 海老江下水処理場 12 3 0.79% アメンボ　別名 12 1 0.90% ds　固形物

13 3 0.67% 撹拌機　ドラフトチューブ 13 3 0.79% 下水道と水環境を考える会･水澄 13 1 0.90% jis 三角堰　最終沈殿池

14 3 0.67% 川の水汚れのかいぜんてん 14 3 0.79% 最初沈殿池　２階層 14 1 0.90% npo　水澄

15 3 0.67% 太閤 水路 15 3 0.79% 生駒から見た古代上町大地の想像図 15 1 0.90% npo水澄

16 2 0.45% mizusumasi 16 3 0.79% 大和川のよごれ 16 1 0.90% npo法人、水澄

17 2 0.45% npo 水澄 17 2 0.53% 2段式沈殿池とは 17 1 0.90% なにわ大放水路　晴天時

18 2 0.45% npo　水澄 18 2 0.53% mizusumasi 18 1 0.90% なわて処理場

19 2 0.45% シールド工法 マンロック 19 2 0.53% npo 水澄 19 1 0.90% みずすまし 意味

20 2 0.45% テレスコピック越流弁 20 2 0.53% npo水澄 20 1 0.90% アフォルマージュ

トップ 20 of 287 Total Search Strings
Hit s

トップ 20 of 99 Total Search Strings
Hit s

トップ 20 of 330 Total Search Strings
Hit s

2013年2月 2013年3月（～12日まで）

トップ 20 of 275 Total Search Strings

2012年10月
トップ 20 of 334 Total Search Strings

Hit s

2012年11月
トップ 20 of 305 Total Search Strings

Hit s

2012年12月

2013年1月

Hit s

mailto:mizusumasi@mizusumasi.rgr.jp
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てにその旨をメールしていただくか、ホームペ

ージ上の「お問い合わせ」メニューの入力欄に

入力して決定ボタンを押してください。１～2

日以内にできるだけ対応します。 

 

(3) HPのリニューアルについて 

前記のように会員のログイン数が少ないこと

もあり、一般公開と会員専用の再整理やメニュ

ーの整理を行いたいと考えています。 

主な変更点は下記の通りです。 

① 上段の横長のメニューと左欄のメニューが

見るページによってダブったりなくなったり

わかりづらいので上段の横長メニューはトッ

プページ、公開書庫、お問い合わせ、カレン

ダー（活動予定）、会員専用入り口に整理。左

欄のメニューは上段のメニューの補足メニュ

ーを表示させるようにする。 

② トップページから「水澄について」にいける

ようにし、理事長あいさつ、入会案内も追加

する。 

③ トップページはＮＰＯ水澄からの一般公開

のお知らせ(ニュース)等トピック的なものを

掲示するようにし、最新のものから 5件程度

を表示する。 

④ 今までの「会の動き」は、掲示板の報告など

を元にしていましたが、内容のレベルがまち

まちでした。季刊誌が順調に発刊されており、

その中に部会活動報告があるので、会の動き

は省略。 

⑤ 公開書庫メニューを書庫（季刊誌、交流のひ

ろば、論文等、その他資料）、フォトアルバム、

機関紙「ちんちょうち」に整理。 

また、機関紙「ちんちょうち」は一冊単位の

ファイルと各記事ごとに見ることができるの

ものがダブッて保管していましたが記事ごと

のものに整理。 

⑥ 「お問い合わせ」にお問い合わせと入会申し

込みのフォームを設ける。 

⑦ 活動予定はカレンダーと名前を変える。 

予定を一般公開向け、会員専用向け、自分

だけ用と区別して入力できるので活用してく

ださい。 

Hit s F i les Pages Vis it s Sit es KByt es Vis it s Pages F i les Hit s

Mar-13 730 458 310 51 325 818346 562 3411 5038 8032

Feb-13 2536 1670 1330 55 685 7614680 1560 37262 46764 71028

Jan-13 746 514 363 44 645 2795250 1383 11267 15948 23150

Dec-12 305 206 125 38 561 2367845 1186 3903 6400 9475

Nov-12 474 266 169 37 574 2159728 1136 5085 7984 14234

Oct-12 454 279 181 37 562 2044067 1159 5618 8658 14092

Sep-12 483 314 202 39 578 2436646 1198 6075 9447 14511

Aug-12 450 320 187 48 603 2146002 1516 5814 9939 13978

Jul-12 383 294 161 48 566 2329901 1502 5009 9120 11893

Jun-12 1646 1158 849 53 680 5776994 1590 25471 34766 49407

May-12 674 491 321 45 553 2267220 1423 9954 15232 20923

Apr-12 440 324 179 39 429 1604434 1183 5375 9734 13222

34361113 15398 124244 179030 263945

月の統計

月
一日あたりの平均 月合計

総合計
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⑧ 会員専用入り口を少し整理。 

⑨ 会員専用ページのうち各部会の掲示板を廃

止。 

あっちの部会掲示板こっちの部会掲示板と

飛び回るのは面倒なのと、ほとんどの会員は

どの部会にも属している？、属していない？

と思っていそうなので、どの部会のお知らせ

も会員専用掲示板を利用してもらうことにす

る。なお、既存の部会掲示板は当面の間、部

会掲示板控えとして残す。最終的には会員専

用書庫の各部会書庫にファイルとして保存す

る。 

⑩ ロゴマークが決まればそれにあったキャッ

チコピーにしたい。誰かデザインしてくださ

い。 

⑪ 各部会の部会長、委員長にはホームページの

主担者として一般公開や会員専用のお知らせ

等にアップロードや削除する権限を持っても

らう。そして事務局員にはモデレータとして

アップロードや投稿された記事の削除はでき

ないが編集などができる権限を持ってもらう。 

 

なお、その準備としてリニューアル案を 

http://mizu.rgr.jp として立ち上げています。

是非アクセスしてご意見ください。 

オリジナルの mizusumasi.rgr.jpに内容を追

随していきますが、遅れがあるのと、作業のた

めに一時的に閲覧不可のこともあります。 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  イラスト:森岡 進 

 

 

 

 

 

http://mizu.rgr.jp/
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近世大阪の 12堀川 

山野 寿男 

 
第 1章 大坂城下町の建設 

 
１．大坂三郷と 12堀川 

 
①大坂三郷の地域名 
 17 世紀なかごろに大坂城下町の姿が整い、

「大坂三郷」と称された。三郷とは「北組・南

組・天満組」の意で、その範囲は、おおむね大

川～本町通りの間を「北組」、本町通り以南を「南

組」、大川以北を「天満組」とされた。三郷にお

ける地域名は次のように呼ばれた。 
・「上町」‥上町台地上にあり、大川以南で大坂

城の西南に広がる地域。 
・「天満」‥天満砂堆上にあり、大川以北で東側

と南側を大川で限られた地域。 
・「船場」‥難波砂堆上にあり、大川～東横堀川

～長堀川～西横堀川で囲まれた地

域。 
・「島之内」‥船場の南側にあり、東西の横堀川

と長堀川～道頓堀で囲まれた地域。 
・「西船場」‥沖積低地にあり、土佐堀川～西横

堀川～長堀川～木津川で囲まれた

地域。 
・「堀江」‥沖積低地にあり、長堀川～西横堀川

～道頓堀川～木津川に囲まれた地域。 
 
②堀川の開削時期と流路 
 大坂三郷の堀川は 12 あり、その開削時期は

次の三つの時代に分かれる。 
（その 1）豊臣期（1583~1615 年） 
（その２）徳川期の松平時代（1615～19 年） 
（その３）徳川期の幕領期（1619 年～） 
 大坂城下町は、上町地区が台地上に、天満と

船場の両地区が砂堆上に建設され、いずれも地

盤は高かった。城下町には淀川を主とする河川

が流れ、また、砂堆の周辺には低湿地やラグー

ン（潟）が連続していた。地形は概して東から

西の方向に傾斜していたので 12 堀川のうち、9

本が傾斜にそって掘られた。ほかの 3 本（東西

の横堀川と天満堀川）は南北方向に掘られたの

は特有の事情があった。たとえば東横堀川の流

路は台地の麓にあり、難波砂堆と連続し、その

境界は凹地であった。台地には谷地形（道修谷

や鰻谷）があって、台地の排水を受け、西へと

流れた。その跡地を利用して道頓堀川と長堀川

が掘られた。 
 このような地形上の事情から、堀川の流路は

南北方向と東西方向になった。 
 
③堀川の利用 
 堀川はいずれも城下町に密着して天下の台所

「大坂」の基盤となって人々の生活を支えた。

その効用は次のように多岐にわたる。 
・〔舟運路〕‥広域的な水運とつながり、大坂を

中心とする周辺地域への物資の集散地の役割

を果たした。 
・〔用排水〕‥飲料水以外の生活用水と消火用水

の水源となり、大小の下水道（当時は「水道」

といった）の排水先となった。 
・〔商工業の発達〕‥中之島を中心として 95 の

蔵屋敷が設置され（元禄 16 年<1703>）、三

大市場（米市場・青物市場・魚市場）ができ、

沿岸は各種の商工業に利用された。 
・〔沿岸の新地〕‥西船場における堀川は地上げ

の土砂を確保するため、当初は川幅広く掘ら

れた。後年（1764~67 年）、7 堀川の川幅を

縮小して、両岸に築地された。 
・〔遊興や遊覧〕‥東横堀川と道頓堀川には水上

交通が通じて旅客が往来し、その他の堀川も

季節に応じて遊覧に興じられたことは『浪華

百景』などに描かれている。 
〔補記〕12 堀川の総延長 
  18,319ｍ（京間換算では 21,001ｍ）。文献

（宮本又次著）には 11 堀川で 146 町余（豊

臣時代56町余＋江戸初頭90町余）と出る。 
   
 
 

第 4 号 春季号 
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２．豊臣時代の城下町 

 
①豊臣大坂城と城下町第 1 号 
 豊臣秀吉（1536～98 年）による大坂築城は

天正 11 年（1583）9 月から開始され、16 年に

は本丸と二ノ丸が完成した。つづいて文禄 3 年

（1594）から惣構堀と三ノ丸の築造が行われた

が、慶長 3 年（1598）8 月に秀吉が没した。 
 大坂築城とともに、石山寺内町から四天王寺

を結ぶ熊野街道（東成郡と西成郡との境界）に

面して平野町が作られ、天正 11 年に平野郷の

住民が強制的に移住され、これが城下町第 1 号

となった。 
 
②秀吉の城下町建設 
本格的な城下町づくりは、上町地域と玉造一

帯から始まった。ついで天正 13 年（1585）に

本願寺が貝塚から天満に移転され、城下町の北

限に寺町が配置された。しかし、西側が防衛上

の弱点となり、惣構堀の西ラインとして天満堀

川が開削され、これは秀吉の構想する城下町の

総仕上げ的な性格をもった。天正 19 年（1591）、
秀吉は大坂町に対して地子免除を与えた。 
 慶長 3 年（1598）から開発された船場地区で

は、上町地区の島町通とつながる高麗橋通が城

下町の基軸と想定された。高麗橋通と今橋通は

淀川沿岸と平行しており、西方では北へ傾いて

いる。しかし、伏見町や道修町のあたりは正方

位の街区を形成している。 
 
③秀頼期の城下町改造 
「大坂町中屋敷替」は慶長 2～4年（1597~99）

に行われ、大規模に城下町が改造された。1 万

7 千戸にのぼる町屋が城郭外へ移転され、周囲

1 里に及び塁壁が築かれて三ノ丸を造成した

（『新修大阪市史（３）』p129）。 
当時、下町の西限は御堂筋付近にあり、明暦

元年（1655）の「三郷町絵図」には町尻が未完

成であることを意味する「惣尻切丁」の名が心

斎橋筋 
沿いに記されている。御堂筋以西の地割が複雑

な村落地割の面影をとどめていることと、御堂

筋あたりは難波砂堆を構成する浜堤列のもっと

も西側に位置し、盛土をしなくても市街化の可

能な前線であった。 
④古町と新町 
豊臣時代に存在していた町を「古町」といい、 

「天満・千波（船場）地子五千石」であり、そ

の西限は心斎橋筋と御堂筋の間にあった。なお、

「古町五千石」とは寛永期（1624~43）の記録

にみえる表現である。これに対して松平忠明期

から幕領期にかけて開発された新しい地域は

「新町」とよばれ、その石高は 6,183 石であっ

た（寛永 11 年<1634>調査）。これによると大

坂の石高は徳川期から約 20 年の間に豊臣期の

2 倍に増大した。 
 
３．徳川期の城下町復興と拡張 

 
①松平忠明による城下町の復興 
元和元年（1615）6 月に大坂城主となった忠

明は、市街地の復興をなし、離散した町民の還

住を図った。三の丸のうち谷町筋から東横堀に

いたる約 6 万 600 坪（約 20ha）を市街地とし

て開放し、街区を秀吉時代に正方形であったも

のを、東西 70 間、南北 32～33 間の長方形に改

変した。つづいて船場と島之内および江戸堀・

京町堀・阿波堀を整理して市街化した。忠明期

新地造成の最大のものは道頓堀の「川八丁」で

あった。 
西船場（下船場）の地域は低湿であり、堀川

を作って揚土で土地を造成した。地上げされた

土地を整然と町割し、下水溝もととのった。 
復興に着手して以来、２年近くで家数は慶長末

の半分くらいになった。在任の約 4 年間で荒廃

した城下町を復興し、城域の大きさは豊臣時代

のおよそ 1/4 に縮小された。 
 
②徳川大坂城の建設 
 元和 5 年（1619）7 月、忠明が大和国郡山へ

転封となり、以後、大坂は幕府の直轄地となっ

た。 
幕府は威信を誇示するために豊臣期を上回る

大坂城を建設した。再築された城は本丸と二ノ

丸からなるが、豊臣時代の約 5 倍の面積があっ

た。なお、縄張りは藤堂高虎、大工は中井正侶

と山村与助が担当した。 
 元和 6 年（1520）3 月から着工され、寛永 3
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年（1626）に 5 層 6 階の天守（高さ 58m）が

完成した。ニノ丸南面の石垣工事も 57 大名が

動員されて寛永 6 年（1629）に完了した。一方、

天守は寛文 5 年（1665）の落雷によって焼失し

た。現在の三代目天守は昭和 6 年（1631）の再

建で、その高さは地上 55m である。 
 
③幕領期における城下町の拡張 
 元和 5 年（1619）9 月以降、大坂両町奉行の

手によって市街地と周辺農村の改造が進められ

た。 
 
<ⅰ>大坂伏見町 
元和 5 年（1619）に伏見城が廃城となり、城

下の伏見108町の町人が大坂へ移住させられた。

伏見町人（伏見組）の集団的移住は最盛期は元

和 6年 3 月からの大坂城再築と伏見城の破却工

事と関連している。移住した先は次の通りであ

る。 
 ・上町地域の伏見両替町ほか 20 余町。 
 ・北船場に近い伏見町と呉服町の地区。 
 ・西船場の京町と京町堀の地区。 
 ・長堀と心斎橋と博労町の地区 
 
<ⅱ>堀川開削と連動した町の開発 
 市街地は堀川の開削とともに拡張され、その

時期は元和～寛永期（1615~43）に集中する。

川幅を広くとり、揚土砂によって沿岸を造成し

た。この時期に開削された堀川は次の 7 か所で

ある。 
・西船場地区‥京町堀川・江戸堀川・立売堀

川・海部堀川・薩摩堀川 
・船場～西船場‥長堀川 
・堀江地区 ‥堀江川 

 なお、明和期（1764～71 年）に 7 堀川の川

幅が縮小されて、両岸に築地が造成された。 
 
<ⅲ>大坂三郷の形成 
大坂三郷の区分と組織は、元和 5 年（1619）

にできあがりつつあった。すなわち、本町通を

境界にして北組と南組、大川から北の天満組の

三郷に分けられた。なお、大坂三郷には武家屋

敷や寺町は含まれてない。 
 寛永 11 年（1634）7 月に三代将軍・家光が

上洛し、大坂・堺・奈良の地子銀免除を行った。

大坂では 11,183 石（古町 5,000 石＋新町 6,183
石）が対象となった。この地子銀は銀 178 貫余

の額にのぼり、かりに金 1 両＝銀 50 匁とする

と銀 178 貫は金 3,560 両となる。現代価格に換

算すると（金 1 両＝10 万円として）3 億 5,600
万円となる。これだけの税金が免除された（『大

阪市の歴史』、p158）。 
 家光が大坂に来たとき、大坂三郷の範囲は、

ほぼ確定していたがその後も市街地が発展して

いき、承応 2 年（1653）に三郷に所属する町々

を改める必要が生じ、本格的に大坂三郷が成立

したのは、この頃からである。 
 
<ⅳ>近郊農村の市街化 
 城下の振興策として市街地の拡張があった。

船場周辺や天満の村々では、耕地を町屋敷に転

換させられ、また、西船場や島之内に点在して

いた農村が町へ転換された。 
 「大坂濫觴一件」（『大阪市史（五）』）に「元

和五年未年九月、北舟場・南舟場之外、津村・

難波村・阿波座村・上難波村・南渡邊村・三ツ

寺村・西高津村・川崎村・天満村・中之嶋・九

條村・寺嶋・勘介嶋等丁家不殘出来申候、依之

大坂惣會所三ケ所出来申候」と記される。 
 
 

第 2章 近世大阪の 12堀川 

 
１．東横堀川  

 
①堀川の名称 
 「新堀」として慶長 5 年（1600）に登場した。 
『時慶卿記』に「所謂新堀を東堀或は東横堀川

といふは、西横堀川の開鑿成りてより、之を區

別せんが爲なり」と出る。大坂新堀・内堀・内

横堀・上堀ともいわれ、西横堀川が開削される

と「東堀・東横堀川」と称された。 
 
②堀川のルート 
 東横堀川の流路は、もともと台地と砂堆の間

に挟まれていたラグーン帯であった。堀川の北

端は淀川と接続し、ここは古代の難波津とされ

ている。 
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〔注〕「浜堤」は砂浜汀線に平行して発達した砂

の堆積線をいい、ここに後背湿地が介在し

た。  
当初、南端が堀留（堀止、堀詰）となってい

たが、元和元年（1615）に道頓堀川が完成して、

木津川へつながった。ただし、東横堀川は堀留

を上流とし、淀川を下流として現在に至ってい

る。 
 
③開削年代と延長 
 天正 11 年（1583）の大坂築城とともに資材

の運搬路として開かれた。その後、文禄 3 年

（1594）、秀吉の命により大坂城惣構堀の一つ

として本格的に開削され、慶長 5 年（1600）以

前に完成した。  
 延長は 20 町半 26 間 4 尺（2,476ｍ；京間換

算）、川幅は上流部 21 間（41m）、下流部 40 間

（79ｍ）であった。 
 
④特記すべき事 
〔惣構堀と東横堀川〕：文禄 3 年（1594）、秀吉

は伏見城と大坂城の惣構堀の築造を命じた。惣

構堀は北を淀川、東を猫間川、西を東横堀川と

し、南を空堀とするものでほぼ 2km 四方あり、

慶長元年（1596）に完成した。 
〔高麗橋の擬宝珠〕；大正 12 年（1923）、東横

堀川の末吉橋と九之助橋の間で、工事中に「大

坂橋・天正十三年乙酉年（＊1585）七月吉日」の

銘のある擬宝珠が見つかった。 
〔本町曲り〕；東横堀川に架かる農人橋の西北に

豊臣氏の帰依する浄国寺があって、そこで堀川

が曲流し、これを「本町曲り」という。あるい

はラグーン帯が地質の関係で曲がっていたとも

考えられる（私見）。 
〔蟹島新地と堀川河口部〕 
 開削当初は淀川への出口は西側へ曲げられて

いた。ここに天明 3 年（1783）に築地（蟹島新

地）ができ、川口は東側へと曲げられた。 
〔堀留（堀止・堀詰）と架橋〕；東横堀川は上大

和橋のすぐ下流まで開削され、そこが堀留にな

っていた。『摂津名所図会大成』に「東堀ハ南に

てハ水の通行ハ長堀より西横堀の方へ流れ落た

るなり故に道頓堀の東に今の堀止の名あり」と

記される。堀留付近の東横堀川西岸の道路にそ

って大和橋が架けられ、ついで下大和橋の位置

に架橋された（当初は中橋と呼ばれた）。『公私

要覧』（1703 年刊）には東横堀川に上大和橋、

道頓堀に大和橋の名前が見える。 
〔東横堀川の上流と下流〕 
 当初、東横堀川は南北方向の 1 本の流路であ

り、南端は堀留になっていた。つまり、南端を

上流とし、淀川への出口を下流とした。その後、

道頓堀川が開削されて木津川へと結ばれたが、

堀留を上流とした。そのため、現在でも堀留の

位置が東横堀川の上流となっている。 
 
２．西横堀川 

 
①堀川の名称 
 豊臣時代の船場地区は、現在の御堂筋あたり

を西限とした。その一帯は低湿地であり、土地

造成の上から排水を必要とし、南北方向に堀川

が開かれた。新堀（東堀・東横堀川）にたいし

て、「西堀」（西横堀・西横堀川）であり、また、

のちに「七郎右衛門堀」とも称された。 
 
②開削年代と開削者 
 南北方向の堀川のうち、北部の区間は、慶長

5 年（1600）か、それ以前に完成したらしい。

はっきりした年代は不明。南部の区間は元和元

年（1615）に道頓堀川が完成してから開削され

た。 
 元和 3 年に永瀬（木屋）七郎右衛門が着工し、

5 年頃に完成した。初代の七郎右衛門は材木商

であり、北組惣年寄を勤め、西横堀川東岸の七

郎右衛門町に居住した。なお、西横堀川より西

側は「下船場（西船場）」といわれた。 
 
③延長と川幅 
 延長は 24 町 15 間 1 尺（2,867ｍ）、川幅は北

端が24間5尺（49ｍ）、南端が21間4尺（43m）。 
 
④特記すべき事 
〔堀川の流路〕；「大坂川之覚」に「往昔よりの

川筋ニ而始不知」とある。西横堀川の流路は古

来からの海岸線であり、島々と市街地との境界

をなしていた。 
〔惣尻切丁（そうしりきれちょう）〕；明暦元年（1655）
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の「三郷町絵図」に心斎橋筋沿いに「惣尻切丁」

の名があり、このあたりの町尻はすべて未完成

であったことを意味する。そのために御堂筋と

西横堀川とに挟まれた地域の地割は船場と異な

り、独自の形態をとっている。 
〔西横堀の材木屋〕；「西横堀東岸ニあり、北ハ

七郎右衛門町より（＊南方にかけて）‥凡十五

町餘の間、材木屋軒をつらねて目覚し」といわ

れた。 
 
３．天満堀川 

 
①堀川の目的 
 豊臣大坂城の北部防衛ラインとして天満地域

を守る。東側の淀川に対して西側に掘られたの

が天満堀川である。当初から南北方向の堀川で

あったが、のちに堀川の溜り水が腐敗して悪臭

を放ち、沿岸の人々が難渋したため、天保 9 年

（1838）に堀留から北東方向に延伸され、淀川

の河川水を取り入れた。 
 
②開削者と開削年代 
 秀吉晩年の城下防衛構想にもとづいて、堀普

請担当の溝江氏に命じて開削された。南北方向

の堀川は慶長 4 年（1599）に着工され、翌年

（1600）に完成した。『地方役手鑑』には慶長 3
年の開削とあるが、ここでは中村説（『慶長 3
～5 年の大坂城普請について』（中村博司、2006
年）によった。 
 後年になって、滞留水を改善するために。堀

留から北東方向の古井路筋を利用して堀川を延

伸した。国分寺村の淀川国役堤に圦樋 2 か所を

設け、淀川の水を引水し、ここから井路筋に沿

って新たに堀川を開き、天保 9 年（1838）に完

成させた。 
 
③延長と川幅 
 南北方向の延長は 9 町 26 間（1,115ｍ）、川

幅は上流（堀留）で 10 間半（20.7ｍ）、下流で

13 間半（26.6ｍ）であった。 
 延伸部の北東方向の延長は7町50間（926ｍ） 
であり、川幅は 5 間（9.9m）であった。なお、

延長は『大阪市史（２）』に 566 間余と出る。 
 

④特記すべき事 
〔備前陣家と扇町公園〕；堀留のところに備前岡

山藩の蔵屋敷があった。樋門が設けられて蔵屋

敷へ出入りするための舟入が『浪花百景』に描

かれている。堀川の沿岸は桜の名所として知ら

れた。明治に入って蔵屋敷は監獄所と変わり、

現在は扇町公園となっている。 
 
〔樋上町と樋之口町〕；天満堀川が堂島川へ出る

ところに樋門が設けられていたので「樋ノ上町」

ができた（昭和 53 年に西天満と改名された）。

一方、淀川からの取水口の地点は「樋之口町」

であり、現在まで続いている。 
〔ごもく山〕；『浪華の賑ひ』に天満堀川の「岸

の辺りは塵芥を高く積て恰も山のごとくなる故

に俗ごもく山など号けし見苦しき地なりし」と

出る。 
〔堀川の埋立て〕；天満堀川は 43 年から埋立て

が開始された。43 年 5 月に阪神高速道路の大阪

守口線が森小路まで開通し、48 年 3 月には道

路・扇町バイパスが完成した。堀川跡には天満

堀川下水道幹線が埋設され、大川沿岸の天満堀

川抽水所（排水量 14.66 ㎥/ｓ）は 62 年 3 月に

通水した。 
 
４．阿波堀川 

 
①堀川の名称 
 大坂冬の陣に阿波（四国）の蜂須賀至鎮が侵

攻し、屋敷をかまえ、阿波の商人が群居して阿

波座を形成した（＊「座」は商工業の同業組合）。

そのためこの地に掘られた川は「阿波座堀・阿

波座堀川」と称されたが、後に「阿波堀川」と

なった。 
 
②開削年代と延長 
 慶長 5 年（1600）の開削。 
 延長は 10 町 27 間半（1,236ｍ）、川幅は上流

10 間（19.7ｍ）、下流 15 間（29.6ｍ）であった。 
明和 4 年（1767）になって、両岸に築地が造成

されて川幅が減じられ、上下流ともに 8 間（15.8
ｍ）となった。 
 
③特記すべき事 
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〔阿波座堀の解船（ときふね）〕；解船町とも称され、

古船を解体し、古材を商ったり、それを材料に

して井戸側や風呂桶などを作って売る店が多か

った。 
〔堀川の埋立て〕；昭和 3２年 8 月に埋立てられ

て、宅地化された。 
 
５．道頓堀川 

 
①堀川のルート 
 上町台地の西側は湿地や荒地が多く、道頓堀

川のルートには台地から流下する流路（梅川）

があった。慶長 17 年（1612）の堀川開削に際

し、下難波村の用地が割譲され、元和元年（1615）
の再開に際しても三津寺村領から用地の割譲を

受け、東西の横堀川を結ぶ道頓堀川が完成した。 
 
②開削年代と名称 
 慶長 17 年（1612）に着手されたが大坂夏の

陣によって中断された。元和元年（1615）9 月

19 日、松平忠明が中断していた梅川改修工事の

再開を命じ（11 月に完成）、それとともに揚土

で「川八丁」を造成した。 
 道頓堀川は「之を南堀と呼べるは、土佐堀川

即ち北堀に對する名稱なり」（『大阪市史（一）』）

とあるように当初、「南堀」と呼ばれた。後日、

松平忠明が大坂方に加わって落城の日に討死し

た開削者の安井道頓の名にちなんで「道頓堀」

と改めた。 
 
③延長と川幅 
 延長は 22 町 11 間半（2,623ｍ）、川幅は上流

で 20 間（39.4m）、下流で 30 間（59.1ｍ）で

あった。 
 明和 3 年（1766）に川幅が 8 間～14 間に縮

小された。 
 
④特記すべき事 
〔梅の川と梅津川の溝渠〕；高津宮の境内から台

地斜面を流れ落ちる「梅の川」があり、この川

筋を利用して道頓堀川が掘られた。『摂陽奇観』

に「梅の辻の辺り上古は小川ありて、今の梅の

橋の流れ、其頃の川筋にて、川下は道頓堀也」

とある。また、『南北堀江誌』には「慶長十七年

（＊1612 年）、安井道頓、治兵衛・九兵衛の二弟並

に親族平野藤次と相謀り、故郷（中河内郡久寶

寺村）の農民を招き、梅津川の溝渠に緃りて、

独力開鑿を始めし‥」と記される。 
 
〔幸町の造成〕；元禄 11 年（1698）、河村瑞賢

は道頓堀川南岸の材木置場の土地を修築して新

町（幸町）を開いた。『地方役手鑑』には「道頓

堀幸町川」と出る。 
〔川八丁〕；元和 5 年（1619）に安井九兵衛が

惣年寄に就任するに際して下命を受け、「川八丁」

のほかに「東堀より長堀・横堀・今の道頓堀辺

迄、四百五十間余四方」の島之内の町場化を推

進した。 
また、忠明は道頓堀川の工事を平野藤次郎（藤

次）と安井九兵衛に命じて再開させ、揚土砂を

もって道頓堀川両岸に「川八丁」の町々を造成

させた。 
〔日本橋〕；紀州街道が道頓堀川を渡るところに

架けられたのが日本橋である。『地方役手鑑』に

よるとその大きさは次の通りである。 
 ・長 20 間 3 尺 2 寸 5 分 開 2 間 8 尺 
  巾 3 間 5 尺 5 寸 反 2 尺 2 寸 擬宝珠 12 
〔道頓堀裁判〕； 
 昭和40年1月4日、安井朝雄氏（安井九兵衛 
<安井道ト>12 代目の子孫）が国と大阪府市を

相手に「道頓堀川の河川敷地（約 5 万坪）は自

分の所有地であるから、その所有権を確認して

ほしい」と提訴した。道頓堀川右岸（中央区島

之内 2）に「安井道頓安井道ト紀功碑」（大正 4
年建立）がある。裁判の途上、近世から言い伝

えられてきた「道頓」という人物は安井家（安

井道頓）ではなく、成安家（成安道頓）であっ

たことが解明され、昭和 50 年 12 月 1 日に原告

敗訴の判決が出された。 
 
⑤最近の道頓堀川 
〔両岸の整備（グリーンベルト化）〕；昭和 41
年 3 月～42 年 10 月、両岸の一部（７ｍ、うち

４ｍを売却）が埋立てられた。すなわち、上大

和橋下流から大黒橋上流までの区間 1,174ｍの

両岸に幅 3ｍの護岸とグリーンベルトが整備さ

れた。 
〔道頓堀川の浄化〕；昭和 50 年 10 月～53 年 3
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月、東横堀川～道頓堀川の両端に水門が設置さ

れ、満ち潮時に開放して大川の水を導入し、引

き潮時には閉鎖して寝屋川の汚濁水の流入を阻

止した。また、道頓堀川には河川水浄化のため

に、54 年 6 月にフロート式のエアレーション装

置 24 基が設置された。 
〔現在の道頓堀川〕；一級河川であり、延長は

2,745ｍ。東横堀川からの分派点である上大和

橋（中央区瓦町 3<左岸側>・島之内 2<右岸側>）
を上流端とし、木津川への合流点を下流端とす

る。 
 
６．江戸堀川 

 
①堀川の名称 
 「江戸堀」という町名は明暦元年（1655）の

大坂三郷町絵図にみえるが、その由来は不明。

江戸堀の両岸一帯に町が広がる。 
 
②開削年代と延長 
 元和 3 年（1617）の開削であり、『大坂川之

覚え』に「元和三巳年掘」と出る。 
 延長は11町41間（1,381ｍ）、川幅は上流13
間（25.6ｍ）、下流18間（35.5m）である。なお、

延長は明和4年（1767）と安永9年（1780）に

築地されて12町29間半（1,477ｍ）となった。 
 明和元年（1764）に両岸に築地が造成され、

川幅は 8 間（15.8ｍ）となった。 
 
③特記すべき事 
〔銀札の発行〕；堀川開削の費用を支弁するため

に日本最古の銀札（諸藩で発行された銀貨代用

の紙幣）が発行された。表面に銀札と交換すべ

き価格を墨書し、裏面上部に「摂州大坂江戸堀

河銀札、萬民用之永代重寶也」と記す。銀札は

明治末期まで存在していたが、その後、所在不

明となった。 
〔撞木橋と筋違橋〕；上流の川幅が広かったので、

堀川東端の橋の中央から西横堀川東岸へ橋が渡

された。ちょうど丁字形となったため撞木橋と

名づけられた。のちに江戸堀川の両岸に築地が

設けられたので、丁字橋は筋違橋に架け替えら

れて高麗橋通りにつながれた。 
〔堀川の埋立て〕；昭和 30年 9月に埋立てられ、

宅地化された。 
 
７．京町堀川 

 
①堀川の名称 
 当初は「伏見堀・伏見堀川」と称された。「元

和三年（＊1617 年）に成れる新運河‥なり。故に

本川を一に伏見堀川と称し」、「開鑿者は伏見京

町筋より此地に移住せる町人なり」（『大阪市史

（一）』）とあり、それで「伏見堀川」となった。

のちに両岸の京町堀と同じく「京町堀川」と称

された。 
 
②開削年代 
 元和 5 年（1619）、京都・伏見 108 町が将軍・

秀忠によって大坂繁栄のために移転を命じられ

た。大坂では新地を拝領して町を作り、堀川を

掘った。 
完成は元和 6 年（1620）といわれる（＊元和 3
年（1617）説や 1619~1620 年説もある）。 
 「西横堀川より分流し、西南西に流れて百間

堀川一に雑喉場川に入る。元和三年に成れる新

運河にして、開鑿者は伏見京町筋より此地に移

住せる町人なり。」（『大阪市史（一）』）。 
 
③延長と川幅 
 延長は 9 町半 29 間（1,180ｍ）、川幅は上流

14 間余（27.6m）、下流 19 間（37.4ｍ）であっ

たが、明和 4 年（1767）に両岸に築地が造成さ

れ、川幅は 8 間（15.8ｍ）となった。 
 
④特記すべき事 
〔雑喉場（ざこば）〕；京町堀川の西端は百間川（一

名、雑喉場川）へつながる。雑喉（雑魚）とは

いろいろな小魚のことをいい、雑喉場が大坂の

魚市場のことで、江之子島の対岸（東側）にあ

った。 
〔堀川の埋立て〕；昭和 32年 9月の埋立てられ、

宅地化された。 
 
８．立売堀川 

 
①堀川の名称 
 いろいろな名称があり、次のように変化した。 
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「伊達堀（だてほり）」→「伊達堀（いたちぼり）」→ 
「立賣堀（いたちぼり）」→「立賣堀川（いたちほり 

かわ）」 
なお、イタチから「鼬堀」とも称された。 
 『摂津名所図会大成』に記すところでは「慶

元戦争の時 伊達家の陣所の地にして 要害の堀

切なりし跡を掘り足して川とせし故に 始ハ伊

達堀（だてほり）とよべり 後に字音のまゝに伊達

（いたち）ぼりと言ひしを 俗に譌（なま）りて いた

ちぼりと言ならわせり 其後にはじめて材木の

立賣を御免なりし故に 立賣堀とあらためしと

ぞ」。また、堀川ができあがったとき、土佐藩が

材木市場を開き、材木の立売りを行ったので「立

売堀」と称された。 
 
②開削年代と延長 
 元和 6 年（1620）に着工されたが、一時、中

断された。寛永 3 年（1626）に再開されて、そ

の年に完成した。開削者は南組惣年寄の宍喰屋

次郎右衛門であり、堀川に架かる「宍喰屋橋」

（＊長 19 間半 1 尺余、巾 2 間）の名称は、そ

れにちなむ。 
 延長は 11 町 36 間半（1,372ｍ）であり、川

幅は上流 11 間（21.7ｍ）、下流 22 間（43.3ｍ）

であったが、明和 4 年（1767）に両岸に築地が

造成され、川幅は 8 間（15.8ｍ）に狭められた。 
 
③特記すべき事 
〔材木の立売り〕；「本川の沿岸に多数の材木商

を見るが如く、往時も此に材木の立賣行れ、従

て立賣堀川の名称を得しならん」（『摂津名所図

会大成』）。 
〔新町遊郭〕；元和年間（1615~23 年）、「木村

屋又次郎、立賣堀ノ南ニ新ニ土地ヲ開キ、道頓

堀ヨリ瓢箪町ヲ移ス。之ヲ新町廓ノ起源トス。」

（『大阪編年史』）。 
〔堀川の埋立て〕；昭和 31 年 1 月に埋立てられ

て、跡地は宅地化された。 
 
９．海部堀川 

 
①堀川の名称 
 堀川の工事に問屋の 1 人、海部屋某が尽力し

たことにより命名したといわれる。海部堀川の

屈曲点から阿波堀川までの 40 間（7.9ｍ）は「永

代堀」といったが明和 4 年（1767）に両岸が埋

立てられて細流となった。なお、屈曲点のあた

りは「永代浜」といった。 
 
②開削年代と延長 
 元和 8 年（1622）、この地に移住してきた塩

干魚商人たちが荷揚げの便をよくするため、寛

永元年（1624）に幕府の許可を得て開削した。 
 延長は 5 町 2 間（595ｍ）、川幅は上流 10 間

（19.7ｍ）、下流 9 間（17.7ｍ）。なお、明和 4
年（1767）の埋立てで延長は 4 町 22 間（516
ｍ）となり、また、屈曲点から阿波堀川の区間

の川幅は 3 間（5.9ｍ）となった。 
 
③特記すべき事 
〔新三町と永代浜〕；「靭天満兩町の塩魚商人、

淀屋コ庵と鳥羽屋彦七の兩名を代表者として、

津村の田畑葭島を開発したいので下付あらんこ

とを請い、町奉行の認可を取った。」（『大阪市史

（一）』）。 
ここに開かれたのが新靭町・新天満町・海部堀

町の三町であり、荷揚げの便がないところから

堀川開削の許可をとった。堀川は東端で直角に

屈折し、ここは「永代浜」と呼ばれ、塩魚荷物

の陸揚げ場となった。『大阪市史（一）』に曰く、

「三町之間ニ新堀川奉願候處‥堀立被成下、永

代堀と號、堀留之濱を永代濱と名付」。 
〔堀川の埋立て〕；昭和 22 年 10 月から埋立て

られ、26 年 6 月に完了、宅地化された。 
 
10．長堀川 

 
①開削者と名称 
 伏見町人らが大坂で新堀を掘って両側に町立

てすることを許された。町人の代表は三栖清兵

衛・池田屋次郎兵衛・伊丹屋平右衛門・岡田心

斎である。元和 6 年（1620）の「三津寺畠やし

きニ成申候帳」に「ふしミ川」（1 町４反７畝

17 歩）と出るのが「長堀川」のことである。 
 
②開削年代と延長 
 元和 5 年（1619）から下難波村 10 町 5 反余、

生玉社領 1 町 1 反余、三津寺村農地 1 町 4 反余
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が長堀川の用地として転換された。堀川は 8 年

（1622）に完成した。 
 延長は 22 町 22 間半（2,645ｍ）、川幅は上流

25 間（49.3ｍ）、下流 24 間半（48.3ｍ）。 
 
③特記すべき事 
〔心斎橋の名称〕：長堀川の開削に功のあった岡

田心斎にちなんで「長堀心斎町・心斎橋」の名

が付けられた。 
〔住友浜と銅吹き所〕；長堀川で島之内の東横堀

川と長堀橋の区間は「住友浜」と呼ばれ、寛永

13 年（1636）に泉屋（住友）吉左衛門が銅吹

き所（精錬所）を開設した。 
〔長堀川の石浜〕；長堀川北岸には石問屋や石工

が集住し「石屋の浜」と呼ばれた。 
〔新町遊郭〕；長堀川と立売堀川の間にあり、こ

こへ入る道は西横堀川に架かる新町橋だけであ

る。 
〔堀川の埋立て〕；昭和 35 年 7 月から東横堀川

と西横堀川の区間を埋立て開始し、48 年 7 月に

完了した。なお、38 年 3 月に水門完成、8 月に

長堀駐車場の営業が一部開始された。この駐車

場は「駐車場法」（昭和 32 年制定）にもとづく

適用第 1 号であった。 
 
11．薩摩堀川 

 
①堀川の名称 
 当初は「阿波座新堀」と呼ばれ、また、「願慶

寺堀」とも称されたが、薩摩の商船が出入りし

て薩摩藩の生産品に限って荷揚げされることに

よって「薩摩堀川」となった。 
 
②開削年代と延長 
 寛永 5 年（1628）に着手され、7 年に完成し

た。 薩摩屋仁兵衛と鍋屋宗円が中心となって

阿波座新堀として開削された。 
 延長は 7 町 41 間半（909.2ｍ）、川幅は上下

流ともに 14 間（27.6ｍ）であった。明和 4 年

（1767）に南岸に築地が造成されて川幅は 8 間

（15.8ｍ）に減じられた。 
 
③特記すべき事 
〔広教寺と願慶寺堀〕；堀川の西側に広教寺（薩

摩堀御堂）が建立された。「當寺本堂を願慶堂と

稱す故に此川條（かわすじ）を俗に願慶堀（がんけい

ぼり）と號す。町名ハ薩摩堀なり世人誤て願慶寺

堀（がんきょうじぼり）といる」（『摂津名所図会大成』）。

なお、『大坂川之覚』には「寛永六巳年掘‥願教

寺堀トモ云」と出る。 
〔堀川の埋立て〕；昭和 22 年 10 月から埋立て

が始まり、26 年 6 月に完了、宅地化された。 
 
12．堀江川 

 
①堀川の名称 
 「堀江」は木津川に東側にあって長堀川・西

横堀川・道頓堀川に囲まれた地域をいい、ここ

に掘られたので「堀江川」と称された。幕命に

よって開削工事は河村瑞賢によって行われた。 
 
②開削年代と延長 
 元禄 11 年（1698）に開削された。「堀江川」

は近世大阪の 12 堀川の最後の堀川であった。 
 延長は 12 町 15 間 5 尺（1,449ｍ）、川幅は上

下流とも 30 間（59.1ｍ）であった。明和元年

（1764）に両岸に築地が造成されて、川幅は

12 間（23.6ｍ）に減じられた。 
 
③特記すべき事 
〔河村瑞賢と堀江川〕；河村瑞賢による大坂の治

水工事は前期（1684~87 年）と後期（1698、99
年）に分かれる。前期には安治川が開削され

（1684 年）、後期には堀江川が開削された

（1698 年）。元禄 11 年（1698）7 月の町触に

「難波地、向後堀江町と改之事」と出る。 
〔堀江新地 24 町〕；長堀川と道頓堀川とに挟ま

れた上難波村と下難波村の46町8反余（93.3ha）
の田畑は、堀江側の開削によって一挙に町立て

された。 
〔堀江上荷船〕；堀江新町の繁栄のため、元禄

11 年（1698）に堀江上荷船として 20 石積 400
艘、30 石積 100 艘が認められた。船の長さは

13ｍ、梁間は 2.4ｍであった。 
 〔注〕「石」は和船の積載量で 10 立方尺（0.28 

㎥）をいった（材木 10 立方尺を実積）。

10 石積の船は米 10 石（1.5 トン）を積

んだから、かの「淀川三十石船」（長さ
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27ｍ、幅 3.6ｍ）では 4.5 トンの積載と

なる。 
〔堀川の埋立て〕；昭和 35 年 11 月に埋立てら

れ、宅地化された。 
 
 

第 3章 近現代の堀川と埋立て 

 
１．堀川をめぐる二つの事業 

 

（１）枝川導水事業 

①新淀川放水路の開削 
 明治 18 年（1885）の淀川大洪水を契機とし

て、「淀川改良工事」（明治 31 年度～43 年度）

の中で古来の淀川に代わる新しい放水路が開削

された。 
佐太（守口市）から大阪湾まで延長 16km、川

幅 545～818ｍの放水路であり、42 年（1909）
6 月に毛馬で竣工式が行われた。これとともに

43 年に毛馬に洗堰が設置された。 
 淀川本流からの分流量は 110 ㎥/ｓとされ、ま

た、洪水時には洗堰が閉じられるので、旧淀川

（大川）の水位上昇がなくなり、それによって

寝屋川の排水状況が大幅に改善された。  
 
②新淀川放水路と市内の枝川 
 毛馬洗堰によって水量が制御され、市内河川

の流量が減少し、水深が浅くなり、舟運にも差

し支える状態になった。さらに人口増加と沿岸

工場の廃液によって感潮河川である枝川には浮

遊物や汚濁物質が堆積していった。 
〔注〕「枝川」とは大川（旧淀川)～土佐堀川か

ら分流する東西の横堀川およびそれらの

派川を指す。 
 
③枝川改修工事 
 大正5～14年度に東横堀川などの27河川（総

延長 35km）において、護岸の根固めと OP－3
尺（0.9ｍ）までの浚渫が行われた。また、大正

14～昭和7年度にかけて枝川の改良工事が行わ

れた。護岸の本体構造を練石積工、基礎杭は生

松丸太とし、護岸の計画高をＯＰ＋2.27ｍとし

た。 
 

④枝川導水工事 
 「枝川導水計画」が大正 13 年（1924）に立

案され、15 年（昭和元年）3 月に施行許可とな

った。 
その概要は次の通りである。 
・可動堰の設置‥堂島川（大江橋の上流） 

         土佐堀川（肥後橋の上流） 
   2 つの可動堰によって大川の清浄水を東

西の横堀川へ導入する。 
 ・枝川に可動堰を設置 

・長堀川（安綿橋の下流） 
    ・道頓堀川（大黒橋の直下）      
    ・江戸堀川（江戸橋の下流） 
    ・京町堀川（羽子板橋に併設） 
 工事は大正 15 年度に着工、昭和 11 年 3 月に

完成した。可動堰の運転によって枝川に大きな

流速が生じ、河底が洗掘された。たとえば次の

ように流速が増大した。 
 ・可動堰の設置前；0.13～0.43ｍ/秒 
         （0.43～1.44 尺/秒）  
 ・可動堰の運転時；0.53～1.54m/秒 
         （1.75～5.13 尺/秒） 
〔補記〕 
＊江戸堀川と京町堀川の可動堰は、戦災に合

い、昭和 28 年度に堀川の両端に締切り壁

を設置し、のちに埋立てられて、堰は廃止

された。 
＊長堀川の可動堰は、昭和 37 年 3 月に日本

道路公団（当時）の駐車場建設のため、上

流部（末吉橋～炭屋橋の間）が埋立てられ、

堰は廃止された。 
 
（２）ジェーン台風と高潮対策 

①西大阪高潮対策事業 
 昭和 25 年 9 月 3 日に大阪にジェーン台風が

来襲し、高潮が発生した。最高潮位はＯＰ+3.85
ｍ、潮位偏差は 2.37ｍであった。 
これによって「西大阪高潮対策事業」が昭和

25 年（1950）12 月に着工され、34 年（1959）
3 月末に完了した。事業は次の３種で構成され

る。 
 
<ⅰ>大阪市内河川高潮防御対策事業 

   防潮堤の天端高をＯＰ＋5ｍとする。 
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<ⅱ>中小河川神崎川改良事業 
   昭和 25 年当時の堤防高＝ＯＰ＋3.75ｍ

を、河口部ではＯＰ＋6.50ｍとする。 
<ⅲ>大阪港高潮対策事業 

   大阪港の高潮対策として、防潮堤 25,309
ｍ、水門 7 か所、排水ポンプ場 3 か所を建

設する。 
 これらの 3 事業を合計すると次の通り。 
  ・防潮堤の延長‥122,252ｍ 
  ・水門の設置 ‥16 か所 
  ・排水ポンプ場‥19 か所 
 
２．昭和時代の堀川埋立て 

 
①10 堀川の埋立て 
 近世大阪の 12 堀川のうち、東横堀川と道頓

堀川を除く 10 堀川は、次のように昭和 26～50
年にかけて埋立てられた。 
 ・昭和 26 年‥‥薩摩堀川、海部堀川 
・〃 30 年代‥江戸堀川、立売堀川、京町堀

川、阿波堀川、堀江川、長堀川（上流部） 
 ・ 〃40 年代‥西横堀川、長堀川（下流部） 
 ・ 〃50 年‥‥天満堀川 
 
②埋立てられた理由 
〔都市交通体系の激変〕 
 鉄道と市電の発達および自動車の普及によっ

て、都市における交通体系が激変し、従来の河

川と堀川を利用した舟運の必要性が低下した。 
〔補記〕自動車輸送手段の変化 
  ・貨物輸送では首位を維持していた鉄道

が、昭和 41～42 年に自動車へと交代

した。  

 ・旅客輸送では首位の鉄道から自動車へ

と昭和 54 年に移行した。 
 
〔防潮ラインの強化〕 
 高潮対策上、市内堀川の防潮堤を再編し、防

潮ラインを安全に強化する必要があった。 
 
〔生活環境の改善〕 
 市街地の進展とともに、堀川の用排水の役割

はなくなり、かつ、水質汚濁によって劣悪な生

活環境となっていった。 
〔道路交通のための土地利用〕 
 都市の過密化とともに、高速道路の建設や市

街地の駐車場あるいは公園の適地として堀川が

利用された。 
 
③現在に残る堀川 
 近世の 12 堀川のうり、東横堀川と道頓堀川

だけは、現代でも貴重な河川として市民に親し

まれている。 
 
河川名 → 〔東横堀川〕  〔道頓堀川〕 

・一級河川  昭和 47 年   平成 7 年 
・指定年月日  5 月 4 日   4 月 3 日 
・河川延長    2,175ｍ    2,745ｍ 
・上流点    上大和橋   東横堀川から 
                の分流点   
・下流点   土佐堀川との   木津川への 
          合流点    合流点 
 
〔注〕東横堀川は上流端を上大和橋とし、土佐

堀川を下流端とする。道頓堀川との境界は上大

和橋の北部にある（中央区島之内２と瓦屋町３） 
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[回想録]河内平野の水風景 

山野 寿男 

 
（まえがき） 

 古代の「河内国」16 郡は、現在の枚方市から

河内長野市へ及ぶ範囲をいうが、本稿の「河内

平野」は東西を上町台地と生駒山地に挟まれ、

南北を寝屋川と大和川に囲まれた地域を指す。 
 

【第１部 河内平野の水環境】 

 
１．河内平野と水環境の変化 

 
（１）紀元前の頃 

 6 千年前に海水面が 3～4m も上昇した。これ

を「縄文海進」という。この頃の河内平野は海

水が平野の奥まで進入し、大半が海であったか

ら「河内湾」と呼ばれた。 
 紀元前 4～2 世紀になると海水面が現在のレ

ベルまで低下し、湾は失せて潟化し、やがて「河

内湖」となった。内水は上町台地と生駒山地に

挟まれていた。 
（２）難波宮の頃 

 上町台地の北端に難波宮が設けられたのは白

雉 2 年（651）であり、宮は朱鳥元年（686）に

焼失した（これが前期難波宮）。天平 4 年（732）
に宮は再建されたが、平城京が延暦 3 年（784）
に長岡京へ遷都された（この間が後期難波宮）。 
 この頃、河内平野の湖は東西に長い入江とな

り、『記紀』や『万葉集』には「日下の入江」、

「草香江」と記される。 
（３）古代末～中世初期の頃 

 大きな入江が次第に縮小されて、やがて一つ

の湖沼となった。『枕草子』には「勿入淵」と記

されている。この渕は一続きの水面であったが、

次第に中央部がくびれて、やがて二分割される

ことになった。 
（４）二つの大池と大和川付替え 

 二分された渕は近世に二つの大池となった。

一つは深野池であり、一つは新開池で 
ある。河内平野の河川は、大半、この大池とか

かわった。それが大和川付替え（1704 年）によ

って水事情が一変した。 

（５）大池干拓と河川水系の変化 

 古来の大和川が現在のように付替えられたた

め、河内平野の大和川は完全に姿を消した。つ

まり、川幅が 100～250ｍあった河川が不要と

なり、二つの大池も干拓されることになった。

旧大和川流域に開発はされた新田は49か所（二

つの大池に 20、河川跡地に 29）あり、河内平

野の水環境が大変貌した。これが今日の姿の始

まりである。 
 
２．14C年代測定法 

 
（１）14C年代測定法 

ある物体が今から何年前のものかを判定する

方法として、古くから年輪を測定する方法が使

われてきたが、もっと古い時代の年代を推定す

る方法として 14C 年代測定法がある。 
 炭素原子には化学的な性質は同じだが重さの

異なる 3 種類の仲間がある。陽子と中性子が 6
個ずつある炭素 12 は約 99％、中性子が 1 個多

い炭素 13 が約 1％ある。このほかに中性子が 2
個多い炭素 14（14C）が 1 兆個に 1 個の割合で

存在する。これは炭素 12、13 とちがって一定

のペースで壊れ、その数は年代ともに減少し、

半分に減少するのに 5,737 年を要する。それで

試料の 14C の割合が 1╱2 であれば 5,730 年前の

もの、1╱4（1╱2×1╱2）であれば 11,460 年前の

ものとなる。 
この 14C による年代測定法は 1980 年代に加

速器質量分析計（AMS）が実用化されてから実

施され、試料は 1 ㎎あれば可能ということだ。 
（２）縄文海進の 14C年代 

 縄文海進の頃（6,000 年前）、海水面は現在よ

りも 4m も高くなった。尼崎市栗山の露頭で検

出されたマガキ・アサリなどの貝化石の分析に

より、14C 年代は、＜5,690 年±115y、B.P.（1950
年以前の年代）＞とされた。同じように『大阪

平野のおいたち』（梶山彦太郎・市原実著、青木

書店、1986 年）には大阪平野の 14C 年代は次の

ように測定されている。 

第 5号 夏季号 
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 ・マガキ層‥10,820±190y 
 ・深野南 ‥19,800±300y（－16m 層） 
 
３．河内平野の海成粘土層 

 
（１）河内平野の沖積層 

 「沖積層」とは最終氷期（1.8 万年前）か 
ら現在までに堆積した地層をいう。河内平野の

沖積層でもっとも深い所は地下 20m であり、

海成粘土層が厚く堆積しているのは大東市深野

から東大阪市加納にかけた南北 3 ㎞の細長い地

域である。その層厚は 15m に及び、周辺にか

けて低減していく。 
（２）海成粘土の特徴 

 土質特性として、よく使われるのが N 値（標

準貫入試験値）である。河内平野の沖積層には

ゼロの地域があり、試験器の自重だけで沈下す

る。また、見かけの強さと乱した後の強さの比

率を鋭敏比といい、この値が 20 以上のものを

超鋭敏粘土という。大東市深野や野崎ではこの

値が 30～40 にもなる層がある。 
 海成粘土で土粒子の骨格を形成している成分

に塩分を含むものは、淡水化によって塩分が溶

脱（リーチング）し、いったん、乱すと強度が

大幅に低下する。 
 
４．河内湾の鯨と古代船の遺構 

 
（１）河内湾の鯨 

 昭和 49 年、大阪外環状線に沿った東大阪市

布市町の下水道工事現場から鯨骨が発見された。

地下 6m の所から大型哺乳類の骨が出て、体長

11～14m のマッコウクジラ頭部と分かった。
14C 年代測定法では 5,040 年±130 年という結

果である。現場の東方 700m に日下貝塚があり、

このあたり一帯は縄文時代の終り頃は湖沼であ

った。 
（２）古代船の遺構 

 河内平野の遺跡から次のように古代船の遺構

が見つかっている。 
・新家遺跡（東大阪市新家） 
   縄文時のシジミが出土し、その上に 
   弥生時代の船着き場とみられる杭の列を

検出した。 

・久宝寺遺跡（八尾市久宝寺） 
   古墳時代初期（4 世紀初め）の準構造船

を発掘、全長 12m、幅 2m、高さ 2.2m
で、10 人乗り。船首には波除け板がつい

ている。 
   〔補記〕準構造船とは丸木舟を土台にし、

上部に波除けの舷側板などを取り付

けた船をいう。 
・長原遺跡（大阪市長吉長原） 
   昭和 63 年、船形埴輪が出土。丸木舟の

上に前後の波除け板をつけ、船べり板を

もつ準構造船であり、5 世紀初めの外洋

航海船。 
・高井田横穴群の船線刻画（柏原市高井田） 
   6 世紀末に造基が終了。船の中央部に帆

柱が描かれ、船首と船尾に人物が配され

ている。船尾の人は 1 本の操舵櫂を持っ

ている。 
 
５．河内平野の水遺跡 

  
古代の河内は潟から湖へと変化し、それとと

もに水辺に人間が住み始め、農耕が営まれた。

弥生時代中期の終り頃、河内低湿地のムラが洪

水による土砂によって埋没し、堆積土層 2m の

上層部に古墳時代（3 世紀後半～7 世紀）の生

活面が出土している。 
＊以下の〔 〕内は遺跡の名称。 

（１）天満砂堆と上町台地の東縁 

〔崇禅寺〕；弥生時代～古墳前期の土器と方 
形の周溝墓が出土。 

〔森の宮〕；縄文～弥生～近世へ続く複合遺跡。

貝塚の下層はマガキ（海水産）、上層はセ

タシジミ（淡水産）を主とする。埋葬人

骨 18 体検出（うち縄文人骨は 12 体）。  
〔桑津〕；上町台地斜面にあり、古代の入江に臨

む複合遺跡。弥生中期の集落跡壙の跡も

検出。 
（２）河内潟の北縁低地 

 河内潟に面した低地に多くの中州や島が 
点在し、弥生人の居住の跡が残る。 
〔森小路〕；河内潟に面し、弥生時代の半農半漁

の生活が営まれた。淀川三角州の微高地

にある。 
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〔諸福〕；弥生時代中期の遺物が出土。 
〔灰塚〕；諸福の 1.5 ㎞東にあり、弥生時代中期

の土器類が出土。 
（３）河内潟の南縁低地 

〔高井田〕；長瀬川沿いの微高地にある。瓜生堂

遺跡の北西 4㎞の島状砂州にある弥生遺

跡。弥生中期の初め頃に埋没した。 
〔宮ノ下〕；貝塚の下から干潟地層が出土、縄文

時代では海岸線であった。その後、潟化

し 5世紀頃までに湖となり、淡水化した。 
〔瓜生堂〕；自然堤防や砂州による微高地にある

東西 450m×南北 800m の遺跡。土砂で

埋没するのは弥生中期の終り頃、また古

墳時代（3 世紀後半～7 世紀）の生活面

上に厚さ 2m の土砂が堆積する。 
（４）山麓の扇状地 

〔中垣内〕；大東市中垣内にあり、海抜 5m。弥

生土器、弥生墓の一つ木棺が出土。 
〔鬼虎川〕；東大阪市弥生町にあり、海抜 5m。 

扇状地末端から平野部へ移行。この付近

で恩智川が河内潟に注いでいた。 
 
６．渋川と渋河路 

  
「渋川」という地名は 6 世紀後半から見え、

現在の八尾市植松・安中・渋川地域を指す（JR
関西本線の八尾駅周辺）。また、「渋川郷」は「和

名抄」に見え、訓は「シフカハ」、「之不加波」

とあり、その範囲は大和川（長瀬川）と平野川

とに囲まれた地域であった。なお、川の多い河

内平野であるから「渋川」は河川名に由来する

と思ったが、そのような名前の河川はない。 
難波(なにわ)から渋川へ、さらに飛鳥へ通じ

る道路があった。『続日本紀』天平勝宝8年（756）
に孝謙天皇一行が「車駕取二澁河路一環至二知識

寺行宮一」と出る「澁河路」である。そのルー

トは難波京～四天王寺～渋川～斑鳩～飛鳥。 
一方、『日本書紀』推古 21 年（613）条に「自

難波至京置大道（難波より京へ至る大道を置く）」

とあり、長年、これを「難波大道」だと思って

いた。この大道は古代の大津道（長尾街道）と

丹比道（竹内街道）につながる正方位の直線道

路であって、7 世紀中頃以降に設けられたもの

で、「澁河路」の方が古い。 

 なお、宝亀 3 年（772）8 月に「河内国の茨

田堤が 6 か所、渋川堤が 11 か所、志紀郡の堤

防が 5 か所、決壊した」（『続日本紀』）。 
７．大和川の付替え（新大和川の開削） 

  
河内平野の水環境にもっとも影響を与えたの

は大和川の付替えであり、これによって平野の

水事情が激変した。 
（１）付替え活動のサイクル 

 付替えの活動は明暦の頃（1655~57）に始ま

ったとされる。水害を受けた村々からの嘆願を

受け、幕府が現地検分を行ったのは万治 3 年

（1660）であった。それによって新川の予定筋

を示されたが、そのルート上にある村々から猛

烈に反対され、中断された。その後も次のサイ

クルが繰返された。 
＜洪水発生→付替えの嘆願→幕府の検分→新川

予定筋の村々から反対→沙汰止み＞ 
（２）大和川治水論と「川違之令」 

 天和 3 年（1683）に第 4 回目の幕府の検分が

行われ、大和川と大坂川を改修すれば大和川付

替えの必要なしと判定された。当時、治水巧者

として名高い河村瑞賢の考えであった。それに

基づいて安治川の開削や大和川下流の拡幅が行

われて、一件が落着したかに見えた。 
 元禄 12 年（1699）に河村瑞賢が没すると付

替え論が復活した。同 16 年（1703）に幕府は

「畿内と長崎の巡見」を行い、大坂では万年長

十郎と中甚兵衛も現地に参加した。その10月、

突然、「川違之令」が発せられ、新川予定筋の村々

へも代官・万年長十郎から伝達された。 
（３）新大和川開削工事 

・新大和川；延長 131 町（14.3 ㎞） 
      川幅 100 町（182ｍ） 
・工事期間；宝永元年（1704）2 月 27 日 
      着工～同年 10 月 13 日通水。 
・施工者；幕府 5.7 ㎞、お手伝大名 8.6 ㎞。 
     従事人数 245 万人 
・工事費；71,503 両余（幕府負担 52％） 
           （大名負担 48%） 
  ＊開発新田地代金；37,122 両（見積り） 
（４）潰れ地と新田開発 

・潰れ地；42 か村、274 町 6 反余（272ha） 
・新田開発；43 新田、1,033 町 4 反（1,025ha） 
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【第 2部 河川と用悪水井路】 

 
１．河内平野の古今の河川 

古代の河内平野の中心に大きな入江（日下江）

があって、ここに南北から諸河川が流入してい

た。その後の水際線は遺跡調査によってどのよ

うに変化してきたのかが解明されている。 
 入江の北側からは、淀川の南分流が現在の寝

屋川と古川の流路に沿って流下し、入江の南側

からは地表面の勾配に沿って数本の河川が流れ

込んでいた。これらの河川は時代とともに流路

が固定されて、河内平野では平野川・久宝寺川

（長瀬川）・玉櫛川（玉串川）の 3 河川が主流

となった。 
 

 

（１）大和川付替え後の河川 

宝永元年（1704 年）、旧来の大和川が現在の

ように付替えられ、河内平野の流況は一変した。

この頃には古代の入江は二つの大池（深野池と

新開池）となっていたが大和川付替え後、すべ

て新田に開発された。 
 新大和川によって南部から北流してがし大阪

市いた河川がすべて遮断され、したがって河内

平野の諸河川は平野川を除いて、単なる用水路

と化した。長瀬川と玉串川の呼称は現在でも残

るがいずれも河川法上の河川ではない。 
 
２．長瀬川（久宝寺川）のこと 

 
（１）長瀬と長瀬川 

 「長瀬」という地名は『続日本紀』天平宝字

6 年（762）の項に「長瀬隄決す」と記されるほ

ど古い。しかし、近世初期では「久宝寺川」と

呼ばれたようで「長瀬川」と出るのは『河内志』

（1734 年）が初めてか。河内平野に入った大和

川は二俣（現・八尾市二俣）で長瀬川と玉串川

に分流し、大和川の名前は消える。長瀬川は森

河内（現・東大阪市森河内西）まで流下すると

菱江川を合流して大和川の呼称が復活する。 
大和川付替え（1704 年）によって長瀬川は河

川としての役目は失せ、川跡地には 8 新田が開

発され、その中央に「西井路」（幅 7.3m）が設

けられた。二俣より森河内の樋まで距離は 12
㎞あった。河川でなくなった長瀬川の名称は現

在まで連綿と続いており、それだけ地域に根付

いた川である。 
 
（２）久宝寺川と長瀬川 

 久宝寺村の形成は文明 2 年（1470）、久宝寺

寺内町は天文 10 年（1541）頃に成立し、これ

以後、久宝寺川と呼ばれたと思われる。一方、

長瀬という名称は古代に出るが、一つの村とな

ったのは明治 22 年の町村制によってであり、

長瀬川左岸の７か村（大蓮・衣摺・南蛇草・北

蛇草・柏田・金岡新田・吉松新田）が合併して

成立した。 
 こういった歴史的な推移を考えると、始に「久

宝寺川」と呼ばれ、大和川付替え（1704 年）の

以後、「長瀬川」となったのではないかと推測さ

れる。 
 
（３）八尾高校の狐山 

 八尾高校の正門を入ると、すぐ右手に円錐形

の小丘（高さ 4.7m、直径 32m）がある。これ

は渋川村の旧大和川左岸堤防の一部であり、ボ

ーリング結果によると、標高 13.3～7.3m は砂

～砂質土、それより以深は海成のシルト質粘土

であった。また、標高 7.5m の位置から錆びた

釘が出土した。往時の堤防は現在の地面より
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1.7m であるが、その後、3m の盛土が行われて

現在の小丘となった。 
堤体の粒径は1㎜前後のものが多く（50％）、

これは粒径0.1㎜が90％もある大和川堤体と比

べてかなり粒径が粗い。 
 
３．玉串川（玉櫛川）のこと 

 
（１）玉串川 

 鎌倉初期の歌学書『和歌色葉』に河内の名所

として「たまくし川」が見える。玉串川は玉櫛

川とも書かれ、「一名、通川」（『河内名所図会』）

とも呼ばれた。大和川付替え（1704 年）後は、

下流の菱江川は「東井路」（幅 5.5m）と呼ばれ、

川俣より荒本樋までの距離は 9.3 ㎞あった。 
 
（２）玉櫛庄と玉串荘 

 玉櫛庄は玉串川沿いの地域にあり、摂関家・

宇治平等院領の庄園であった。長和 4 年（1015）
の文書に「玉串庄人追散」とみえる。永承 7 年

（1052）に関白頼道が宇治の平等院を創立した

とき、玉櫛庄など 9 か所の庄園が寄進されて、

同院領となった。 
嘉元 3 年（1305）頃の文書にも「玉櫛庄」が見

える。応仁 2 年（1468）に「平等院領河内国玉

櫛庄内寺用供米」とみえる。式内社の津原神社

（玉櫛明神、東大阪市花園本町）は玉櫛庄の鎮

寺である。庄の範囲は、現在では玉串本町を中

心として、八尾市上之島町北・同南・福万寺町

付近を含む一帯に比定される。 
 
４．平野川流路の変遷 

 
（１）古代～近世初期の平野川 
 平野川は本来、河内南部の丘陵地帯から流下

する大乗川・東除川・西除川を受けもっており、

かなり流域が広かった。なお、東西の除川は狭

山池からの灌漑用水路であり、降雨時には排水

河川となる。 
 『河内志』（1735 年）には「平野川は旧名を

百済川といい、竹渕より平野へ流れ、摂河境界

を経て東成郡に入る」と出る。また、「竹渕川」

は寛永年間（1624～43 年）に柏原の地点で大

和川から引水し、平野川に流れる」とも記され

る。 
 
（２）平野郷と環濠 

 平野郷は濠と池で囲まれた環濠都市であった。

柏原船が 1636 年に就航してから平野郷に船溜

りができ、賑わった。平野川はもともと平野郷

から下流を指し、上流の方は「了意川」と呼ば

れた。その後、平野郷の勢力が大きくなるに従

って平野川の呼称が上流にも及んだ。 
 
（３）大和川付替え後の平野川 

 新大和川ができると旧来の河川流路が遮断さ

れた。すなわち、大乗川は新大和川左岸堤防下

に開削された落堀川へ流され、東除川は新大和

川に直接、放流された。西除川は高木村（現・

松原市天美南）の地点で現在のように付替えら

れた。 
 平野川流域の農業用水源として築留（柏原市）

に青地樋が設置されて 21 か村を灌漑した。ま

た、平野川は流域の排水河川として重要な存在

であり、流域の都市化が進むと下流で次の河川

改修が行われた。 
・下流部の曲流を直線化（大正 12 年） 
・平野川分水路を開削（昭和 33 年） 
・中流部の曲流を改修（昭和 32～49 年） 
 
５．旧大和川の天井川化 

  
旧大和川水系の勾配は次の通りである。 
・本流（築留～二俣間） ‥ 1/ 736 
・長瀬川（二俣～放出間）‥1/1,110 
・玉串川（二俣～稲葉間）‥1/1,160 
＊新大和川（柏原～堺間）‥ 1/ 860 

 このような河川が度重なる洪水によって多量

の土砂が堆積し、次第に天井川化していった。

中甚兵衛による「堤防比較調査図」（延宝 3 年

<1675>）には、その状況が数値で示されている。

例えば法善寺村では「50 年間で川筋が 1 丈（3m）

も高くなった。このうち直近の 10 年間で 5 尺

（1.5m）も高くなり、それによって川筋が田地

よりも 4 尺（1.2m）も高くなった」。他のデー

タでは 
・長瀬川左岸；50 年間の堆積高 3～3.3ｍ 
         ＊田地との差 1.5～1.8m  
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・玉串川右岸；50 年間の堆積高 3m 
       ＊田地との差 1.2～2.4ｍ 
 このように旧大和川水系の天井川化がいかに

早かったかが分かる。 
 
６．深野池と新開池 

  
古代の日下江が次第に縮小されて大池の形に

変化し、平安時代には大きな池沼は「勿入渕（な

いりのふち）」と呼ばれた。『枕草子』には「な

いりその淵、たれにいかなる人のをしへけむ」

（訳：入ってはいけない渕だと、誰にどのよう

な人が教えたのであろうか）とあり、『河内名所

図会』（1801 年）にも「勿入淵、諸福村にあり。

土人、内助ケ淵と呼ぶ」と記される。 
 このような経過をたどって二つの大池（深野

池と新開池）が成立した。その後、大和川付替

え（1704 年）によって大池すべてにわたって新

田が開発された。 
 
７．徳庵川の開削 

 
（１）徳庵と徳庵川 

徳庵は諸口村と今津村の出戸である。古 
川最下流の東側にあり、中世末から近世に開発

された。明暦元年（1655）、今津村と諸口・横

堤村の間で摂河国境を越えて、徳庵から今福ま

で 1,380 間（2,509m）の大井路（徳庵川）が開

削された（これが後の寝屋川本流）。この工事に

よって徳庵は剣先船の着船場として繁栄した。 
 
（２）悪水の排水路と樋 

新開池の周辺にある集落は、いずれも低地の

ため悪水の排水に難渋した。そこで宝永 5 年

（1708）に徳庵川の南に平行して六郷井路（六

郷川）が開削された。ここに 3 本の悪水井路（鴻

池井路・五ケ村井路・八ケ村井路）が接続され

た。 
 天保 11 年（1840）、今津放出井路の悪水を寝

屋川（六郷川）と徳庵川に排除するため横縄手

樋（または中堤防樋）が設けられた。これによ

って水損の憂いが除かれた。 
 
（３）徳庵川から寝屋川へ変身 

寝屋川は大和川付替えとともに深野池から新

開池へ、そこから徳庵川へ流れ、今福で旧大和

川水系と合流した。ここからの旧大和川は、そ

の後、寝屋川と称されるようになった。大正 11
年（1922）から始まった寝屋川改修工事によっ

て徳庵川と六郷川との中仕切り堤防が撤去され

て一本化され、現在の寝屋川となった。 
 
８．河内平野の飲用水 

 
河内平野には大和川水系の流水や水脈が南か

ら北方へ走っており、飲用水や農業用水はこれ

に依存した。 
 
（１）友井村の飲用水 

長瀬川右岸にある友井村では飲料水は井戸に

よるほか長瀬川の樋門から取水して簡易水道が

作られた。 
 「友井村水極精微」（『河内志』）、「友井は清泉

友井のあるより起れるならん」（『大阪府全志』）

とあるように井戸水は極めて清浄であった。ま

た、延享 4 年（1747）の古文書に簡易水道のこ

とが記されており、友井村 96 軒の飲料水は長

瀬川の樋尻の井戸から竹樋（導水管）を 164 間

（298m）敷設し、村内の 56 か所の井戸へ配水

された。 
 
（２）八尾寺内町の飲用水 

 文明 2 年（1470）、蓮如上人が西証寺（のち

に顕証寺）を建立し、天文 10 年（1541）の頃

に御坊を中心として久宝寺寺内町が誕生した。

寺内町の周囲は環濠と土居に巡らされ、その内

側の土地は長方形に整然と区画された。寺内町

の地下水はあまり良くなかったのか、長瀬川に

基井戸を掘って竹樋管（地下 2.1m）によって

水を引いた（約 300ｍ）。久宝寺村は顕証寺によ

って支配されていたため人々は水汲領として年

１升の米を顕証寺に納めた。大正 12 年に簡易

水道ができるまで久宝寺村唯一の上水であった。 
 
９．名泉と名井 

  
河内平野における名水を『河内志』（1735 年）

と『河内名所図会』（1801 年）に見る。 
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〔櫻井〕；河内郡六万寺村にあり、泉甘而美。 
〔寺井〕；河内郡福万寺村にあり、水清味甘。 
〔友井〕；若江郡友井村にあり、水極清澈。 
〔竹原井〕；渋川郡竹渕村にあり、水極甘美。 
〔清水〕；渋川郡大蓮村にあり。 
〔龍眼(りゅうがん)泉〕；渋川郡乾村のあり、清

微甘味にして、亢干に涸れず。 
〔亀井〕；渋川郡亀井村にあり、いにしえにあり

しが、今涸れて湧出せず。 
〔柏原泉〕；志紀郡柏原村の三田家にあり、 
     清冷甘味、四時増減なし。 
〔土師泉〕；志紀郡道明寺にあり、湧沸不已。 
〔竹原井〕；大県郡高田村にあり。 

竹原井の頓宮にありや。 
〔清浄泉〕；大県郡大平寺村にあり、四時涸れず。 
 
１０．大和川付替え後の農業用水 

  
大和川付替え（1709 年）以前は旧来の用水体

系が形成されていたであろうが、新大和川が開

削されると用水の水利体系は一変した。 
まず、新大和川によって地域が南部と北部に

分断され、狭山池からの灌漑用水の供給が激変

した。狭山池は慶長 13 年（1608）の大改修に

よって池面積が 2 倍以上に拡大され、東除川と

西除川を幹線水路として約 80 か村（5.5 万石、

面積 4,200ha）を灌漑した。大和川付替え（1704）
後は新大和川右岸地域の用水供給が完全に断た

れ、寛延元年（1748）には約 50 か村（3.4 万石）

に減少した。 
そのため、新大和川からの取水樋として 62

か所（右岸側 39、左岸側 23）設置された。し

かし、右岸側の田畑は河川敷よりも高く、取水

は容易ではなかった。 
 一方、流水のなくなった旧大和川水系では、

新大和川に取水樋を設けて引水し、次の 2 つの

水系によって用水が供給された。 
・西用水井路（長瀬川の開発新田に設置） 
  新大和川に築留樋を設け、長瀬川流域の 78

か村（7 万石、面積 4,000ha）に用水を供

給した。 
・東用水井路（玉櫛川に開発新田に設置） 
  新大和川に青地樋を設け、玉串川流域の 21

か村に用水を供給した。 

 なお、築留（大和川の付替え地点）から二俣

（長瀬川と玉串川の分流点）の間の開発新田の

中に幅 10 間（18.2m）の用水井路が設けられ、

十間井路あるいは中堀川と呼ばれた。 
 
１１．大阪平野のおける悪水対策 

 
（１）水利慣行 

 中世末期以降、輪中（囲い堤防）で囲まれた

郷村は、相互に近世的な水利慣行が形成された。

一般に、用水に対しては上流村が優先され、排

水に対しては下流村が優先されるという慣行が

成立した。ただし、淀川左岸の古川流域では排

水も上流側が優先されたといわれる。上流側か

らの排水（悪水）は下流側では用水としてリサ

イクルされるのが通常であった。 
 とりわけ、淀川の後背地は低湿地が多く、悪

水排除は共通の課題であり、そこに排水に関す

る水利慣行ができて、稲作農業がいとなまれた。 
 
（２）縄手 

 縄手(なわて)とは、田の畦道(あぜみち)をいい、

土を盛り上げて田の境界とした。それを郷村が

小堤防によって取り巻かれている関係と同じと

見て、小堤防を縄手（畷）と呼んだと思われる。 
 縄手は他村との境界にあり、道路を兼ねた。

その維持管理は在郷の土豪によって行われ、村

内の用悪水井路とともに一体の水利体系を為し、

縄手によって集落と田地が防衛された。 
 
（３）用水と悪水 

 一般に用水の取水は条件が整えられて解決さ

れたが、悪水の排除は有効な手段がなく、争論

が多発した。これが解消されたのは近代になっ

てからであり、新淀川放水路の開削や動力式ポ

ンプが実用化されてからである。 
 
（４）越石(こしこく) 

 悪水の排水路を人為的に開削する場合、その

ルートは他村の田畑を通過し、そのため潰れ地

が出る。それに対する補償として、一般に潰れ

地の収穫量に見合う米穀を、毎年、支払う慣行

があり、これを越石といった。この制度は近代

まで続き、昭和 5～8 年に水利組合の介在によ
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って解決された。 
 
（５）大阪平野の悪水地域 

 近世の大阪平野の中で、悪水の排除に難渋し

た地域が 3 か所あった。 
 
① 淀川右岸（高槻市と摂津市） 
 天正 16 年（1588）「鳥養惣中三ケ牧水利申合

条々」に「三ケ牧悪水」と記される。ここに出

る「鳥養」は現在の摂津市鳥飼である。「三ケ牧」

が高槻市三箇牧であり、淀川右岸の低湿地にあ

り、ここら下流の鳥飼へ向けて悪水の排水路が

開削された。 
 
② 淀川左岸（寝屋川市・門真市・守口市・  

     大阪市） 
淀川左岸は豊臣秀吉によって文禄堤が築かれ

たため、低湿地と隔離された。そのため悪水の

排除が困難となり、16 世紀末に鯰江川が開削さ

れ、京橋地点で淀川（現在の大川）へ排水され

た。 
 

③ 寝屋川左岸（東大阪市と大東市） 
 河内平野のなかでも、新開池の南側は悪水の

排除が極めて困難な地域であった。その理由は

土地が低く、最寄に排水できる河川がなかった

からである。そのため、人為的に排水路の開削

され、樋門が設置され、排水道具（踏み車や竜

骨車）が使用された。 
 
１２．河内平野の悪水井路 

 
（１）「悪水」（あくすい） 

 この用語は大型の国語辞典（『日本国語大辞典』

〈2001 年〉や『広辞苑〈2008 年〉』）には収録

されているが中～小型の辞典には出ていない。

その理由は現在の日本では日常的に使われなく

なったからであろう。 
 「悪水」という用語は一休宗純（1394～1481）
の漢詩集『狂雲集』に「先師頭面潑二悪水一」（先

師の頭面に悪水をそそぐ）と出る。近世に編集

された『日葡辞書』（慶長元～2 年〈1603～4〉）
には次のように出る。 
・「悪水」‥悪しい水や汚い水。 

・「用水」‥田や菜園などに利用される水。 
・「上水」‥（辞書にナシ） 
・「下水」‥茶の湯での捨て水を入れる器。 
さらに、『百姓伝記』（1680～82）には文中に悪

水が 19 回も登場する。 
 
（２）悪水井路の開削 

① 徳庵井路（徳庵川）の開削 
 新開池から出る流れと菱江川の流水とを分離

するために、明暦元年（1655）、新開池西端の

徳庵から今福に向けて捷水路が開削された（約

3 ㎞）。これが徳庵井路であり、徳庵川と呼ばれ

た。このルートが後に寝屋川の本流となった。 
 
② 六郷井路（六郷川）の開削 
 大和川付替え（1704 年）の後、新開池東南端

の村々と開発新田の悪水を排除するため、宝永

5 年（1708）に徳庵井路の南側に平行して六郷

井路が開削された。その長さは 1,800 間

（3,272m）、幅は 9 間（16.4m）である。その

起点である徳庵には 3 本の悪水井路（鴻池井

路・三ケ井路・八ケ井路）が接続された。 
 大正 13 年～昭和 2 年（1924～27）に寝屋川

下流が改修され、徳庵川と六郷川の中仕切り堤

防が撤去されて一本の河川となった。これが現

在の寝屋川である。 
 
１３．六郷井路と五箇井路 

  
JR 学研都市線の徳庵駅からすぐ北に橋梁が

あり、その下を２本の水路がくぐる。南側が六

郷井路、北側が五箇井路である。これら二つの

井路は開削されてから以後、300 年以上も経過

した今でも、河内平野に存続していることは驚

くべきことである。 
 六郷井路の「六郷」とは吉原・今米・中新開・

加納・本庄・中野・箕輪の地域をいい、低地の

ため排水が悪く、大和川付替え（1704 年）以前

に排水路が作られた。一つは「五ケ村井路」と

いい、長さ 2,100 間（3.8 ㎞）、幅 5 間（9.1m）、

もう一つは「十一ケ村井路」といい、長さ 3,000
間（5.5 ㎞）、幅 10 間（18.2m）をもつ。いず

れも徳庵へ排出された。 
 次の五箇井路の「五箇」とは鴻池新田・菱江
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村・加納村・水走村などをいう。当初は三か村

（吉田・菱江・加納）であったが元禄の終り頃

に二か村（水走・中野）が参入した。宝永５年

（1705 年）頃から作られ、享保 17 年（1732）
には、組合井路として村々出シ樋から徳庵まで、

長さ 2,100 間（3.8 ㎞）、幅 5 間（9.1m）の規模

となった。 
 
１４．河内平野の舟運 

 
（１）川船の種類 

 〔注〕船の積載量は「石」で表される。米

1 石は 150kg であるから、三十石船で

は米 30 石＝4.5 トン積載できる。千石

船では 150 トンになる。 
 
①淀三十石船 
 三十石船は積載量が 30 石であることから名

付けられた。川船で船底が平らかで喫水線が浅

い。長さ 15～17m、幅 1.9～2.5m の船では船

頭 4 人で客定員は 28 人であった。 
大坂の八軒家から京の伏見を往復し、上りは半

日（12 時間）を要するが下りならその半分（6
時間）ですむ。 
 
②上荷船と茶船 
 上荷船の営業範囲は川口の澪標から大坂市中

河川であり、20 石積みで加子 2 人。船の長さ

9.3m、梁間 1.8m。船底が深く、川口の海船か

ら上荷を受取って市中の問屋へ運ぶ。あるいは

問屋から海船へ運ぶ。 
 茶船は、もと茶を炊いて売っていた。上荷船

と同じ働きをし、船の長さ8～8.6ｍ、梁間1.7m。

10 石積みで加子 1 人。 
 
③土石運搬船 
・砂船；長さ 7.2m、幅 1.4ｍ。川の土砂を採取

して販売。 
・土船；長さ 9.9m、幅 2m。山土を積んで販売。 
・石船；長さ 12.7~15m、幅 2.6～2.9ｍ。通常

は売買用の石を運送。 
 
④屋形船 
 遊山客のための貸し船であり、大坂のほか、

住吉・堺・尼崎まで営業した。大型船は長さ 13.9
ｍ、幅 2.4ｍ（加子 6 人）、小型船は長さ 11.2m、

幅 1.7m（加子 2 人）。 
 
⑤剣先船(けんさきぶね) 
 旧大和川筋および寝屋川や平野川で活躍した

川船であり、年貢米や村方荷物の輸送に従事し

た。寛永 15 年（1638）の船改めにより、川船

に剣先船の名称が与えられた。 
次の 4 種類があった。 
・古剣先船；長さ 22m、幅 2.2m、深さ 0.5m

である。寝屋川・楠根川・恩智川・猫間川

の各筋で、京橋から上流は亀の瀬および富

田林まで運航した。 
・新剣先船；大和川付替え後、100 艘が許可さ

れ、木津川から十三間川を経て新大和川を

亀の瀬まで上下した。 
・在郷剣先船；大和川筋の在郷の船で、78 

隻あり、地元の村が所有した。住道 
（現・大東市）を溜り場とした。 

・井路川剣先船；農耕の便のため、多くの用水

路と悪水井路が設けられ、そこを往来した

小型の船。 
 
（２）河内平野の舟運 

 
① 柏原船 
 寛永 10 年（1633）、柏原村（現・柏原市）に

洪水が発生し、死者 36 名、家屋流出 45 軒の被

害を出した。代官の末吉孫左衛門は村を復興す

るため柏原船を発案し、同 13 年（1636）から

営業した。柏原村と大井村（現・藤井寺市）を

中心とした船仲間（15 名、40 艘）で出発した。

のちに（1639 年）に堺と大坂の商人 14 名が加

わり、新たに船 30 艘が許可された。船の大き

さは、長さ 14.1m、梁間 2.4m であった。近世

中期以降は荷動きの減退期に入り、明治 15 年

にはわずか 16 艘に減少した。 
 
② 国分船 
国分村（現・柏原市）の伊右衛門は柏原船に

ならい、底の浅い船で運送を計画し、寛永 16
年（1639）に許可を得て、28 艘作った。正保

元年（1644）には 35 艘となった。大坂～国分
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の間を運送した。船の大きさは、元禄 3 年（1690）
に長さ 21m、幅 2.1m と定められ、舳先のとが

った剣先船の一種であった。 
 明治 22 年、鉄道が湊町～柏原間に開通し、 
貨物輸送は船から鉄道へうつり、やがて国分船

が消えた。 
 
③ 肥え船 
町方から在方へ、農地の肥料となる屎尿を運

搬する船が、近世中期以降では 1,000 艘を超え

た。幕末期には下屎仲間が 328 か村、小便仲間

が 400 か村あり、肥え船は数千艘に及んだ。た

とえば、村明細帳に次のように記されている。 
・新庄村；肥取船 拾四艘 （1735 年） 
・新庄村；小便買船 六艘 （1746 年） 
 
④ 三枚板（川舟） 
開発新田のなかを縦横に走る井路の往来には

小さな舟が必要であった。それに使われたのが

「三枚板」である。舟底を三枚の板で張ったこ

とから名づけられた。その後、5 枚となったが、

名称はそのまま。長さ 7m、幅 1m、深さ 0.4m
の大きさで下肥 18 荷を積んだ。井路では竿で

さし、寝屋川に入ると櫓でこいだ。三枚舟は昭

和 23 年ころまで使われたということだ。 
 
１５．鴻池堰 

  
農家が寝屋川から灌漑用水を取るには水位を

高める必要があり、そこで設置されたのが鴻池

堰である。その位置は鴻池新田会所の近く（現・

東大阪市鴻池本町付近）であった。用水期の 4
か月間（6月 1日～9月 30日）は堰が閉鎖され、

灌漑用水が確保された。そのため、堰を境とし

て上下流で船を運航させた。堰の両端に船越し

場が設けられ、川敷に丸太を敷きつめて積荷を

降ろして船を引っ張り上げた。船越しをしない

場合は堰を挟んで同数の船を用意し、船荷を積

み替えた。 
 堰より上流では堀溝から出発した船は午前 9
時すぎに堰に着き、ここで大阪より来た船と荷

物を交換した。なお、冬期は堰が開いているが、

流水量が少ないために水深が浅く、操船するの

が困難であった。 

【第３部 水にちなむ地誌】 

 
 
１．日下江の蓮 

 
① 日下江の蓮の歌 
 『古事記』に「日下江の蓮」の歌がある。 
「日下江の 入江の蓮 花蓮 身の盛り人 羨しき

ろかも」（原文；久佐迦延能 伊理延能波知須 波
那婆知須 微能佐加理毘登 登母志岐呂加母。〈意

味〉日下の入江に咲いた蓮の花のような、今が

身の真っ盛りである若い人がうらやましい。） 
 雄略天皇が若いころ、美しい乙女をみて「い

ずれ宮廷に召し入れよう」と約束したのに、す

っかり忘れてしまった。80 年の歳月が経って、

身の盛りを過ぎた乙女が天皇に申し上げて詠ん

だ一首である。 
 『万葉集』にも蓮の歌がある。 
“草香江の 入江に求食る あし鶴の 
  あなたづたづし 友無しにして”〔575〕 
（意味）草香江の入江で食べ物を探している葦

辺の鶴のように、友を失って私はすこぶる

たどたどしい感じでおります。 
 
② 枚岡の原始ハス 
 東大阪市の生駒山麓にある善根寺町の 
大井路に蓮が自生していた。昭和 11 年、ハス

の研究で有名は大賀一郎博士によって原始的ハ

スと鑑定された。花も葉も小形であり、普通種

の半分くらいであり、蓮根も親指くらいの大き

さしかない。昭和 45 年、大阪府の天然記念物

に指定された。 
 
２．日下の直越え道 

 
（１）『古事記』の直越え道 
 古代に難波（なにわ）から大和へ通じる道は

数本あったが、平城京へ遷都されてからは生駒

山を越える道が最も近かった。これには日下越

えと暗峠越えの 2 ルートがあった。日下越えの

道は「直越え道」ともいわれ、『記紀』や『万葉

集』の時代から利用された。 
 『古事記』雄略天皇条に「初め大后、日下に

坐しし時、日下の直越の道より、河内に幸行で
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ましき（原文；自二日下之直道一、幸二行河内一）」

とあり、大和から生駒山を越えて河内にでたこ

とが記される。 
 
（２）生駒山と直越え道 

 河内平野の東側を限るのが生駒山地であり、

その標高は 642.3m である。生駒山は日下の入

江ばかりが難波の海からもよく見えた。『万葉集』

にも「難波津を こぎ出て見れば 神さぶる 生駒

高嶺に 雲ぞたなびく」と詠まれている。日下の

直越え道の登り口は東大阪市日下町と春日神社

（善根寺町）あたりにあり、山越えして生駒市

へ下りた。 
 このルートは古代に利用されたが、近世にな

ると北方の清滝街道と南方の暗越え奈良街道が

主街道となった。 
 
① 神武東征と孔舎衛坂 
 『日本書紀』に神武東征の記事があり、「孔舎

衞坂（くさゑのさか）」が登場する。前記の「日

下の直越え道」である。 
 神武天皇が奈良盆地西北にいる小豪族・長髄

彦（ながすねひこ）を敵として九州から難波を

通って日下の入江で上陸した。軍勢は大和川北

岸の竜田道に向かったが道が狭いうえに険しい

ため、引き返して生駒山を越えて大和に入った。

この時、敵の長髄彦は兵を起こして「孔舎衞坂

にして、与に会ひ戦ふ。‥皇師進み戦ふこと能

はず。」。そこで天皇軍はルートを変え、遂に敵

を倒した。これが神武東征の話である。 
 
② 日下と孔舎衙 

「日下」は『古事記』に次のように出る。 
「姓（うぢ）におきて日下（にちげ）を玖沙訶

（くさか）と謂ひ」、「大后、日下（くさか）に

坐しし時、日下の直越の道より河内（かふち）

に幸行（い）でましき。」。 
 なお、「孔舎衞坂」は前記のように登場し、多

くの文書や傍訓は「衞（衛）」とするが「衙」 
とするものもある。 
 近世の日下村は善根寺村は明治 22 年の町村

制によって日根市村となり、これが大正元年に

孔舎衙村となった。枚岡市として統合されたの

は昭和 30 年であり、42 年に 3 市（布施市・河

内市・枚岡市）が合併して東大阪市となった。 
 
３．日下町のこと 

 
（１）「日下（草香）」の由来 

〔その 1〕日下（ひのした）の草処、即ち東に

太陽が昇る草深いところであり、草

の香りがする（草香）。 
〔その 2〕日下は「日の下」、大和国から見て、

日が下りる方向にある。 
〔その 3〕古代王家の領地は名代（なしろ）と

呼ばれ、日下の地は大草香皇子の領

地であった。 
 
（２）全国の「くさか」 

『地名の由来を知る事典』（武光誠、東 
京堂出版、1997 年）には「くさか」という地名

例が 15 か所あげられている。東大阪市日下町・

出雲市日下町・福岡県草香江・兵庫県一宮町草

香北などであり、ほかに「くさか」にかかわる

表記として、日下部・草部・草ケ部・草加部・

草壁などがある。 
 なお、古代の「日下」は「草香」とも書かれ

た。しかし、時代が進むと漢字が音読みされる

ようになり、また書体が簡単な方へ変化した。

「草香」が「草加」と変わった例がこれに当た

る。 
 
（３）日下での仮住まい 
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 昭和 41 年頃から近鉄奈良線の石切駅近くで

2 年余、間借りしたことがあった。すぐ近くに

旧駅舎「孔舎衛坂駅」（昭和 39 年廃止）、その

東側に旧線の生駒トンネルがあり、湧出する水

は夏でも冷たかった。高台から西方を眺めると

東大阪市から大阪市が一望にみえた。冬になる

と都市がスモッグに覆われてしまい、出勤のた

びに溜息をついたものだ。近鉄奈良線は河内平

野を横断しており、通勤途上、自動車道の工事

や鉄道の高架化、あるいは沿線のマンションの

建築が目についた。ちょうど東大阪市の都市化

が促進される時期であった。 
 
４．『万葉集』に詠まれた河内 

 
日下江の蓮と葦鶴は既述の通りであるが、河

内の各地で水辺の情景が詠まれている。 
 

 
① 〔難波の小江〕 
 長歌（3886）は、蟹のために痛みを述べたも

ので、難波の小江が登場する。この小江は河内

平野の日下江のうち、難波宮に近い方を指す。

「おし照るや 難波の小江に 廬作り 隠りて居

る 葦蟹を‥」 
 
② 〔横野と横野堤〕 
 「紫草(むらさき)の 根延(ば)ふ横野の 春野に

は 君を懸けつつ 鶯鳴くも」（1825）。 
 生野区巽大地町に式内社・横野神社があり、

この一帯が横野である。ここに南北方向の堤防

が築かれて「横野堤」と呼ばれた。古代の地理

では河内入江から難波宮の東西方向を主に考え

られ、これに直交する南北方向は「横」と扱わ

れた。 
 
③ 〔伎人郷と息長川〕 
 河内国伎人郷(くれのさと)の馬国人が宴会を

したときの歌 3 首（4457～4459）がある。こ

のなかに「鳰鳥(にほどり)の 息長川は 絶えぬ

とも 君に語らむ 言盡きめやも」と息長川(おき

なががわ)が詠まれている。この川は『万葉集』

の注釈では近江国の息長村（現・近江町）を流

れる川とされている。ところが郷土史家・三津

井康純氏が古図から大阪の川だと発表された。

『東成郡志』（大正元年刊行）には「今川は、古

くは西除川、天道川、息長川と称された。息長

川は今の旧河身なり。‥丹北郡より流れて喜連

村に入りて息長川と称せり。今の河身は、往古

の流域と異なるために今川と称す。」と出る。 
 
④〔弓削の河原〕 
 埋木（うもれき）に与する歌として「眞鉋持

ち 弓削の河原の 埋木の 顯るましじき 事にあ

らなくに」(1385 )がある。その意味は「弓削の

河原にある埋木がやがて現れるように我々の仲

は世間に知られないはずもない。知られなけれ

ばよいのだが。」なお、「眞鉋持ち」は「弓削」

かかる枕詞。 
 
④ 〔河内の大橋〕 
 河内の大橋を一人で歩む娘子を見て詠んだ長

歌と反歌がある。 
・長歌「級照る 片足羽河の さ丹塗の 大橋の上

ゆ 紅の 赤裳すそびき‥」（1742） 
・反歌「大橋の 頭（つめ）に家あらば うらが

なしく ひとりゆく兒に  宿貸さましを」

（1743） 
〔補記〕河内大橋の位置 
 ・知識寺（大平寺）の西側に大和川があり、

そこから難波への交通路として大橋が架

けられた。 
 ・河内の国分寺が柏原市国分東条に建立され

た。竜田越えの道（竜田本宮～大平寺のコ
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ース）から国分寺に礼拝するために大和川

を渡る橋で、今の国豊橋かその上流に架け

られた。 
・河内の国府は藤井寺市にあり、国府と国分

寺をつなぐ石川に橋が架けられた。 
⑤ 〔河内女（かふちめ）〕 
 河内の国では帰化人が多かったから染色が発

達していたのであろう。片絲（より合わせてい

ない糸であり、片思いの意味をこめる）に寄せ

る歌がある。「河内女の 手染の絲を くり反し 
片絲にあれど 絶えむと思へや」（1316）。その

意は弱い片糸ではあるけれど（片思いであるけ

れど）切れようとは思わない。 
 
⑥〔竹原井と河内離宮〕 
 聖徳太子が竹原井に行かれたときの挽歌があ

る。「家にあらば妹が手まかむ草まくら旅に臥

(こや)せるこの旅人(たびと)あはれ」（415）。 
 歌（4457）の題目に河内離宮へ行幸されたこ

とが記される。離宮は竹原井と同じ位置にあっ

たとされる。 
 
⑥ 〔知識寺〕 
 建立は白鳳時代、柏原市大平寺 2 に石碑があ

る。天平 12 年（740）、大仏建立を発願。 
聖武天皇が難波宮へ行幸の折、参拝された。高

さ 50m の西塔と東塔があり、清浄な泉が湧い

た。現在、石(いわ)神社のある一帯が知識寺で

あった。 
 
５．大江御厨 

 
 奈良時代の頃、大きな湖沼に産する魚介類を

皇室に納める供御(くご)の御厨(みくりや)が設

置された。御厨というのは皇室の供御（天皇の

飲食物）や神社の神饌の料を献納した皇室や神

社の領地であり、古代末には荘園の一種となっ

た。延喜 5 年（905）に河内の湖沼全体と大和

川等の水面を含んだ広大な地が新たに大江御厨

と定められた。 
 平安時代を通して湖沼の東南部に住居を構え

た水走氏は 1144～45 年頃、水走から吉田川に

沿った 108 町に及ぶ土地を開発して私領とし、

広大な大江御厨を支配した。水走氏一族は大江

御厨と私領を支配したほか、湖沼や河川にわた

る漁業権や水上交通権を握った。 
 
６．水走と水走氏 

 
 東大阪市に「水走」という地名があり、「みず

はい」と読む。「水が走る」とはユニークな呼称

であり、洪水の水が走ったのか近くに河川が急

流であったのか、いろいろに連想させる。 
古代末期から中世にかけて活躍した土豪・水

走氏の発祥地が恩智川下流の左岸にあり、氏名

は「みずはや」と読まれた。現在の東大阪市五

条町（枚岡駅の東南）付近を本拠地として河内

郡ほかに多くの領地を持ち、皇室領の大江御厨

を管理した。また、枚岡神社の神官も務めた。

鎌倉～室町時代には水走荘という荘園があった。 
なお、『河内志』（1737 年）に「村里；水走」

があり、水走村橋が恩智溝を跨ぎ、また、『河内

名所図会』（1801 年）でも恩智川は河内郡の福

万寺と水走などを経て三箇村で寝屋川に入ると

ある。「水走」はいずれも「みづはへ」と呼ばれ

ている。 
近世から水走村であったが明治 22 年に英田

(あかた)村の大字となり、その後、河内市から

東大阪市の町名となった。 
 
７．掻揚げ田と河内木綿 

 
 河内平野では畑地に綿を植えたほか水田にも

独自の工夫をして綿を栽培した。幅 1～2ｍ、長

さ数十ｍに土盛り（畝づくり）をして、そこへ

綿作りをし低い所には米作りをした。特に砂質

土の多い河道跡では排水が良好で綿作に適して

いた。一般に綿作りの 1 反歩の収益は、米作り

の 3 反歩の収穫と同程度といわれた。 
 長瀬川左岸では、田畑のうち綿作地の割合は

次の通りであった（嘉永 6 年<1853>）。 
・柏田村 ‥62%  ・南蛇草村‥60% 
・北蛇草村‥58.5％ ・衣摺村‥51%  
・岸田堂村‥54.8% 

 河内木綿は太い綿糸で織り上げ、紺色に染め

られた綿布であり、丈夫であった。明治 15、16
年頃まで綿作りが行われていたが、大正末には

なくなった。 
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大阪市下水道施設のネーミング 

山野 寿男 

 
（まえがき） 

 都市の基幹施設として大阪市の下水道は全

市域に完備された。その施設は管渠・抽水所（ポ

ンプ場）・処理場の 3 種に分類され、主として

所在地の町名によって命名される。しかし、中

には由来の分かりにくいものがあり、それを取

り扱ったのが本稿である。 
なお、個々の下水道施設には専門的な呼称が

あるが、現在でも大阪市下水道で用いる「抽水

所」（ポンプ場）と「沈澄池」（最終沈殿池）は

日本の上下水道に類例がない。 
 
１．大阪市と下水道 

 
（１）大阪市域と行政区 

 大阪市は明治 22 年に市制を施行して以来、3
次にわたる市域拡張を行い、それとともに行政

区数と町名数が増加した。 
 
① 市制施行 
 明治 22 年（1889）4 月 1 日に施行。市域面

積 15.27 ㎞ 2、人口 472,247 人。 
＊行政区は東西南北の 4 区、町数は 518。 

 
② 1 次市域拡張 
 明治30年（1897）4月1日に東成郡と西成郡の

28町村（4町24村）の全部または一部を編入。

市域面積55.67km2、人口758,285人。 
＊行政区は 4 区制のまま、町数は 598。 

 
③ 第 2 次市域拡張 
 大正 14 年（1925）4 月 1 日に東成郡と西成

郡の 44 町村（17 町 27 村）を編入。市域面

積 181.68 ㎞ 2、人口 2,114,804 人。 
＊行政区は 13 区制（新設 9）、町数は 973。 
＊昭和 7 年に 15 区制（2 区を分区）。 
＊昭和16年に「町界・町名・地番の整理方針」

を制定。昭和40年に一部改正。 
＊昭和 18 年に 22 区制（新設 4、分区 3）。 

④ 隣接６か町村編入（第 3 次市域拡張） 
 昭和 30 年(1955)4 月 3 日に隣接６町村 
（2 町 4 村）を編入。市域面積 202.31 ㎞ 2、人

口 2,547,316 人。 
 ＊昭和 37 年に「住居表示に関する法律」施

行（14 区で実施）。 
 ＊昭和 40 年度～平成元年に「住居表示整備

事業」を実施。町丁数が 2,964 から 1,897
へ減少、町名数が 1,188 から 575 へ減少。 

 ＊昭和 49 年に 26 区制（4 区新設）。 
＊平成元年に 24 区制（2 区を合区）。 

 
（２）大阪市の町名 

① 町名の由来 
〔地形に由来〕（河海に面する大阪市は地形 

に特色がある。） 
・島や崎；中之島、堂島、酉島、歌島、 
    曽根崎、豊崎、中崎、御崎など。 
・海や港；築港、南港、北港、 

海岸通など。 
・津や江；津守、中津、今津、桑津、 

     江口、海老江、片江、野江など。 
・河川や堀川；木津川、今川、桜川、 

     道頓堀、長堀、空堀など。 
 ・土地の凹凸；大野、中野、遠里小野 
     桃谷、細工谷、夕陽丘など。 
〔商工業名や地縁者に由来〕 
 ・商工業名；瓦屋町、糸屋町,博労町など。 
 ・地縁者；市岡、宗右衛門町,新喜多など。 
〔社寺や施設に由来〕 
 ・神社や仏閣；住吉、天満,四天王寺など。 
 ・橋や道路；日本橋,天神橋,心斎橋筋など。 
〔土地や制度に由来〕 
 ・農耕；本田(ほんでん)、苅田、田辺など。 
 ・統治制度；大手前、上町、十八条など。 
〔嘉名その他に由来〕 
 ・嘉名や美称；松、梅町、鶴町,万代など。 
 ・その他；昭和町、天下茶屋、巽など。 
 

第 6号 秋季号 
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② 町名数の変遷 
町名は、連合町名と丁目で表わされる。 

例えば「天満一丁目」の場合は連合町名が「天

満」、丁目が「一丁目」となり、天満には一丁目

から四丁目まであるから、連合町名数は 1 であ

るが、町丁名数（町丁目数）は 4 となる。また、

連合町名（○○）が同じであるのに冠称（東○

○など）や付称（○○大通など）を付加する場

合があり、町名数が増加する。 
 これらの「丁目」あるいは「冠称や付称」を

取除いた本来の町名を仮に「基礎町名」と呼べ

ば近世から現在までの町名数は次のようになる

（基礎町名数は筆者の算定）。 
・天保 2 年（1782） ；町丁名数 ＝620 
            基礎町名数＝367 
・明治 22 年（1889）；町丁名数  ＝518 
           基礎町名数＝？ 
・平成 17 年（2005）；町丁名数 ＝1,902 
           町名数   ＝ 581 
           基礎町名数＝418 
〔補記〕「町界・町名・地番の整理方針」 

 昭和 16 年に制定。これによると町の大き

さは標準 3 万坪（9.9ha）とし町の名称は連

合町方式とする。多数町については同一名称

の下に丁目を付して町名とする。 
例えば「天満一丁目」とし、「天満町一丁

目」は不可。また、連合町の配列は大阪城を

標準として、これに近いものから順番に丁目

を付ける（ただし十丁目以下）。 
 
（３）下水道施設の区分 

下水道施設は機能によって大きく 3種類に区

分される。施設個々には専門的な名称があり、

法令に基づく諸手続きや施設案内の説明に必要

であるが、本稿では施設のネーミングについて

記述した。それによって市民に親しまれ、管理

事務所の所在地や工事施工の理解が得られる。 
〔補記〕大阪市下水道の施設数 
    ＜「大阪市の下水道、2008 年」より＞ 
 ・管 渠‥4,857 ㎞（管径 0.2~6.5m ほか） 
・抽水所‥57 か所 
・処理場‥12 か所 

 ・管理事務所‥4 か所（＊東西南北） 
 

① 下水道管渠 
 下水（汚水と雨水）を排除するための施設は

「管渠」あるいは「管路」と呼ばれる。「管渠」

は一般的な用語でないが、下水道管の形状は円

形（管）と方形（渠）に代表されるところから

使われる。なお、管渠は規模の大小によって幹

線と枝線とに分かれ、幹線のみがネーミングさ

れる。 
 
② ポンプ場（抽水所） 
 一般に下水ポンプ場または排水機場と呼ばれ

るが、大阪市では明治以来、「抽水所（ちゅうす

いしょ）」と呼称する。ポンプもかつて「喞筒（そ

くとう）」と呼んだ。 
 
③ 下水処理場 
 下水を最終的に処理する施設であり、汚水を

浄化し、雨水を排除する。なお、法令（「下水道

法」）では「終末処理場」と定義されるがイメー

ジが良くないため、「浄化センター」などが用い

られる。しかし、大阪市では「下水処理場」を

通用している。 
 
（４）大阪市下水道事業の歩み 

 大阪市の下水道は近代から現代にかけて次の

ような事業が行われた。 
 
① 下水道改良事業 
 近世に建設された下水道は地中浸透式・開渠

式であったのを近代に不浸透式・暗渠式に改良

し、あわせて市街地に小管路を埋設した。 
次の２つの事業がある。 
〔中央部下水道改良事業〕 
 明治 27 年 12 月～34 年 12 月。 

〔第 1 回下水道改良事業〕 
  明治 45 年 1 月～大正 11 年度。 
② 都市計画下水道事業 
 「都市計画法」（大正 8 年公布）に基づいて

実施された下水道事業であり、第 1 期～第 5 期

にわたる。 
〔第 1 期〕；大正 11 年 6 月～14 年 3 月。 
〔第 2 期〕；大正 13 年 9 月～昭和 3 年 3 月。 
〔第 3 期〕；昭和 3 年 9 月～13 年 3 月。 
〔第 4 期〕；昭和 6 年 12 月～16 年 3 月。 
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  ＊「都市計画下水処理事業」であり、別称

「第 4 期下水道事業」。この事業で大阪

市最初の処理場が建設された。 
〔第 5 期〕；昭和 12 年 4 月～19 年 8 月（中止）。

別称「第 2 次下水処理事業」。 
 
③ 戦災復興および高潮対策事業 
〔戦災復興事業〕；昭和 20 年以降。 
〔高潮対策事業〕；昭和 21 年以降。 
 ＊西大阪高潮対策事業は昭和 25～34 年。 
 
④ 公共下水道整備事業 
〔処理場建設事業を再開〕；昭和 32 年 2 月 
  ～35 年 3 月。 
＊中浜・市岡・住吉の 3 処理場を着工。 

〔下水道整備10か年計画事業〕：昭和35年 
  4 月～43 年 9 月。 
 ＊全処理区および 12 処理場を対象とする。 
〔下水道整備 5 か年計画事業〕 
〔第 1 次〕S43.10  〔第 2 次〕S47.11． 
〔第 3 次〕S52. 4．  〔第 4 次〕S56. 4  
〔第 5 次〕S59. 4.  〔第 6 次〕S63. 3.  
〔第 7 次〕H 4. 4.   〔第 8 次〕H 9. 4.  
〔第 9 次〕H13. 4.  

 ＊「5 か年計画事業」は「下水道整備緊急措

置法」に基づいて昭和 42 年 6 月～平成

15 年 3 月まで執行された。 
 
（５）下水道事業と施設のネーミング 

 

① 近世の下水道 
近世大阪では下水道を「水道」と呼び、その

構造は背割形式と側溝形式であった。近世の地

図に大きな下水道として上町地区に 2 本、船場

地区に 2 本の水道が明示され、いずれも当時の

下水道幹線であった。 
② 近代の下水道改良事業 
<ⅰ>「中央部下水道改良事業」 
 近代下水道として明治 27 年から「中央部下

水道改良事業」が開始された。これは近世に建

設された開渠式下水道を不浸透性の暗渠式に改

良するもので、幹線名は付けられていない。 
<ⅱ>「第 1 回下水道改良事業」 

明治 44 年に着工、市内を 8 つの排水区に分

ける。幹線として「曽根崎幹線・曽根崎新地

幹線・西野田幹線」があるが数は少なく、流

路の上下流の地名あるいは町名によって名付

けられている。しかし、幹線の受持つ排水面

積は 40～114ha と小さく、幹線の延長も短い

上、小区域であった。 
 
③ 都市計画（第 1～3 期）下水道事業 
 第1期事業は大正 10年 12月に大阪市会で議

決し、「下水道法」による認可を申請したが、都

市計画事業として認可しているので重ねて認可

することは不適当ということで認可指令は出さ

れなかった。 
大正 11 年に着工、排水面積はそれぞれ 42～

120haと小さく、幹線名称は挙げられていない。 
続いて第 2 期（大正 13 年～昭和 3 年）と第 3

期（昭和 3~13 年）が実施された。第 3 期でも

排水面積は 27~271haと小さく、「大きな暗溝」

として「善源寺東野田幹線」などの名称がある。 
 
④ 「大阪市下水處理計畫」（構想） 

大阪市域の拡張を控え、大正 12 年に大大 
阪（だいおおさか）の下水道構想が策定された。

これは計画案であり、事業化はされなかった。

計画図に「天王寺桃山幹線・住吉柴谷幹線・第

一号～第五号幹線」などの名称がみえる。天王

寺と桃山の町を結ぶのが「天王寺桃山幹線」、住

吉と柴谷の町を結ぶのが「住吉柴谷幹線」であ

る。 
 下水処理区は市域を 4 つに分け（北部・中部・

東部・南部）、流末に処理場が配置された。ただ

し、東部のみ促進汚泥法であるが、残りは除塵・

除砂の上、放流であった。 
 
⑤ 「綜合大阪都市計画」による下水道事業 
<ⅰ>「綜合大阪都市計画」の決定 
 全市的な都市計画として「都市計画法」に基

づき昭和 3 年に決定された。その内容は道路・

運河・墓地・下水道にわたる。下水道計画では

大阪市で初めての下水処理場が決定された。施

設のネーミングは次のように付けられた。 
下水道幹線は起点（上流端）と終点（下流端）

の町名や地域名によって命名された。 
・堂島海老江幹線 ・平野中浜幹線 
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・天王寺中本幹線 ・豊里柴島幹線など 
中には町名と知名度の高い名前とを折衷して

命名されたものもある。 
・東横堀津守幹線 ・西長居大和川幹線（東

横堀や大和川は河川名）など。 
 一方、下水処理場は市内を 5処理区に分けて、

次のように計画された。 
・淀川北部処理区→福町処理場 

 ・北部処理区  →海老江処理場 
 ・中部処理区  →津守処理場 
 ・東部処理区  →中浜処理場 
 ・南部処理区  →大和川処理場 
〔参考〕都市計画道路の命名法 
・町名（地域名）による（最も多い）； 

「築港深江線・難波住吉線・泉尾今里線」

など。 
・都市名と地域名による； 

「尼崎堺線（尼崎市～大阪市～堺市）・尼

崎平野線・桜島守口線」など。 
・愛称または河川名による； 

「御堂筋線・大阪中央環状線または淀川北

岸線・大和川北岸線」など。 
 
⑥ 都市計画下水処理事業 
「綜合大阪都市計画」に基づき昭和 6 年 

に着工された。この事業は別名「都市計画第 4
期下水道事業」とも呼ばれ、大阪市で最初の下

水処理場が建設された。計画書に「東横堀津守

幹線・西長居大和川幹線・堂島海老江幹線・平

野中浜幹線・天王寺中本幹線」などの多くの幹

線がある。名称の付け方は幹線の起点と終点の

町名または地域名による。なかには「大和川」

などの例外もある。 
 下水処理場は立地する町名または河川名によ

って命名された（上記）。 
 
⑦ 都市計画の変更と第 5 期下水道事業 
「綜合大阪都市計画」（昭和 3 年）を変更す

る「大阪都市計画（下水道の部）」変更は、昭和

12 年 3 月に内閣認可を受けた。これによって 5
処理区 5処理場から 5処理区 8処理場へと変更

され、「都市計画第 5 期下水道事業」（別称、第

2 次下水処理事業）がスタートした。追加され

た 3 処理場は次の通りであり、名称は立地する

町名による。 
 ・北部処理区に高見処理場を追加 
 ・中部処理区に千島処理場を追加 
 ・東部処理区に今福処理場を追加 
 
⑧ 「下水道整備 10～５か年計画」事業 
 昭和 35 年度から計画的な下水道整備事業が

開始された。その前駆をなすものが 32 年度に

再開された処理場建設事業であり、中浜と市岡

の両処理場が着工された。なお、33 年に新「下

水道法」が制定された。 
 幹線の名称は｢都市計画下水道事業｣と同じよ

うに、起点（上流端）と終点（下流端）の町名

を用いて命名することが基本であった。なお、

「下水道法」と「都市計画法」では法令上、幹

線の取扱いに次の差異がある。 
・「下水道法」（昭和 33 年）の幹線は「主要な

管渠」を目安として適宜、決定し、枝線と

区別する。 
・「都市計画法」（昭和 44 年）に基づく幹線は、

一つの処理区で 2～3 本に限定する（大阪

市の場合）。幹線は本来、公共道路内に埋

設されるが、中には用地買収を伴う路線が

あり、そのため「都市計画法」に基づき建

築制限を課し、土地収用権を行使する場合

がある。そのため幹線を民有地に計画する

場合は調書と図面にその明細を記載しな

ければならない。 
〔補記〕浸水対策と市民 PR 

 下水道の完備した地域において、豪雨時に

浸水する個所が発生した。そのため計画雨水

量を見直して増補幹線が計画された。その代

表が「天王寺－弁天幹線」（昭和 48 年着工～

57 年完成）であり、現在では「天弁（てん

べん）幹線」の呼称で親しまれている。 
昭和 57 年の豪雨で平野川水害が発生し、

そのための抜本策として河川トンネルとと

もに「平野－住之江下水道幹線」が計画され

た。その途上、市民 PR のために幹線名に愛

称をつけることが論議され、「なにわ大放水

路」が誕生した。筆者は「なにわ」と「大放

水路」の表現が大げさに過ぎると思ったが、

今では幹線名よりも愛称の方が定着してい

る。 
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２．法手続きと施設名称 

 
（１）法令の規定 

 
①旧法の時代 
 
<ⅰ>「東京市区改正条例」 
 明治 21 年（1888）制定。日本最初の都市改

造法（計画法）であり、これによって東京市の

市区改正（都市計画）がスタートした。大正 7
年（1918）に大阪市に準用され、8 年に「大阪

市区改正設計」の認可を得た。その内容は市街

地の道路改良が主体であり、下水道は含まれな

かった。 
 
<ⅱ>旧「下水道法」 
 明治 33 年（1900）制定。本法は下水の排除

を規定したもので、対象は管路施設のみであり、

下水処理場は含まれない。法手続上、幹線名称

が必要かどうかは不明。 
 
<ⅲ>旧「都市計画法」 
「市区改正条例」にかわって大正 8 年（1919）

に「都市計画法」が制定された。 
 大阪市最初の下水道計画は昭和 3 年に「綜合

大阪都市計画」として策定された。 
 
②新法の時代 
 
<ⅰ>新「下水道法」 
昭和33年（1958）に制定。下水道事業認可に

「主要な管渠」を調書と図面に明示することが

必要であり、そのために幹線名がつけられた。

なお、「主要な管渠」とは下水排除面積が20ha
以上の管渠をいう（省令第3条）。 

 
<ⅱ>新「都市計画法」 
昭和 44 年（1969）に制定。都市計画決定お

よび都市計画事業認可に下水道施設（処理場・

ポンプ場・幹線）を明示することが必要となっ

た。これによって私有地の建築制限、収用権（土

地の強制的取得）、受益者負担金や都市計画税の

賦課が可能となる。ただし、幹線の指定本数は

下水道事業認可ほど多くはない。 

下水道計画では、「種類・名称・位置・区域・

排水区域」の記載が必要である。幹線の位置は

「〇〇市○○区○○町○丁目」と表記し、「管径

×延長」が必要である。 
 
（２）他都市におけるネーミング例 

 
① 下水道幹線 
 
〔東京都〕＊『日本下水道事業史（事業編）』より 

・「神田下水」‥「神田」は地名であり、「下水」

は近世から構造物も意味した。管渠は本管

（幹線：卵形レンガ造り）と分管（枝線；

陶管）に区別された。 
・「浅草幹線」‥大正 2 年に直営施工。幹線に

地名「浅草」を冠する。 
 
〔京都市〕＊昭和 10 年 2 月に認可された「10 か年継

続事業」に以下の幹線名がある。 
 ・東山幹線 ・河原町幹線 ・東洞院幹

線 ・西洞院幹線 ・堀川幹線 ・西の

京幹線など。 
〔補記〕京都市の住居表示は街区単位で 

行われず、道路名称に基づいている 
ようで、幹線名は地名か道路名に由 
来するのか筆者には不明。 

 
〔神戸市〕＊現代の下水道汚水幹線図と雨水幹線図より。 

 （汚水幹線）・鳴尾御影東汚水幹線 ・住吉魚崎

幹線など地名（町名）に由来。 
・兵庫高区幹線と兵庫低区幹線 ・生田高

区汚水幹線と生田低区汚水幹線 
（雨水幹線）・御影幹線 ・湊町幹線など地名

（町名）に由来。 
 ・天井川幹線（天井川に由来か）・高羽幹線（高

羽川に由来か） 
 ・西神戸 2 号幹線や西神戸 6 号幹線、旧市郡

界幹線というのもある。 
〔補記〕分流式の神戸市では汚水幹線に比べ

て雨水幹線が細かく設定されている。 
〔大阪府流域下水道〕＊PR 図面より 
・下流部から上流部へ命名； 
「寝屋川枚方幹線」（枚方→寝屋川へ） 
「門真守口幹線」（守口→門真へ） 
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「茨木箕面幹線」（箕面→茨木へ）ほか。 
・上流部から下流部へ命名； 
「熊取泉佐野幹線」（熊取→泉佐野へ） 
「岬阪南幹線」（岬→阪南へ） 

・河川沿いの幹線；淀川左岸幹線・石川右岸幹

線・石川左岸幹線など。 
・施設沿いの幹線；中央北幹線・中央南幹線（中

央環状道路によるか）など。 
〔補記〕大阪府の流域下水道は全国に先駆 

けて実施された。幹線名が下流部から 
上流部へ命名されたのは「都市計画法」 
の図示に基づく手法であり、早くに事 
業化された地域と思われる。新しい地 
域では上流部から下流部への命名とな 
っている。 

 
② 下水処理場 
〔東京都〕 
・「東京市三河島汚水処分工場」‥通水時（大正

11）の名称、散水濾床法による。 
・「芝浦処理場」‥通水時（昭和 39 年）の名称。 
・「芝浦水再生センター」‥現在の名称。ほか

19 か所の処理場も同様。 
 
〔名古屋市〕 
・「名古屋市下水処分場」‥昭和 3 年の認可書

の表記。 
・「熱田下水処理場」‥通水時（昭和 5 年）の

名称。 
 
〔大阪府流域下水道〕 
・「鴻池処理場・川俣処理場」‥通水時の名称で

あり、現在は「鴻池水みらいセンター・

川俣水みらいセンター」と改称。 
・「竜華水環境保全センター・なわて水みらいセ

ンター」は現在、建設中の呼称。 
 
〔その他の都市〕 
・一般に多いのは「浄化センター」、「浄水苑」

というのもあり、変わったところでは「姫路

市東部析水苑」や「白川クリーンセンター」

（岐阜県白川村）がある。 
 
〔補記〕下水処理場は「終末処理場」 

 「下水処理場」は「下水道法」（昭和 33 年制

定）第 2 条（用語の定義）では「終末処理場」

となっている。そのため認可などの法手続きに

「終末処理場」が使われる。なぜ、「終末」とい

う奇妙な用語が使われたのか？ 新「下水道法」

を制定する当時の事情がからんでいるようだ。

旧法（明治 33 年制定）では「下水」に屎尿は

含まれなかったが、新法（昭和 33 年制定）で

は、「屎尿を含む下水を処理する」ものに限ると

ころから「終末処理場」が使われた。これは「清

掃法」に規定する「終末」の意味と同様の考え

方に立ったということである。 
 
③ 上水道の浄水場 
・「桜の宮水源地」‥大阪市で最初の浄水場 

であり、明治 28 年に通水。事業史の図面 
に「大阪市水道水源地」と表記される。 
大正 4 年に廃止。 

・「柴島水源地」‥建設時（大正 2 年）の名称、

昭和 12 年の新聞記事に「柴島水源地 
淨水所」と出る。今は「柴島浄水場」。 

・横浜市「野毛山貯水場」‥明治 20 年創設。 
 のちに「野毛山浄水場」となった。 
 
３．大阪市下水道施設のネーミング 

 
 下水道施設の大半は所在地の町名によってネ

ーミングされる。しかし、大阪市の町名は近世

以来の長い伝統をもち、それぞれに故事来歴を

有し、現在の町名から見当もつかない名称のも

のがある。以下に、その代表的なものを処理区

単位で紹介する。なお、参考文献は次の通りで

あり、文中に引用した場合はカッコ内に略称で

記載した。 
・『大阪府の地名Ⅰ&Ⅱ 日本歴史地名大系 28』 
    平凡社 1986 年発行（『地名体系』） 
・『角川日本地名大辞典 27 大阪府』 
    角川書店 1983 年発行（『角川地名』） 
・『大阪の地名由来辞典』編者；堀田暁生 
    東京堂出版 2010 年（『地名由来』） 
〔補記〕処理区の記載順序 
 大阪市の下水道は 12 の処理区に分割され

ている。これを調書や資料に記載するには順

序をつける必要があり、一般に建設年次の古
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い順に並べられる。ところが大阪市の先達は

12 の順番を覚えやすいように、市域の右回り

に並べてくれた。つまり、「大野」から始まっ

て十八条→今福→中浜→放出→平野→住之江

→千島→市岡→此花→海老江と右回りをして、

「津守」で終わる。大阪市を退職して 17 年

にもなる筆者でも、今だに 12 がスラスラと

出てくる。 
 
（１）大野処理区 

 
① 〔大野処理場〕（西淀川区大野 2） 
  「大野」の地名は大きな野原の意味であり、

近世から「大野村」があった。 
 
② 「塚本抽水所」（淀川区新北野 2） 
 「塚本」は近世から馴染みの古い村名であっ

た。明治 22 年に大字となり、大正 14 年に塚

本町となったが、昭和 49 年に「新北野」と

改称された。 
 
（２）十八条処理区 

 
① 〔十八条処理場〕（淀川区十八条 1） 
  「下水道整備 10 か年計画」（昭和 35 年ス

タート）では、当初、「国次処理場」という名

称であったが、昭和 43 年の認可変更で町名

である「十八条」に改名された。 
  「国次（くにつぎ）」という名称は元弘元年

（1331）に戦禍を避けて京都から来住した来

国次（らいくにつぎ）という刀鍛冶の名前に

由来する（『地名由来辞典』）。 
 地域は大正14年に大阪市に編入されて東

淀川区国次町の一部となった。当時の地図に

は阪急電車淡路駅の西側に「国次町」が広が

る。以後、いろいろな町名に改変され、55年
に「国次町」という町名が廃止されて「西淡

路」の一部となった。 
  一方、「十八条」という名称は古代の条里制 
 
に由来し、摂津国西成郡の飛田（とびた）を一

条として 6 町ごとに区画すると十三は 13 番

目、十八条は 18 番目にあたる（『地名大系』）。

「十八条」の名前は寛正 4 年（1464）の文書

にも見られ、かなり古くからある。明治 22
年に北中島村の 6か村の一つに十八条があり、

大正 14 年に大阪市へ編入された。 
 
② 「国次抽水所」（東淀川区西淡路 6） 

もと西中島村淡路であったが大正14年 
 に東淀川区国次町となった。その後、一部の

町名が変更され、抽水所の建設された昭和 28
年では国次町であった。しかし、昭和 55 年

に町名が廃止された。「国次」という貴重な名

称は下水道に残った。 
 
（３）今福処理区 

 
① 〔今福処理場〕（城東区今福南 3） 
  「今福」という地名は元亀元年（1570）の

史料に「今封戸」（新しい所領の意）があり、

これが転訛したものといわれる（『地名由来』）。

室町期に「今福荘」、江戸期に「今福村」があ

り、大坂冬の陣では今福堤が古戦場となった。

今福村では榎並庄からの水路が合流し、時待

之樋を設けて鯰江川に排水した。明治 22 年

に鯰江村の大字となり、大正 14年に今福町、

昭和 15 年に現在の今福南となった。 
 
② 「城北抽水所」（都島区毛馬 1） 
  明治 22 年に赤川・中村・荒生（なぎ）・江

野の 4か村が合併して「城北村」が成立した。

城北という名前はかつての榎並城の北部にあ

たるため命名された（『地名大系』）。その後、

大正 14 年に村制時の大字は生江・城北善源

寺・赤川・毛馬・友渕・江野・中宮の各町と

なった。 
  一方、施設に使用された「城北」の名称は

大阪城の北側に当ることから「城北公園（昭

和 9 年）・城北運河（昭和 3 年都市計画決定）・

城北小学校（昭和 22 年）」などと広く使用さ

れた（『地名由来』）。31 年に着工された城北

抽水所も同様である。 
 
③ 「江野川抽水所」（旭区中宮 1） 
  正保期（1644~47）の絵図に「江野」と出

る。当地は低地帯であり、農地が多く、水路

が張り巡らされていたところから「江野」と
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いう地名が生まれた（『地名由来』）。江野村は

明治 22 年に城北村の大字となり、大正 14 年

から江野町となったが、昭和 16 年以降に中

宮・大宮・大宮西となり 46 年に町名が消え

た。 
  新淀川放水路が開削されたとき、左岸堤防

の下に農業用水路「樋管統一水路」（昭和 7
年完成）が設けられ、その最下流に樋門があ

り、そこから用水路支線の江野樋から城北運

河へ排水路（764m）が掘られ、「江野川」と

称した。昭和 43 年に阪神高速道路・守口線

が開通するとともに川跡に下水道幹線が埋設

され、江野川抽水所（47 年着工）が建設され、

城北運河（現・城北川）へ排水された。 
 
④ 「西三荘抽水所」（鶴見区横堤 1） 
  西三荘水路は守口市・門真市・大阪市の 3
市にまたがり、延長は 6.5 ㎞である。その流

路は明治 18 年（1885）地図に出る「五ケ井

路」と重なり、付近に大庭荘・大窪荘・五ケ

庄などがあったところから「西三荘」と命名

されたと思われる。水路は、かつて淀川左岸

土地改良区の所管であったが、現在は西三荘

抽水所（昭和 44 年通水、排水能力 30m3╱s）
とともに西三荘都市下水路として管理されて

いる。 
 
（４）中浜処理区 

 
① 〔中浜処理場〕（東側；城東区中浜 1） 
      （西側；城東区森之宮 2） 
  近世の「中浜村」は明治 22 年に中本村の

大字となり、大正 14 年に「中浜町」、昭和 48
年に「中浜」となった。一方、西側の地域は

明治 33 年に「森之宮西之町・森之宮東之町」

となり、昭和 48 年に「森之宮」（1~2 丁目）

となって現在に至る。 
 
② 「猫間川抽水所」（城東区森之宮 1） 
  「猫間川」という河川は、かつて上町台地

東縁と平野川の間を北流していた。『摂津名所

図会大成』（1854~59）に「森の宮の東にあり

南北に横たわり平野川に合流」し、名称の由

来は「此傍邊往昔猫間家の所領たりし故斯ハ

號（なづ）けり」と記される。 
  近代に入ると猫間川の流域は市街地化され、

明治 44 年から下水道の整備が行われた。大

正初期では延長が 6 ㎞あり、下流は 10m の

川幅をもった。昭和 33 年から川筋に天王寺

－森の宮幹線（延長 6,283m）が建設され、

36 年に「猫間川抽水所」が通水した。その後、

川跡が埋め立てられて道路となった。 
  現在、「猫間川」というネーミングは下水道

に残る貴重な文化財である。 
 
③ 「弁天抽水所」（中央区城見 1） 
  抽水所が立地する町名は中央区城見である

のに、施設名が「弁天」であるのは現代では

理解不可能である。 
  当地は寝屋川と平野川とに挟まれた島状の

土地であり、かつて弁天様を祀る祠のあった

ところから「弁天島」と呼ばれた。近世では

京橋口定番下屋敷と城の焔硝蔵があり、明治

になって大阪造兵工廠の一部となった。昭和

27 年に「弁天町」となったが、54 年に「城

見 1~2」と改称された。 
 〔補記〕「港区弁天」 
   「弁天」の名称をもつ地名が誕生したの

は昭和 2 年である。近世に開発された市岡

新田の北部に新田会所があり、そこに弁財

天が祀られていたことに由来して「港区弁

天町」となった。昭和 43 年に「港区弁天」

となり、今でも近くの安治川左岸に弁天埠

頭がある。 
 
（５）放出処理区 

 
① 〔放出処理場〕（城東区永田 2） 
  「放出村」は平安期から見える村名であり、

明治 22 年に榎本村の大字となった。大正 14
年に「放出町」となったが昭和 15～48 年に

今福南・放出中・放出東・放出西・永田・今

津北・今津南と改名された。放出処理場の建

設は 42 年から始まり、48 年に放出西の一部

が永田と改名された。 
「放出」は「ハナチデ」と読まれたが近世

初期に「ハナテン」と転訛したらしい。「放

出」の由来には次の説がある。 
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  ・大和川の放水路があったため。 
  ・牛馬が放牧されていたため。 
  ・榎並荘と鯰江川の隔てられた所領であっ

たため。 
  ・摂関家の別荘があったため。 
  保元 2 年（1157）の文書に摂関家榎並荘に

付帯した所領に「放出村」と見え、南北朝・

室町期の史料にも「仲御牧放出村」、慶安 4
年（1317）の『花營三代記』には「放手渡」

と渡しがあった。 
 
② 「城東抽水所」（城東区放出西 2） 

 「城東」は大阪城の東側にある意。近世の

北新開荘村が改称されて大正5年に「城東村」

が成立した。14 年に東成区の一部となり、4
大字は左専道町・鴫野町・永田町・天王田町

となり、昭和 18 年に城東区となった。 
大正 3 年に城東巡航船が就航し、昭和 3 年

の「綜合大阪都市計画」で城東運河（現在の

平野川分水路）を計画、18 年に「城東区」

が誕生して、「城東」の名称が定着した。昭

和 28 年に着工された抽水所は「城東」と命

名されたが、その時の町名は放出西（昭和 19
年に成立）であった。 

 
③ 「深江抽水所」（東成区神路 1） 
  抽水所の所在する一帯は『日本書紀』に「玉

造江」と記され、入江をなしており、その名

残りとしてが「深江・片江・中浜」などが残

る。 
  近世の「深江村」は明治 22 年に南新開荘

村の大字、大正 5 年から神路村の大字となっ

た。14 年に「深江町」となったが、昭和 11
年に一部が深江西・中・東となり、 

 抽水所が建設された 28 年では「深江西」で

あった。それが 45 年に神路・深江北・深江

南と改名され、抽水所の住所は「神路」とな

った。 
 
④ 「片江抽水所」（東成区大今里南 4） 
  近世の「片江村」は大正 14 年に東成区片

江町となり、その後、何回かの町名の改変が

あった。抽水所は昭和 34 年に着工され、当

時の町名をとって「片江」と命名された。そ

の後、45 年に東成区大今里南と改称され、「片

江町」の名称は消えた。 
 
（６）平野処理区 

 
① 〔平野処理場〕（西側；平野区加美北 2） 
       （東側；東大阪市渋川町 4） 
  「平野」は平安初期の征夷大将軍・坂上田

村麻呂の子・広野麻呂の所領であったことに

由来し、広野が訛って「平野」になった（『地

名由来』）。近世では平野川に面した平野郷が

繁栄した。現在の「平野区」は昭和 49 年に

東住吉区から分区されて成立したものである。 
  平野地域は「下水處理計畫」（大正 12 年）

では東部處理場に属し、「綜合大阪都市計画」

（昭和 3 年）では中浜処理場へ流入すること

になっていた。それが「下水道整備 10 か年

計画」（昭和 35 年）で平野処理区として独立

し、処理場を有することになった。当初の処

理場は平野川に面する生野区巽四条町（現在

の平野区加美正覚寺）に計画されたが、十分

な土地が見込めず、昭和 40 年の認可変更で

現在地へ移された。なお、平野処理場は東大

阪市の下水を共同処理するため、用地は東大

阪市域へまたがる。 
 
② 「平野市町抽水所」（東住吉区平野北 1） 
  「平野市町」という町名は近世からあり、

大正 14 年に住吉区平野市町となった。 
 その後、東住吉区（昭和 18 年）から平野区

（49 年）となり、49 年の住居表示実施にと

もない、抽水所の所在は平野北と改称された。

抽水所の建設された 43 年では「平野市町」

であったが、現在の平野市町は東南の方向に

ある。 
 
（７）住之江処理区 

 
① 〔住之江処理場〕（住之江区泉 1） 
  処理場は旧住吉区南加賀屋町の地に昭和

35 年から建設され、当時は「住吉処理場」で

あった。49 年に住吉区から分区して「住之江

区」が誕生し、処理場は「住之江」となり、

同時に町名も住民の意見によって「泉」とな
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った（『地名由来』）。 
  なお処理場の北側に住吉川があり、その上

流の十三間川と細江川の河水排除のために南

加賀屋町（現・泉と緑木の町境界）に「浜口

抽水所」が建設された（昭和 40~41 年度）。

現在は処理場施設である。 
 
② 「住之江抽水所」（住之江区泉２） 
「住之江処理場」と同じ町内の「泉」に 
あり、平成 12 年（2000）4 月に通水した。 

 
③ 「天津橋抽水所」(西成区南津守2；休止) 
  旧十三間川の流域は大正 14 年に大阪市域

へ編入された。大正後期に十三間川に 15 橋

ほど架けられ、その中に天津橋があった。抽

水所は昭和 29 年に通水したが、現在は休止

中。 
 
（８）千島処理区 

 
① 〔千島処理場〕（大正区小林東 2） 
  「千島」という名称は近世の千島新田に基

づく。新田は東成郡千林村の岡島嘉平次によ

って開発され、それにちなんで千林と岡島か

ら一字ずつとって「千島」と命名された。千

島新田は明治 22 年に川南村の大字、33 年に

千島町・東千島町・三軒家上之町となり、昭

和 51 年に千島町は千島・北村・小林東・平

尾となった。 
  一方、「小林」も新田名に由来し、明治 22
年に川南村の大字、30 年に小林町となり、昭

和 51 年に小林東・小林西となった。 
  千島処理場の建設は昭和 35年から始まり、

当時の町名は小林町であったが、千島の方が

有名であった。 
 
② 「難波島抽水所」（大正区三軒家東 3） 
  木津川下流に島があって木津川と三軒家川

に分流していた。元禄 12 年（1699）に河村

瑞賢によって島（難波島）の中央が掘り割ら

れ、木津川が直線化された。島の東側は月正

島、西側は従前どおり難波島と呼んだ。近世

の難波島村は明治 22 年に川南村の大字とな

った。33 年に冠称（川南）がはずれて単に「難

波島町」となり、これが昭和 51 年に三軒家

東となった。抽水所が完成した昭和 36 年で

は「難波島町」であった。 
 
③ 「南恩加島抽水所」（大正区平尾 1） 
  宝暦 7 年（1757）に岡島嘉平次が開発の許

可を得たが、のちに平尾与左衛門に譲渡した。

平尾新田の村名は明治 22 年に川南村の大字

名となり、33 年に平尾町、昭和 51 年に南恩

加島・平尾となった。 
  なお、文政 12年（1829）と天保 2年（1831）
に三代目・岡島嘉平次によって開発された新

田は代官によって「岡島」が「恩加島」と改

められた。 
 
④ 「福町抽水所」（大正区鶴町 5） 
  築港の造成地であり、大正 8 年に「福町」

と命名されたが、昭和 51 年に鶴町と南恩加

島に改称された。「鶴町」の由来は次の万葉集

の歌（歌番号 1064）にちなむ。 
  “潮干（ふ）れば 葦邊に騒ぐ 白鶴（あし

たづ）の 妻呼ぶ聲は 宮もとどろに” 
 
（９）市岡処理区 

 
① 〔市岡処理場〕（港区市岡 2） 
  「市岡」は市岡新田を開発した市岡与左衛

門の名前に由来する。元禄 11 年（1698）に

九条島浦と呼ばれていた砂州に地代金 5,950
両を支払って開発した。、しかし、開発は順調

にゆかず、寛延 2 年（1749）に和田久左衛門

（廻船問屋）の手に渡った。 
  処理場は昭和 32 年に着工されたが、当時

の町名は「三ツ樋町」（地内に樋門が 3 つあ

った）であった。しかし、地域一帯は市岡の

名で通っていたところ、三ツ樋町は昭和 43
年に「市岡」と改称された。 

 
（１０）此花処理区 

 
① 〔此花処理場〕（此花区酉島 1） 
  此花区は大正 14 年の第 2 次市域拡張の時

に西区から独立した。「此花」という名称は「難

波津に 咲くやこの花 冬籠り  
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今は春べと 咲くやこの花」（王仁博士）の歌

に由来する。なお、梅を愛でた菅原道真にち

なんで明治 5 年～昭和 35 年にかけて北区此

花町があったが、今は天神橋 1~2、東天満 1、
天満 4 となった。 

  処理場の立地する町名は「酉島」であり、

新田の開発に着手した年が己酉年（寛文 9 年

<1669>）であったことに由来する。 
 明治 30 年に西区大字川北本酉島、33 年に酉

島町、大正 14 年に此花区となり、昭和 50 年

に酉島・伝法となった。処理場は 38 年に酉

島に建設されたが、此花区の施設であった。 
 
② 「恩貴島抽水所」（此花区春日出 2） 
  元禄年間（1688~1703）、沖島とよばれる

河口の三角州を大宮仁左衛門が開発し、沖島

新田とした。新田は宝暦 9 年（1759）に正蓮

寺川の開削によって北沖島と南沖島に二分さ

れた。波浪のたびに堤防が決壊したため、安

永 7 年（1778）に「恩貴島」の字を当てるこ

とを願い出て許可された（『地名由来』）。 
  「恩貴島新田」は明治 22 年に川北村の大

字となり、30 年に西区川北大字恩貴島となっ

た。33 年には恩貴島北之町と恩貴島南之町と

なり、大正 15 年に一部が春日出、昭和 50 年

に春日出北・春日出中・島屋となった。抽水

所は大正 13 年に着工され、当時は「恩貴島」

が通用していた。 
 
③ 「桜島抽水所」（此花区北港 2） 
  公有水面が埋立てられて明治 33 年に「桜

島町」（花の桜か桜島の名前にちなむ）が誕生

した。昭和 50 年に桜島・梅町となった。埋

立地は大阪市北部の港「北港」であり、昭和

18 年に「北港本町」の町名ができた。33 年

度に着工された抽水所は「北港本町」と呼ば

れたが 50 年に町名が「北港」と改名された。

現在の抽水所は桜島と北港の両町を受け持つ。 
 
④「梅町抽水所」（此花区桜島 3） 
  桜島町の地先を埋立てたところから昭和 6
年に桜にちなんで「梅町」ができた。 

 50 年に桜島町・島屋町の各一部が編入された。

抽水所は桜島に所在するが「梅町」の地域も

受け持つ。 
 
（１１）海老江処理区 

 
① 〔海老江処理場〕（東側；福島区大開 4） 
       （西側；此花区高見 1） 
  「海老江」という名前は元亀元年（1570）
の文書（『細川兩家記』）に「先人衆は敵近海

老江堤田中に陣屋懸られ候也」と見える。古

くは海中にあって「海老州」と呼ばれた。明

治22年に鷺洲村大字海老江となり、その後、

一部は新淀川の川底となった。大正 14 年に

大阪市に編入され、西淀川区海老江町、昭和

3 年に海老江を冠称として「上・下・中・新

町」になった。処理場（東側）は海老江新町

の地で昭和 6 年から着工され、15 年に通水し

た。海老江新町は 50 年に改名されて大開と

なった。 
  一方、西側の処理場は此花区高見町にある。

当地は、もと西淀川区姫島町に属していたが

昭和 3 年に高見町となり、50 年に現在の「高

見」となった。なお、姫島町は大正 14 年に

近世の稗島村から分離し、昭和 3 年に高見

町・伝法町・西福町などになった。 
 
② 「北野抽水所」（北区大淀南 1） 
  「北野」は近世以前からある地名であり、

もと「喜多野」と書いたが、菅原道真ゆかり

の京都の「北野」にならって改字された。明

治 22 年に北野村となり、30 年に大阪市に編

入された。33 年に町名に「北野」の冠称がつ

けられ、北野大深町・北野芝田町などになっ

たが、大正 13 年に冠称が廃止された（『地名

由来』）。 
  抽水所は大正 3 年に「北区北野大深町」 

の地で着工された。昭和 18 年に大淀区と 
なり、38 年に「大淀南町」、52 年に現在 
の「大淀南」となった。 

 
③ 「出入橋抽水所」（北区堂島浜 2） 
  明治 7 年、大阪～神戸間に鉄道が開通し、

10 年に京都まで延伸された。この時、駅構内

に梅田入堀が設けられ、翌年に駅と堂島川を

結ぶ堂島掘割が開削された。そこへ架けられ
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た橋が「出入橋」である。掘割の出口に昭和

37 年から建設されたのが「出入橋抽水所」で

ある。 
 
④ 「西野田抽水所」（福島区吉野 5） 
  明治 33 年に「西野田」を冠称した町が８

つできた。その中に西野田吉野西之町があり、

大正 11 年に西野田吉野町となった。14 年に

冠称がなくなって、吉野町となり、昭和 50
年に「吉野」となった。 

  抽水所は昭和 37 年に着工された。当時の

町名は「西野田吉野町」であったが、地域一

帯は「西野田」の地名が支配していた。 
⑤ 「天満堀川抽水所」（北区西天満 1） 
  城下町天満に慶長 3 年（1598）、大川から

北へ入堀（延長 1,029m）が開削された。こ

れが「天満堀川」である。その後、天保 9 年

（1838）に北東へ延伸されて淀川と結ばれた。

天満堀川は昭和 45～52 年にかけて埋立てら

れ、その流末に建設されたのが「天満堀川抽

水所」であり、62 年に通水した。 
 
（１２）津守処理区 

 
① 〔津守処理場〕（西成区津守 2、津守 1） 
  「津守」は古名として伝わる津守の浦にち

なみ、上町台地の西側の広い地域をいい、難

波津を守るための「津守」に由来する（『地名

由来』）。元禄 11 年（1698）から津守新田が

開発され、明治 22 年に川南村の大字、30 年

に津守村、大正 14 年に津守町となり、昭和

48 年に「津守」となった。 
 
② 「桜川抽水所」（浪速区木津川 1） 
  元禄 11 年（1698）に堀江川が開削されて

堀江新地ができた。それとともに近くに幸町

新地が造成され、その時、奥行 40 間（72.7m）

の南側境界に、道頓堀川から木津川へ通じる

用水路（幅 3 間＝5.5m）が開削された。これ

が「桜川」であり、別名「幸町うら川」と呼

ばれた。 
  当地は難波村であったが明治 30 年に大阪

市へ編入され、33 年に「難波桜川」、大正 14
年に「桜川」となった。抽水所は明治 44 年

に着工、大正 4 年に通水したが、所在地の町

名が昭和 42 年に木津川 1 と改称された。 
③ 「長堀抽水所」（西区北堀江 4） 
  長堀川は元和 8 年（1622）に伏見町人の岡

田心斎らによって開削された。町名「長堀」

は近世からあり、明治 5 年に「心斎橋筋・鰻

谷西之町・末吉橋通」となった。 
  ジェーン台風（昭和 25 年）と第二室戸台

風（昭和 36 年）による高潮被害を防止 
するため、高潮対策事業として 37 年度から

緊急 3 か年事業、40 年度から恒久計画が実

施され、その中で「長堀抽水所」が建設され、

39 年に通水した。それとともに 38 年に地下

駐車場がオープンし、さらに西横堀川～木津

川間が 48 年までに埋立てられた。抽水所が

立地する地名は近世の「北堀江」であるが、

なんといっても長堀川の影響が大きい。 
 

（あとがき） 

 

 大阪市下水道の施設名は、多くは建設された

町名や区名による。しかし、町名には来歴があ

り、施設の建設時から改名されたものもあり、

現在の呼称と一致しないものがある。中には意

外な名称をもつものもある。それらを中心とし

て施設ネーミングの由来を尋ねたものが本稿で

ある。 
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日本の下水処理場事始め 

山野  寿男 

 
（まえがき） 

 現在、日本の各地に「下水処理場」が建設さ

れている。その創設は東京市（＊当時）三河島

汚水処分工場であり、散水濾床法によって大正

11 年（1922）に運転を開始した。一方、新し

い処理法である活性汚泥法は大正 10 年に日本

へ紹介され、その実施設が昭和 5 年に名古屋市

で通水した。本稿で下水処理場事始めの経過を

たどってみた。 
 
１．近代都市と下水道 

 
(1) 欧米の先進都市にならって 

欧米列強諸国の開国要求によって安政 5 年

（1858）に「日米修好通商条約」を締結し、つ

づいて英・蘭・露・仏の４か国と締結した。条

約にもとづいて神奈川（はじめは下田、のちに

横浜に変更）・箱館・長崎・新潟・神戸の 5 か

所が開港地となった。 
明治 4 年（1871）に廃藩置県となって東京府

が誕生し、11 年に東京府 15 区 6 郡に改編され

た。この 15 区が 22 年に東京市となった。なお、

「東京市区ノ営業衛生防火及通運等ノ利便ヲ図

ル為メ」、21 年に「東京市区改正条例」が制定

された。 
 他方、東京市を近代化するために「岩倉使節

団」が結成され（総勢 100 名超）、明治 4 年 11
月から 6 年 9 月にかけて欧米 12 か国へ派遣さ

れた。下水道に関して次の記述がある（『特命全

権大使 米欧回覧実記』）。 
・「倫敦府ノ下水ハ緑威（ｸﾞｲﾝｳｨｯﾁ）向岸ノ地マ

テ、樋ヲ伝エ来リタル」（ロンドン） 
・「下水ヲ蓄フ池、４エーカー（4,050m2）ノモ

ノ 4 池アリ」（ロンドン） 
・「下水隧道ヲミル、地底 8m ノ底ヲ回ル大溝・

中溝・小溝アリ」（パリ） 
・「アニヤ村トイフ処ニ至ラシメ、近傍村里ノ耕

作肥料トナシ」（パリ） 
・「ミナ府中ニ上水下水ノ管アルカ如シ」、「疫病

瘴気‥此気ヨリ生ス」（ベルリン） 

(2) コレラ流行と衛生行政 

日本にコレラが初めて伝播したのは文政５年

（1822）であり、その後、海外との通商が盛ん

になると共に、毎年のように国内各地で流行し

た。明治に入るとコレラは毎年のように流行し、

そのため数々の方策が講じられた。 
（＊以下の年代は明治）。 

・10 年と 12 年‥各地で発生し、両年ともに死

者 10 万人余。 
・12 年‥「虎列剌病予防仮規則」布告。 
     中央衛生会設立 
・13 年‥「伝染病予防規則」布告。 
・16 年‥「水道溝渠等改良ノ儀」内務省から東

京府へ示達。「大日本私立衛生会」創

立。 
・17~18 年‥「神田下水」施工（4.0 ㎞）。 
・20 年‥「東京ニ衛生工事ヲ興スノ儀」私立衛

生会が内閣総理大臣へ提出。 
・26 年‥衛生事項は警察部の所管となる。 
・30 年‥「伝染病予防法」公布。 
・33 年‥「汚物掃除法」、「下水道法」公布。 
 
(3) 市区改正（都市計画）と下水道 

 欧米の先進都市のように東京を近代化するた

めには市区改正（現在の都市計画）が基礎とな

る。とりわけ下水道は地勢に左右されるため広

域的な観点から計画する必要があった。東京市

における下水道は次のように進められてきた

（＊年代は明治）。 
・21 年 8 月‥「東京市区改正条例」公布。 
  ＊この年、上下水道工事は 3 府５港に国庫

補助の道が開かれた。 
・22 年 7 月‥「東京市下水道設計第一報告書」

（主任；バルトン）が市区改正委員会へ提出

する。 
・23 年 2 月‥「水道条例」公布。 
・31 年 12 月‥東京市、水道給水を開始。 
・33 年 3 月‥「下水道法」公布。 
・34 年 7 月‥「下水道築造認可申請方」制定。 
・37 年 2 月‥東京市区改正委員会、中島鋭治に
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東京市の下水道設計調査を委嘱。 
・40 年 3 月‥「東京市下水設計調査報告書」を

提出。これに基づいて東京市の近代下水道が

開始された。 
 なお、大正 7 年に「京都市、大阪市其ノ他ノ

市区改正ニ関スル件」が公布され、8 年に「都

市計画法」となって下水道は都市計画事業とし

て建設されることになった。 
 
２．近代下水道と技術者 

 
(1) 近代日本の「衛生工学」教育 

 明治 19 年 3 月に「帝国大学令」が公布され、

東京大学工芸学部と工部大学校が合併して「帝

国大学工科大学」となり、その 10 月に「衛生

工学」がスタートした。また、20 年 3 月に札幌

農学校に工学科が設置されて「衛生工学」の講

義が開始された。上下水道の指導者として W.K.
バルトンが来日したのは 20 年 5 月であった。

まさに日本における「衛生工学」の夜明けであ

る。 
 明治 26 年に帝国大学工科大学の土木工学科

に第 4 講座（衛生工学）が設置され、29 年に中

島鋭治が教授に就任した。30 年には京都帝国大

学理工科大学が設立され、土木工学科第 3 講座

に衛生工学が開講された。なお、この年に「帝

国大学」が「東京帝国大学」と改称された。 
〔補記〕「衛生工学」は上下水道 
 明治 10 年代に衛生方面で活躍したのが永井

久一郎（永井荷風の父）である。17 年に永井は

ロンドン万国衛生博覧会事務官として出張し、

帰国後、「衛生三大工事」として、塵芥掃除と上

水道と下水道の必要性を高唱した。20 年に「巡

歐記實衛生二大工事」を公刊し、これは上下水

道を扱った日本最初の専門図書となった。 
 
(2) お雇い外国人「バルトン」 

 日本の近代化にあたって、欧米先進国の制

度・技術・学問を導入するため、政府が多くの

権威者を招聘した。これらを「お雇い外国人」

と称し、高給で迎えられた。 
 そのピークの 1870 年代では 500 人を超え、

過半数はイギリスであり、ついでフランス・ア

メリカ・ドイツと続いた。1880 年代以降は日本

人技術者が活躍し、1892 年（明治 25）では 130
人に減じた。 
 下水道分野では W.K.バルトン（Burton、1855
～99）が帝国大学工科大学に衛生工学講座を新

設するにあたり教授として招請され、明治 20
年 5 月 22 日に来日した。その後、22 年 1 月に

内務省衛生局の雇工師を兼務して東京市の下水

道計画を作成し、また、各地の都市で下水道建

設を指導し、多くの功績を残した。29 年 5 月に

満期退任となり、台湾へ渡ったが、32 年 8 月 5
日に東京で没した。バルトンは東京市区改正委

員会の上水下水設計調査の主任として、22 年に

「東京市下水設計第一報告書」をまとめた。こ

れが日本で下水道を計画的に論じた最初であっ

た。 
 
(3) 近代日本の下水道技術者 

 

① 長与専斎（天保 9 年～明治 35 年） 
 長与は技術者ではないが、近代衛生に特筆す

べき存在であった。大坂の緒方適塾に学び、明

治 4 年に文部省に入った。4 年 11 月から 6 年 3
月まで欧米を視察し、8 年に初代の衛生局長と

なった。15 年に近代下水道を発案し、21 年に

東京市区改正委員を拝命し、上水下水調査委員

長となった。23 年に中央衛生会長となり、翌年

に内務省衛生局長を退官した。 
 
② 永井永一郎（嘉永 4 年～大正 2 年） 
 明治 4 年に米国へ留学し、帰国後、内務省書

記官となった。17 年にロンドン万国衛生博覧会

事務官として出張し、先進国の下水道事情を調

査した。帰国後、文部省と帝国大学書記官を兼

務した。20 年に「巡歐記實衛生二大工事」を公

刊した。 
 
③ 中島鋭治（安政 5 年～大正 14 年） 
 明治 16 年に東京帝国大学理学部土木工学科

を卒業し、20 年 6 月～23 年 11 月に海外へ留学

した。24 年 3 月に内務省技師補、10 月に東京

市水道技師となった。29 年に帝国大学教授とな

り、東京市の下水道計画の策定を委嘱され、40
年 3 月に「東京市下水設計調査報告書」を提出

した。これが本格的な東京市下水道の出発点と
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なった。大正 10 年に退官した。 
 
④ 米本晋一（明治 11 年～昭和 39 年） 
 明治 36 年に東京帝国大学を卒業して、東京

市に入り、43 年に欧米へ出張した。三河島汚水

処分工場の処理法として、45 年に新たに「散水

濾床法」を採用した。大正 9 年に下水課長を退

職し、三河島は大正 11 年 3 月に日本第 1 号の

処理場として通水した。 
 
⑤ 草間偉（いさむ）（明治 14 年～昭和 47 年） 
 明治 39 年に東京帝国大学を卒業し、42 年に

母校の助教授となって上下水道講座を担当した。

大正 7 年から 2 年間、欧米に留学し、10 年に教

授となった。10 年 4 月に土木学会で「最近ニ於

ケル下水処理法」を講演し、Activated Sludge 
Process（促進汚泥法、現在の活性汚泥法）を紹

介した。12 年に名古屋市から下水道調査設計を

委嘱され、促進汚泥法の実験を指導をし、日本

最初の．活性汚泥法による下水処理場を誕生さ

せた。 
 
３．下水道計画論と下水処理場 

 
(1) 近代下水道の建設 

 

① 上下水道行政の歩み 
 近代都市の衛生には上下水道が不可欠である

という認識が次のように展開された（＊年次は

明治）。 
・16 年 4 月‥「水道溝渠等改良ノ儀」が内務省

から東京府に示達。これによって 17～18 年

度に神田下水 4 ㎞を施工。 
・20 年 4 月‥『巡歐記實衛生二大工事』刊。 
・20 年 6 月‥「水道敷設ノ目的ヲ一定スルノ

件」閣議決定。また、中央衛生会が「東京ニ

衛生工事ヲ興ス建議書」を内閣総理大臣に提

出。 
・21 年 8 月‥「東京市区改正条例」公布。 
・22 年 7 月‥「東京市下水設計第一報告書」（主

任：バルトン）を提出、 
・23 年 2 月‥「水道条例」公布。 
・26 年 10 月‥地方官官制が改正、衛生に関す

る事項は警察部の所管となる。 

・31 年 12 月‥東京市水道が給水開始。 
・33 年 3 月‥「下水道法」公布。 
・34 年 7 月‥「下水道築造認可申請方」（内務

省訓令）制定。 
・40 年 3 月‥「東京市下水設計調査報告書」提

出（中島鋭治作成）。 
 
② バルトンの下水道計画 
 明治 21 年 10 月、市区改正委員会に「上水下

水設計調査委員」（7 名；主任バルトン）が設け

られ、22 年 7 月に「東京市下水設計第一報告書」

が提出された。都市の下水道を論じた日本最初

の計画書であり、主な内容は次の通りである。 
・排水区域‥東京市 15 区を 3 区分する。 
・排除方式‥分流式（東京は欧米より降雨量が

多く合流式では施工費が増大）。 
   ＊計画雨水量の記述はなし。 
・糞尿の排出‥慣行に従い汚水に混入させず、

別途に排除する。 
・汚水の処理処分‥第 1 区と第 3 区は無処理で

河海へ放流。第 2 区は三河島村で濾過法によ

り処理し、荒川に放流。 
 23 年 10 月に改正委員会で討議の結果、上水

改良を優先、下水改良は雨水排除のみ適宜工と

して、汚水排除は延期された。 
 
③ 中島鋭治の下水道計画 
 明治 37 年 2 月、市区改正委員会は東京市の

下水設計調査を中島鋭治（帝国大学工科大学教

授）に委嘱した。40 年 3 月に「東京市下水設計

調査報告書」が提出された。41 年 4 月に「東京

市下水道設計」が告示され、43 年 6 月に「下水

改良事務所」が設置された。計画の概要は次の

通りである。 
・排水区域‥東京市 15 区を 3 区域に分ける。 
（＊バルトンの計画と同じ）。 
〔第 1 区〕臨海部と中心部 11 区と下谷の一部

（4,235ha）。 
〔第 2 区〕浅草区と下谷区と神田の一部

（668ha）。 
〔第 3 区〕本所区と深川区（900ha） 
・排除方式‥合流式。 
・計画汚水量‥6 立方尺╱人・日（167ℓ╱ 
人・日）。 
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 計画雨水量‥1時間最大降雨量 1吋 1╱4（31.7
㎜╱時）。 

・糞尿の排除‥重要な肥料であるが、時代 
の進展にともない水雪隠（水洗便所）を設置

する所が増加傾向にあり、本計画では収容し

てもよいとする。 
・汚水処分方式‥外国の汚水処分法として 

5 種類（河海放流法・土壌かんがい法・濾過

洗浄法・化学的沈殿法・セプチックタンク処

理法）が比較され、用地の広さや薬品代など

の管理費用の面から東京市に適するものとし

て、「河海放流法」と「セプチックタンク処理

法」が採用された。 
 〔第 1 区〕無処理で芝浦沖合に放流する。 
〔第 2 区〕三河島村で揚水し、セプチックタン

クと間欠的濾過池で処理する。 
〔第 3 区〕砂村で揚水し、第 2 区と同様の方法

で処理する。 
 
④ 汚水処分方式などの変更 
「東京市下水道設計」の告示（明治 41 年）で

は第 1 区は無処理法（河海放流法）からセプチ

ックタンク処理法に変更され、また、実施段階

において次の点が改正された。 
・計画降雨強度を２吋（50 ㎜）とする。 
・第 2 区は市街地の形態に対応して分流式を採

用する。 
・三河島の汚水処理法は再検討する。 
＊後日（明治 45 年 7 月）、米元晋一（東京市下

水改良事務所）によって散水濾床法に変更され

た。氏の実験希望は時間的な余裕はないと否定

された。 
 
(2) 日本最初の下水処理場「三河島」 

 

① 「三河島汚水処分工場」 
明治 44 年に第 1 期下水改良事業が始まり、

大正 3 年に三河島汚水処分工場が着工、通水し

たのは 11 年 3 月 26 日である。 
三河島は次の計画によって施工された。 
・排水面積：201.8 万坪（667ha） 
・計画人口：40 万人 
・処理水量：76,810m3╱日 
・処理方式：散水濾床法 

・所在地：東京府北豊島郡三河島町 
   （敷地面積 5 万 6 千坪<18.5ha>） 
 
② 三河島の汚水処理施設 
〔沈砂池〕：2 池 
・幅 3.45m×長 19.7m×水深 2.0m 
〔ポンプ室〕：一棟（建坪 349 坪） 
・汚水ポンプ 9 台（うち 1 台予備） 
   口径  揚水量×揚程  台数 

400 ㎜ 0.28m3╱秒×8.9m‥3 台 
  550 〃 0.56 〃 ×9.4〃‥3〃 
  760 〃 1.11 〃 ×9.6〃‥3〃 
〔沈澱池〕：6 池 
・幅 21.2m×長 84.8m×水深 1.8～1.2m 
・平行常流式、滞留時間 4 時間 52 分 
〔散水濾過床〕：14 組（うち 2 組予備） 
・1 床の幅 15.1m×66.7m（2 床で 1 組） 
・濾床の深さ 1.8m、濾過材 9.1～1.2 ㎝ 
・散水機（往復走行式）‥28 基（英国製） 
〔最後沈澱井〕：2 槽 
 ・径 7.6m×水深 3.5m 
〔滓渣(しさ)槽〕：2 槽 
 ・径 21.8m×水深 2.4m 
処理水は荒川（のちの隅田川）へ放流。 
＊発生汚泥は船で東京湾へ投棄。 
 
４．活性汚泥法の導入と処理実験 

 
(1) 活性汚泥法の発明 

 イギリスではスミス（A.Smith）によって下

水中に空気を吹き込む実験が行われ、酸化が促

進されることが観察されていた（1882 年）。一

方、アメリカ・マサチューセッツ州のローレン

ス研究所（Lawerence Experiment Station）で

も汚水を曝気する研究が行われ、汚泥の生成す

ることが観察された。そこを訪問したイギリス

のファウラー（G.J.Fowler）は帰国後、マンチ

ェスターで同じ実験を開始し、1913 年に処理法

に関する論文を発表した。ファウラーの教示を

うけたアーダーン（E.Ardern）とロケット

（W.T.Lckette）はさらに研究を進め、 
曝気によって生成された汚泥を生汚水に返送

して再利用すると硝化時間が短縮されることを

見出し、1914 年（大正 3）,イギリスの化学工
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業会に発表した（『Experiments 
on the Oxidations of Sewage without the 
Aid of Filters. 』）。この時、返送汚泥は

「activated sludge」と名付けられた。 
(2) 活性汚泥法の日本への紹介 

「activated sludge」を用いた処理法は、草

間偉によって日本へ紹介された。大正 10 年 4
月の土木学会で「最近ニ於ケル下水処理法」と

してイギリスで発明された汚水処理法を「促進

汚泥法」として紹介した。 
「 充 分 空 気 ニ 曝 シ タ 汚 泥 即 促 進 汚泥

（Activated Sludge）ノ作用ヲ鮮明ニシマシタ

‥（汚泥を返送して流入汚水に混合すれば）四

時間乃至六時間曝気（すれば沈殿後の処理水は

清澄なり）」。ここで「activated sludge」は「促

進汚泥」と訳されている。曝気によって生成さ

れた汚泥（sludge）は流入汚水へ混合させると

浄化を早める性質をもち、その原理に基づく汚

水処理法が「activated sludge process」である。 
 
(3) 「促進汚泥法」から「活性汚泥法」へ 

「活性汚泥法」という表現は、昭和 8 年 10 月

の「下水水質試験法制定に関する員会」（水道協

会）で柴田三郎（東京市三河島汚水処分場技師）

によって使用され始めた。 
戦後、しばらくは土木関係者に「促進汚泥法」

が慣用化されていたが、24 年に学術用語統一の

ため土木用語員会は「活性スラッジ法」と決め

た。しかし、この訳語は普及しなかった。34 年

に日本水道協会が「下水道施設基準」を制定し、

「活性汚泥」が採択され、以後、通用すること

になった。 
 
(4) 「促進汚泥法」による実験 

 

① 名古屋市 
草間偉と米元晋一の指導のもとに熱田抽水所

構内に実験装置を作り、工費 12,500 円をもっ

て大正 13年 12月に完成させ、実験を開始した。

処理水量は 434m3╱日であり、主な装置は次の

通り。 
・曝気槽‥長 8.5m×幅 0.9m×深 1.3m 
畝溝型散気式、滞留時間 6hr 
     散気板（常滑製）は水面積の 1╱6 

・沈殿槽‥一辺 3.6m の方形×深 5.5m 
     底部は倒錐形、滞留時間 3hr 
 
② 大阪市 
 大藤高彦（京都帝国大学教授）の指導のもと

に大阪市水道部の島崎孝彦（下水課長、のちに

水道部長）などの技術陣が担当した。市岡抽水

所構内に工費 11.1 万円をもって処理水量

4,776m3╱日の実験施設を大正 14 年 6 月に完成

させた。 
・下水混和槽‥長 10.5m×幅 1.2m×深 1.5m 
     返送汚泥量は 25% 
・曝気槽‥長 27.3m×幅 7.9m×深 4.1m 
     1 槽（迂回流式）、畝溝式散気法 
     散気板（米国製）は水面積の 1╱9 
     滞留時間 3hr、返送汚泥量は 20% 
     送風機ターボブロア 2 台 
・返送汚泥槽‥長 27.3m×幅 2.4m×深 4.1m 
     1 槽、滞留時間 3hr 
・沈殿槽‥長 9.7m×幅 3.9m×深 6.2m 
     4 槽、沈殿時間 1hr15m 
 大正14年12月から15年1月にかけて実施、

その後も昭和 10年頃まで研究実験に活用した。 
 
③ 東京市 
 三河島汚水処分工場の拡張と芝浦及び砂町汚

水処分場の建設準備のために、三河島の沈殿池

を利用して次のように実験した。 
・大正 15 年 5 月からシェフィールド式エアレ

ーション法を開始。 
・昭和 2 年 4 月から散気式エアレーション法を

開始。 
・昭和 6 年 4 月からシンプレックス式エアレー

ション法を開始。 
 
５．昭和初期の下水処理場 

 
(1) 通水した下水処理場 

 三河島汚水処分工場に続いて、昭和初期に多

くの処理場が建設され、2 か所（東京市砂町と

和歌山県高野町）以外は活性汚泥法が採用され

た（＊以下の年代は昭和）。 
・5 年‥名古屋市：堀留・熱田下水処理場 
    東京市：砂町汚水処分場（沈殿法） 
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・8 年‥名古屋市：露橋下水処理場 
・9 年‥東京市：三河島汚水処分場 
    京都市：吉祥院下水処理場 
・10 年‥豊橋市：野田汚水処分場 
・11 年‥和歌山県高野町：汚水処分場 
       （イムホッフタンク方式） 
・12 年‥東京市：芝浦汚水処分場 
    岐阜市：汚水処分場 
・14 年‥京都市：鳥羽下水処理場 
・15 年‥大阪市：津守・海老江下水処理場 
〔補記〕発生汚泥の処理処分法 
名古屋市では別途に天白汚泥処理場を建設し、

送泥管によって圧送（総延長 28 ㎞）、消化槽を

経て、天日乾燥された。ただし、冬期や多雨期

に備えて熱田処理場にオリバー型脱水機（2 台）

を設置した。 
 京都市・豊橋市・岐阜市では消化槽を経て、

天日乾燥された。 
 東京市と大阪市は汚泥処理施設を持たず、発

生汚泥は運搬船によって東京湾と大阪湾へ投棄

処分された。 
 
(2) 下水処理場の呼称 

処理施設の呼称は歴史的に変化してきた。 
・東京市三河島「汚水処分工場」 
・名古屋市堀留「下水処理場」 
・東京市砂町「汚水処分場」 
・大阪市津守「下水処理場」 
・現代の「下水道法」では「終末処理場」 
〔補記〕 
 「下水道法」では「下水」は「汚水」と「雨

水」よりなると定義する。これにもとづくと、

汚水のみを処理するのが「汚水処理場」であり、

雨水の排除も合わせて行うのが「下水処理場」

となる。しかし、現実はこのように区別して使

い分けている訳ではない。 
 一方、「下水道法」にいう「終末処理場」とい

う表現は一般に使用されず、「終末」の語呂が都

市施設のイメージに合わない。この用語は「下

水道法」が制定された当時（昭和 33 年）、下水

処理場は厚生省の所管であり、厚生行政に使わ

れる終末処理場が、そのまま使用されたことに

よる。その後、下水道行政が建設省に一元化さ

れたが、「終末処理場」はそのまま残った。 
 
（あとがき） 

 現代の汚水処理法の主流である「活性汚泥法」

は 1914 年（大正 3 年）に発明されて、来年で

100 周年を迎える。技術革新の激しい時代にあ

って、同じ原理に基づく処理場が第一線で活躍

し、それに代わる処理方法がないということは

驚異的である。なによりも自前で活性汚泥を培

養できるところに妙味がある。 
以上、日本における下水処理場の創設期を回想

した次第である。 
 
【参考文献】 
・「日本下水道史（総集編・行財政編・技術編）

（事業編：上下）」㈳日本下水道協会  昭和   
61 年～平成元年 

・「東京市下水道沿革史」（口語訳版） 
    東京都下水道サービス㈱ 平成 24 

年 12 月刊（＊原本；東京市下水改良事

務所  大正 3 年発行） 
・「東京市下水道震害調査報告」（口語訳版） 
    東京都下水道サービス㈱ 平成 24 年

12 月刊（＊原本；東京市下水課 大正

14 年 6 月発行） 
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編 集 

この季節、隣国から黄砂が飛来し花粉が飛散す

る様は、旧来「春霞」として春の訪れを感じさせ

る風物詩のようなものでしたが、今年はそれに加

えて「ＰＭ2.5」なる物質が飛来し、「春霞＝健康

被害」という様相を呈するに至ってしまいました。

何とも複雑な気分です。 

かつて日本が大気汚染を克服したように、隣国

も本腰を入れて環境・健康を守る行動に出てほし

いと、孫達の成長を見るにつけ、切に願っている

今日この頃です。  （hibari） 

 

未曽有の東日本大震災が２年を迎えましたが、

震災復興や放射能の除染などが遅々

と進まず、いらだちを覚えている今

日この頃です。 

機関紙「ちんちょうち」編集をお

手伝いさせて頂いていますが、先輩

諸氏の下水道への深い見識と熱い

思いがひしひしと伝わる内容に接し、

感動を覚えながら読ませていただきまし

た。感謝、感謝 （katochan） 

 
松永さんが亡くなられました。大きな柱を失い、

残念至極です。もっと多くのことをお聞きし、記

録に残しておきたかったと感じます。 

昨年初夏には多くの座談会を企画し、具体的に

動き出したにもかかわらず、一編も掲載に至らな

い事も覚悟しました。このことは編集委員会の企

画方針を単年度計画から長期計画へ変更すべきこ

とを示唆しているのかも知れません。 （枝） 

 

ＮＰＯ機関誌ちんちょうち５号が発刊される。 

原稿執筆された皆様ありがとうございました。 

編集作業は大変だが本になると達成感が湧い

てくるのだと思う。 

タイトルデザインの選定、割り付け、図表・写

真の挿入、校正、審査、印刷製本等々の作業があ

って成果本となるのだ。 

一部でありましたが、編集のお手伝いできたこ

とは良い経験となりました。 （武ちゃん） 

 
民主党時代の閉塞感、アベノミクス効果で明る

い気分に。始まったばかり、もう少し様子を見て

みたい。 

下水道工事の完成検査に行く機会があった。市

職員が現場に配置されているとこ

ろと、維持管理業者丸投げのとこ

ろの違いが大きいように感じ

た。 

大阪市の下水道も建設局と

一緒になり、下水道の専門家が

少なくなりつつある。下水道のノウ

ハウが廃れていくのも時間の問題か！ 

(ohide さん) 

 
今年のＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」、その初回

放映で会津藩の教え「什の掟」を藩校生が斉唱す

る場面がありました。「什の掟」は７か条ですが、

その後に「ならぬことはならぬものです」と結ば

れています。いいな～、見事な文句だな～と感じ

入りました。そう思われた方も多いのではないで

しょうか。 

さて、今年も機関誌「ちんちょうち」第５号を

お届けいたします。じっくりとお楽しみいただき

たいと思います。また、ご感想やご意見をいただ

ければ幸いです。 (むっちゃん) 
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